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ʹ

滝
口
の
武
士
）
1
（

は
、
古
く
か
ら
「
滝
口
武
士
」
や
「
滝
口
武
者
）
2
（

」
と

呼
ば
れ
、
宮
中
に
お
け
る
ఱ
ߖ
の
私
的
ޢ
Ӵ
ฌ
、
೫
ࢸ
は
私
的
な
武

力
と
し
て
ཧ
ղ
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
滝
口
の
֓
ཁ
に
関
し
て
は
、
ઓ

前
に
お
け
る
吉
村
ໜ
थ
氏
の
研
究
）
�
（

が
通
説
と
な
っ
て
お
り
、
他
に
専

論
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
ཧ
༝
と
し
て
は
野
口
実
氏
が
指
ఠ

し
て
い
る
よ
う
に
、
滝
口
の
܉
事
的
ੑ
格
か
ら
「
武
士
階
ڃ
の
政
権

थ
立
に
結
び
つ
く
よ
う
な
方

ੑ
と
の
関
わ
り
が
滝
口
に
は
ر
ബ
）
�
（

」

で
あ
る
と
い
っ
た
点
が
第
一
に
ڍ
͛
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
滝
口
は
原

ଇ
と
し
て
ఱ
ߖ
の
代
ସ
わ
り
ご
と
に
ߏ
成
員
が
վ
め
ら
れ
、
そ
の
た

め
に
歴
代
ఱ
ߖ
と
ີ

に
関
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
そ

の
ߏ
成
員
や
બ
定
方
๏
の
ม
化
を
通
じ
て
ݕ
౼
す
れ
ば
、
単
な
る
制

度
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
史
や
ఱ
ߖ
制
に
つ
い
て
も
言
ٴ

可
能
だ
と
考
え
る
。

ま
た
、

山

生
氏
も
指
ఠ
し
て
い
る
よ
う
に
）
�
（

、
滝
口
の
武
士
は

「
武
士
（
な
い
し
は
武
者
）」
と
呼
ば
れ
る
職
が
中
ԝ
に
お
い
て
見
ら

れ
る
か
な
り
ૣ
い
例
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
中
ԝ
に
お
け
る
武
士
の

成
立
を
考
え
る
上
で
、
決
し
て
見
ಀ
す
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
と
言

え
よ
う
。
本
稿
で
は
武
士
の
成
立
か
ら
、
中
ԝ
（
京
）
で
の
武
士
の

形
態
に
つ
い
て
も
言
ٴ
し
た
い
と
思
う
。

滝
口
は
、

世
紀
末
の
Ӊ
多
ఱ
ߖ
の
代
に

ઃ
さ
れ
、
明
治
ҡ
新

ま
で
存
続
し
た
。
し
か
し
、
当
વ
な
が
ら
一
؏
し
た
組
織
で
あ
る
は

ず
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
よ
っ
て
そ
の
職
ঠ
・
任

方
๏
・

ߏ
成
員
な
ど
は
ม
化
し
て
い
っ
た
。
吉
村
氏
の
論
文
）
�
（

は
、
滝
口
の
職

ঠ
を
多
く
の
史
ྉ
を
用
い
て
記
ड़
し
て
い
る
が
、
や
や
時
期
区
分
が

不
明
ྎ
で
、
滝
口
の
歴
史
的
ม
ભ
を

え
て
い
な
い
う
ら
み
が
残
る
。

ถ
୩
๛
೭
༞
氏
は
、
滝
口
に
関
す
る
同
氏
の
࠷
初
の
論
文
）
�
（

で
܉
記

物
語
を
中
৺
に
十
二
世
紀
後
期
に
主
؟
を
ஔ
い
て
論
じ
、
次
の
論
文
）
�
（

で
は
ઁ
関
期
と
院
政
期
と
を
明
確
に
区
別
し
、
特
に
院
政
期
滝
口
の

様
態
に
つ
い
て
考

し
て
い
る
。
の
ち
に
そ
れ
ら
の
成
果
を
ま
と
め

て
い
る
）
9
（

が
、
そ
の
中
で
は
主
と
し
て
滝
口
の
બ
出
方
๏
を
ج
४
に
、

①
Ӊ
多
Ỗ
三
条
、
②
後
一
条
Ỗ
後
三
条
、
③
ന
河
Ỗ
҆
ಙ
の
三
期
に

分
け
、
特
に
③
の
時
期
に
重
点
を
ஔ
い
て
論
ड़
し
て
い
る
。

野
口
氏
は
ന
河
ఱ
ߖ
代
ま
で
の
滝
口
を
中
৺
に
考

を
施
し
）
ø÷
（

、


滝
口
の
武
士
、
そ
の

ઃ
と
中
世
的
展
開

土

屋

光

裕
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山
氏
は
特
に

ઃ
期
の
滝
口
に
重
点
を
ஔ
い
て
ݕ
౼
し
て
い
る
）
øø
（

。

以
上
各
ʑ
の
研
究
者
に
よ
る
滝
口
の
時
期
区
分
を
֓
؍
し
て
き
た

が
、
本
稿
で
も
よ
り
歴
史
的
ม
ભ
に
Ԋ
っ
て
滝
口
を
考

す
る
た
め
、

時
期
別
に
見
て
い
く
。
本
稿
で
は

ઃ
期
か
ら
、
比
較
的
滝
口
が
史

ྉ
に
ࢄ
見
す
る
鎌
倉
前
期
（
۩
ମ
的
に
は
承
久
の
乱
ま
で
）
を
論
の

ൣ
ᙝ
と
し
、
次
の
四
期
に
分
け
る
。

ᶗ
、

ઃ
期
（
Ӊ
多
・

ޣ
྆
ఱ
ߖ
の
代
）

ᶘ
、
ઁ
関
期
（
ग

Ỗ
ന
河
ఱ
ߖ
の
代
）

ᶙ
、
院
政
期
（
ງ
河
Ỗ
҆
ಙ
ఱ
ߖ
の
代
）

ᶚ
、
鎌
倉
前
期
（
後
ௗ
Ӌ
Ỗ

ګ
ఱ
ߖ
の
代
）

こ
こ
で
本
論
に
ೖ
る
前
に
、
こ
の
時
期
区
分
に
ए
ׯ
の
ղ
説
を
加

え
た
い
。
鎌
倉
幕
府
の
成
立
時
期
は
ॾ
説
あ
る
）
øù
（

が
、
一
部
の
例
外
）
øú
（

を

除
け
ば
、
֓
Ͷ
後
ௗ
Ӌ
ఱ
ߖ
在
Ґ
中
に
ٻ
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
時

期
区
分
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
அ
っ
て
お
く
。

な
お
、
様
ʑ
な
史
ྉ
を
ج
に
、
ถ
୩
氏
）
øû
（

や
野
口
氏
の
作
業
）
øü
（

を
も
参

考
に
し
て
ま
と
め
た
表
を
末
ඌ
に
加
え
た
。
ແ
論
ະ
見
の
史
ྉ
も
あ

り
、
決
し
て

ཏ
で
き
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
お
お
よ
そ
の



を
見
て
い
く
上
で
は
さ
΄
ど
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
論
文
で
は

ͻ
と
ま
ず
、
そ
の
都
度
こ
れ
ら
の
表
を
参
考
に
論
を
ਐ
め
る
。

ୈ
Ұ
ষ


ઃ
ظ
ͷ
ୌ
ޱ

こ
こ
で
は
主
と
し
て
Ӊ
多
・

ޣ
ఱ
ߖ
在
Ґ
時
、
ଈ
ち
「

平
・

延
ت
の
治
」
と
ࢌ
え
ら
れ
る
に
ࢸ
っ
た

世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
）
øý
（

の
滝
口
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
本
ষ
で
は
、

ઃ
当
初
の
滝
口
に

課
さ
れ
た
役
割
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
߱
の
滝
口
の
ม
༰
を

見
て
い
く
ج
ૅ
を
確
認
し
た
い
。

ୈ
Ұ
અ

ୌ
ޱ

ઃ
ͷ
എ
ܠ
と
ͦ
ͷ
ཧ
༝

滝
口
に
関
す
る
同
時
代
史
ྉ
は
、

見
の
限
り
『
ః
信
公
記
ঞ
』

承
平
ݩ
年
（

三
一
）
五
月
五
日
条
に
「
ӈ
大
ক
ೖ
࠱
有
二

ҿ
事
一。

ঌ
二

滝
口
உ
等
一

Ϩྩ

─ࣹ二

ਐ
的
一。
ᡅ
有
二

ݒ
物
一。
不
Ϩ

能
二

ࣹ
取
一

」
と
あ

る
の
が
初
見
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
ط
に
ग

ఱ
ߖ
の
時
代
で
あ
り
、


ઃ
時
で
あ
る
Ӊ
多
ே
の
『
Ӊ
多
ఱ
ߖ
ޚ
記
』
や
『
日
本
紀
ུ
』
な

ど
に
は
滝
口
の
記
事
は
ݕ
出
で
き
な
い
。
し
か
し
『
西
宮
記
』
に


平
三
年
（
八

一
）
十
一
月


日
の
記
事
と
し
て
、「
二ั

ݏ
ٙ
者
一

」

ら
え
る
た
め
に
、「
Ϩྩ

出
二

ॾ
家
അ
一、
催
下

ॾ
࢘

人
ת
二

武
芸
一

者
上、

ண
二

滝
口
等
一

」
け
て
会
（
ѭ
）
ࡔ
・
Ӊ
治
・
大
ࢬ
な
ど
の
関
に
ࠩ
し

ݣ
わ
す
こ
と
が
見
え
る
）
øþ
（

。
こ
れ
は
確
実
な
史
ྉ
の
引
用
と

அ
さ
れ
、

他
の
ר
に
も

ޣ
・
村
上
ே
に
関
す
る
滝
口
の
記
事
が
見
出
だ
せ
る
）
øÿ
（

こ
と
か
ら
、
滝
口
の

ઃ
時
期
が
Ӊ
多
ఱ
ߖ
の
治
世
の
ࠒ
で
あ
る
こ

と
は
ٙ
う
༨

が
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
従
来
、
何
ނ
Ӊ
多
ఱ
ߖ
の
代
に
、
何
を
目
的
と
し
て
ஔ
か

れ
た
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
感
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
滝
口
の
実
態
を
考
え
て
い
く
上
で
は
決
し
て
こ
の
問
題



�

を
ආ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
、
ए
ׯ
の
考

を
加
え
る
こ
と

に
す
る
。

古
く
は
吉
村
氏
が
、
Ӊ
多
ఱ
ߖ
の
代
に
注
目
し
て
い
る
。
ଈ
ち
、


世
紀
末
の
内
ཪ
ܯ
ޢ
を
担
う
ॾ
Ӵ
府

人
が
文

と
の
݉
職
と
い

う
文

本
Ґ
の
た
め
、
౪

や
์
Ր
な
ど
が
続
発
す
る
現
状
を
Ӊ
多

ఱ
ߖ
が
௧
感
し
、
७
વ
た
る
ࣆ
を
以
て
ॾ
Ӵ
府
の
ܽ
ؕ
を
補
お
う
と

し
た
こ
と
が
滝
口
ઃ
ஔ
の
動
機
で
あ
る
と
し
て
い
る
）
øĀ
（

。


山
氏
も
滝
口

ઃ
が
Ӊ
多
ே
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
当
時
の

政
治
動

の
特

と
し
て
、
院
宮
Ԧ
ਉ
家
の
私
的
武
力
形
成
、
ਗ਼
႑

殿
が
ఱ
ߖ
の
私
的
ۭ
間
と
し
て
重
ཁ
ੑ
を
૿
し
て
き
た
こ
と
、
後
宮

が
ඇ
ৗ
に
重
ཁ
と
な
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
を
ڍ
͛
て
い
る
）
ù÷
（

。

こ
の

山
氏
の
ڍ
͛
た
特

の
中
で
、
特
に
院
宮
Ԧ
ਉ
家
の
私
的

武
力
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
院
宮
Ԧ
ਉ
家
の
成
長
に
対
し
て
Ӊ
多
が

何
ら
か
の
不
҆
を
抱
き
、
そ
の
事
態
を
打
開
す
べ
き
目
的
で
、
滝
口

を

ઃ
し
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
が
、
そ
の
۩
ମ
像
を
知
る
た
め
に
は
も

う
গ
し
Ӊ
多
ே
の
特
घ
ੑ
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

Ӊ
多
ఱ
ߖ
の
時
代
に
行
わ
れ
た
ே
ఊ
վ
ֵ
と
し
て
は
滝
口
ઃ
ஔ
の

他
に
も
、『
ଂ
人
式
』
に
見
ら
れ
る
ଂ
人
所
の
֦
ॆ
・

備
、
ݕ
ඇ

ҧ
使
庁
վ
ֵ
、

方
に
お
い
て
は
ે
੫

ऩ
γ
ス
ς
Ϝ
の
վ
ֵ
な
ど

が
ڍ
͛
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
積
極
的
な
վ
ֵ
を
ਪ
し
ਐ
め
た

ཧ
༝
と
し
て
、
Ӊ
多
ఱ
ߖ
の
ଈ
Ґ
事
情
を
考
え
る
ඞ
ཁ
が
あ
る
。

Ӊ
多
の

光

ఱ
ߖ
は
、
ߖ
౷
の
中
で
は

ܥ
に
属
し
、
本
来
な

ら
ߖ
Ґ
継
承
の
可
能
ੑ
が
օ
ແ
に
等
し
い
立
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

通
説
に
従
う
の
な
ら
ཅ
成
ఱ
ߖ
が
҉
ࡴ
事
件
を
ཧ
༝
に
ഇ
Ґ
に

い

ࠐ
ま
れ
た
た
め
、
ཅ
成
の
݂
を
س
ආ
し
、
全
く
ԑ
遠
い
光

が
ફ
ᜂ

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
光

は
ଈ
Ґ
後
わ
ず
か
三
年
の
ਔ

和
三
年
（
八
八
七
）
八
月
二
十
六
日
に
ᓦ
す
る
。
そ
の
前
日
に
Ӊ
多

は

Ԧ
と
な
り
、
ཌ
日
立
太
子
。
そ
し
て
同
年
十
一
月
に
ଈ
Ґ
し
た
。

結
果
、
こ
こ
に
光

の
子
ଙ
に
新
し
い
ߖ
౷
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
ߖ
౷
は
、
ҏ
౻
ت
ྑ
氏
が
指
ఠ
し
て
い
る
よ
う
に
、
権

Җ
が
۩
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
Ӊ
多
ఱ
ߖ
が
権
Җ
の
確

立
に
ਚ
力
す
る
中
で
、
先
に
ڍ
͛
た
様
ʑ
な
վ
ֵ
を
行
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
）
ùø
（

。

滝
口
ઃ
ஔ
も
こ
の
よ
う
な
政
治
എ
ܠ
か
ら
考

さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
こ
の
点
で
、
東
宮
ଳ

ࣷ
人
が

ઃ
さ
れ
た
の
が
や
は
り
ߖ
౷

Ҡ
動
が
あ
っ
た
光
ਔ
ఱ
ߖ
代
の
ߖ
太
子
山
部

Ԧ
（
の
ち
の

武
ఱ

ߖ
）
の
政
治
的
不
҆
定
に
注
目
し
た

山
氏
の
指
ఠ
）
ùù
（

は
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

先
に
示
し
た
院
宮
Ԧ
ਉ
家
の
私
的
武
力
形
成
や
ܦ
ࡁ
成
長
は
ே
ఊ

政
治
を

ら
せ
、
ͻ
い
て
は
ఱ
ߖ
家
の
権
Җ
に
も
Ө
ڹ
す
る
可
能
ੑ

を
ൿ
め
て
い
た
。
院
宮
Ԧ
ਉ
家
の
ܦ
ࡁ
成
長
と
私
的
武
力
形
成
は
ີ


に
関
連
す
る
。

世
紀
に
見
ら
れ
た
Ԧ
ਉ
家
に
よ
る

方
܊
࢘
・

富
߽

の
家
人
化
は
ࠃ
ᦰ
ࢧ

を
動
༳
さ
せ
、
中
ԝ
財
政
を
ѱ
化
さ

せ
た
。
そ
れ
を
્
止
す
る
目
的
で

平
・
延
ت
の
ࠃ
政
վ
ֵ
が
行
わ



�

れ
た
こ
と
は
、
ط
に
ࡔ
上
߁
ढ़
氏
ら
に
よ
っ
て
指
ఠ
さ
れ
て
い
る
通

り
で
あ
る
）
ùú
（

。
た
だ
で
さ
え
ߖ
౷
Ҡ
動
に
よ
る
権
Җ
付
け
に
力
を
ೖ
れ

て
い
た
Ӊ
多
は
、
院
宮
Ԧ
ਉ
家
に
対
߅
さ
せ
る
形
で
、
ଂ
人
所
や
滝

口
な
ど
を
ఱ
ߖ
家
の
家
政
機
関
と
し
て
ॆ
分
に
機
能
さ
せ
る
べ
く
、

֦
ॆ
や

ઃ
を
し
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。

ୈ
ೋ
અ
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
人
物
と
し
て
、
ੁ
原
ಓ
真
が
い
る
。
次
ষ
で

説
明
す
る
よ
う
に
滝
口
は
ଂ
人
所
に
属
し
、
ଂ
人
頭
と
ີ

に
関

わ
っ
て
く
る
。
ಓ
真
も
Ӊ
多
ఱ
ߖ
の
ଂ
人
頭
に
任
命
さ
れ
た
が
、


山
氏
が
指
ఠ
し
て
い
る
よ
う
に
）
ùû
（

、
彼
が
そ
れ
を
ࣙ
ୀ
す
る
ࢫ
が
『
ੁ

家
文

』
に
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、

平
三
年
二
月
三
十
日
に
ࣙ
ୀ
の

ࢫ
を
上

し
）
ùü
（

、
一
୴
は
ଂ
人
頭
を
引
き
受
け
た
も
の
の
、
࠶
び
四
月

二
十
五
日
に
ݻ
ࣙ
す
る
ࢫ
を
上

し
て
い
る
。
そ
の
ཧ
༝
と
し
て
、

こ
の
間
に
式
部
গ
ี
と
ࠨ
中
ห
に
任
じ
ら
れ
た
上
に
、「
況
෮
直
二

滝

口
ક
書
೭
所
一、
二ީ

ޚ
前
ࣆ
読
೭
ש
一、
所
Ϩ

ଳ
二

所
Ϩ

ۈ
者
྆
役
、

ڏ
ᘭ
೭
࠽
難
Ϩ

可
二

݉
ࡁ
一

」
き
こ
と
を
ڍ
͛
て
い
る
）
ùý
（

。

山
氏
は
「
滝

口
ક
書
೭
所
」
を
場
所
と
し
て
の
「
滝
口
」、
す
な
わ
ち
ਗ਼
႑
殿
北

東
の
ޚ
ߔ
ਫ
が
མ
ち
る
ล
り
と

அ
し
た
と
思
わ
れ
、
ݕ
౼
を
保
ཹ

し
て
い
る
。
し
か
し
、
滝
口
の
初
見
が
同
年
十
一
月
で
あ
る
こ
と
）
ùþ
（

や
、

の
ち
に
ଂ
人
頭
が
滝
口
を
ਪ
ڍ
す
る
例
）
ùÿ
（

か
ら
、
こ
の
時
期
に
ଂ
人
頭

が
中
৺
と
な
っ
て
「
滝
口
武
士
」
を
બ
定
し
た
֖
વ
ੑ
は
大
い
に
あ

ろ
う
。
ಓ
真
は
こ
れ
以
前
ࢌ
ذ
क
だ
っ
た
が
、

平
三
年
ਖ਼
月
に
関

ന
౻
原
ج
ܦ
が
ᓦ
し
た
こ
と
を
ܖ
機
に
、
Ӊ
多
ఱ
ߖ
が
彼
を
重
用
し

た
こ
と
は
、
先
の
ಓ
真
の
݉

か
ら
も
Ӑ
え
、
ఱ
ߖ
の
私
的
ޢ
Ӵ
ฌ

た
る
滝
口
を
બ
定
す
る
中
৺
的
人
物
と
し
て
ൈ
డ
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。Ӊ

多
ே
の
滝
口
で
、
۩
ମ
的
な
人
名
が
分
か
る
者
は
ݕ
出
さ
れ
て

い
な
い
が
、
の
ち
に
滝
口
を
多
く
輩
出
す
る
宮
ಓ
氏
の
者
が
含
ま
れ

て
い
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。
確
実
な
史
ྉ
に
ొ
場
す
る
宮
ಓ
氏
࠷
初
の

滝
口
は
ở
表
一
Ỡ
11�
・
ௗ
Ӌ
ே
の
宮
ಓ
成
ݡ
だ
が
、
彼
以
前
か
ら
宮

ಓ
氏
は
武

を
輩
出
す
る
氏

で
あ
っ
た
。

宮
ಓ
氏
は
平
҆
前
期
ま
で
主
ܭ
頭
な
ど
）
ùĀ
（

の
文

を
務
め
て
い
た
が
、

宮
ಓ

ӹ
の
時
に
大
き
な
転
機
が
あ
っ
た
。
彼
の
່
は
౻
原
高
౻
の

室
と
な
り
、
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
Ӂ
子
は
Ӊ
多
の
女
ޚ
と
し
て
ೖ
内

し
、

ޣ
を
生
む
。
こ
れ
に
よ
り

ӹ
は
宮
内
大
ี
ま
で
ঢ
り
、
Ӂ

子
も
の
ち
に
ߖ
太

を
ଃ
ら
れ
る
。
高
౻
も

ྑ

が
内
ࣷ
人
で
ૣ

世
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
大
ਉ
ま
で
ঢ
り
、
ࢮ
後
太
政
大
ਉ
ਖ਼

一
Ґ
を
ଃ
ら
れ
た
）
ú÷
（

。
こ
の
よ
う
に
ఱ
ߖ
家
と
宮
ಓ
氏
・
高
౻
流
౻
原

氏
が
ミ

ν
的
つ
な
が
り
を
持
っ
た
の
だ
が
、ૣ
く
も
敦
ਔ

Ԧ（
の

ち
の

ޣ
）
の
ଳ

ࣷ
人
に
宮
ಓ
ܿ
ڵ
の
名
が
見
ら
れ
る
）
úø
（

。「

川

ܥ
図
」
で
は
、
こ
の
ܿ
ڵ
は

ӹ
の
子
と
見
え
）
úù
（

、
こ
れ
を
信
じ
る
な

ら
、
ܿ
ڵ
は
࢞
ຓ
の
ଙ
の
ଳ

を
務
め
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
߱

の
宮
ಓ
氏
は
ѹ

的
に
武

の
者
が
多
い
。
ま
た
、
Ӂ
子
の
同

ܑ



�

で
あ
る
定
ࠃ
は
、
Ӊ
多
ே
に
は
五
Ґ
ଂ
人
や
東
宮
大
ਐ
を
務

め
、

ޣ
ே
に
は
ଂ
人
頭
と
な
り
、
そ
の
同

ఋ
定
方
も
東

宮
ၚ
を
務
め
て
い
た
）
úú
（

。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
Ӊ
多
ఱ
ߖ
は
ଂ
人
所
や
東
宮

に
、

重
用
し
て
い
た
者
や
ミ

ν
と
い
っ
た
信
の
ஔ
け
る
者
を
ૹ

る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
ߖ
౷
を
予
ଌ
さ
れ
る
ة
ݥ
か
ら
ޢ

り
、
ঃ
ʑ
に
ߖ
౷
の
権
Җ
付
け
を
試
み
た
と

அ
さ
れ
、
当

વ
滝
口
も
そ
の
よ
う
な
人
物
を
中
৺
と
し
て
ߏ
成
し
た
と
ਪ

ଌ
し
て
も
不
自
વ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
、こ
の
時
期
の
બ
定
方
๏
を
確
認
し
た
い
。『
西
宮
記
』

に
、

　
　

滝
口
、ợ
依
Ϩ

試
二

ࣹ
場
殿
中
院
ٴ
ศ
所
一。Ụ
ଂ
人
ڼ
二

ॾ

ਞ
一、ợ
ۙ
代
不
Ϩ

試
。Ụ
ޚ
ף
師
ଂ
人
可
二

ڼ
下
一。
ޚ

ۊ

同
Ϩ

೭
。

と
い
う
記
事
が
見
え
）
úû
（

、『
西
宮
記
』
執
筆
当
時
は
ط
に
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

ઃ
期
は
ࣹ
芸
を
試
み
て
બ
ば
れ
て

い
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。

ୈ
ࡾ
અ


ઃ
ظ
ͷ
৬
ঠ


ઃ
期
の
滝
口
が
直

そ
の
武
力
を
発
動
し
た
例
は
、
史

ྉ
が
গ
な
い
せ
い
も
あ
ろ
う
が
、
先
に
示
し
た
ॾ
関
の

౪

に
従
っ
た
例
）
úü
（

し
か
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
次
の
記
事
は
、
村
上

ủ
高
౻
ྲྀ
౻
ݪ
ࢯ
ɾ
ٶ
ಓ
ࢯ
ུ
ܥ
ਤ

（『
ଚ
൰
分
຺
』「

川
ܥ
図
」
な
ど
を
参
考
に
作
成
）

౻内ࣷ
人原

ྑ


高
౻

内
大
ਉ
ਖ਼
三
Ґ

ଃ
太
政
大
ਉ
ਖ਼
一
Ґ

定
ࠃ

Ӊ
多
五
Ґ
ଂ
人


ޣ
ଂ
人
頭

定
方
東
宮
ၚ

ਔ
ળ
子


ޣ
女
ޚ

号
三
条
ޚ
ଉ
所

宮宮内
大
ี
ಓ

ӹ

女ܿ
ڵ

ޣ
ଳ


Ӂ
子

Ӊ
多
女
ޚ

ଃ
ߖ
太



ޣ

Ӊ
多

満
子
従
三

ঘ
ࣆ



�

ఱ
ߖ
の
治
世
に
、
ॾ
Ӵ
や
ݕ
ඇ
ҧ
使
に
滝
口
を
ຖ

四
人
ず
つ
෭
え

て
京
中
の
܈
౪

ࡧ
に
当
た
ら
せ
て
い
る
例
）
úý
（

ま
で

た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
内
ཪ
の
外
で
の
活
動
な
の
で
、

内
ཪ
で
の
ಇ
き
は
Ӑ
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
以
外
の
記
事

で
は
、『
ැ
܂
ུ
記
』
延
ت

年
（

二
〇
）
五
月
五
日
条
に
൭
٬

が
京
に
い
る
間
ຖ
日
、
鮮
ࣛ
二
頭
を
ਐ
め
る
よ
う
滝
口
に
ڼ
せ
て
い

る
他
、『
西
宮
記
』
ר
二
と
ר
四
に
そ
れ
ぞ
れ
殿
上
ౌ
弓
で
ݒ
物
を

ֻ
け
て
弓
を
ࣹ
る
こ
と
、
ಐ
相

で
ָ
所
を
務
め
る
こ
と
が
見
え
る
。

特
に
殿
上
ౌ
弓
を
બ
定
方
๏
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
ࣹ
芸
は
滝
口

に
ٻ
め
ら
れ
た
資
質
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
）
úþ
（

。

滝
口
の
員
数
は
『
西
宮
記
』
に
「

平
、
ඃ
Ϩ

ஔ
二

ऺ
十
人
・

人
一

」）
úÿ
（

と
あ
り
、
ま
た
の
ち
の
村
上
ఱ
ߖ
ଈ
Ґ
時
に
、
滝
口
の
人
数
に
つ
い

て
ग

上
ߖ
が
先
ఇ
の
時
に
依
る
よ
う
に
示
し
て
い
る
）
úĀ
（

の
で
、
そ
の

人
数
も
ਖ਼
確
に
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
Ӊ
多
ఱ
ߖ
在
Ґ
時
に


備
さ
れ
た
『
ଂ
人
式
』
は
現
存
し
な
い
が
、
෮
ݩ
さ
れ
て
い
る
部
分

か
ら
は
滝
口
に
関
す
る
ن
定
は
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
Ӊ
多
ఱ
ߖ

が
ྟ
時
の
形
で
滝
口
を
組
織
さ
せ
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
後
世
ま
で

受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
に
ա
͗
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
Ӊ
多
ఱ
ߖ
の
治
世
に
ઃ
ஔ
さ
れ
た
滝
口
は
、
院

宮
Ԧ
ਉ
家
の
私
的
武
力
形
成
に
対
߅
し
、
ߋ
に
は
新
し
い
ߖ
౷
の


ઃ
と
い
う
不
҆
定
な
政
治
的
立
場
を
打
開
し
て
、
自
ݾ
の
ߖ
౷
に
新

た
な
る
権
Җ
を
確
立
す
る
た
め
に
ஔ
か
れ
、
۩
ମ
的
な
形
で

備
さ

れ
る
に
は
ࢸ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ୈ
ೋ
ষ

ઁ
ؔ
ظ
ͷ
ୌ
ޱ

前
ষ
で
は
滝
口
の

ઃ
段
階
、
特
に

ઃ
時
の
政
治
എ
ܠ
か
ら
滝

口
を
ઃ
ஔ
し
た
ཁ
Ҽ
を
考

し
た
。
そ
の
中
で
、
滝
口
が
院
宮
Ԧ
ਉ

家
の
私
的
武
力
に
対
す
る
ఱ
ߖ
の
私
的
武
力
と
し
て
ఱ
ߖ
の
身
ล
に

ஔ
か
れ
た
と
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
ষ
で
は
主
と
し
て
十
世
紀
第
ᶘ

四

世
紀
の
ग

ఱ
ߖ
在
Ґ
時
か
ら
十
一
世
紀
末
期
の
ന
河
ఱ
ߖ
在

Ґ
時
ま
で
の
約
一
世
紀

を
考

の
ൣ
ᙝ
と
し
て
、
滝
口
の
ੑ
格
が

い
か
に
ม
化
し
て
い
っ
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。

ઁ
関
期
に
お
け
る
滝
口
の
職
ঠ
や
様
態
な
ど
に
関
し
て
は
ถ
୩
氏

が
ਫ਼
ີ
に
史
ྉ
を
ݕ
౼
さ
れ
）
û÷
（

、
言
い
ਚ
く
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。

し
か
し
野
口
氏
が
ઁ
関
期
の
史
ྉ
に
ొ
場
す
る
滝
口
を

ཏ
し
た
上

で
、
滝
口
を
武
士
の
成
立
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
お
り
）
ûø
（

、
社
会
・
政

治
എ
ܠ
と
བྷ
め
る
の
な
ら
、
多
গ
な
り
と
も
問
題
提
ى
を
す
る
こ
と

は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
如
上
の
ཧ
༝
か
ら
、
ઁ
関
期
の
滝

口
を
考

す
る
。

ୈ
Ұ
અ

ࢲ
ओ
と
ୌ
ޱ
と
ͷ
ؔ


滝
口
ਞ
（
滝
口
本
所
）
と
ଂ
人
所
は
そ
の
場
所
を
異
に
し
）
ûù
（

、
ଂ
人

所
の
他
の
職
員
が
ଂ
人
所
内
で
出
世
す
る
の
に
対
し
、
滝
口
は
他
の

武

に
任
じ
ら
れ
る
例
が
ѹ

的
に
多
い
（ở
表
一
Ỡ
な
ど
を
参
র
）。



�

こ
の
よ
う
に
滝
口
ਞ
と
ଂ
人
所
と
は
別
に
Ґ
ஔ
し
て
い
る
が
、
ຖ

日
ҫ
の
一
ࠁ
に
行
わ
れ
る
名
対
面
（
問
᤻
）
は
ଂ
人
が
指
ش
を
執
っ

て
お
り
）
ûú
（

、
ଂ
人
所

を
ไ
じ
て
滝
口
が
使
と
し
て
下

す
る
こ
と
）
ûû
（

な

ど
の
例
を
ڍ
͛
る
ま
で
も
な
く
、
滝
口
が
ଂ
人
所
に
属
し
て
い
る
こ

と
は
प
知
の
事
実
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
滝
口
に
関
す
る
記
事
は
ଂ
人

頭
の
日
記
に
ॆ
実
し
て
お
り
）
ûü
（

、
ଂ
人
頭
が
滝
口
を
۩
し
て
出
か
け
る

例
）
ûý
（

も
こ
の
時
期
か
ら
見
ら
れ
は
じ
め
る
。

こ
の
よ
う
な
ੑ
格
の
た
め
、
滝
口
が
ଂ
人
頭
を
私
主
と
ڼ
͙
例
）
ûþ
（

が

こ
の
時
期
か
ら
見
え
は
じ
め
る
。
私
的
に
ۦ
使
し
た
例
と
し
て
、


作
で
は
あ
る
が
、
十
一
世
紀

ば
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
新

Ԑ
ָ
記
）
ûÿ
（

』
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

十
二
の
君
の
Ծ
आ
人
は
、
ࣆ
従
宰
相
・
頭
中
ক
・
上


・

ଂ
人
গ
ক
・
ࠨ
Ӵ

佐
等
な
り
。
҃
は
文
を
ക
の
ࢬ
に
付
け
て
、

ਵ
身
・
小
ࣷ
人
を
も
て
ࣀ
は
る
。
҃
は
Վ
を
ࡩ
花
に
書
き
て
、

ଳ

・
滝
口
等
を
も
て
ૹ
ら
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
滝
口
は
ଳ

や
ਵ
身
・
小
ࣷ
人
な
ど
と
同
様
に
、

࿀
文
を

す
と
い
う
私
事
中
の
私
事
に
ま
で
使
役
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
十
二
の
君
の
Ծ
आ
人
の
場
合
は
、
頭
中
ক
と
い
う
立
場
で
滝
口
を

私
事
に
従
事
さ
せ
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば

߂
ݩ
年

（
一
〇
〇
四
）
に
、
ق
ޚ
読
ܦ
に
際
し
て

宮
敦
ಓ

Ԧ
か
ら
ಓ
長

が
ڇ
一
頭
を
ไ
り
、
౻
原
頼

が
അ
四
頭
を
ݙ
上
し
た
ં
、「
年
来

ঌ
二

滝
口
者
十
人
一

ҝ
二

അ
෭
一

」）
ûĀ
（

と
の
記
事
が
見
え
る
。
こ
れ
は
ಓ
長

家
の
私
的
行
事
に
、
滝
口
を
使
役
し
た
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
滝
口

は
そ
の
見
ฦ
り
と
し
て
「

ݜ
」
を
څ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
滝
口
は
ଂ
人
頭
以
外
の
者
に
も
私
的
に
従
属
し
て
い
た
こ
と
が
Ӑ

え
よ
う
。
ถ
୩
氏
は
こ
の
よ
う
な


が
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀

初
頭
以
߱
、
公
ڢ
・
ॾ
大
夫

に
ま
で

く
見
ら
れ
た
と
ਪ
ଌ
し
て

い
る
）
ü÷
（

。
し
か
し
ถ
୩
氏
が
そ
の
ূ
ࠨ
と
し
て
掲
͛
た
『
小
ӈ
記
』
長

和
五
年
（
一
〇
一
六
）
四
月
十
二
日
条
や
同
三
月

八
日
条
は
、
い

ず
れ
も
լ
ໜ
ࡇ
な
ど
の
ࠃ
家
の
大
ࡇ
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
以
外
の
場
に
お
い
て
滝
口
が
私
事
に
従
っ
た
例
は
΄
΅
ઁ
関
や
公

ڢ
を
輩
出
す
る
౻
原
氏
北
家
や
村
上
源
氏
ら
に
限
ら
れ
る
）
üø
（

。

ୈ
ೋ
અ

ઁ
ؔ
ظ
ͷ
બ
定
ํ
๏

こ
の
よ
う
な
現

が
見
ら
れ
る
原
Ҽ
は
滝
口
の
બ
定
方
๏
に
あ
る

と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。
次
に
、
こ
の
時
期
の
બ
定
方
๏
を
見
て
い
く
。

先
に
滝
口
は
試
ࣹ
に
よ
っ
て
બ
出
す
る
と
し
た
が
、
ૣ
く
も
『
西

宮
記
』
執
筆
段
階
に
は
、「
ۙ
代
不
Ϩ

試
）
üù
（

」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

ࣹ
芸
を
行
っ
た
と
い
う
記
事
は
、
こ
の
時
期
に
は
後
一
条
・
後
ग


ଈ
Ґ
時
の
二
例
）
üú
（

し
か
な
い
。
そ
こ
で
ถ
୩
氏
は
後
一
条
ଈ
Ґ
時
を
一

つ
の
画
期
と
見
て
時
期
区
分
を
し
て
い
る
）
üû
（

が
、
࠶
考
の
༨

が
あ
ろ

う
。
後
一
条
ଈ
Ґ
時
の
滝
口
બ
出
の
記
事
は
多
く
の
史
ྉ
）
üü
（

か
ら
෮
ݩ

で
き
る
。
֓
ཁ
を
ड़
べ
る
と
、
上
達
部
（
公
ڢ
）
が
そ
れ
ぞ
れ
ީ
補

者
を
記
し
た
滝
口
名

を
ઁ
政
౻
原
ಓ
長
の
許
に
د
せ
る
。
ީ
補
者



�

が
多
い
た
め
名

を
ଂ
人
頭
౻
原
資
平
に
下
し
、
五
Ґ
ଂ
人
二
名
を

۩
し
て
、
ࠨ
ۙ
Ӵ
府
弓
場
で
試
ࣹ
を
行
う
。
ީ
補
者
二
十
二
名
の
内
、

的
に
当
て
た
者
は
わ
ず
か
三
名
だ
っ
た
が
、
十
七
人
を
બ
び
、
先
ே

（
三
条
ఱ
ߖ
）
の
上
ᢐ
三
人
を
加
え
て
滝
口
を
二
十
名
と
す
る
）
üý
（

。

こ
こ
で
①
બ
出
の

任
者
が
ઁ
政
ಓ
長
、
②
試
ࣹ
の
執
行
は
ଂ
人

頭
資
平
で
あ
る
と
い
う
二
点
を
確
認
し
た
い
。
こ
れ
以
前
で
ଈ
Ґ
時

の
滝
口
બ
定
に
৮
れ
て
い
る
記
事
は
、
✔
村
上
ఱ
ߖ
）
üþ
（

・
✕
花
山
ఱ

ߖ
）
üÿ
（

・
✖
三
条
ఱ
ߖ
ଈ
Ґ
時
）
üĀ
（

の
三
例
で
、
そ
れ
ぞ
れ
✔
関
ന
太
政
大
ਉ

౻
原

平
が
ग

上
ߖ
に
滝
口
の
人
数
を
問
う
こ
と
、
✕
先
ఇ
の
滝

口
を
含
む
十
人
の
滝
口
を
ߩ
ڍ
に
よ
っ
て
બ
Ϳ
こ
と
、
✖
権
中
ೲ
言

౻
原
行
成
が
一
条
ৡ
Ґ
の
日
に
、
敦
頼
の
名

を
滝
口
に
د
せ
、
ࠨ

大
ਉ
ಓ
長
に
申
し
て
ӈ
Ӵ

ಜ
に
付
し
、
ӈ
Ӵ

ಜ
が
こ
れ
を
頭
ห

源
ಓ
方
に
付
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
は
ઁ
関
が
ஔ

か
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
三
例
か
ら
滝
口
બ
出
の
主
ಋ
者
が
ઁ
関
೫
ࢸ
は
ࠨ
大
ਉ
に
あ

る
こ
と
が
分
か
り
、
花
山
・
三
条
ଈ
Ґ
時
の
記
事
か
ら
公
ڢ
が
名


を
د
せ
て
い
る
こ
と
が
Ӑ
え
る
）
ý÷
（

。
ถ
୩
氏
は
後
一
条
ଈ
Ґ
以
前
の
滝

口
બ
定
は
「
ଂ
人
頭
の
権
限
が
ઈ
対
的
）
ýø
（

」
と
し
て
い
る
が
、
ଂ
人
頭

が
主
ମ
と
な
っ
て
い
る
二
例
は
い
ず
れ
も
ଈ
Ґ
時
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
花
山
ఱ
ߖ
）
ýù
（

と
一
条
ఱ
ߖ
の
在
Ґ
期
間
中
）
ýú
（

で
あ
る
。
ま
た
一
条
在

Ґ
中
の
長
保
ݩ
年
（



）、
ଂ
人
頭
行
成
は
任
滝
口
の
એ
ࢫ
を

下
さ
れ
た
と
い
う
事
実
確
認
だ
け
行
っ
て
い
る
）
ýû
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
を

૯
合
す
る
と
、
こ
の
時
期
は
ଈ
Ґ
時
に
は
公
ڢ
の
ߩ
ڍ
で
બ
ば
れ
、

定
員
を

え
れ
ば
試
ࣹ
を
行
う
。
在
Ґ
期
間
中
の
滝
口
の
補
ॆ
は
ଂ

人
頭
主
ಋ
で
行
わ
れ
る
と

அ
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
ީ
補

者
が
ඞ
ず
し
も
ઁ
関
や
ଂ
人
頭
の
私
的
従
者
だ
け
で
な
く
、
貴
ਈ
に

ਵ
従
す
る
受
ྖ

や
家
࢘
と
の
関

を
隔
て
た
者
が
一
ൠ
的
だ
っ
た

こ
と
を
ถ
୩
氏
は
指
ఠ
し
て
い
る
）
ýü
（

。

ୈ
ࡾ
અ

ઁ
ؔ
ظ
ͷ
৬
ঠ

一
条
ఱ
ߖ
在
Ґ
中
の

߂
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
大
ր
日
に
、
内

ཪ
に
౪

が
৵
ೖ
す
る
と
い
う
事
件
が
ى
こ
っ
た
こ
と
が
『
紫
式
部

日
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
）
ýý
（

。
と
こ
ろ
が
、
ڴ
か
す
外
ఢ
か
ら
ఱ
ߖ
を

ޢ
る
と
い
う
任
務
を
ଵ
っ
た
滝
口
が
ॲ
േ
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま

た
『
小
ӈ
記
』
の
中
で
こ
の
事
件
に
関
し
て
全
く
৮
れ
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
な
ど
か
ら
֯
田
文
ᦱ
氏
は
、
ఱ
ߖ
は
҉
ࡴ
や
ク
ー
デ
タ
ー
と

い
っ
た
こ
と
の
ى
こ
り
ಘ
な
い
存
在
、
ଈ
ち
「
ૐ
Ԧ
」（
೫
ࢸ
は
そ

れ
に
ۙ
い
存
在
）
で
あ
る
と
ड़
べ
て
い
る
）
ýþ
（

。

高
ڮ
ণ
明
氏
は
そ
の
説
を
引
用
し
た
上
で
、
滝
口
の
職
ঠ
の
中
か

ら
特
に
໐
ݭ
や

使
（
特
に
ਫ
と
の
関
わ
り
の
ਂ
い
ࡇ

の

使
）

な
ど
に
注
目
し
、
滝
口
に
対
す
る
期

を
「

अ
の
武
」
と
ن
定
し

た
。
ଈ
ち
、滝
口
は
物
の
ո
や
έ
Ψ
Ϩ
と
い
っ
た
「
ඇ
物
ཧ
的
外
ఢ
」

か
ら
ఱ
ߖ
を
ޢ
る
こ
と
が
主
た
る
期

と
し
、
҉
ࡴ
や
౪

の
৵
ೖ

と
い
っ
た
「
物
ཧ
的
ڴ
Җ
」
か
ら
の
ܯ
ޢ
を
二
次
的
な
も
の
と
し
た
）
ýÿ
（

。
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野
口
氏
も
こ
れ
と
同
様
の
見
ղ
を
示
し
て
い
る
）
ýĀ
（

。

し
か
し
、
滝
口
が
任
務
ጱ
ଵ
の
た
め
ॲ
േ
さ
れ
て
い
る
例
は
史
ྉ

で
も
確
認
で
き
る
）
þ÷
（

。
ま
た
、
こ
う
し
た
物
ཧ
的
・
ඇ
物
ཧ
的
と
い
う

対
立
ߏ

は
、
ೡ
ろ
現
代
人
の
感
֮
か
ら
言
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、

当
時
の
人
に
と
っ
て
そ
の
྆
者
は
΄
΅
同
様
、
೫
ࢸ
は
区
別
が
ᐆ
ດ

に
ଊ
え
ら
れ
て
い
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
高
ڮ
氏
・
野
口

氏
྆
者
の
説
に
対
し
て

山
氏
は
、
特
に
滝
口
が

使
を
務
め
た
八

十
島
ࡇ
な
ど
の
ࡇ

に
関
し
て
、「
や
は
り
ଂ
人
所
と
の
関

で
ଊ

え
て
い
く
の
が
ྑ
い
）
þø
（

」
と
の
見
ղ
を
示
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
今

ま
で
ຆ
ど
ސ
み
ら
れ
な
か
っ
た
滝
口
や
武
士
の
職
ঠ
に
新
ࢹ
点
を
提

出
し
た
こ
と
、
物
の
ո
な
ど
に
も
武
力
が
ඞ
ཁ
と
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
な
ど
を
指
ఠ
し
て
い
る
点
は
評
価
し
ಘ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
時
期
、
滝
口
が
౪

や
์
Ր
൜
な
ど
を
ั
ら
え
た
記
事
も
ࢄ

見
す
る
。
例
え
ば
『
ޚ
ಊ
関
ന
記
』

ਔ
ݩ
年
（
一
〇
一
七
）
ਖ਼
月


二
日
条
に
、
西
中

の
ล
り
で
滝
口
౻
原
Ӭ
資
が
ࠇ

ଋ
の
不
審

な
உ
を
ั
ら
え
た
が
ಀ
が
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ೆ
小

で
滝
口
ࢸ

高
が
ࣹ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
Ӭ
資
と
ࢸ
高
が
そ
の
ޭ

に
よ
り
大
ࣷ
人
Ҹ
と
修
ཧ
ਐ
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
『
日
本
紀
ུ
』

同

四
日
条
に
書
か
れ
て
い
る
。
ී
通
滝
口
は
、
そ
の
上
日
・
上


数
に
よ
っ
て
࿑
を
積
む
こ
と
で
、
除
目
の
際
に
任

さ
れ
た
が
、
こ

う
し
た
౪

ั
റ
な
ど
の
別
ޭ
に
よ
っ
て
任

さ
れ
る
例
も
多
い
）
þù
（

。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
考
え
て
、や
は
り
滝
口
は
宮
中
（
特
に

間
）

の
ܯ
備
（
物
ཧ
的
・
ඇ
物
ཧ
的
外
ఢ
共
に
）
を
主
と
し
て
期

さ
れ

て
い
た
と
い
う
従
来
の
見
方
で
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
い
わ
Ώ
る
「
物

ཧ
的
ڴ
Җ
」
に
対
し
て
武
力
で
ղ
決
す
る
記
事
は
、
決
し
て
多
い
と

は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
ܯ
Ӵ
す
る
ൣ
ғ
が

内
ཪ
प
ล
と
い
う
こ
と
で
、
ී
段
は
౪

な
ど
の
৵
ೖ
は
不
可
能
で

あ
る
し
、
ࣹ
ࡴ
な
ど
の
ࡴ
生
を
行
っ
て
έ
Ψ
Ϩ
を
発
生
さ
せ
な
い
よ

う
注
意
せ
Ͷ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
）
þú
（

な
ど
か
ら

அ
す
れ
ば
、
こ

の
時
期
の
滝
口
は
こ
う
し
た
主
務
に
応
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
他
の
職
ঠ
と
し
て
は
、
滝
口
一
名
が
ࡈ
宮
や
ࡈ
院
に

ީ
す

る
こ
と
）
þû
（

、
լ
ໜ
ࡇ
で
അ
෭
を
務
め
る
こ
と
）
þü
（

、
石
ਗ਼
ਫ
八
഼
宮
な
ど
の

ไ
ฎ
使
の
お
ڙ
を
務
め
る
こ
と
）
þý
（

な
ど
が
ڍ
͛
ら
れ
る
。
し
か
し
、
長

和
五
年
（
一
〇
一
六
）
に
は
、
ఱ
ߖ
の
ޚ
物
س
に
ࡇ

が
重
な
っ
た

際
、
内
ཪ
の
滝
口
が
ܽ
け
て
は
な
ら
な
い
と
ଂ
人
頭
が
ड़
べ
て
い
る

こ
と
）
þþ
（

か
ら
も
、
ې
中
ܯ
Ӵ
が
࠷
༏
先
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

滝
口
本
所
Վ
合
が
行
わ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
）
þÿ
（

。

ୈ
࢛
અ

ઁ
ؔ
ظ
ͷ
ߏ

һ

こ
の
時
期
の
滝
口
は
院
政
期
΄
ど
に
は
人
名
が
ݕ
出
で
き
な
い
が
、

大
ま
か
な


は
確
認
で
き
よ
う
。
表
三
を
見
る
と
、
౻
原
・
源
・

平
氏
が
約
六
割
を

め
、
次
い
で
紀
氏
、
中
原
氏
と
続
く
が
、
他
の

時
期
に
比
べ
、
そ
の
他
の
氏

が
約
四
分
の
一
に
も
な
る
。
こ
の
中

に
は
ở
表
一
Ỡ
�
・
大
中
ਉ
߁
遠
の
よ
う
に
滝
口
任
後
、
武

以
外
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に
任
じ
ら
れ
る
氏

出
身
の
者
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
小
野
氏
・
大
ଂ

氏
の
よ
う
に
承
平
・
ఱ
ܚ
の
乱
で
活
躍
し
た
܉
事

྅
の
末
ᧈ
と
ਪ

ଌ
さ
れ
る
者
や
、
古
代
武
人
氏

の

氏
ら
も
見
ら
れ
る
が
、
い
ず

れ
も
こ
の
時
期
特
有
の
氏

で
あ
り
、
後
世
ま
で
は
続
か
な
か
っ
た
。

本
論
で
は
、
代
ʑ
滝
口
を
輩
出
す
る
家
を
ศ
宜
上
「
滝
口
の
家
」
と

呼
Ϳ
こ
と
に
す
る
）
þĀ
（

が
、
先
の
ॾ
氏

は
い
ず
れ
も
「
滝
口
の
家
」
を

形
成
す
る
に
は
ࢸ
ら
な
か
っ
た
。「
滝
口
の
家
」
と
な
っ
た
氏

に

は
利
ਔ
流
౻
原
氏
ら
が
い
る
が
、
彼
ら
は
「
ล
ڥ
܉
事
貴

」
と
考

え
ら
れ
、

方
に
ج
൫
を
持
ち
、
中
ԝ
の
貴

に
従
属
し
な
が
ら
ே

ఊ
に
出
仕
し
て
い
た
。
彼
ら
が
滝
口
を
代
ʑ
務
め
ಘ
た
の
は
、
や
は

り
当
時
の
滝
口
બ
定
方
๏
で
あ
る
公
ڢ
の
ߩ
ڍ
に
ى
Ҽ
す
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
点
で
、
౻
原

平
を
私
君
と
ڼ
い
だ
平
ক

が
滝
口
を
務

め
て
い
た
可
能
ੑ
が
あ
る
（ở
表
二
Ỡ
1��
）
こ
と
も
ڵ
ຯ
ਂ
い
。
ま

た
こ
の
時
期
、
受
ྖ
ま
で
ঢ
る
者
が
比
較
的
多
い
）
ÿ÷
（

が
、
こ
の
こ
と
は

ถ
୩
氏
も
指
ఠ
し
て
い
る
よ
う
に
）
ÿø
（

、
ઁ
関
期
の
特

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
滝
口
は
、
ઁ
関
期
の
ઁ
関
家
を
中
৺
と
し
た
公

ڢ
の
ߩ
ڍ
と
い
う
બ
定
方
๏
の
た
め
、
主
と
し
て
܉
事

྅
や
、
公

ڢ
と
直

的
・
間

的
に
結
び
付
い
た
ล
ڥ
܉
事
貴

ら
に
よ
っ
て

担
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
公
ڢ
な
ど
の
私
事
に
も
ۦ
使
さ
れ
は

じ
め
た
。
主
務
で
あ
る
ې
中
ܯ
Ӵ
は
こ
の
時
期
は
比
較
的
期

に
応

え
て
い
た
と
言
え
る
。

ୈ
ࡾ
ষ

Ӄ

ظ
ͷ
ୌ
ޱ

前
ষ
で
は
、
滝
口
が
私
事
に
従
う


が
見
ら
れ
は
じ
め
た
と
い

う
ถ
୩
氏
の
指
ఠ
を
受
け
て
、
そ
の
原
Ҽ
は
公
ڢ
が
滝
口
を
ߩ
ڍ
す

る
と
い
う
ઁ
関
期
の
બ
定
方
๏
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

の
後
の
滝
口
は
以
下
示
す
よ
う
に
大
き
く
ม

す
る
。
院
政
期
の
滝

口
に
つ
い
て
は
ถ
୩
氏
が
ਫ਼
力
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る
）
ÿù
（

が
、
こ
こ
で

は
事
実
確
認
と
考

を
試
み
る
。

ୈ
Ұ
અ

Ӄ

ظ
ͷ
બ
定
ํ
๏

院
政
期
の
滝
口
が
そ
れ
以
前
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
そ

の
બ
定
方
๏
に
あ
る
。

新
し
い
બ
定
方
๏
は
、
ງ
河
ఱ
ߖ
ଈ
Ґ
時
の
応
ಙ
ݩ
年
（
一
〇
八

六
）
の
記
事
）
ÿú
（

か
ら
෮
ݩ
で
き
る
。
ま
ず
十
一
月
二
十
日
に
、
所
ऺ
・

出
ೲ
ら
と
同
じ
く
、
ന
河
院
の
滝
口
上
ᢐ
三
人
が
ৡ
ら
れ
、
続
く
十

二
月
八
日
に
は
、
ന
河
院
ら
が
ޚ
څ
と
し
て
ਪ
ڍ
し
た
十
六
人
の
ࣹ

芸
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、「
難
Ϩ

有
Ϩ

試
、
不
Ϩ

ඃ
Ϩ

定
二

ࣹ
芸
೭
ળ

ѱ
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
結
果
に
か
か
わ
ら
ず
全
員
が
滝
口
と

な
っ
た
。
以
後
、
ޚ
څ
と
し
て
滝
口
を
ਪ
ڍ
す
る
こ
と
が
通
例
と
な

る
。こ

れ
ら
の
ਪ
ڍ
主
（
څ
所
）
を
分
ੳ
す
る
た
め
、
一
ཡ
表
に
し
た

の
が
ở
表
四
Ỡ
で
あ
る
。
څ
所
を
ఱ
ߖ
家
・
ઁ
関
家
・
そ
の
他
の
三

種
類
に
分
類
し
た
が
、
ѹ

的
に
ఱ
ߖ
家
が
多
い
。
څ
所
の
名
を
記
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し
た
ఱ
ߖ
ଈ
Ґ
時
に
関
す
る
五
つ
の
記
事
）
ÿû
（

か
ら
は
څ
所
の
実
に
五
割

を
ఱ
ߖ
家
で

め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（ở
ά
ラ
フ
Ỡ
参
র
）。
ߋ

に
、
څ
所
の
記
事
が
な
い
ਸ
ಙ
・
ۙ
Ӵ
ら
の
ଈ
Ґ
時
も
含
め
れ
ば
、

څ
所
の
約
六
割
は
ఱ
ߖ
家
だ
っ
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
よ
う
。
人
ਉ
は
、
平

氏
政
権
下
で
あ
る
҆
ಙ
ଈ
Ґ
時
の
前
ӈ
大
ক
平
宗

や
ࠨ
ฌ
Ӵ
ಜ
平

知

の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
が
、
ج
本
的
に
は
大
ਉ
ク
ラ
ス
ま
で
が

څ
所
と
な
り
ಘ
た
。
ถ
୩
氏
は
ງ
河
・
ௗ
Ӌ
ଈ
Ґ
時
ま
で
は
大
ೲ
言

以
上
に
ਪ
ڍ
権
が
༩
え
ら
れ
た
と
見
て
い
る
）
ÿü
（

が
、
ງ
河
ଈ
Ґ
時
の
記

事
に
「
ࠨ
ӈ
大
ਉ
幷
殿
北
政
所
、
依
二

重

࠱
一

ແ
二

ޚ
څ
一

」
と
見
え

る
よ
う
に
、
本
来
な
ら
大
ਉ
ク
ラ
ス
で
ຒ
め
る
予
定
だ
っ
た
が
、
ྟ

時
の
形
で
大
ೲ
言
ま
で
ਪ
ڍ
権
が
ճ
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ௗ

Ӌ
ଈ
Ґ
時
の
権
大
ೲ
言
౻
原
公
実
も
同
様
に
୭
か
の
代
わ
り
だ
と
ਪ

ଌ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
部
、
大
ਉ
ク
ラ
ス
の
人
ਉ
に
も
ਪ
ڍ
権

は
あ
っ
た
が
、
全
ମ
と
し
て
は
ఱ
ߖ
の
ミ

ν
が
څ
所
と
な
る
例
が

目
立
つ
。
こ
の
時
期
、
༮
গ
の
ఱ
ߖ
が
څ
所
を
બ
定
で
き
る
は
ず
も

な
く
、
ઁ
関
家
は
試
ࣹ
を
主
ಋ
し
て
は
い
る
）
ÿý
（

が
、ở
表
四
Ỡ
を
見
る

と
څ
所
の
બ
定
に
は
あ
ま
り
Ө
ڹ
力
を
持
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

よ
っ
て
څ
所
の
બ
定
に
は
「
治
ఱ
の
君
」
の
意

が
大
き
く
ಇ
い
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
の
ূ
ڌ
に
高
倉
ଈ
Ґ
時
に
後
ന
河
院
分
と
し
て
四

名
、
҆
ಙ
ଈ
Ґ
時
に
は
高
倉
院
が
二
名
、
滝
口
を
ਪ
ڍ
し
て
い
る
。

ま
た
、
二
条
ଈ
Ґ
時
に
は
後
ന
河
院
が
上
ᢐ
三
名
に
加
え
、
ߋ
に
六

名
を
滝
口
に
し
て
い
る
）
ÿþ
（

。
し
か
も
、
上
ߖ
が
自
ら
の
院
武
者
所
の
者

を
滝
口
に
ਪ
ڍ
す
る
例
）
ÿÿ
（

も
史
ྉ
に
ࢄ
見
す
る
。

『
西
宮
記
』
ר
八
「
院
宮
事
」
に
「
上
ߖ

㢏
೭
後
、（
中
ུ
）
滝

口
ҝ
二

武
者
所
一

」
と
あ
り
、
新
ఇ
に

さ
れ
る
一
部
の
滝
口
（
主
に

上
ᢐ
）
以
外
は
そ
の
ま
ま
院
武
者
所
に
な
る
と
ૣ
く
か
ら
ن
定
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
院
武
者
所
が
実
質
的
に
機
能
し
た
の
は
ԁ
༥
ৡ

Ґ
後
で
あ
り
、
し
か
も
三
条
・
後
三
条
上
ߖ
を
除
い
て
は
、
ന
河
院

政
開
࢝
ま
で
武
者
所
が
ஔ
か
れ
る
༨
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
を
ถ
୩
氏

が
明
ら
か
に
し
て
い
る
）
ÿĀ
（

。
よ
っ
て
ઁ
関
期
の
滝
口
は
࿑
を
積
ん
だ
り

別
ޭ
を
立
て
た
り
し
て
任

し
た
者
を
除
け
ば
、
ຆ
ど
が
ఱ
ߖ
ୀ
Ґ

後
に
職
を
ࣦ
っ
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。「
ඌ
ு
ࠃ
܊
࢘
ඦ

等
ղ
」に
は
、

ඌ
ு
क
౻
原
ݩ
命
の
許
に
い
た
「
有

ࢄ
Ґ
従
類
同
不
ળ
輩
」
と
し

て
「
前
滝
口
二
人
」
も
含
ま
れ
て
い
る
）
Ā÷
（

が
、こ
の
よ
う
に
受
ྖ
に
従
っ

て

方
へ
下

し
た
者
も
ઁ
関
期
に
は
存
在
し
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
院
政
期
に
ೖ
っ
て
上
ߖ
の
存
在
が
ৗ
態
と
な
り
、
ߋ
に

何
人
も
の
上
ߖ
が
並
立
す
る
と
、
武
者
所
は
い
く
つ
も
組
織
さ
れ
、

ఱ
ߖ
家
の
私
的
武
力
が
ॆ
実
し
て
き
た
。
滝
口
も
仕
え
て
い
る
ఱ
ߖ

ୀ
Ґ
後
の
身
分
を
保
ূ
さ
れ
）
Āø
（

、
京
で
の

職
上
ঢ
に
専
念
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
中
に
は
ఱ
ߖ
ୀ
Ґ
時
に
本
؏

へ

る
者
も
い
た
）
Āù
（

が
、

多
く
は

職
を
ಘ
る
ま
で
京
に
ཹ
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
在
Ґ
中
に
関
し
て
は
、
従
来
通
り
ଂ
人
頭
が
中
৺
と
な
っ

て
、
公
ڢ
ら
か
ら
ਪ
ڍ
さ
れ
た
者
を
滝
口
と
し
て
補
ॆ
し
て
い
る
）
Āú
（

。
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ઁ
関
期
に
は
滝
口
が
宮
中
で
౪

を
ั
ら
え
た
記
事
が
比
較
的
よ

く
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
ܹ
ݮ
す
る
。
十
一
世
紀
末
か
ら
十

二
世
紀
初
頭
ま
で
は
そ
れ
で
も
数
例
）
Āû
（

見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
߱
は
ຆ

ど
見
ら
れ
な
い
）
Āü
（

。

院
政
期
に
お
い
て
よ
く
史
ྉ
に
ొ
場
す
る
滝
口
の
職
ঠ
は
ࡇ

な

ど
の
公
役
で
あ
る
。
い
く
つ
か
例
を
ڍ
͛
れ
ば
、

治
七
年
（
一
〇


三
）
に
四
界
ࡇ
の
使
を
滝
口
四
人
が
務
め
て
い
る
）
Āý
（

。
そ
の
他
、
石

ਗ਼
ਫ
ྟ
時
ࡇ
）
Āþ
（

や
代
ସ
わ
り
ご
と
の
八
十
島
ࡇ
）
Āÿ
（

な
ど
の
記
事
に
も
滝
口

が
ࢄ
見
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
で
は
、
弓
ડ
を
ଳ
し
て
行
ྻ
に
参
加

す
る
こ
と
に
よ
り
、
ఱ
ߖ
の
武
力
を
公
に
、
か
つ
可
ࢹ
的
に
示
す
だ

け
で
な
く
、
実
際
に
武
力
を
発
動
す
る
こ
と
も
当
વ
な
が
ら
あ
っ
た
。

例
え
ば
ਔ
平
ݩ
年
（
一
一
五
一
）
に
は
、
լ
ໜ
行

に
際
し
人

い

を
し
て
い
た
ࠨ
大
ਉ
頼
長
の
ࣷ
人
二
人
が
、
ߖ

宮
ࣆ
長
源
有
य़
の

従
者
二
人
に
ਕ
ই
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
ى
こ
っ
た
が
、
ࠨ
大
ਉ
の

അ
෭
で
あ
っ
た
滝
口
が
᎕
め
取
っ
た
例
が
あ
る
）
ĀĀ
（

。

他
に
、
五
અ

な
ど
の
際
に
ࡶ
人
が
乱
ೖ
・
ԟ

し
な
い
よ
う
ܯ

Ӵ
す
る
こ
と
）
☟☞☞
（

な
ど
も
務
め
て
お
り
、
保
ݩ
の
乱
で
は
ߕ
ႀ
を
ண
て
、

後
ന
河
ఱ
ߖ
が
ආ
難
し
た
東
三
条
殿
の

を
ޢ
っ
て
い
る
）
☟☞☟
（

。

し
か
し
、
ઁ
関
期
ま
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
京
中
の
౪


ั
へ

の
参
加
は
こ
の
時
期
に
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
滝
口
の
活
動
ൣ
ғ
が
著

し
く
ڱ
ま
っ
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
院
と
結
び
付
い
た
源
平
ら

܉
事
貴

の

頭
と
関

す
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
職
ঠ
で
は
な
い
が
、
ඇ
公
式
の
場
で
滝
口
と
所
ऺ
が
ࠨ
ӈ

に
分
か
れ
て
相

や
ڝ
അ
を
行
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も
滝
口

が
多
く
উ
っ
て
い
る
）
☟☞☠
（

。『
ې
ൿ
ঞ
』
中
ר
「
滝
口
」
に
「
大
ུ
同
二

所

一ऺ

」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ࡇ

な
ど
の
公
役
に
お
い
て
で
あ
り
、

武
士
的
資
質
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

な
お
、
こ
の
時
期
の
滝
口
の
様
態
と
し
て
、
ጱ
ଵ
の
記
事
が
目
立

ち
は
じ
め
る
こ
と
を
特
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
不
仕

の
滝
口
を
ਘ
問
す
る
よ
う
に
他
の
滝
口
が
ଂ
人
頭
に
ૌ
え
た
り
）
☟☞☡
（

、
五

અ
の
ܯ
ޢ
）
☟☞☢
（

や
ޚ

名
に

参
し
た
り
）
☟☞☣
（

、
八
十
島
ࡇ
の
公
役
を
上
ᢐ
が

ಀ
͛
て
事
行
に
ն
し
た
り
）
☟☞☤
（

と
枚
ڍ
に
Ջ
が
な
い
。
か
か
る
ጱ
ଵ
の
原

Ҽ
を
ถ
୩
氏
は
「
҃
い
は
私
ྖ
の
ܦ
Ӧ
に
専
念
し
、
҃
い
は
公
ڢ
家

や
౩
ྊ
的
武
士
の
郎
従
と
し
て
の
ࡶ
事
に
従
事
す
」
る
た
め
に
平
҆

京
を

れ
る
滝
口
が
多
発
し
た
と
指
ఠ
し
て
い
る
）
☟☞☥
（

。
し
か
し
、
こ
う

し
た
記
事
は
保
ݩ
・
平
治
の
乱
や
治
承
・
ण
Ӭ
の
乱
な
ど
の
内
乱
期

に
集
中
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
ଂ
人
頭
が
ࡦ
を
࿅
っ
た
り
、
ځ
状

を
ૌ
え
た
り
す
る
記
事
）
☟☞☦
（

が
ࢄ
見
す
る
こ
と
か
ら
、
京
中
に
あ
り
な
が

ら
内
乱
に

じ
て
「
শ
二


౼
使
共（
ڙ
）一

ډ
者
）
☟☞☧
（

」
が
ຆ
ど
だ
っ
た

と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。

ୈ
ࡾ
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次
に
、
院
政
期
に
お
け
る
滝
口
の
ߏ
成
員
と
そ
の
特

を
見
て
い



1�

く
。先

に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
滝
口
は
院
や
ઁ
関
家
な
ど

ॾ
権


家
の
ޚ
څ
と
し
て
の
ਪ
ڍ
に
よ
り
બ
定
さ
れ
た
。ở
表
三
Ỡ

か
ら
も
Ӑ
え
る
よ
う
に
、
ઁ
関
期
に
見
ら
れ
た
古
代
武
人
氏

は


次
Ө
を
જ
め
て
い
く
が
、
こ
の
原
Ҽ
は
滝
口
の
બ
定
方
๏
に
あ
ろ
う
。

ถ
୩
氏
は
院
政
期
の
滝
口
を

大
な
史
ྉ
の
比
較
に
よ
っ
て
、（
̰
）

院
ۙ
ਉ
よ
り
ਪ
ڍ
さ
れ
院
か
ら

用
さ
れ
た
者
、（
̱
）౩
ྊ
的
武
士

の
家
人
・
郎
従
よ
り
出
身
す
る
者
、（
̲
）滝
口
ۈ
仕
を
家
例
と
す
る

家
ے
と
い
う
三
つ
の
特

を
ڍ
͛
た
）
☟☟☞
（

。
こ
れ
ら
の
特

は
的
確
で
は

あ
る
が
、
当
時
の
ਪ
ڍ
権
は
主
と
し
て
院
・
ઁ
関
家
と
い
う
ॾ
権


に
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
ら
を
介
さ
な
け
れ
ば
滝
口
に
ީ
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ถ
୩
氏
の
指
ఠ
し
た
特

を
ふ
ま
え
た
上
で
、

こ
う
し
た
ཧ
ղ
か
ら
滝
口
と
な
っ
た
者
を

ཧ
す
る
と
、
こ
の
図
の

よ
う
に
な
る
。
こ
の
図
に
Ԋ
っ
て
滝
口
の
ߏ
成
員
を
見
て
い
く
。

ま
ず
ᾇ
院
ۙ
ਉ
に
よ
り
滝
口
に
ީ
し
た
者
の
例
と
し
て
、ở
表
一
Ỡ

1��
の
౻
原
師
光
を
ڍ
͛
る
。
師
光
は
後
ന
河
ଈ
Ґ
時
に
ఱ
ߖ
自
ら
に

よ
っ
て
滝
口
に
任
命
さ
れ
た
。
彼
は
ݩ
Ѩ

ࠃ
在
庁

人
で
あ
っ
た

が
、
信
西
に
目
を
か
け
ら
れ
）
☟☟☟
（

、
滝
口
に
ީ
す
る
を
ಘ
た
。
師
光
は
の

ち
に
出
家
し
て
西
光
と
শ
し
、
ࣛ
ἃ
୩
の
陰

の
ट

者
と
し
て


ࡴ
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
後
ന
河
院
と
の
私
的
つ
な
が
り
が
Ӑ

え
る
。
こ
の
類
ܕ
に
は
他
に
ở
表
一
Ỡ
1��
の
平
信
成
（
業
）
ら
が
い

る
。
彼
ら
の
特

と
し
て
は
ᷫ
ީ
し
た
ఱ
ߖ
と
の
つ
な
が
り
が
ਂ
い

Ӄظୌߏޱһ
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1�

（
特
に
ୀ
Ґ
後
）
こ
と
が
ڍ
͛
ら
れ
、
घ
に
「
治
ఱ
の
君
」
と
な
っ

た
ఱ
ߖ
の
滝
口
を
務
め
た
者
の
中
に
は
受
ྖ

に
ま
で
出
世
す
る
者

も
い
る
）
☟☟☠
（

。

ᾈ
は
院
に
仕
え
て
い
た
܉
事
貴

の
家
人
・
郎
従
か
ら
滝
口
と

な
っ
た
者
で
あ
る
。
ҏ

平
氏
は
ૣ
く
に
院
と
結
び
付
い
て
い
た
が
、

そ
の
家
人
・
郎
従
か
ら
滝
口
と
な
っ
た
例
と
し
て
、ở
表
一
Ỡ
1��
・

平
ق
ః
を
ڍ
͛
る
）
☟☟☡
（

。
彼
の

ق
遠
は
平


の
ࣆ
で
あ
っ
た
）
☟☟☢
（

。
ま
た
、

ௗ
Ӌ
・
ന
河
院
に
仕
え
た
源
頼
政
の
郎
従
で
あ
る
ઁ


ล
ౘ
の
者

が
滝
口
を
務
め
た
例
）
☟☟☣
（

が
ݕ
出
さ
れ
る
が
、

ล
ౘ
は
そ
れ
以
前
か
ら

「
滝
口
の
家
」を
形
成
し
て
い
た
）
☟☟☤
（

。頼
政
郎
従
以
前
の
滝
口
で
あ
るở
表

一
Ỡ
112
・
源
重
の
څ
所
は
前
ʑ
ࡈ
院
ྩ
子
（
Ү
๕

院
㡾
子
の
࢞
ຓ
）

で
あ
り
、
頼
政
の
家
で
あ
る
ઁ

源
氏
と
の
つ
な
が
り
は
不
明
で
あ

る
。
ೡ
ろ

ล
ౘ
は
、
三
Ӝ
ܓ
一
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、


ܦ
Ӧ
を
主
た
る
業
と
し
て
ே
ఊ
に
出
仕
し
）
☟☟☥
（

、
そ
れ
を
ઁ

源
氏
が
郎

従
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
☟☟☦
（

。
ま
た
、ở
表
一
Ỡ
2��
・
౻
原
時

頼
）
☟☟☧
（

（
平
重

の
ࣆ
）
は
越
前
ࡈ
౻
氏
の
者
で
あ
る
が
、
ࡈ
౻
氏
も
ૣ

く
に
「
滝
口
の
家
」
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
類
ܕ
は
ઁ
関
期
か
ら

の
「
滝
口
の
家
」
が
多
く
、
ೡ
ろ
そ
れ
ら
の
武
士
を
院
に
仕
え
た
܉

事
貴

が
ٵ
ऩ
し
、
主
従
関

を
結
ん
だ
と
言
え
よ
う
。

ᾉ
の
ઁ
関
家
に
仕
え
た
܉
事
貴

の
家
人
・
郎
従
か
ら
滝
口
に

な
っ
た
者
も
そ
の


が
ڧ
い
。
山
内
ट
౻
氏
も
「
滝
口
の
家
」
の

一
つ
だ
が
、
彼
ら
は
『
保
ݩ
物
語
』
な
ど
で
は
河
内
源
氏
重
代
の
家

人
と
し
て
ඳ
か
れ
て
い
る
）
☟☠☞
（

。
し
か
し
治
承
・
ण
Ӭ
の
乱
で
山
内
ट
౻

滝
口
三
郎
ܦ
ढ़
は
平
氏
方
に
つ
き
、

ࡑ
の
ة
機
に
ව
し
た
）
☟☠☟
（

。
こ
の

こ
と
か
ら
も
武
士
の
ݻ
い
主
従
関

は
否
定
さ
れ
、
彼
ら
が
滝
口
に

ީ
し
ಘ
た
の
は
ઁ
関
家
と
の
つ
な
が
り
に
あ
る
と
ਪ
定
で
き
る
。
こ

の
よ
う
に
ᾉ
に
分
類
さ
れ
る
者
は
、
ઁ
関
家
の
大
൪
役
で
京
に
出
仕

し
、
そ
れ
を
܉
事
貴

が
ٵ
ऩ
し
た
例
や
、
܉
事
貴

の

介
に
よ

り
ઁ
関
家
に
ީ
し
た
例
が
あ
る
と
ਪ
ଌ
す
る
。

ᾈ
、
ᾉ
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
滝
口
の
家
」
を
形
成
し
た
氏

は
、

身
の
ӫ
達
や
在

ج
൫
の
҆
ూ
の
た
め
、
࠷
終
的
に
は
院
や
ઁ
関
家

と
い
っ
た
権

と
の
つ
な
が
り
を
ٻ
め
た
と
見
え
、
܉
事
貴

と
は
、

利
用
し
、
利
用
さ
れ
る
と
い
う
Ώ
る
い
主
従
関

し
か
な
か
っ
た
と

言
え
よ
う
。

ᾊ
は
ઁ
関
家
の
家
࢘
な
ど
か
ら
滝
口
に
ީ
し
ಘ
た
者
で
あ
る
。
例

え
ば
宮
ಓ
氏
が
そ
れ
で
あ
る
。
宮
ಓ
氏
は
第
一
ষ
で
見
た
よ
う
に
、

Ӊ
多
ఱ
ߖ
の
ࠒ
に
武

に
転
じ
た
が
、
か
な
り
ૣ
い
段
階
に
౻
原
北

家
の
家
࢘
と
な
っ
た
よ
う
で
）
☟☠☠
（

、ở
表
一
Ỡ
11�
・
宮
ಓ
成
ݡ
は
౻
原

実
、

ở
表
一
Ỡ
229
・
式
ࠃ
は
౻
原
ج

の
ਪ
ڍ
で
滝
口
と
な
っ
た
）
☟☠☡
（

。

文
ಙ
源
氏
ࡔ
ށ
流
も
ᾊ
の
例
で
「
滝
口
の
家
」
を
形
成
し
て
い
る
。

彼
ら
の
本
؏

で
あ
る
ࡔ
ށ
（

）

は
ઁ
関
家
ྖ
で
あ
っ
た
）
☟☠☢
（

。
ࡔ

ށ
源
氏
は
大
൪
役
に
よ
り
ઁ
関
家
家
࢘
に
な
っ
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
、
そ

の
ূ
ࠨ
と
し
て

҆
ق
な
る
者
が
ઁ
関
家
に
私
的
制
ࡋ
を
加
え
ら
れ

て
い
る
）
☟☠☣
（

。

҆
ق
は
ở
表
一
Ỡ
9�
・
౻
原
҆
ق
と
同
一
人
物
で
あ
る
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と
思
わ
れ
る
が
、
彼
は
ࡔ
ށ
源
氏
の
源
߁
ق
で
あ
ろ
う
。
ࡔ
ށ
源
氏

は
一
時
౻
原

を
名

り
、
߁
ق
の

信
ق
の
時
に
源

に
෮
し
て

い
る
。
౻
原
҆
ق
な
る
人
物
が
源
߁
ق
と
同
一
人
な
ら
ば
、
滝
口
に

ީ
し
た
時
点
で
は
二
十
ࡀ
で
あ
り
）
☟☠☤
（

、
当
時
の
滝
口
の
平
ۉ
年
ྸ
通
り
）
☟☠☥
（

な
の
で
、

合
ੑ
は
高
い
。
こ
の
類
ܕ
に
は
他
に
、
ਇ
氏
や
中
原
氏
、

๛
原
氏
）
☟☠☦
（

ら
が
い
る
が
、
そ
の
ࠜ
ڌ
は
ở
表
一
Ỡ
に
ৡ
る
。

以
上
四
つ
の
類
ܕ
を
確
認
し
た
が
、
院
政
期
滝
口
の
ਪ
ڍ
方
๏
か

ら
も
考
え
て
、
院
政
期
の
滝
口
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
院
や
ઁ
関
家
と

の
直

的
・
間

的
つ
な
が
り
を
以
て
滝
口
に
ީ
し
ಘ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
院
以
外
の
څ
所
は
一
人
ਪ
ڍ
が
原
ଇ
で
あ
っ
た
の
で
、
ถ
୩

氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
成
ޭ
が
あ
っ
た
こ
と
）
☟☠☧
（

は

像
に
難
く
な
い
。

な
お
、
ఱ
ߖ
家
に
ೖ
内
し
た
女
ੑ
は
、

方
の
ࣆ
を
ਪ
ڍ
す
る



が
あ
る
こ
と
）
☟☡☞
（

も
、
ڵ
ຯ
ਂ
い
特

で
あ
る
。

ま
た
、
西
Ԭ
ދ
೭
ॿ
氏
は

を
武
士
発
生
の
一
ཁ
Ҽ
と
し
て
い
る
）
☟☡☟
（

が
、

࢘
が
「
滝
口
の
家
」
を
形
成
す
る
例
も
見
ら
れ
、
先
に
示
し

た
平
ক

も

࢘
で
あ
っ
た
と
い
う

田
๛

氏
の
指
ఠ
）
☟☡☠
（

は
ڵ
ຯ
ਂ

い
。
院
政
期
に
お
け
る
滝
口
の
出
世
コ
ー
ス
は
、
ถ
୩
氏
が
明
ら
か

に
し
た
よ
う
に
、
滝
口
（
武
者
所
）、
ˣ
അ
Ҹ
ˣ
ฌ
Ӵ
җ
ˣ
Ӵ

җ

ˣ
݉
ݕ
ඇ
ҧ
使
が
一
ൠ
的
で
あ
っ
た
）
☟☡☡
（

が
、
അ
Ҹ
の
ੑ
格
）
☟☡☢
（

と
も
あ
わ
せ

て
考
え
る
と
、
അ
芸
も
滝
口
に
ٻ
め
ら
れ
た
資
質
の
一
つ
と
言
え
る
。



や
ઁ
関
家

な
ど
の

࢘
（
೫
ࢸ
は
そ
の
子
ଉ
）
が
滝
口
に
な

る
例
も
多
か
っ
た
に
ҧ
い
な
い
。

こ
の
ࠒ
の
滝
口
は
、
小
ن

で
あ
る
が
郎
従
を
抱
え
て
い
た
。
公

役
に
郎
従
を
۩
し
た
例
）
☟☡☣
（

も
多
い
が
、
日
ৗ
の
ې
中
ܯ
Ӵ
に
も
連
れ
て

い
た
可
能
ੑ
が
あ
る
）
☟☡☤
（

。
滝
口
が
郎
従
を
抱
え
ら
れ
る
の
は
、
多
く
の

滝
口
が
在

ྖ
主

で
あ
っ
た
た
め
と
ਪ
ଌ
で
き
る
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
武
力
機
ߏ
と
し
て
の
滝
口
は
あ
る
程
度
の
組
織
力
を
備
え
て
い

た
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
院
政
期
に
ೖ
り
滝
口
は
、
院
や
ઁ
関
家
な
ど
の

ޚ
څ
と
し
て
の
ਪ
ڍ
に
よ
っ
て
બ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た

め
、
ॾ
権

と
結
び
付
い
た
武
士
身
分
を
有
す
る
氏

の
み
が
「
滝

口
の
家
」
を
形
成
し
て
い
く
。
中
に
は
܉
事
貴

に
仕
え
る
滝
口
も

い
た
が
、
権

と
の
つ
な
が
り
を
前
提
と
す
る
Ώ
る
い
主
従
関

に

ա
͗
な
い
。内
乱
期
に
は
任
務
の
ጱ
ଵ
も
ਐ
み
、ਂ
ࠁ
な
問
題
と
な
っ

た
。

ୈ
࢛
ষ

ח

લ
ظ
ͷ
ୌ
ޱ

以
上
の
よ
う
に
、
複
合
権

た
る
院
や
ઁ
関
家
）
☟☡☥
（

と
の
関

で
院
政

期
の
滝
口
を
見
て
き
た
が
、
治
承
・
ण
Ӭ
の
内
乱
後
、
武
家
権

と

し
て
の
鎌
倉
幕
府
が

頭
し
、
次
第
に
܉
事
・
ܯ

権
を
ঠ
Ѳ
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
本
ষ
で
は
、
後
ௗ
Ӌ
ఱ
ߖ
ଈ
Ґ
時
か
ら
承
久

の
乱
以
前
の

ګ
ఱ
ߖ
ま
で
の
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
第
ᶗ
四


世
紀
を
ൣ
ᙝ
に
、
滝
口
の
ม
化
を

っ
て
い
く
。
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ୈ
Ұ
અ

ח

લ
ظ
ͷ
બ
定
ํ
๏
と
৬
ঠ

鎌
倉
幕
府
成
立
以
߱
も
、
滝
口
の
બ
定
方
๏
は
さ
΄
ど
ม
化
が
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
ௗ
Ӌ
）
☟☡☦
（

・
土
ޚ

྆
ఱ
ߖ
の
ଈ
Ґ
時
）
☟☡☧
（

に
も
先

ఇ
の
上
ᢐ
三
人
が
ৡ
ら
れ
た
の
ち
、
ઁ
政
が
څ
所
の
名

を
ଂ
人
頭

に
下
し
、
頭
が
څ
所
に
ਪ
ڍ
を
ٻ
め
る
と
い
う
一
連
の
手
続
き
が

あ
っ
た
。『
吾
妻
鏡
』
ݐ
久
五
年
（
一
一

四
）
十
一
月


日
条
に
、

東
六
郎
大
夫
Ӂ
頼
子
ଉ
等
Ϩྩ

─ᷫ二

ީ
本
所
滝
口
一

事
。

後
ᦒ

Ϩ

不
Ϩ

申
二

子
ࡉ
一、
ਐ
ୀ
可
Ϩ

任
Ϩ

意
೭
ࢫ
、
ඃ
二

ڼ
下
一

Ӡ
ʑ
。

と
あ
り
）
☟☢☞
（

、
滝
口
に
ީ
す
る
を
家
例
と
す
る
者
に
は
、
幕
府
も
口
を
ڬ

ま
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
内
乱
期
を
ܦ
て
も
な
お
、
滝
口
の
ጱ
ଵ
の
記
事
）
☟☢☟
（

が
ࢄ
見

し
、

え
滝
口
が

՞
を
ى
こ
す
事
件
が
ස
ൟ
に
な
っ
て
く
る
）
☟☢☠
（

。
こ

う
し
た
事
実
の
എ
ܠ
に
は
、
当
時
の

職
受
༰
が
関
わ
っ
て
き
た
と

考
え
ら
れ
る
。
第
三
ষ
で
ड़
べ
た
よ
う
に
、
滝
口
は
࿑
や
別
ޭ
に
よ

り
അ
Ҹ
に
任
じ
ら
れ
る
の
が
院
政
期
に
は
一
ൠ
的
で
あ
っ
た
が
、
次

第
に
そ
の
原
ଇ
は
่
れ
は
じ
め
、そ
の
ཞ
᧿
が
ૣ
く
も
ݩ
Ӭ
ݩ
年（
一

一
一
八
）
か
ら
見
え
）
☟☢☡
（

、
滝
口
一
ᢐ
で
か
つ
成
ޭ
を
行
い
、
一
気
に
Ӵ


җ
な
ど
に
任
じ
ら
れ
る
例
）
☟☢☢
（

も
見
ら
れ
る
。
࿑
を
積
ん
だ
り
౪



ั
な
ど
の
ޭ
を
立
て
た
り
す
る
よ
り
も
成
ޭ
の
方
が
有
ޮ
と
な
り
、

任
務
ጱ
ଵ
が
ߋ
に
ѱ
化
し
た
の
だ
ろ
う
。
࠷
も
問
題
と
な
っ
た
ݐ
Ӭ

ݩ
年
（
一
二
〇
六
）
の

՞
も
、
上
下
ᢐ
に
よ
る
࿑
次
૪
い
に
原
Ҽ

が
あ
る
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
）
☟☢☣
（

。
前
ষ
で
、
院
政
期
か
ら
滝
口
に
ީ
す
る
た

め
の
成
ޭ
が
あ
っ
た
と
い
う
ถ
୩
氏
の
指
ఠ
を
ڍ
͛
た
が
、
Ӭ
久
二

年
（
一
一
一
四
）
に
、
関
ന
の
ڼ
せ
と
শ
し
て
滝
口
に
な
ろ
う
と
し

た
உ
が
ั
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
ى
き
る
）
☟☢☤
（

。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
も
滝
口
に
ީ
す
る
利
点
を
考
え
る
ඞ
ཁ
が
あ
ろ
う
。

ถ
୩
氏
は
、
五
Ґ
Ỗ
六
Ґ
の

Ґ
を
有
す
る
者
の
子
ଉ
が
「
も
っ

ͺ
ら
അ
Ҹ
の
如
き
下
ڃ
武

職
を
֫
る
」
こ
と
が
滝
口
ۈ
仕
の
目
的

で
あ
る
と
見
て
い
る
）
☟☢☥
（

。
し
か
し
、
滝
口
は
下
ڃ
武

職
へ
の
足
ֻ
か

り
以
上
の
ັ
力
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
公
役
に
対
す
る
ૹ
物
で
あ

る
。
そ
の
典
ܕ
的
な
例
が
新
ঐ
ࡇ
・
๛
明
અ
会
ܯ
Ӵ
に
対
す
る
滝
口

ૹ
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
๛
明
અ
会
で
五
અ

ඣ
を
ߩ
ਐ
し
た
者
（
公

ڢ
や
受
ྖ
ら
）
が
、
そ
の
際
に
ܯ
Ӵ
の
滝
口
に
対
し
て
ଃ
る
物
で
あ

る
。
こ
の
滝
口
ૹ
物
に
関
し
て
は
、
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
七
月

十
八
日
付
の
山
陰
ॾ
ࠃ
࢘
Ѽ
の
太
政

ූ
案
の
中
に
「
応
Ϩ

─ఀ二

止
五

અ
۳
୨
ۚ
ۜ
෩
流
幷
滝
口
ૹ
物
ա
一ࠩ

事
」
と
い
う
条
が
あ
る
）
☟☢☦
（

。
こ

こ
で
は
そ
の
۩
ମ
的
内
༰
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ݐ
久
二
年
（
一

一

一
）
三
月

八
日
એ
ࢫ
で
も
、
同
じ
く
ա
ࠩ
を
ې
じ
ら
れ
、
ૹ

物
の
内
༰
も
ৄ
し
く
書
か
れ
て
い
る
）
☟☢☧
（

。
文
治
五
年
（
一
一
八

）
に

滝
口
が
、
ૹ
物
を
し
な
か
っ
た
長

・
紀
ҏ
の
受
ྖ
に
ࢄ
ʑ

言
を

ు
い
た
と
い
う
事
件
が
ى
き
る
）
☟☣☞
（

が
、
そ
の
こ
と
か
ら
滝
口
ૹ
物
は
滝

口
に
と
っ
て
重
ཁ
な
も
の
と
ਪ
定
で
き
る
。
こ
の
他
に
も
、
ݐ
Ӭ
ݩ

年
（
一
二
〇
六
）
の
ק
修
ࣉ
ޚ
講
結
願
の
公
役
に
際
し
、
๏
؟
૿
ԁ

か
ら
太
ޑ
な
ど
を
څ
さ
れ
て
い
る
例
）
☟☣☟
（

な
ど
が
あ
る
。
史
ྉ
上
に
は
あ
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ま
り
表
れ
な
い
が
、
特
別
な
公
役
に
は
同
様
の
こ
と
が
多
く
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
院
政
期
以
߱
の
ఱ
ߖ
は
༮
গ
と
は
い
え
、
ఱ

ߖ
に
ۙ
ࣆ
す
る
と
い
う
多
গ
の
自
負
も
あ
っ
た
ろ
う
）
☟☣☠
（

。

そ
の
他
、
鎌
倉
前
期
の
滝
口
の
職
ঠ
に
つ
い
て
は
、
ॱ
ಙ
ఱ
ߖ
の

『
ې
ൿ
ঞ
』
に
ৄ
し
い
）
☟☣☡
（

が
、
そ
の
ຆ
ど
は
ੑ
格
上
他
の
史
ྉ
に
は
見

ら
れ
な
い
。

ୈ
ೋ
અ

ח

લ
ظ
ͷ
ߏ

һ
と
ঝ
ٱ
ͷ
ཚ

鎌
倉
前
期
の
滝
口
は
ở
表
一
Ỡ
か
ら
も
Ӑ
え
る
よ
う
に
、

不
明

の
者
が
多
い
。
し
か
し
院
政
期
と
同
様
、
院
や
ઁ
関
家
な
ど
と
直


的
・
間

的
に
つ
な
が
り
を
有
し
た
者
が
主
ମ
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

り
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
鎌
倉
幕
府
の
意

が
ಇ
い
た
様
子
は
な
い
。

ඇ
ޚ
家
人
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
、
滝
口
に
は
一
見
、

幕
府
成
立
の
Ө
ڹ
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
十
三
世
紀
以
߱
、
ঃ
ʑ
に
滝
口
を

れ
る
者
が
૿
え
は
じ

め
、
承
ݩ
四
年
（
一
二
一
〇
）
に
は
幕
府
に
対
し
て
、
ޚ
家
人
を
滝

口
に
ީ
さ
せ
る
よ
う

が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
幕
府
は
滝
口
ܦ

ݧ
者
の
子
ଙ
で
あ
る
者
に
、
そ
の
ࢫ
を
伝
え
て
い
る
）
☟☣☢
（

が
、
こ
の
よ
う

な
状
況
に
ࢸ
る
に
は
間

的
に
幕
府
の
Ө
ڹ
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
れ
は
࣊
ԁ
が
「
一
度
ノ
除
目
Ϯ
見
Ϩ
バ
、
ਟ
負
җ
（
Ӵ

җ
）・

ฌ
Ӵ
җ
、
四
十
人
χ
Ϯ
ト
ル
タ
Ϗ
ナ
γ
。
ઍ
人
χ
モ
ナ
リ
ψ
ラ
ン
）
☟☣☣
（

」

と
୰
く
よ
う
に
、
ޚ
家
人
の
多
く
が
Ӵ
府
җ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
੨

山
װ
࠸
氏
の
説
く
よ
う
に
、
Ӵ
府
җ
が
「
完
全
に
ࣆ
身
分
上

の
別

শ
と
化
し
、
よ
り
۩
ମ
的
に
は
武
士
の
名
༪
と
身
分
の
ඪ
識
と
な
っ

た
）
☟☣☤
（

」
こ
と
が
滝
口
の
ັ
力
を

下
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
新
制

に
滝
口
ૹ
物
の
ա
ࠩ
を
ې
じ
る
条
߲
が
全
く
見
出
さ
れ
な
く
な
る
）
☟☣☥
（

。

こ
れ
は
滝
口
の

Җ
が
ਰ
え
た
ূ
ࠨ
と
な
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
滝

口
で
あ
る
こ
と
の
ܦ
ࡁ
的
利
点
も
消
滅
す
る
。
こ
の
た
め
滝
口
の
意

識
も

下
し
、
滝
口
の
ጱ
ଵ
・

৺
が
相
次
͗
、
よ
っ
て
ே
ఊ
が
幕

府
に
ޚ
家
人
を
滝
口
に
ީ
さ
せ
る
よ
う
ٻ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
も
一
部
「
滝
口
の
家
」
の
者
は
、
滝
口
に
ީ
し
続
け
、
公

家
権

の
私
的
武
力
と
い
う
్
を
બ

す
る
。
そ
の
好
例
がở
表
一
Ỡ

2��
・
後
ௗ
Ӌ
ே
の
౻
原
ल
߁
で
あ
る
。
彼
は
「
滝
口
の
き
り
（
マ
ʋ
）

物
」
と
評
さ
れ
、
後
ௗ
Ӌ
ୀ
Ґ
後
、
す
͙
に
滝
口
か
ら
ฌ
Ӵ
җ
に
な

る
）
☟☣☦
（

。
そ
れ
以
߱
も
後
ௗ
Ӌ
院
の
北
面
の
武
士
・
西
面
の
武
士
と
し
て


用
さ
れ
、
一

も
次
ʑ
と
北
面
、
西
面
な
ど
を
務
め
（ở
表
二
Ỡ

102
Ỗ
10�
参
র
）、
承
久
の
乱
で
は
上
ߖ
方
の
૯
大
ক
と
し
て

܉
を


い
た
。
ま
た
、
承
久
の
乱
࠷
初
の
合
ઓ
・
越
後
ࠃ
願
文
山
の
ઓ
い

で
、
幕
府
܉
と
交
ઓ
し
た
ञ

八
郎
家
ݡ
（
乱
ٯ
の
ு
本
・
౻
原
信

成
の
家
人
）
☟☣☧
（

）
が
、「
神
ม
弓
上
手
」
と
ࢌ
え
ら
れ
、「
ࠊ
滝
口
」
と
号

し
た
౻
原
ق
ݡ
の
子
ଙ
で
あ
っ
た
こ
と
）
☟☤☞
（

は
、
決
し
て
ۮ
વ
で
は
な
い
。

代
ʑ
の
「
滝
口
の
家
」
の
者
が
ਂ
く
院
や
ઁ
関
家
な
ど
の
公
家
権


と
結
び
付
き
、
そ
の
私
的
武
力
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。



1�

ୈ
ࡾ
અ

ঝ
ٱ
ͷ
ཚ
Ҏ
߱
ͷ
ୌ
ޱ

࠷
後
に
、
ए
ׯ
そ
の
後
の
滝
口
の
様
態
を
見
て
い
く
。
先
に
示
し

た
よ
う
に
十
三
世
紀
初
頭
、
ே
ఊ
か
ら
幕
府
に
ޚ
家
人
を
滝
口
に
ީ

さ
せ
る
よ
う

が
出
さ
れ
た
）
☟☤☟
（

が
、
ت
二
年
（
一
二
三
〇
）
に
は
「
滝

口
ແ
人
೭
間
、
ڼ
二

ܦ
歴
輩
೭
子
ଙ
一

可
二

ࠩ
ਐ
一

」
と
い
う
院
એ
が
幕

府
に
下
さ
れ
、
幕
府
は
小
山
・
下
河
ล
・
ட

ら
八
氏
に
対
し
、
一

人
ず
つ
滝
口
に
ީ
す
る
よ
う
下
知
し
た
）
☟☤☠
（

。
一
見
す
れ
ば
同
一
内
༰
と

も
受
け
取
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
東
Ӂ
頼
の
子
ଙ
が
滝
口
に
ީ
す
る

こ
と
に
「
ਐ
ୀ
可
Ϩ

任
Ϩ

意
）
☟☤☡
（

」
と
幕
府
が
ڼ
せ
下
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
承
久
の
乱
以
前
は
ே
ఊ
が
ॾ
家
に
対
し
て
「
可
二

参
一ީ

」
と
命

じ
て
お
り
）
☟☤☢
（

、
幕
府
の
意
ࢤ
は
介
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
し

か
し
承
久
の
乱
後
は
、
幕
府
が
ॾ
家
に
対
し
て
滝
口
に
ᷫ
ީ
す
る
よ

う
命
ྩ
し
て
い
る
。
ଈ
ち
、
滝
口
の
બ
定
を
幕
府
が
担
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ແ
論
、
ଈ
Ґ
時
は
原
ଇ
的
に
ޚ
څ
制
に
よ
る
ਪ
ڍ
が
続
い

て
い
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
人
数
の
ܽ
員
が
生
じ
た
際

に
幕
府
が
ީ
補
者
を
ਪ
ڍ
す
る
権
利
を
ಘ
た
と
見
ら
れ
る
。
当
時
の

滝
口
の
定
員
は
二
十
人
）
☟☤☣
（

と
思
わ
れ
、
幕
府
の
命
で
八
氏

か
ら
一
人

ず
つ
滝
口
に
ީ
し
た
の
な
ら
ば
八
人
と
な
る
。
決
し
て
ແ
ࢹ
で
き
る

ߏ
成
比
で
は
な
く
、
以
前
の
よ
う
な
公
家
権

の
私
的
武
力
と
い
う

ੑ
格
は
ݮ
ਰ
し
た
と
見
て
も
ࠩ
し
ࢧ
え
な
い
だ
ろ
う
。
ܥ
図
類
を
見

る
と

ล
ౘ
ら
特
定
氏

は
引
き
続
き
滝
口
を
輩
出
し
た
が
）
☟☤☤
（

、
人
数

が
ଗ
わ
な
い
の
か
十
三
世
紀
末
に
は
有

の
滝
口
も
現
れ
は
じ
め
る
）
☟☤☥
（

。

滝
口
の

年
ྸ
化
も
見
ら
れ
）
☟☤☦
（

、
武
力
的
ଆ
面
は
さ
ら
に

下
し
た
と

ਪ
ଌ
さ
れ
る
。

۩
ମ
的
な
職
ঠ
は
、
滝
口
が

次
史
ྉ
か
ら
࢟
を
見
せ
な
く
な
っ

て
き
た
の
で
、『
ې
ൿ
ঞ
）
☟☤☧
（

』
か
ら
ਪ
ଌ
す
る
し
か
な
い
が
、
儀
式
や

ࡇ

な
ど
の
公
役
が
ຆ
ど
で
、
以
前
の
よ
う
に
宮
中
で
の
౪
人
・
์

Ր
൜

ั
と
い
っ
た
武
力
の
発
動
は
օ
ແ
に
等
し
い
。

形
式
的
に
は
、
滝
口
は
明
治
ҡ
新
ま
で
続
く
）
☟☥☞
（

が
、
滝
口
な
ど
の
宮

ఊ
下
部
職
員
の
༝
ॹ
を
持
つ
家
の
者
が
世
ऻ
的
に
任
じ
ら
れ
、
平
日

は
京
市
内
で

ച
を
Ӧ
み
、
儀
式
の
際
だ
け
参
ީ
し
た
に
ա
͗
な
い
）
☟☥☟
（

。

こ
の


は
、
ఱ
ߖ
家
の
私
的
武
力
と
し
て
Ґ
ஔ
付
け
ら
れ
た
東
宮

ଳ

ࣷ
人
・
北
面
の
武
士
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
）
☟☥☠
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
公
家
権

と
の
結
び
付
き
の
ਂ
か
っ
た
滝
口
は
、

武
家
権

た
る
鎌
倉
幕
府
に
介
ೖ
の
༨

を
༩
え
ず
、
公
家
権

の

私
的
武
力
と
し
て
生
き
長
ら
え
て
い
た
が
、
承
久
の
乱
を
ܖ
機
に
幕

府
に
手
を
加
え
ら
れ
、
儀
式
・
ࡇ

の
公
役
が
主
務
と
な
り
、
武
力

発
動
主
ମ
と
し
て
は
有
名
ແ
実
化
し
て
い
っ
た
。

͓
Θ
Γ
ʹ

以
上
滝
口
の
ม
化
を
見
て
き
た
が
、

ࡶ
な
考

に
終
࢝
し
た
き

ら
い
も
あ
る
の
で
、
࠷
後
に
ཁ
点
の
み
を
ڍ
͛
て
お
く
。

滝
口
は
Ӊ
多
ఱ
ߖ
の
治
世
に
、
ఱ
ߖ
の
家
࢈
機
ߏ
た
る
ଂ
人
所
の

下
に
ஔ
か
れ
た
ఱ
ߖ
の
私
的
ޢ
Ӵ
ฌ
で
あ
り
、

職
と
は
考
え
ら
れ
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な
か
っ
た
）
☟☥☡
（

。
し
か
し
ং
ষ
で
ड़
べ
た
よ
う
に
、
ఱ
ߖ
に
よ
っ
て
༰
認

さ
れ
た
「
武
士
」
の
初
例
で
あ
り
、こ
の
時
点
で
武
士
は
弓
അ
と
い
っ

た
武
芸
を
以
て
ఱ
ߖ
（
ͻ
い
て
は
京
中
）
क
ޢ
を
職
と
す
る
存
在
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
院
政
期
に
は
܉
事
貴

の

頭
に
よ

り
、
著
し
く
滝
口
の
活
動
ൣ
ғ
が
ڱ
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
滝
口
は
ଳ


や
北
面
ら
と
同
様
、

職
制
度
の
階
ఐ
を
用
意
さ
れ
た
ఱ
ߖ
の
私

的
武
力
と
い
う
ੑ
格
に
མ
ち
ண
く
。
ـ
内
ۙ
ࠃ
も
含
め
た

方
か
ら

見
れ
ば
、
滝
口
を
は
じ
め
と
し
た
ே
ఊ
か
ら
༩
え
ら
れ
た
身
分
は
権

Җ
的
な
も
の
で
あ
っ
た
）
☟☥☢
（

が
、
܉
事
貴

の

頭
や
鎌
倉
幕
府
の
成
立

に
よ
っ
て
そ
の
身
分
に
含
ま
れ
た
権
Җ
は

下
し
て
い
っ
た
と
言
え

る
。ま

た
、
政
治
史
的
に
は
滝
口
ީ
補
者
を
બ
Ϳ
者
の
ม
ભ
を
見
る
こ

と
で
、
権
Җ
の


た
る
ఱ
ߖ
を
ࢧ
え
る
権
力
主
ମ
が
Ӑ
え
る
。
ଈ

ち
、

ઃ
期
に
は
ఱ
ߖ
の
ଂ
人
頭
（
ఱ
ߖ
の
意

が
ڧ
か
っ
た
と
ਪ

ଌ
さ
れ
る
）、
ઁ
関
期
に
は
太
政

制
に
ج
ͮ
い
た
公
ڢ
、
院
政
期

に
は
複
合
権

と
し
て
の
院
や
ઁ
関
家
な
ど
の
ミ

ν
が
そ
れ
で
あ

る
。そ

し
て
ఱ
ߖ
の
ଊ
え
ら
れ
方
。
こ
こ
で
は
滝
口
を
ई
度
と
し
て
の

一
試
案
で
あ
る
が
、
滝
口
は
よ
く
ࣅ
た
ੑ
格
の
ଳ

や
北
面
に
比
し

て
、
そ
の
ߏ
成
員
の
出
自
が
ए
ׯ

い
。
۩
ମ
的
に
は
四
Ґ
Ỗ
五
Ґ

程
度
の
武

や
受
ྖ
を
世
ऻ
す
る
܉
事
貴

（
そ
の
子
ఋ
も
含
む
）

は
ଳ

・
北
面
に
は
見
ら
れ
て
も
、
滝
口
に
は
ຆ
ど
見
出
せ
な
い
）
☟☥☣
（

。

こ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ޢ
Ӵ
主
ମ
の
ҧ
い
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ଈ
ち
、
東
宮
・
上
ߖ
と
ఱ
ߖ
と
の
ੑ
格
の
相
ҧ
で
あ
る
が
、
政
૪
や

ૐ
ฌ
の
๘
ى
と
い
っ
た
ة
ݥ
に
ఱ
ߖ
が
直

見

わ
れ
る
可
能
ੑ
は

গ
な
い
。
語
ฐ
を
ڪ
れ
ず
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
ఱ
ߖ
の

ੑ
」
の

た
め
と
言
え
よ
う
。
ఱ
ߖ
を
ڴ
か
す
存
在
は
、
京
中
で
は
౪

な
ど

の
小
ن

な
も
の
で
あ
り
、
ล
ڥ
に
お
け
る
異
ࠃ
の
ڴ
Җ
は
ล
ڥ
の

武
力
が
担
う
問
題
に
ա
͗
な
い
。
滝
口
は
ఱ
ߖ
の
武
力
と
し
て
ઓ
場

を
ۦ
け
め
͙
る
可
能
ੑ
は
な
く
、
保
ݩ
の
乱
や
承
久
の
乱
に
お
い
て

も
主
た
る
܉
事
力
は
院
の
武
力
に
あ
っ
た
。

以
上
、
ए
ׯ
ඈ
躍
め
い
た
結
論
に
も
ࢸ
っ
た
が
、
滝
口
は
様
ʑ
な

問
題
と
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
特
घ
ੑ
を
見
て
い
け
ば
新
た
な
ࢹ
点

を
提
ى
す
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
る
。
本
稿
は
自
ら
の
ඇ
力
の
た
め
、

滝
口
の
み
の
記
ड़
に

り
、
全
ମ
と
比
べ
て
の
特
घ
ੑ
に
ま
で
ࢸ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
わ
ず
か
な
武
力
と
は
い
え
、
滝

口
は
ޢ
Ӵ
主
ମ
で
あ
る
ఱ
ߖ
の
権
Җ
を
見
て
い
く
ج
४
と
な
る
こ
と

は
分
か
っ
て
い
た
だ
け
た
と
思
う
。

ம（
1
）
以
下
特
に
அ
ら
な
い
限
り
、
本
稿
で
は
滝
口
の
武
士
を
た
だ
「
滝

口
」
と
の
み
表
記
す
る
。

（
2
）
前
田
家
本
『
西
宮
記
』（
新
గ
૿
補
ނ
実

書
、
以
下
同
じ
）
ר

十
「
ࣆ
中
事
」
と
ר
十
五
「
滝
口
武
者
」
に
そ
の
例
を
見
出
だ
せ
る
。
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ま
た
ר
十
二
「

౪
事
」
な
ど
に
は
「
滝
口
人
」
と
い
う
呼
শ
も
見

ら
れ
る
。

（
�
）
吉
村
ໜ
थ
「
滝
口
の
研
究
」（『
歴
史

ཧ
』
第
五
三
ר
第
四
号
、

一

二

年
）

（
�
）
野
口
実
「
ઁ
関
時
代
の
滝
口
」（

田
๛

編
『
中
世
の
社
会
と

武
力
』
吉
川
߂
文
館
、
一


四
年
）
五
ท
。

（
�
）

山

生
（
公
開
講
ԋ
記

）「
滝
口
の
武
者
─
そ
の
武
力
を
め

͙
っ
て
─
」（『
ന
山
史
学
』
三
三
号
、
一


七
年
）

（
�
）
ம
�
同
論
文
。
な
お
、
吉
村
氏
は
滝
口

ઃ
期
か
ら
鎌
倉
中
期
ま

で
を
ൣ
ᙝ
に
し
て
い
る
。

（
�
）
ถ
୩
๛
೭
༞
「
滝
口
武
士
考
ং
説
─
特
に
十
二
世
紀
後
期
に
お
け

る
様
態
─
」（『
大
ࡕ
城
ೆ
女
子

期
大
学
研
究
紀
ཁ
』

ר
、
一


七
四
年
）

（
�
）
ถ
୩
「
院
政
期
滝
口
の
私
主
と
の
関

ٴ
び
ۈ
仕
様
態
」（『
日

本
歴
史
』
三
八
八
号
、
一

八
〇
年
）

（
9
）
ถ
୩
「
滝
口
武
者
考
」（『
院
政
期
܉
事
・
ܯ

史
र
Ҩ
』
ۙ
代

文

社
、
一


三
年
）。
な
お
、
執
筆
年
次
は
一

八
一
年
。

（
10
）
ம
�
同
論
文

（
11
）
ம
�
同
論
文

（
12
）
ਿ
ڮ
ོ
夫
「
鎌
倉
ӈ
大
ক
家
と

Ҕ
大
ক
܉
」（『
立
命
館
史
学
』

四
号
、
一

八
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
治
承
四
年
・
ण
Ӭ
二
年
・
ݩ
暦

ݩ
年
・
文
治
ݩ
年
・
ݐ
久
ݩ
年
・
同
三
年
の
六
つ
が
有
力
な
説
で
あ

る
が
、
࠷
初
の
説
が
҆
ಙ
ఱ
ߖ
在
Ґ
時
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
後

ௗ
Ӌ
ఱ
ߖ
在
Ґ
時
と
言
え
よ
う
。

（
1�
）
例
え
ば
、
؏
達
人
「
鎌
倉
幕
府
成
立
時
期
論
」（『
੨
山
史
学
』


刊
号
、
一

六

年
）
で
は
、
承
久
の
乱
の
ى
こ
っ
た
承
久
三
年
に

画
期
を
ٻ
め
て
い
る
。
こ
れ
は
後
ງ
河
ఱ
ߖ
ଈ
Ґ
時
と
な
る
。

（
1�
）
ம
9
同
論
文

（
1�
）
ம
�
同
論
文

（
1�
）
こ
れ
は
、
Ӊ
多
ఱ
ߖ
に
よ
っ
て
滝
口
が

ઃ
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

Ӊ
多
が
上
ߖ
と
な
っ
て
い
た

ޣ
ఱ
ߖ
の
時
期
に
も
、
Ӊ
多
の
意
ࢤ

が
ಇ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
時
期
区
分
で
あ
る
。

（
1�
）
同

ר
十
二
「

౪
事
」

（
1�
）

ޣ
ே
で
は
ר
二
「
殿
上
ౌ
弓
」、
ר
四
「
ಐ
相

」、
ר
十
「
ࣆ

中
事
」。
村
上
ே
で
は
ר
十
四
ཪ
書
な
ど
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
、
同

じ
よ
う
に
同
時
代
史
ྉ
に
ج
ͮ
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）
ம
�
同
論
文

（
20
）
ம
�
同
論
文

（
21
）
ҏ
౻
ت
ྑ
『
中
世
Ԧ
権
の
成
立
』（
੨

書
ళ
、
一


五
年
）


六
ท
。
な
お
ߖ、
౷
の
権
Җ
が
ະ
確
立
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
大
鏡
』

ר
一
「
五
十

代

Ӊ
多
ఱ
ߖ
」
の
中
で
、
ཅ
成
上
ߖ
が
Ӊ
多
に
対

し
て
「
当
代
は
家
人
に
あ
ら
ず
や
」
と
ഃ
っ
た
こ
と
か
ら
も
Ӑ
え
る
。

（
22
）

山

生
「
東
宮

ଳ

ࣷ
人
の
研
究
」（
ࡔ
本
太
郎
博
士
古
ك

記
念
会
編
『
続
日
本
古
代
史
論
集
』
下

吉
川
߂
文
館
、
一

七
二

年
。
の
ち
同
氏
『
日
本
古
代
Ӵ
府
制
度
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一

八
五
年
所
ऩ
）

（
2�
）
ࡔ
上
߁
ढ़
「
負
名
ମ
制
の
成
立
」（『
史
学
ࡶ
誌
』

四
ノ
二
号
、

一

八
五
年
）。
他
に
、
こ
の
ล
り
の
院
宮
Ԧ
ਉ
家
と
܊
࢘
・
富
߽


と
の
関

は
、
ށ
田
๕
実
「
ࠃ
ᦰ
܉
制
の
形
成
ա
程
─
武
士
発
生

史
࠶
ݕ
౼
の
一
ࢹ
点
─
」（
日
本
史
研
究
会
史
ྉ
研
究
部
会
編
『
中

世
の
権
力
と
ຽ
ऺ
』

ݩ
社
、
一

七
〇
年
。
の
ち
同
氏
『
初
期
中

世
社
会
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一


一
年
所
ऩ
）
や
下
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Ҫ
ཾ

「
ࠃ
ᦰ
と
武
士
」（『
岩

講
座
日
本
通
史
』
六

岩

書

ళ
、
一


五
年
）
な
ど
も
参
考
に
し
た
。

（
2�
）
ம
�
同
論
文

（
2�
）
同

第

「

Ϩ

二ඁ

ଂ
人
頭
一

ݙ
状
」

（
2�
）
同
ӈ

第

「
重

Ϩ

ղ
二

ଂ
人
頭
一

状
」

（
2�
）
ம
1�
参
র
。

（
2�
）『
小
ӈ
記
『
和
ݩ
年
六
月

二
日
条
が
࠷
も
分
か
り
や
す
い
例
で
、

こ
の
と
き
ଂ
人
頭
౻
原
実
資
は
実
に
五
人
の
滝
口
を
ڍ
申
し
て
い
る
。

（
29
）『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
十
一
月
七
日
条
に
、
主
ܭ
頭
宮
ಓ
吉

備
ຩ
や
ݰ
൭
গ
Ҹ
同
吉
備
継
の
名
が
見
え
、
宮
ಓ
氏
が
宿
ೠ
か
ら
ே

ਉ
に
な
っ
た
こ
と
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
、『
日
本
三
代
実

』
に
は
、


ӹ
が
Ӊ
多
ఱ
ߖ
ଈ
Ґ
以
前
、
従
五
下
࿙
ࠁ
博
士
（
ః
؍
十

年
ਖ਼

月
三
日
条
）
や
従
五
上
主
ܭ
頭
݉
越
後
権
介
（
ݩ
ܚ
六
年
ਖ਼
月
七
日

条
）
な
ど
を
歴
任
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。

（
�0
）『
ଚ
൰
分
຺
』『
今
ੲ
物
語
集
ר『
二
二
ノ
七
な
ど
か
ら
。
な
お
、『
今

ੲ
』
や
『
ק
修
ࣉ
ԑ
ى
』
で
は
、
宮
ಓ

ӹ
を
Ӊ
治
܊
大
ྖ
と
し
て

い
る
が
、
同
時
代
史
ྉ
で
は
確
ূ
は
な
い
。

（
�1
）『
古
今
和
Վ
集
目

』

（
�2
）「

川
ܥ
図
」
に
つ
い
て
は
、
太
田
྄
『

氏
家
ܥ
大
ࣙ
典
』
五


四
四
ท
所
引
の
部
分
に
依
っ
た
こ
と
を
அ
っ
て
お
く
。

（
��
）『
ଚ
൰
分
຺
』
よ
り
。
な
お
、
定
ࠃ
ら
の
異

ܑ
定
文
（

は
大

ߐ
Ե
平
女
）
が
従
四
Ґ
下
ӈ
അ
頭
、
定
数
（

不
ৄ
）
が
内
ࣷ
人
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
ࠩ
が
歴
વ
と
し
て
い
る
。

（
��
）
同

ר
十
三
「
ॾ
એ
ࢫ
」

（
��
）
ம
1�
参
র

（
��
）『
本
ே
世
紀
』
ఱ
ܚ
五
年
六
月
二
十

日
条

（
��
）
こ
の
こ
と
は
、『
大
ᒈ
ൿ
ঞ
』
に
「

平
Ҩ
ᨖ
に
は
、
ঢ
殿
す
べ

き
も
の
に
よ
く
こ
ʍ
ち
よ
く
、
Ώ
み
い
る
も
の
と
か
や
さ
Ϳ
ら
ふ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
Ӊ
多
ఱ
ߖ
が
ࣹ
芸
に
༏
れ
た
者
を
用
い
て
い
た
こ

と
と
関
連
が
あ
ろ
う
。

（
��
）
同

ר
八
「
所
ʑ
事
」

（
�9
）『
ః
信
公
記
ঞ
』
ఱ
ܚ

年
五
月
五
日
条

（
�0
）
ம
�
・
�
・
9
同
論
文

（
�1
）
ம
�
同
論
文

（
�2
）
宿
所
の
Ґ
ஔ
が
異
な
る
の
は
、
ଂ
人
所
ઃ
ஔ
か
ら
約
ඦ
年
ۙ
く

ܦ
っ
て
か
ら
滝
口
が
ஔ
か
れ
、
よ
り
ਗ਼
႑
殿
や
後
宮
に
ۙ
い
Ґ
ஔ
に

武
力
を
ஔ
こ
う
と
し
た
た
め
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。

（
��
）『
西
宮
記
』
ר
十
「
ࣆ
中
事
」、『
ࣆ
中
܈
ཁ
』
第
二
、
第
四
や
『
ປ


子
』
五
六
段
な
ど
か
ら
そ
の
様
子
が
ৄ
し
く
Ӑ
え
る
。

（
��
）『
西
宮
記
』
ר
十
四
ཪ
書
に
は
、
応
和
ݩ
年

月
三
日
の
記
事
と

し
て
滝
口
や
内
ଂ

人
ら
が
二
ඦ
Χ
ࣉ
ᨙ
ܦ
を
修
め
、『
小
ӈ
記
』

Ӭ
؍
三
年
二
月
八
日
条
で
は
ҏ
都
܊
ఱ
ࣟ
ࣉ
に

面
形
な
ど
を
取
り

ਐ
め
る
た
め
に
滝
口
ྑ
ሷ
Ҙ

が
使
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
は
、

ล
直

「
ଂ
人
所

の
研
究
」『
日
本
古
代

Ґ
制
度

の
研
究
』（
吉
川
߂
文
館
、一

七
二
年
）
第
五
ร
第
三
ষ
に
ৄ
し
い
。

（
��
）
滝
口
の
記
事
は
『
権
記
』『
य़
記
』『
中
ӈ
記
』『
山
ᒈ
記
』『
ฌ
ൣ

記
』
な
ど
に
多
い
が
、
い
ず
れ
も
著
者
が
ଂ
人
頭
を
務
め
て
い
た
時

期
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、『
小
ӈ
記
』
の
場
合
は
、
౻
原
実
資

の
ཆ
子
資
平
が
ଂ
人
頭
を
務
め
て
い
た
時
期
に
滝
口
の
記
事
が
多
く

見
ら
れ
る
。

（
��
）
例
え
ば
、『
権
記
』
長
保
二
年
十
二
月

日
条
に
は
、「
ӑ
Ⴅ

二

൧
室
一、
๚
二

গ
ক
一。ợ
ࠨ
Ӵ

җ
信
行
・
滝
口

ໜ
相
従

。Ụ」
と
い
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う
記
事
が
見
え
る
。

（
��
）
例
え
ば
、『
小
ӈ
記
』
長
和
二
年

月

八
日
条
に
、
滝
口
౻
原

信

が
野
宮

の
使
を
務
め
た
が
、実
資
は
こ
の
信

を
「
༨


」

と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
後
、『
小
ӈ
記
』
に
一
度
も
信


の
記
事
が
な
い
こ
と
か
ら
、
ถ
୩
氏
は
ۓ
ີ
な
主
従
関

を
保
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
と
見
て
い
る
（
ம
�
同
論
文
二
〇
ท
）。

（
��
）
こ
こ
で
は
『
日
本
思

大
ܥ
八

古
代
政
治
社
会
思

』
に
依
っ

て
い
る
。

（
�9
）『
ޚ
ಊ
関
ന
記
』
同
年
十
月

日
条

（
�0
）
ம
�
同
論
文
一
八
Ỗ
一

ท
。

（
�1
）
公
ڢ
の
私
事
に
従
う
例
と
し
て
、『
今
ੲ
物
語
集
』
ר

七
ノ
十

二
「
ԙ
二

ग

院
一

ඃ
Ϩ

取
二

Ӥ
ା
՛
子
一

語
」
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
ࠨ

大
ਉ
源
重
信
に
従
っ
て
滝
口
౻
原
頼
信
が
ग

院
に
お
ڙ
を
し
た
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
。
源
重
信
は
村
上
源
氏
で
は
な
く
、
Ӊ
多
源
氏

だ
が
、
や
は
り
ࠨ
大
ਉ
と
い
う
公
ڢ

の
者
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の

者
を
私
主
と
し
て
い
た
史
ྉ
は
、

見
の
限
り
で
は
『
य़
記
』
長
暦

二
年
十
二
月

日
条
が
初
見
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
ݕ
ඇ
ҧ
使
ढ़
ج

が
滝
口
ਖ਼
任
の
ߚ
ҥ
を

が
し
て
ഁ
٫
し
た
上
に
、
打
ௐ
し
た
ࢫ
が

記

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
続
け
て
「
件
ਖ਼
任
本
ढ़
遠
೭
従
者
、
ྩ

Ϩ

相
─二

従
ढ़
ج
一

Ӡ
ʑ
、ए
二

ଖ
Ѩ
ౘ
一

ᓢ
」と
書
い
て
い
る
。
こ
の
ढ़
遠
・

ढ़
ج
は
٦
氏
の

子
で
あ
る
人
物
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
（『
ଚ
൰
分
຺
』

第
四
ร
四
八
ท
）。
さ
て
、こ
の
事
件
は
ࡈ
院
が
ढ़
ج
を
ඇ
難
し
（
同

月
十
日
条
）、
五
Ґ
ଂ
人
গ
ೲ
言
源
ܦ
成
が
ଂ
人
所
に
ঌ
し
て
問
う

べ
き
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
ന
頼
通
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
な

か
っ
た
（
同
月
十
一
日
条
）。
こ
れ
は
ढ़
ج
の
ఋ
ढ़
ߝ
が
実
は
頼
通

の
ଉ
子
で
あ
っ
た
（『
ଚ
൰
』
同
）
た
め
だ
ろ
う
。
こ
の
滝
口
ਖ਼
任

が
٦
氏
の
従
者
と
な
っ
た
の
も
、
ઁ
関
家
の
ԑ
が
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。

（
�2
）
ம
��
参
র
。

（
��
）『
ฌ
ൣ
記
』
ਔ
҆
三
年
二
月

八
日
条
に
、
高
倉
ఱ
ߖ
の
滝
口
બ

定
で
試
ࣹ
を
行
う
か
否
か
を
論
じ
た
際
、
長
ݩ
（
後
ग

ଈ
Ґ
時
）

と
応
ಙ
（
ງ
河
ଈ
Ґ
時
）
以
߱
は
試
ࣹ
が
行
わ
れ
て
い
な
い
ࢫ
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
後
ग

ଈ
Ґ
時
に
試
ࣹ
が
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
が
、
同
時
代
史
ྉ
に
は
そ
の
様
子
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
��
）
ம
9
同
論
文

（
��
）『
小
ӈ
記
』
長
和
五
年
二
月
二
、
三
、

、
十
七
、
十
八
日
条
、『
ޚ

ಊ
関
ന
記
』
同
十
七
、
十
八
日
条
、『
ࠨ
ܦ
記
』
同
十
七
日
条
、『
日

本
紀
ུ
』
同
条

（
��
）
こ
の
時
期
、
先
ே
の
滝
口
上
ᢐ
を
次
の
ఱ
ߖ
に

す
こ
と
は
通
例

と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
二
代
の
滝
口
を
務
め
た
者
は
ૣ
く
も

一
条
ே
に
見
ら
れ
る
。ở
表
一
Ỡ
1�
の
౻
原
ః
ਖ਼
が
そ
れ
で
あ
る
。

（
��
）
ம
�9
同
条
。
ま
た
『
ې
ൿ
ঞ
』
中
「
滝
口
」
に
「
ఱ
ಙ
四
年
七
人

ঌ
加
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
村
上
ఱ
ߖ
在
Ґ
中
の
こ
と
で
あ
る
が
、
୭

が
主
ମ
と
な
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
��
）『
ޚ

㢏
記
』
に
Ӭ
؍
二
年

月

日
条
と
し
て
ԁ
༥
ৡ
Ґ
の
記

事
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
小
ӈ
記
』
ҳ
文
で
あ
る
。

（
�9
）『
権
記
』

߂
八
年
六
月
十
三
日
条

（
�0
）
ま
た
参
考
で
は
あ
る
が
、『
ӫ
花
物
語
』
ר
十
三
「
Ώ
ふ
し
で
」

に
よ
れ
ば
、
敦
ྑ

Ԧ
（
の
ち
の
後
ग

ఱ
ߖ
）
の
ଳ

は
、
ಓ
長

の
手
に
よ
っ
て
બ
任
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
滝
口
の
બ
出
に
お
い
て

は
専
அ
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
滝
口
と
ଳ

の
ੑ
格

の
ҧ
い
も
あ
ろ
う
が
、
公
ڢ
に
よ
る
滝
口
ߩ
ڍ
が
ط
に
߃
例
化
し
て



2�

い
た
た
め
と
も
ղ
ऍ
で
き
よ
う
。

（
�1
）
ம
�
同
論
文
一

ท
。

（
�2
）『
小
ӈ
記
』

和
ݩ
年
六
月

二
日
条

（
��
）『
権
記
』
長
保
三
年
ਖ਼
月

六
日
条

（
��
）『
権
記
』
同
年
十
二
月


日
条

（
��
）
ம
�1
同
ท
。

（
��
）
同
年
十
二
月
ზ
日
条

（
��
）
֯
田
文
ᦱ
「
あ
る

の
紫
式
部
」（『
紫
式
部
と
そ
の
時
代
』
֯
川

書
ళ
、
一

六
六
年
）

（
��
）
高
ڮ
ণ
明
『
ञ
ವ
ಐ
子
の

生
─
も
う
ͻ
と
つ
の
日
本
文
化
─
』

（
中
公
新
書
、
一


二
年
）
二
八
Ỗ
三
五
ท
、「
武
士
と
Ԧ
権
」（
高

ڮ
ণ
明
・
山
本

࢘
編
『
歴
史
を
読
み
な
お
す
八

武
士
と
は
何
だ

ろ
う
か
』
ே
日
新
ฉ
社
、
一


四
年
）

（
�9
）
ம
�
同
論
文
二
一
Ỗ
二
二
ท
。

（
�0
）『
य़
記
』
長
暦
四
年
五
月

二
、

三
日
条
に
、
滝
口
ਗ਼
原
定
ਗ਼

が

大
殿
に
ೖ
っ
た
౪
人
を
ั
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

に
対
し
て
、
高
ཅ
院
は
「

ࢸ
۪
೭
ਙ

。

可
二

ڪ
申
一


」
と
ඇ

難
し
、「
ଖ
ࡑ
不
Ϩ

ܰ
。
ਢ
二

ղ
٫
一


」
と

அ
さ
れ
た
。
し
か
し
こ

の
定
ਗ਼
は
、
関
ന
౻
原
頼
通
の
意
ࢤ
で
の
ち
に
勘
当
を
໔
れ
て
い
る

（
六
月
十
三
日
条
）。
Ҽ
み
に
こ
の
定
ਗ਼
は
同
年
十
二
月
に
ࠨ
ۙ
ਞ
の

ย
൳
が
೩
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
彼
が
ᐻ
ൽ
や
吉
上
な
ど
を
յ
し
て
消

Ր
活
動
を
行
い
、
面
目
躍
如
と
な
っ
た
（
十
二
月

八
日
条
）。

（
�1
）
ம
�
同
論
文
一
五
ท
。

（
�2
）ở
表
一
Ỡ
で
言
え
ば
、
�0
・
後
一
条
ே
の
紀

任
（
ࠨ
Ӵ

গ
ࢤ
）、

�0
・
後
冷
ઘ
ே
の
小
野

任
（
ӈ
അ
Ҹ
）
が
౪


ั
の

で
任

。

์
Ր
൜
を
ั
ら
え
た

と
し
て
は
同
じ
く
後
冷
ઘ
ே
の
�1
・
ੁ
野
Ҙ

通
（
ࠨ
ฌ
Ӵ
権
গ
җ
）、
�2
・
౻
原
༑
ܦ
（
ӈ
ฌ
Ӵ
権
গ
җ
）
の
例

な
ど
。
ま
た
、
後
一
条
ே
の
『
小
ӈ
記
』

ਔ
三
年
四
月
十
四
日
条

に
は
、
京
中
の
์
Ր
൜
を
ั
ら
え
た
者
に
は
ࠨ
ӈ
Ӵ

җ
を
以
て


す
と
い
う
એ
ࢫ
が
滝
口
ら
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
��
）『
小
ӈ
記
』
長
ݩ
ݩ
年
十
一
月
ზ
日
条
に
、
昨

、
滝
口
౻
原


ಓ
が
౪
人
を
ӈ
ฌ
Ӵ
ਞ
ล
り
で
ࣹ
、
ಳ

中
に
中
和

で
ࢮ

し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
ཌ
月
の
月
次
・
神
今
৯
が

ఀ
止
さ
れ
て
い
る
（
同
十
二
月
十
日
条
）。
内
ཪ
で
の
ࢮ

は
神
事

や
ఱ
ߖ
に
Ө
ڹ
を
༩
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、୮
生
୩

一「
ݕ

ඇ
ҧ
使
と
Ω
Ϥ
メ
」（『
ώ
ス
ト
リ
ア
』
八
七
号
、
一

八
〇
年
、
の

ち
同
氏
『
ݕ
ඇ
ҧ
使
─
中
世
の
け
が
れ
と
権
力
─
』
平
ຌ
社
、
一


八
六
年
所
ऩ
）
や
山
本

࢘
『
ᜥ
と
大
ᜄ
』（
平
ຌ
社
、一


二
年
）

第
七
ষ
に
ৄ
し
く
考

さ
れ
て
い
る
。
滝
口
も
そ
の
ܯ
Ӵ
ൣ
ғ
が
宮

中
な
の
で
、
ᜥ
の
発
生
に
ࡉ
৺
の
注
意
を

い
、
ࢮ

さ
せ
な
い
よ

う
生
け
ั
る
こ
と
を
ٻ
め
ら
れ
て
い
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。

（
��
）
例
え
ば
、『
小
ӈ
記
』

ਔ
ݩ
年

月

日
条
で
は
、
滝
口
紀
Ҙ

光
に
Ӭ
く
ࡈ
院
に
ީ
す
べ
き
એ
ࢫ
が
下
っ
た
ࢫ
が
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
本
ே
世
紀
』

和
二
年
六
月
十

日
条
に
は
、
ҏ

ࡈ
宮

の
ܯ
ޢ
に
あ
た
っ
て
い
た
滝
口
平
致
光
が
ࡈ
宮
と
ີ
通
し
た
と
い
う

෩
ฉ
を
記
し
て
い
る
。

（
��
）
例
え
ば
、『
本
ே
世
紀
』
長
和
二
年
四
月

三
日
条
。

（
��
）
例
え
ば
、『
य़
記
』
長
暦
三
年
十
二
月
十
四
日
条
。

（
��
）『
小
ӈ
記
』
同
年
四
月
十
二
日
条

（
��
）『
平
҆
ே
Վ
合
大
成
』
四
に
、
滝
口
と
所
ऺ
の
Վ
合
十
൪
が
あ
り
、

後
冷
ઘ
ே
の
治
暦
二
年
Ն
に
開
か
れ
た
と
ਪ
定
さ
れ
て
い
る
。

（
�9
）「
滝
口
の
家
」
は
、
滝
口
の
み
を
輩
出
す
る
わ
け
で
は
な
く
、




2�

く
東
宮
ଳ

ࣷ
人
や
武
者
所
、
北
面
武
士
な
ど
も
含
め
た
下
ڃ
武


職
を
輩
出
す
る
家
を
指
す
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
職
の
間
に
も
家
格
の

ҧ
い
が
見
ら
れ
る
の
で
、
༰
қ
に
定
義
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
付
言
し
て
お
く
。

（
�0
）ở
表
一
Ỡ
1�
・
紀
क

、
2�
・
紀
એ
明
、
��
・
౻
原
頼
ี
ら
。
し

か
し
、
彼
ら
は
ݩ
ʑ
受
ྖ

を
歴
任
す
る
家
の
者
で
あ
る
。

（
�1
）
ம
9
同
論
文
一

、
六
三
ท
。

（
�2
）
ம
�
・
�
・
9
同
論
文

（
��
）「
༄
原
家
記

」
同
年
十
一
月

、
十
二
月
八
日
条
。
な
お
、
活

字
本
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、『
大
日
本
史
ྉ
』
第
三
編
೭
一
に
よ
る
。

（
��
）
ງ
河
ଈ
Ґ
時
は
先
に
示
し
た
ம
��
の
史
ྉ
だ
が
、
ௗ
Ӌ
ଈ
Ґ
時
は

『
中
ӈ
記
』
Յ
承
二
年
十
月
十
二
日
条
、後
ന
河
ଈ
Ґ
時
は
『
山
ᒈ
記
』

久
ण
二
年
八
月

八
、
十
月
一
日
条
、
高
倉
ଈ
Ґ
時
は
『
ฌ
ൣ
記
』

ਔ
҆
三
年
二
月

、

八
日
条
、
҆
ಙ
ଈ
Ґ
時
は
『
山
ᒈ
記
』
治
承

四
年
三
月
四
日
条
に
ৄ
し
い
。

（
��
）
ம
9
同
論
文
五
五
Ỗ
五
六
ท
。

（
��
）
ம
��
十
二
月
八
日
条

（
��
）『
ฌ
ൣ
記
』
保
ݩ
三
年
八
月

日
条

（
��
）ở
表
一
Ỡ
で
は
、
ന
河
院
武
者
所
か
ら
ງ
河
ఱ
ߖ
の
滝
口
に
な
っ

た
��
・
源
重
ః
、
同
じ
く
ന
河
院
武
者
所
か
ら
ௗ
Ӌ
ఱ
ߖ
の
滝
口
と

な
っ
た
1�0
Ỗ
1�2
の
宮
ಓ
式
成
・
源
満
・

ଇ
員
ら
が
そ
の
例
で
、
他

に
も
多
く
ࢄ
見
す
る
。
こ
の
原
Ҽ
を
ถ
୩
氏
は
「
院
が
そ
の
武
技
や


実
さ
の
ނ
を
以
て

目
し
て
い
た
武
者
所
を
し
て
、
任

の
機
会

を
速
く
ಘ
さ
せ
る
た
め
の
は
か
ら
い
」（
ம
�
同
論
文
二
八
ท
）
と

見
て
い
る
。

（
�9
）
ถ
୩
「
院
北
面
武
士

考
─
特
に

࢝
期
に
つ
い
て
─
」（『
大
ࡕ

࢈
業
大
学
論
集
』
人
文
科
学
編
七
〇
号
、
一


〇
年
。
の
ち
同
氏

『
院
政
期
܉
事
・
ܯ

史
र
Ҩ
』
ۙ
代
文

社
、
一


三
年
所
ऩ
）

（
90
）
Ӭ
延
二
年
十
一
月
八
日
付
。
東
京
大
学
史
ྉ
編
ࢊ
所
本
（『
日
本

思

大
ܥ
八

古
代
政
治
社
会
思

』
に
よ
る
）
に
は
「
前
滝
口
二

人
」
が
書
か
れ
て
い
る
が
、「
ๅ
生
院
文
書
」（『
平
҆
Ҩ
文
』
三
三


号
）
に
は
な
い
。

（
91
）『
小
ӈ
記
』
Ӭ
؍
三
年
三
月
十
四
日
条
に
「
殿
上
ٴ
ଂ
人
所
・
武

者
所
等
、
相
చ
勘
二

ଖ
上
日
一、
可
Ϩ

څ
二

京

ޚ
څ
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、

院
武
者
所
も
滝
口
と
同
様
に
、
࿑
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
അ
Ҹ
な

ど
に
任

す
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
た
。

（
92
）
後
ന
河
ଈ
Ґ
時
に
、
通
例
で
は
先
ఇ
（
ۙ
Ӵ
）
の
上
ᢐ
三
人
が
ૹ

ら
れ
る
の
だ
が
、『
山
ᒈ
記
』
久
ण
二
年
八
月

八
日
条
に
よ
る
と
、

上
ᢐ
の
う
ち
平
成
Ӭ
は
重

で
、
౻
原
信
遠
は
越
後
に

か
っ
た
た

め
、
四
ᢐ
・
五
ᢐ
が
代
わ
り
に
滝
口
と
し
て

さ
れ
た
。
こ
の
信
遠

は
何
者
か
不
ৄ
で
あ
る
が
、
越
後
ࠃ
に
本
؏

を
持
つ
武
士
と
ਪ
ଌ

さ
れ
る
。
ま
た
、こ
の
時
三
人
の
他
に
も
う
二
人
先
ఇ
の
滝
口
七
ᢐ
・

八
ᢐ
が
ৡ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ۙ
Ӵ
の
ࢮ
に
よ
る
ৡ
Ґ
で
院
武

者
所
は
組
織
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
の
ٹ
ࡁ
ા
ஔ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9�
）
在
Ґ
期
間
中
の
滝
口
の
補
ॆ
の
史
ྉ
と
し
て
は
、『
中
ӈ
記
』


治
七
年
三
月
八
日
条
、『
ฌ
ൣ
記
』
ਔ
҆
二
年
三
月
八
日
条
な
ど
が

あ
る
が
、
ৄ
ࡉ
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、『
ฌ
ൣ
記
』
ਔ
҆
二
年

Ӟ
七
月
十
六
日
条
や
同
三
年
二
月
十
五
日
条
な
ど
で
は
ଂ
人
頭
平
信

ൣ
が
主
ମ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
Ӑ
え
る
。
ま
た
、
同
二
年
五
月


八
日
条
で
は
滝
口
を
ڍ
申
し
た
者
と
し
て
、
頭
中
ক
౻
原
実
家
と
ӈ

Ӵ

佐
平

度
の
名
が
見
ら
れ
、
在
Ґ
中
の
補
ॆ
は
ޚ
څ
で
は
な
く
、

ڍ
申
す
る
者
の
身
分
も
さ
΄
ど
問
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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（
9�
）『
中
ӈ
記
』
Յ
保
二
年
十
二
月
七
日
条
に
は
、
除
目
の
間
に
大
殿

に
৵
ೖ
し
た
౪
人
を
滝
口
平
݉
政
が
ࣹ
ࡴ
し
て
お
り
、

日
条
に
は

別
ޭ
と
し
て
അ
Ҹ
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同

߁
和
四
年
十

一
月
四
日
条
に
も
物
ା
を
౪
ん
だ
൜
人
を
滝
口
や
庁
下
部
が
᎕
め

取
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、『
ே
野
܈
載
』

「
ޭ
࿑
」

に
は
、
Ӭ
久
二
年
三
月
十

日
付
で
、
滝
口
大
ߐ
遠
݉
が
൜
人
を
᎕

め
取
る
と
い
う
別
ޭ
に
よ
り
、
ࠨ
ӈ
അ
Ҹ
へ
の
任

を

う
て
い
る

申
文
が
見
え
る
。

（
9�
）
例
外
と
し
て
、
ਔ
҆
四
年
ਖ਼
月
下
०
に
滝
口
౻
原
能
ൣ
が
ਞ
頭
で

ࡴ

൜
人
を
᎕
め
取
り
、別
ޭ

を
催
ଅ
す
る
ࢫ
が
見
ら
れ
る
（『
ฌ

ൣ
記
』
同
年
二
月

八
日
条
、『
平
҆
Ҩ
文
』
四
八
三
五
Ỗ
四
八
三

七
号
）
だ
け
で
あ
る
。

（
9�
）『
中
ӈ
記
』
同
年
三
月
八
日
条

（
9�
）『
ฌ
ൣ
記
』
ਔ
平
四
年
三
月
五
日
条

（
9�
）『
山
ᒈ
記
』
Ӭ
暦
ݩ
年
十
二
月
十
五
日
条

（
99
）『
本
ே
世
紀
』
同
年

月
七
日
条

（
100
）『
山
ᒈ
記
』
Ӭ
暦
ݩ
年
十
一
月

三
日
条
。
ま
た
同

応
保
ݩ
年

十
二
月
十
七
日
条
に
は
、
三
Ґ
殿
ೖ
内
に
際
し
、
あ
ち
こ
ち
の
൶
を

開
き
、
そ
れ
ぞ
れ
滝
口
二
Ỗ
三
人
ず
つ
ީ
さ
せ
、
ࡶ
人
の
ԟ

を
ې

じ
さ
せ
て
い
る
。

（
101
）『
ฌ
ൣ
記
』
保
ݩ
ݩ
年
七
月
十
一
日
条

（
102
）
相

は
、『
中
ӈ
記
』
Յ
保
二
年
八
月

二
日
条
や
『
中
ӈ
記
』『
長

ळ
記
目

』
承
ಙ
二
年
八
月
三
日
条
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
ڝ
അ

は
、『
中
ӈ
記
』『
長
ळ
記
目

』
߁
和
四
年
六
月
八
日
条
、『
山
ᒈ
記
』

Ӭ
暦
二
年
七
月
十
三
日
条
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

（
10�
）『
山
ᒈ
記
』
Ӭ
暦
ݩ
年
十
一
月
四
日
条

（
10�
）『
山
ᒈ
記
』
Ӭ
暦
ݩ
年
十
一
月
十
七
日
条

（
10�
）『
ۄ
༿
』
承
҆
二
年
Ӟ
十
二
月

一
日
条

（
10�
）
ம
9�
同
条

（
10�
）
ம
�
同
論
文
二
八
ท
。

（
10�
）
二
条
ఱ
ߖ
ଈ
Ґ
時
に
ଂ
人
頭
と
な
っ
た
౻
原
ढ़
ݑ
（
信
西
の
子
）

は
不
仕
の
滝
口
を
ঌ

に
ॲ
す
の
は
「
頭
任
Ϩ

意

」（『
؏
ट
ൿ
ঞ
』

「
不
仕
滝
口
ঌ

間
事
」）
と
し
、同
じ
二
条
ఱ
ߖ
の
ଂ
人
頭
౻
原
（
中

山
）


は
五
અ
の
間
は
滝
口
を
一
人
も
ܽ
か
し
て
は
な
ら
な
い
が
、

「
ۙ
日
城
外
輩
多
、
人
数
গ
。
ҝ
二

೭
如
何
一

」（『
山
ᒈ
記
』
Ӭ
暦
ݩ

年
十
一
月
十
三
日
条
）
と
不
満
を
࿙
ら
し
て
い
る
。
ま
た
鎌
倉
前
期

の
記
事
だ
が
、
後
ௗ
Ӌ
ఱ
ߖ
の
頭
ห
源
݉

が
౻
原
݉
実
の
許
に
、

滝
口
が
ۙ
日
ᷫ
ީ
し
な
い
た
め
問
᤻
が
ܽ
如
し
て
い
る
こ
と
を
相
談

に
来
て
い
る
（『
ۄ
༿
』
文
治
二
年
二
月
十
四
日
条
）。
な
お
、
こ
の

ࠒ
は
六
Ґ
ଂ
人
も
出
仕
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（『
ۄ
༿
』

文
治
二
年
五
月
十
六
日
条
）。

（
109
）『
吉
記
』
治
承
五
年
四
月
十
一
日
条
。『
吉
記
』
の
記
主
౻
原
（
吉

田
）
ܦ

も
滝
口
の
不
仕
を
୰
き
、
出
仕
し
た
滝
口
が
三
人
以
下
の

日
は
問
᤻
を
行
わ
な
い
と
い
う
原
ଇ
を
五
人
、
೫
ࢸ
は
七
人
以
下
に

վ
め
、
よ
り
多
く
の
者
を
出
仕
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

（
110
）
ம
9
同
論
文
二
六
Ỗ
四
一
ท
参
র
。

（
111
）『
平
家
物
語
』
ר
一
「
ӏ
川
܉
」。
な
お
、
こ
の
౻
原
師
光
は
、
保

ݩ
二
年
（
一
一
五
七
）
十
月
に
、

Ӧ
の
ޭ
に
よ
っ
て
ࠨ
Ӵ

গ
җ

に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
で
彼
は
滝
口
内
ࣷ
人
で
あ
り
、

こ
れ
は
大
出
世
と
言
え
よ
う
（『
ฌ
ൣ
記
』
同
月

七
日
条
）。

（
112
）ở
表
一
Ỡ
で
は
、
ന
河
ே
の
�1
・
٦
頼
ཬ
、
後
ന
河
ே
の
1��
・
平

信
成
（
業
）
や
1�2
・
౻
原
能

ら
。
頼
ཬ
は
ࢮ

時
に
「


不



2�

Ϩ

知
二

୭
人
一。
ࠨ
ۙ
相

࠷
手
ނ
٦
高
行
末
ଙ
。（
中
ུ
）घ
有
二

別

一

」

（『
中
ӈ
記
』
承
ಙ
二
年
五
月
十
日
条
）
と
記
さ
れ
、
信
成
（
業
）
は

ಳ
世
時
に
「
ฌ
Ӵ
җ
信
重
உ
。（
中
ུ
）
ఱ
下
第
一
೭

人

。
ภ

๏
ߖ
Ը

ա
Ϩ

人
者

」（『
吉
記
』
ण
Ӭ
ݩ
年
七
月
十
五
日
条
）
と

書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
受
ྖ

の
子
ଉ
で
は
な
い
。

（
11�
）
ҏ

平
氏
の
家
人
・
郎
従
か
ら
滝
口
と
な
っ
た
こ
と
が
確
実
に
分

か
る
の
は
҆
ಙ
ଈ
Ґ
時
の
ở
表
一
Ỡ
2�9
・
౻
原
（
宮
太
）
時
員
（
平

通

の
ࣆ
）、
2��
・
౻
原
（
ࡈ
౻
）
時
頼
（
平
重

の
ࣆ
）
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
の
ҏ

平
氏
の
ੑ
格
は
武
家
権

に
ۙ
く
、

༰
қ
に
は
ᾈ
に
組
み
ೖ
れ
難
い
。

（
11�
）『
ଚ
൰
分
຺
』
第
三
ร
七
六
ท
。

（
11�
）ở
表
一
Ỡ
2��
の
源
ڝ
。
ま
た
『
山
ᒈ
記
』
治
承
四
年
五
月

六
日

条
に
は
、
Ӊ
治
合
ઓ
で
ᰍ
を

ら
れ
た
者
の
中
に
、
頼
政
郎
等
と
し

て
源
ק
、
加
、
෭
ら

ล
ౘ
の
者
が
数
名
見
ら
れ
る
。

（
11�
）

ล
ౘ
に
関
し
て
は
、
生
ۨ

ਉ
氏
が
同
氏
『
中
世
の
機
内
武
士

ஂ
と
公
武
政
権
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
で
、
同
時
代
史

ྉ
や
新
発
見
の
ܥ
図
等
を
用
い
な
が
ら
ৄ
ࡉ
に
ݕ
౼
し
て
い
る
。
生

ۨ
氏
は

ล
ౘ
を
い
く
つ
か
の
家
ܥ
に
分
け
て
各
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ

の
ڌ
る
べ
き
権
力
を
બ

し
な
が
ら

ล


を
८
る
同

૪
い
を

し
て
い
た
こ
と
も
ղ
明
し
て
い
る
が
、

稿
で
は
一
括
り
に
「

ล

ౘ
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

（
11�
）
三
Ӝ
ܓ
一
「
中
世
に
お
け
る
ـ
内
の
Ґ
ஔ
─

ล


職
を
ૉ
ࡐ

と
し
て
─
」（『
ώ
ス
ト
リ
ア
』
三

・
四
〇
合
併
号
、
一

六
五
年
。

の
ち
同
氏
『
中
世
ຽ
ऺ
生
活
史
の
研
究
』
思
文
ֳ
出
版
、
一

八
一

年
所
ऩ
）

（
11�
）

ล
ౘ
の

源
ߝ
を
源
頼
光
の
郎
従
と
す
る
説
話
を
信
じ
る
な
ら
、

ઁ

源
氏
と
ઁ
関
家
と
の
つ
な
が
り
か
ら

ล
ౘ
を
ᾉ
に
分
類
す
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
院
と
ઁ
関
家
は
ج
本
的
に
対
立
す
る
も
の
で

は
な
く
、
ミ

ν
的
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
た
の
で
、
ᾈ
と
ᾉ
は
明

確
に
区
別
で
き
る
ੑ
格
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ศ
宜
上
分
け
て
い

る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

（
119
）
౻
原
時
頼
は
『
山
ᒈ
記
』
治
承
四
年
三
月
四
日
条
に
「
ຌ
立

時

ඃ
Ϩ

د
二

十
七
人
一

」の
ଳ

の
一
人
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

同
三
年
ਖ਼
月

三
日
条
の
ଳ

試
の
記
事
に
は
ٖ
ଳ

に
も
ଳ

に

も
時
頼
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
先
の
҆
ಙ
ଈ
Ґ
時
の
記
事
に
、
立


時
の
ଳ

は
「
ଖ
後
不
Ϩ

ඃ
Ϩ

加

」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
彼
が

ଳ

を
務
め
た
こ
と
は
ٙ
問
で
あ
る
。
ଳ

が
、
仕
え
て
い
た
東
宮

の
ଈ
Ґ
後
、
そ
の
ま
ま
滝
口
に
な
る
例
は
こ
れ
以
前
一
つ
も
な
く
、

東
宮
と
ఱ
ߖ
の
ੑ
格
の
相
ҧ
を
考
え
る
上
で
ڵ
ຯ
ਂ
い
事
実
と
言
え

る
。
な
お
、
文
治
四
年

月
六
日
付
の
「
ֿ
原
ܠ
時
下
文
」（『
鎌
倉

Ҩ
文
』
三
四
三
号
）
に
、
滝
口
ೖ
ಓ
（
౻
原
時
頼
の
こ
と
）
が
以
前

に
ઁ

ࠃ
ਧ
田

を
উ
ඌ
ࣉ
に
د
ਐ
し
た
ࢫ
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ҏ


平
氏
と
の
つ
な
が
り
で
ـ
内
に

Ԃ
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
120
）
同

上
ר
、『
平
治
物
語
』
上
・
中
ר

（
121
）『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
十
一
月

六
日
条
。
な
お
、
山
内
ट
౻
氏
は

相

ࠃ
山
内

の
住
人
で
あ
っ
た
。

（
122
）『
小
ӈ
記
』
長
和
二
年
八
月
五
日
条
に
、
ࠨ
ฌ
Ӵ
җ
宮
ಓ
式
光
が

౻
原
実
資
家
の
ӛ
࢘
と
な
っ
た
ࢫ
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の

で

あ
る
下
૯
क
義
行
も
実
資
家
政
所
別
当
で
あ
っ
た
。
Ҽ
み
に
式
光
は

実
資
に
よ
り
滝
口
に
ਪ
ڍ
さ
れ
た
が（
同

長
和
五
年
二
月
二
日
条
）、

有

の
た
め
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
12�
）ở
表
一
Ỡ
1��
・
宮
ಓ
Ҙ
ଇ
は
源
義
ݡ
の
郎
ౘ
と
さ
れ
る
が
、
先
に
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示
し
た
よ
う
に
義
ݡ
が
ઁ
関
家
と
の
༊
ண
を
利
用
し
て
郎
ౘ
化
し
た

と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。

（
12�
）『
中
ӈ
記
』
ݩ
Ӭ
二
年
六
月
七
日
条
に
、
ۙ
代
、
ଂ
人
所
ޚ
ਥ
が

य़
日
山
階
ࣉ
ྖ
に
打
ち
ೖ
ら
れ
て
い
る
ࢫ
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
ཌ

日
条
に
۩
ମ
的
な
ઁ
関
家
ྖ
と
し
て
ࡔ
ށ

が
見
ら
れ
る
。
ଂ
人
所

ޚ
ਥ
と
相
論
が
あ
っ
た

の

࢘
の
家
が
、
の
ち
に
ଂ
人
所
に
属
す

る
滝
口
を
代
ʑ
輩
出
す
る
こ
と
は
ڵ
ຯ
ਂ
い
問
題
で
あ
る
。

（
12�
）『
後
二
条
師
通
記
』
応
ಙ
三
年
八
月

八
日
条
に
、

৲
҆
ق
が

ไ
ฎ
使
を
ࣙ
ୀ
し
た
た
め
、
ӛ
へ
ঌ
し

め
ら
れ
て
い
る
。

（
12�
）『
ଚ
൰
分
຺
』第
三
ร
四
一
ท
の「
大
治
五
三
十
四
ợࢮ
六
十
四
ࡀ
Ụ

と
い
う
記
事
か
ら
ٯ
算
。
ࡔ
ށ
源
氏
に
関
す
る
記
ड़
は
多
く
『
ଚ
൰

分
຺
』、『
ଚ
൰
分
຺

࿙
』（『
続
܈
書
類
従
』
第
五
ा
上
）
に
ڌ
る
。

（
12�
）
ம
�
同
論
文
三
〇
ท
参
র
。

（
12�
）ở
表
一
Ỡ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
౻
原
݉
実
は
高
倉
ଈ
Ґ
時
の

2�1
・
能
時
、
҆
ಙ
ଈ
Ґ
時
の
2�2
・
ไ
（
༑
）
߂
、
後
ௗ
Ӌ
ଈ
Ґ
時
の

2��
・
ষ
資
と
、
一
؏
し
て
๛
原
氏
の
者
を
ਪ
ڍ
し
て
い
る
。『
ۄ
༿
』

治
承
三
年
十
二
月
八
日
条
に
、
݉
実
家
の
ࣆ
࢝
の
記
事
が
あ
り
、
ແ


の
ࣆ
と
し
て
滝
口
能
時
と
ไ
߂
の
名
が
見
え
、
共
に
๛
原
ହ
頼
の

子
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ହ
頼
も
家
࢘
で
あ
る
。
ま
た
、「
౻
原

݉
実
申
文
」（『
東
京
大
学
資
ྉ
編
ࢊ
所
研
究
紀
ཁ
』
一
号
所
ऩ
「
ฌ

ൣ
記
紙
എ
文
書
」
一
一
二
号
）
に
ਔ
҆
三
年
四
月
五
日
条
付
で
݉
実

が
年
څ
と
し
て
能
時
を
内
ࣷ
人
に
任
じ
る
よ
う

う
ࢫ
が
見
え
る
。

こ
の
ࠒ
能
時
は
ط
に
滝
口
で
あ
る
が
、
滝
口
内
ࣷ
人
は
滝
口
よ
り
い

い

職
に
つ
く
機
会
を
༩
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
内
ࣷ

人
を

ん
だ
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
ઁ
関
家
と
滝
口
と
の
関

を
あ
ら

わ
す
事
実
と
し
て
、
院
政
期
以
߱
、
滝
口
の
う
ち
一
名
が
ޚ
直
ን
༬

と
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
先
の
๛
原
ไ
߂
も
ઁ
政
݉
実
の
ޚ
直

ን
༬
で
あ
る
（『
ۄ
༿
』
文
治
五
年
十
二
月
八
日
条
）。
他
に
ở
表
一
Ỡ

1��
・
大
ߐ
高
ൣ
や
29�
・
Ҙ
宗
行
ൣ
ら
が
ޚ
直
ን
༬
だ
が
、
こ
れ
ら
は

օ
、
ઁ
関
の
ਪ
ڍ
し
た
滝
口
で
あ
る
可
能
ੑ
が
高
い
。

（
129
）
ம
�
同
論
文
二
〇
Ỗ
二
一
ท
。

（
1�0
）
例
え
ば
、
後
ന
河
ଈ
Ґ
時
に
ߖ
Յ

院

子
は
ở
表
一
Ỡ
1��
・
中

原
ܠ
遠
を
ਪ
ڍ
し
、
҆
ಙ
ଈ
Ґ
時
に
中
宮
平
ಙ
子
は
ở
表
一
Ỡ
2�9
・

౻
原
時
員
を
ਪ
ڍ
し
て
い
る
。

（
1�1
）
西
Ԭ
ދ
೭
ॿ
「
武
士
階
ڃ
結
成
の
一
ཁ
Ҽ
と
し
て
の
『

』
の
発

展
」（『
史
学
ࡶ
誌
』
第
四
〇
ר
・
二
Ỗ
三
・
五
・
七
Ỗ
八
号
、
一


二
五
年
。
の
ち
同
氏
『

Ԃ
史
の
研
究
』
上

岩

書
ళ
、
一

五

三
年
所
ऩ
）

（
1�2
）

田
๛

『
平
ক

の
乱
』（
岩

新
書
、
一

八
一
年
）
第
二

ষ
参
র
。

（
1��
）
ம
9
同
論
文
。
明
確
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
の
ち
に
੨
山
װ

࠸
「
中
世
武
士
に
お
け
る

職
の
受
༰
」（『
日
本
歴
史
』
五
七
七
号
、

一


六
年
）
三
〇
ท
に
ཁ
点
を
ま
と
め
て
あ
る
。

（
1��
）

田
ఌ
は
同
氏
「
平
҆
前
期
の
ࠨ
ӈ
അ
ྈ
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴

史
』
二
七
一
号
、
一

七
〇
年
）
の
中
で
、
അ
ྈ
が
平
҆
初
期
以
߱

܉
事
ܯ


࢘
化
し
、
അ
Ҹ
も
弓
അ
に
す
͙
れ
た
者
が
任
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
1��
）
例
え
ば
、
前
滝
口
源
ڝ
の
郎
等

武
ಓ
が
ҏ

初
ࡈ
宮
ޚ
所
で
ྶ

ޅ
を
ࣹ
た
た
め
、
佐

ࠃ
に
流
さ
れ
る
ࢫ
が
『
山
ᒈ
記
』
治
承
二
年

Ӟ
六
月

四
日
条
な
ど
に
見
え
る
。

（
1��
）
例
え
ば
、『
今
ੲ
物
語
集
』
ר

四
ノ
十
一
「

明
治
二


Ϩ

ཾ
者
一

語
」
に
は
、
滝
口
が
ܯ
Ӵ
中
に
従
者
を
ঌ
し
て
ञ
ࡘ
を
取
り
に
行
か
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せ
る
話
が
見
え
る
。
ま
た
、
滝
口
ਞ
に
は
ҥ
を
༬
か
り
क
る
ࡶ
仕
女

が
い
た
こ
と
も
、『
ޚ
ಊ
関
ന
記
』『
小
ӈ
記
』

ਔ
二
年
五
月
十
二

日
条
な
ど
か
ら
Ӑ
え
る
。

（
1��
）
こ
の
あ
た
り
の
ཧ
ղ
は
、
ݩ

ହ
༤
「
ઁ
関
家
に
お
け
る
私
的
制

ࡋ
」「
院
政
期
政
治
ߏ

の
展
開
」（
と
も
に
同
氏
『
院
政
期
政
治
史

研
究
』
思
文
ֳ
出
版
、
一


六
年
所
ऩ
。
但
し
ݩ
と
な
っ
た
論
文

の
発
表
年
次
は
そ
れ
ぞ
れ
一

八
三
、
一

八
六
年
）
に
ڌ
る
。

（
1��
）『
ۄ
༿
』
ण
Ӭ
二
年
八
月

、

八
、

月
一
日
条

（
1�9
）『
三
長
記
』
ݐ
久

年
ਖ਼
月
十
一
、
二
月
一
日
条
、『
明
月
記
』
同

年
ਖ਼
月
十
三
、

五
日
条

（
1�0
）
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
東
Ӂ
頼
が
滝
口
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事
は


見
の
限
り
օ
ແ
で
あ
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
ਖ਼
月
三
日
条
に
、

　
　
　

ࠑ
Ӂ
頼
者
、
平
家
執
二

ఱ
下
権
一

೭
時
、
ᦒ
Ϩ

二ީ

京
都
一、
ߋ
不
Ϩ

ᨪ
二

ଖ
ӫ
貴
一。
依
二

遠
౻
ࠨ
ۙ
ক

持
遠
ڍ
一、
仕
二

上
西

院
一。

　
　

と
記
さ
れ
て
お
り
、
子
ଉ
が
滝
口
に
ީ
す
こ
と
か
ら
考
え
て
も
滝
口

で
あ
っ
た
可
能
ੑ
は
高
い
。
な
お
、
頼
ே
܉
๘
ى
段
階
か
ら
頼
ே
に

つ
い
た
滝
口
ܦ
ݧ
者
で
は
།
一
の
例
で
あ
る
。

　
　
　

ま
た
、
同

承
ݩ
二
年
Ӟ
四
月

七
日
条
に
は
、
Ӂ
頼
の
子
ଉ
重

Ӂ
が
「
可
Ϩ

ڃ
二

上
日
ไ
公
名
一

೭
༝
、
致
二

懇

一

」
し
た
の
で
、
ڍ

申
さ
れ
て
上
བ
し
た
ࢫ
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
段
階
で
も
幕
府

は
滝
口
に
ީ
す
こ
と
に
対
し
て
介
ೖ
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

（
1�1
）『
三
長
記
』
ݐ
Ӭ
ݩ
年
八
月
七
日
条
に
は
、
ف
年
ࠄ
ไ
ฎ
使
発
ݣ

に
際
し
、
内
ࣆ
備
中
と
公
役
の
滝
口
が

参
し
た
ࢫ
が
記
さ
れ
、『
明

月
記
』
同
年
十
一
月
十
二
日
条
に
も
、
五
અ
に
滝
口
が

参
し
た
た

め
౻
原
定
家
は
立
ち
ർ
れ
た
ࢫ
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
1�2
）
例
え
ば
『
ۄ
༿
』
文
治
三
年
十
一
月

四
日
条
に
、
滝
口
が
౻
原

݉
実
の
ਵ
身
ࠨ
൪
長
ਇ
頼
武
と

՞
を
し
て
い
る
記
事
が
あ
る
。

（
1��
）『
大
間
成
文
ঞ
』
第
七
「
所
ʑ

」
に
同
年
十
一
月


日
付
で
、

滝
口
源
行
߁
が
ҏ

ભ
宮
に
際
し
て
、
私
物
八
ৎ
ݜ
を
ਐ
ೲ
し
、
ࠨ

ฌ
Ӵ
җ
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1��
）『
大
間
成
文
ঞ
』
第
八
「
所
ऺ
滝
口
」
に
治
承
三
年
ਖ਼
月
十
七
日

付
で
、
滝
口
内
ࣷ
人
宮
ಓ
式
ࠃ
が
上
日
の
࿑
と
լ
ໜ
初
ࡈ
院

定
用

్
ྉ
の
ਐ
ೲ
に
よ
り
Ӵ

җ
を

み
、
先
例
と
し
て
保
ݩ
三
年
の
大

ߐ
遠
業
の
例
を
ڍ
͛
て
い
る
。
ま
た
、
ਔ
҆
三
年
ਖ਼
月
十
一
日
付
で
、

滝
口
٦
信
ః
が
上
日
の
࿑
に
よ
り
ࠨ
ӈ
˘
˘
（
ฌ
Ӵ
？
）
җ
を

ん

で
い
る
（「
ฌ
ൣ
記
紙
എ
文
書
」

〇
号
、
ம
12�
参
র
）
よ
う
に
、

こ
の
ࠒ
に
は
滝
口
が
അ
Ҹ
に
な
る
原
ଇ
が
่
れ
は
じ
め
て
い
る
。

（
1��
）『
三
長
記
』
同
年
六
月

六
日
、


日
条
、『
明
月
記
』
同
年
六

月

六
日
条

（
1��
）『
中
ӈ
記
』
Ӭ
久
二
年
二
月
八
日
条

（
1��
）
ம
�
同
論
文
二
一
ท
。

（
1��
）『
平
҆
Ҩ
文
』
三
八
五
二
号

（
1�9
）『
三
代
制
ූ
』（『
続
ʑ
܈
書
類
従
』
第
七
ा
所
ऩ
）、『
鎌
倉
Ҩ
文
』

五
二
六
号
な
ど
。
今
後
、
।
じ
る
べ
き
内
༰
と
し
て
、

　
　
　

ں
二
十
前
、

　
　
　

前
別
、

　
　
　

一
ં
ෑ
、ợ
三
枚
、
以
二

様
ث
一


Ϩ

೭
、Ụ
ډ
物
四
種
、ợ
様
ث
、Ụ

一
ં
ෑ
、ợ
ो
、Ụ

物
八
種
、
一
ં
ෑ
、ợ
՛
子
八
種
、Ụ
ञ
三
ݙ
、

　
　

ૹ
物
一
۩
、

　
　
　

൧
一
外
ډ
、ợ
ന

方
一
ई
二
ੇ
、
高
六
ੇ
、Ụ
ࡊ
十
二
種
、ợ
ന


ં
ᓃ
、
方
五
ੇ
、
高
三
ੇ
、Ụ
結
物
八
種
、ợ
同
Ụ
ञ
一
大
ළ
、

ợ
ೲ
二

三
一ే

Ụ
交
՛
子
二
外
ډ
、ợ
ന

方
一
ई
、
高
五
ੇ
、Ụ
ᯎ
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一
Ӌ
、
ޥ
一
੭
、ợ
二
ई
ቮ
下
、Ụ
Ԙ
二
ঋ
、
ຯ

一
ঋ
、
സ
五
十


、
土
ث
七
ඦ
口
、ợ
大
二
ඦ
、
小
五
ඦ
、Ụ
ં
ෑ
五
十
枚
、
ဲ
一

枚
、ợ
แ
ஸ

一
ฑ
、Ụ
փ
二

、ợ
五
ే
、Ụ

二
ՙ
、

　
　

が
ڍ
͛
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
߽
՚
で
あ
り
、
ې
ྩ
が
出

さ
れ
た
ࠒ
に
は
こ
れ
以
外
に
、「
ࡼ
൫
೭

、
ຆ
අ
二

ສ
મ
一、
ւ

೭


、
ଖ

二

ઍ
一ۚ

」
と
い
っ
た
様
子
で
あ
っ
た
。

（
1�0
）『
ۄ
༿
』
同
年
十
二
月
八
日
条

（
1�1
）『
三
長
記
』
同
年
八
月
四
日
条
。
ま
た
、『
長
ळ
記
』
保
延
ݩ
年
八

月
十
四
日
条
に
は
、
์
生
会
の
た
め
ઁ

ࠃ
宿
院
に
使
が
行
っ
た
際
、

ڙ
ไ
し
た
輩
の
中
で
も
所
ऺ
と
滝
口
は
特
に
ں
応
を
受
け
て
い
る
。

（
1�2
）
ઁ
関
期
の
記
事
で
は
あ
る
が
、ở
表
一
Ỡ
一
条
ே
の
��
・
҆
倍
ҝ

方
は
བ
中
で
ࠨ
Ӵ

権
佐
٦
ҝ
義
に
会
っ
た
際
、
下
അ
し
な
か
っ
た

こ
と
を
ᄀ
め
ら
れ
て
ङ
ҥ
の
କ
を

ら
れ
、
そ
れ
を
ஏ
ৱ
に
感
じ
て

出
家
し
た
。
こ
れ
は
滝
口
と
し
て
の
自
負
৺
の
あ
ら
わ
れ
と
も
見
え

る
。
ま
た
、『
य़
記
』
長
暦
二
年
十
二
月
十
日
条
に
「
有

幷
如
Ϩ

ࠑ

滝
口
೭
類
」
と
あ
り
、
滝
口
は
ແ

で
は
あ
る
が
、
有

と
同
等
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。

（
1��
）『
ې
ൿ
ঞ
』
に
は
、
ޚ
स
公
役
、


を
২
え
る
、
宿
直
申
、
ޚ
使
、

殿
上
人
を
ঌ
す
、
ཕ
໐
の
際
の
໐
ݭ
、
ઇ
山
作
り
、
ݘ
ङ
な
ど
が
見

え
る
。

（
1��
）『
吾
妻
鏡
』
同
年
五
月
十
一
日
条
。「
有
二

ේ
第
೭
د
一

」
家
と
し
て
、

小
山
・
ઍ
༿
・
三
Ӝ
・
ட

・
ҏ
東
・
Ӊ
佐
ඒ
・
後
౻
・

西
ら
十

三
流
が
ڍ
͛
ら
れ
て
い
る
。

（
1��
）『
۪

ঞ
』
ෟ


（
1��
）
ம
1��
੨
山
論
文
三
一
ท
。

（
1��
）
鎌
倉
時
代
に
は
ݐ
久
二
年
新
制
以
߱
、
八
つ
の
新
制
が
出
さ
れ
て

い
る
が
、
五
અ
۳
୨
の
ա
ࠩ
に
対
す
る
ఀ
止
は
見
ら
れ
て
も
、
滝
口

ૹ
物
に
関
す
る
条
߲
は
一
切
見
出
せ
な
い
（
ਫ
ށ
部
ਖ਼
உ
『
公
家
新

制
の
研
究
』

ݩ
社
、
一

六
一
年
参
র
）。

（
1��
）『
明
月
記
』
ݐ
久

年
ਖ਼
月
十

日
条

（
1�9
）『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月


日
条

（
1�0
）『
ଚ
൰
分
຺
』
第
二
ร
三
八
七
ท
。

（
1�1
）
ம
1��
同
条

（
1�2
）『
吾
妻
鏡
』
同
年
ਖ਼
月

六
日
条

（
1��
）『
吾
妻
鏡
』
ݐ
久
五
年
十
一
月


日
条
。
な
お
、
第
四
ষ
第
一

અ
引
用
部
分
参
র
。

（
1��
）
ம
1��
同
条

（
1��
）『
ې
ൿ
ঞ
』
中
ר
「
滝
口
」
に
「
員

人
」
と
あ
る
。

（
1��
）『
平
ށ
記
』

ݩ
二
年
（
一
二
四
四
）

月
十

Ỗ

四
日
条
に
、


ล
ౘ
遠
౻
氏
の
滝
口
二
臈
ढ़
ߝ
が

ล


職
を
८
る
ૌ
ু
を
ى

こ
そ
う
と
し
た
が
、
彼
に
ຯ
方
す
る
滝
口
が
一
ຯ
同
৺
し
て
ஞ
電
し

た
た
め
数
日
間
滝
口
が
ແ
人
と
な
っ
た
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
গ

な
く
と
も
五
名
の
滝
口
が
ढ़
ߝ
に
ຯ
方
し
て
い
る
が
⁌
本
来
滝
口
と

関

の
な
い
「

ล


職
」
と
い
う

ล
ౘ
内
部
の
問
題
に
多
く

の
滝
口
が
加
担
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
幕
府
か
ら
の
出

で
は

な
い
ේ
代
の
滝
口
を
輩
出
す
る
家
が
ݻ
定
化
し
て
い
っ
た
か
ら
こ
そ

ى
こ
っ
た
ஂ
結
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
生
ۨ
氏

が
ৄ
し
く
ݕ
౼
し
て
い
る
（
ம
11�
同
論
文
第
二
ষ
）。

　
　
　

他
に
ࡔ
ށ
源
氏
や
越
前
ࡈ
౻
氏
ら
は
承
久
の
乱
後
も
滝
口
を
務
め

る
者
が
多
い
（ở
表
二
Ỡ
参
র
）。

（
1��
）『
職
原
ᭁ
』
に
「
有

滝
口
Ӭ
ਔ
ඃ
Ϩ

࢝
─二

ஔ
೭
一

」
と
あ
り
、『
有

職
କ
中
ঞ
』「
滝
口
」
に
は
「
武

ノ
任
ト
ナ
ル
事
ϋ
八
十

代
ُ



�0

山
院
ノ
文
Ӭ
中
χ
࢝
マ
ル
。
源
平
重
代
ノ
ࣆ
Ϯ
以
ς
任
ζ
」
と
あ
る
。

の
ち
の
有
職
ނ
実
書
で
武

が
滝
口
を
݉
任
す
る
ཞ
᧿
と
し
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

（
1��
）
Ӭ
ਔ
三
年
（
一
二

五
）
八
月
に
記
さ
れ
た
『

ҥ
記
』（『
܈
書

類
従
』
第
八
ा
「

ଋ
部
」
所
ऩ
）
に
「
滝
口
の
事
。
七
ࡀ
೭
年
よ

り
十
二
三
ࡀ

が
本
職
な
り
。
但
ޚ
事
ᮨ
時
は
十
五
六
ࡀ
ま
で
不

Ϩ

ۤ
。
ੋ
は
家
೭
滝
口
事

。
ಓ
滝
口
は
年

ࡀ
ば
か
り
ま
で
は
可

Ϩ

ਵ

」と
あ
る
。
越
前
क
ࡈ
౻
ॿ
成
の
家
に
伝
わ
る
ൿ
事
を
は
じ
め
、

『

ҥ
記
』
に
は
「
滝
口
出
仕
次
第
」
と
し
て
۩
ମ
的
な

ଋ
や
公

務
で
の
所
作
、「
家
の
滝
口
」
と
「
ಓ
の
滝
口
」
の
区
別
な
ど
他
の

史
ྉ
で
は
見
ら
れ
な
い
記
ड़
が
多
く
大
ม
ڵ
ຯ
ਂ
い
。『
܈
書
ղ
題
』

で
は
「
後
世
の
Ծ

の
ક
著
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ん
ら
か
の
権

利
を
主
ு
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
滝
口
や
北
面
に
出
仕
す
る
者
の
マ

χ
ỿ
ア
ル
的
内
༰
で
あ
る
。
内
༰
や
人
物
比
定
な
ど
今
後
の
史
ྉ
ݕ

౼
を

ち
た
い
。

（
1�9
）
ம
1��
参
র
。

（
1�0
）『

下
家
伝
』
第
十
四

に
、
Յ
Ӭ
年
間
（
一
八
四
八
Ỗ
五
四
）

ま
で
世
ऻ
的
に
滝
口
に
任
じ
ら
れ
た
ॾ
家
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1�1
）
下
ڮ
ܟ
長
『
幕
末
の
宮
ఊ
』（
東
༸
文
ݿ
、一

七

年
）
に
「
滝

口
は
ੲ
時
は
ਗ਼
႑
殿
の
滝
口
に

ީ
し
た
の
で
す
が
、
後
世
は
さ
よ

う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
上
ޚ

ૹ
の
અ
দ
明
を
持
っ
て
ྶ
ᐰ

の
ޚ
前
Ր
を
ไ
仕
し
、
ま
た
ೖ
ಓ

Ԧ
ޚ
ೖ
ࣉ
の
ڙ
ไ
を
す
る
͙
ら

い
の
も
の
」（
二
八

Ỗ
二

〇
ท
）
と
し
、
そ
れ
以
外
に
は
ҩ
者

な
ど
を
し
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
1�2
）『
有
職
କ
中
ঞ
』（
ۙ
世
に
成
立
）
に
「
滝
口
・
北
面
・
東
宮
ଳ


等
一
ྻ
ノ


」
と
あ
る
。

（
1��
）『
中
ӈ
記
』
Ӭ
久
二
年
二
月
八
日
条
に
、
明
๏
博
士
ࢤ
中
原
明
݉

が
「
ԙ
二

滝
口
一

者
ඇ
二


職
一

」
と
し
て
い
る
記
事
が
あ
り
、『
ې
ൿ
ঞ
』

中
ר
「
滝
口
」
で
も
「
ແ
二

有

一

」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ۙ
世
の
有
職
ނ
実
書
や
『
幕
末
の
宮
ఊ
』（
ம
1�1
参
র
）
で
は

職

と
さ
れ
て
い
る
。
ߐ
ށ
時
代
に
は

職
と
ଊ
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。

（
1��
）
ถ
୩
氏
は
、
滝
口
任
後
に
ಘ
ら
れ
る
「
അ
Ҹ
の
よ
う
な
൰

で
も
、

生
ࠃ
の
在
庁

人
や
प
ล
の
߽

に
対
し
て
ॆ
分
に
Җ
を
ு
る
こ
と

が
で
き
た
」（
ம
9
同
論
文
五
六
ท
）
と
し
て
い
る
が
、
先
に
も
示

し
た
よ
う
に
滝
口
を
務
め
る
こ
と
も
同
様
に
権
Җ
的
で
あ
っ
た
と
ਪ

ଌ
す
る
。

（
1��
）
特
に
院
政
期
、
よ
く
知
ら
れ
る
河
内
源
氏
や
ҏ

平
氏
の
者
が
ଳ


（
特
に
ଳ

先
生
）
や
北
面
の
武
士
を
務
め
た
例
は
多
い
が
、
滝

口
に
は
見
ら
れ
な
い
。

ở

ه
Ỡ
こ
の
論
文
は
、
一


八
年
に
立
命
館
大
学
文
学
部
に
提
出
し

た
卒
業
論
文
を
加
筆
・
修
ਖ਼
し
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
か
ら
長
い
年

月
を
ܦ
て
し
ま
っ
た
が
、
私
の
こ
と
を
見
ࣺ
て
ず
ࣤ
ᄖ
ܹ
ྭ
し
て
く

だ
さ
り
、

論
を
公
開
す
る
機
会
を
༩
え
て
く
だ
さ
っ
た
野
口
実
先

生
に
৺
よ
り
感
ँ
申
し
上
͛
た
い
。
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ࢁ ᒈ .� .��11ه
�

ฌࠨͰޱୌݩ
Ӵҗ

ӈഅॿ

1�2 　ݪ౻ อݩޠԼ
པͷݧ࣮֚ࢮ
ͷͨΊݣ

നՏӃ໘ޙ
ฌӴҗग़ࠨ
Ӣक

ग़Ӣɾपक ྑྲྀ౻ࢯݪ

നՏɺೋޙ

1�� قɹɹढ़ݯ
େؒॻ11�9. ਖ਼ .
29

ࠨഅগҸ അগҸࠨ

ଈҐཌय़ͷআ
ͳͷͰઌே
͔Βͷୌޱͱ
ਪଌ

ೋ

1�� େߐɹൣߴ
ฌ ൣ .� .��11ه
20

ؔന࣮جਪڍɻ
ን༬ޚ

1�� ɹɹޫ
.11�0هᒈࢁ 11.
1�

தޫͳΓې
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1�� Ҙफɹཔฏ
.11�0هᒈࢁ 11.
�0ɺಉ12. 1ɺ1�

ঌΛղ͘ɺ಄
ʹೋࣈΛݙ
ͣɺेޒᢐ

1�� ɹɹਖ਼࣌ ʏ ʏ

1�� ɹɹ৴ढ़
ʏɺ ಉ 11�1. �.
1�

Ͱ಄ߨീޚಊޚ
͕۩͢ɺ۩
͢

1�9 ɹɹகݯ
ಉ 11�0. 12. 11ɺ
12ɺ1�ɺ11�1. �.
20ɺ21

ࡈͷͨΊॳߦࣄ
ӃͷެΛࣙ͢

190 ɹɹ ʏ
ؔന఼ʹࢀΓމ
㩬ΛෛͬͯਐΉ

191 ฏɹɹٱق
ಉ 11�0. 12. 12ɺ
ۄ ༿ 11��. ਖ਼ .
�0

ॳࡈӃͷެਃ
͞Εͣɺӈ
അগҸ

ӈഅগҸ

192 ɹҝ৴ݪ౻
ʏɺ ฌ ൣ ه
11��. �. 10

ॳࡈӃͷެɺ
ࠨഅগҸ

അগҸࠨ

19� ҘफɹՈ৴ ಉ11�1. �. 20
େʹᜥ୳͠
Ͱݣ

19� ɹɹԕ໌ ಉ11�1. �. 22
ొগকجՈʹ
ೋࣈΛͣݙ

ୌࠨޱഅҸ അҸࠨ ʁ͔ࢯل
അҸʰଚࠨ
൰ʱلԕ໌

19� தݪɹ ಉ11�1. �. 9
಄͕۩ͯ͠
Ӄࢀ

19� ɹɹҘཔ ಉ11�1. 11. 12
಄͕ͱ͠
ͯਔࢀʹࣉΔɻ
㩬Λଳ͢މ

19� ɹɹҘق ʏ ʏ

19� ɹਗ਼ॏݪ౻ ಉ11�1. 12. �
ಊʹ಄͕ޚ
۩͢ɻೋᢐ

199 ࢣɹݪ౻
আ෦ྨهᒈࢁ
11�2. ਖ਼ . 2�

ࠨഅҸ അҸࠨ

200 ɹɹԕܦ ಉ11�2. 10. 2� ಄หͷ

201 　　　ݯ
ڕ ࿋ ۪ ᭁ11��.
ਖ਼ . 20

ୌ্ޱᢐ
ୌީޱӈഅ
Ҹ

ӈഅҸ ลౘ

202 ٦ɹɹ ʏ ୌ্ޱᢐ

20� 　　　ݯ Եຊ
ೋӃҐୌޱ
ॱࡾҰ࿑

ลౘ

ೋɺ

20� ߝɹݪ౻
.11�0هᒈࢁ 12.
1�ɺ11�1. �. 1�ɺ
11��. �. 2�

ɺ಄͕ߦࣄ
Ӄɺઌࢀͯ͠۩
ఇ্ᢐ

അҸࠨ

20� ٦ɹɹɹ
ࢁ ᒈ .� .��11ه
2�

ઌఇ্ᢐ
ೋୌ٦ޱ
͔ʁ

20� ٦ɹɹ৴ਗ਼ ʏ ʏ
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20� ฏɹɹॿՈ
ฌ ൣ .� .��11ه
�

ୌޱΛΈਃ͢

20� ɹޫ࿈ݪ౻ ಉ11��. �. 2�
಄தক౻࣮ݪՈ
͕ୌڍʹޱਃ

209 ɹफ৴ݪ౻ ʏ
ӈӴࠤฏ
͕ୌڍʹޱਃ

210 ٦ɹɹݩ ಉ11��. Ӟ�. 1� ୌޱ

211 େߐɹߴॏ ಉ11��. 11. 11 Ӊࠤͷ͓ڙ

212 ٦ɹɹ৴ః
ฌൣࢴهഎจॻ
11��. ਖ਼ . 11

ୌޱҰᢐʹΑΓ
ӈ˘˘җΛࠨ
Ή

ӈฌӴҗʁࠨ

21� ɹढ़ݪ౻
ฌ ൣ .2 .��11ه
1�

ୌޱ

21� ฏɹɹߦ ʏ
݄͔Βআ͘Α
͢ڼ͏

ɺߴ

21� फ　ݪ౻
ฌ ൣ .2 .��11ه
1�ɺ2. 2�

தެํޚٶɺ
ୌޱʢീӃᘱ
ʣࢠ

ޒӈഅҸै
ҐԼӈӴҗ
ୌޱ

ӈӴඇҧݕ
җ

ӽલࢯ౻ࡈ
ʮफʯͱվ
໊

21� ฏɹɹ
ಉ11��. 2. 19ɺ2.
2�

ઌఇͷୌࡾޱᢐ
Ҏ্Λ͢

അҸࠨ

21� தݪɹຬق ʏɺʏɺಉ�. 9
ʏɺ಄৴ൣͷ͓
ڙ

21� ฏɹɹॏః ʏɺʏɺʏ ʏɺʏ

ߴ

219 फޫ　ݪ౻
ฌ ൣ .2 .��11ه
2�

ୌޱʢޙനՏӃ
ʣ

ೋ ӽલࢯ౻ࡈ फͷࢠ

220 ɹ৴ݪ౻ ʏ ʏʢʏʣ

221 ɹɹफݯ ʏ ʏʢʏʣ

222 ɹൣݪ౻
ʏɺ ಉ 11�9. 2.
2�ɺฏ҆Ҩจಉ
2. 2�

ʏʢʏʣɺਞ಄
൜ਓΛࡴͯʹ
᎕ΊΔ

22� ܠجɹݪ౻
ʏɺࢁᒈهআ
෦ ྨ 11��. ਖ਼ .
21

ʏʢ্Ӄ౷
അҸࠨʣɺࢠ

അҸࠨ

22� ٦ɹɹҝݩ ʏ ʏʢߴদӃຓࢠʣ

22� ฏɹɹढ़ ʏ ʏʢࡈӃࣜࢠʣ

22� ߁　ݪ౻
ʏɺআେঞ
11��. ਖ਼ . 29

ʏʢന।ฏ
ࢠʣɺୌޱೋ
ᢐ

ʕ ࢯݪ౻ྲ໊ྀڕ
ഢॏढ़ࠨ
Ӵҗࣷਓ

22� ٦ɹɹਗ਼ଜ ʏ ʏʢঁޚ఼ʣ

22� ɹफఃݪ౻
ʏɺಉ11�9. 10.
20ɺ11��. ਖ਼ .
2�

ʏʢঁޚ఼ʣɺ
Ӄఆެɺࡈ
ࠨഅҸ

അҸࠨ
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229 ࠃಓɹࣜٶ
ʏɺআେঞ
11�9. ਖ਼ . 1�ɺ
༿ಉਖ਼ۄ . 19ଞ

ʏʢઁ౻جݪ
ʣɺ࿑ͱޭ
ͰࠨӴগҗ

Ӵগҗࠨ

2�0 ໌ܚɹݪ౻ ʏ
ʏʢࠨେਉ౻ݪ
फʣܦ

2�1 ฏɹɹܦః ʏɺಉ�. 2�
ʏʢେਉ౻ݪ
խʣɺٶࡈ
ఆެ

2�2 ٱܦɹݪ౻ ʏ
ʏʢେೲޚہݴ
ೕʣ

2�� 信ໜ　ݪ౻
ڕ ࿋ ۪ ผ 
11�2. य़

ୌࢄޱҐͰӈഅ
ҸΛਃ͢

ӴࠨԼޒै
җ

Ӵҗࠨ ྑྲྀ౻ࢯݪ
৴ޙ
നՏӃ໘

2�� قॿ　ݪ౻
আ  େ  ঞ
11��. ਖ਼ . 2�ɺ
༿ಉۄ . ਖ਼ . �0

ࣷਓΛਃ͢ɺ
Ͱڅ࣌ྟ
ࣷਓ

ୌޱࣷਓӈ
Ӵҗҝࠤ
ԙԼࠃ
൴ࢮࠃ

ӈӴҗ ଇޫྲྀ౻ࢯݪ फһͷ॑

2�� ݩɹҝݪ౻
আ  େ  ঞ
11��. ਖ਼ . 29ɺ
༿ಉۄ . ਖ਼ . �0

ୌޱҰᢐͰࠨ
അগҸ

അগҸࠨ
٦ҝݩͱಉҰ
ਓʁ

2�� फһ　ݪ౻
আ  େ  ঞ
11��. ਖ਼ . 29

ୌࡾޱᢐ ୌޱऀॴ ଇޫྲྀ౻ࢯݪ
फఃͱಉݪ౻
Ұਓʁ

2�� ڝ　　　ݯ
ݦ  Ԧ .��11ه
�. 12ɺ ࢁ ᒈ ه
11��. Ӟ�. �ɺ2�

ॻॴޚҰຊٶࡈ
ɺࡴΛࣹޅྶͯʹ
લୌڝޱ

ୌࣣݯޱล
ୌޱཔ

ลౘ
ɾࢠͱʹ
ୌޱ

2�� ɹԕ໌ݪ౻

আ  େ  ঞ
11�9. ਖ਼ . 1�ɺ
ۄ ༿ 11�0. ਖ਼ .
2�

ୌޱೋᢐɺୌޱ
ͷ࿑Ͱࠨഅগ
Ҹ

അগҸࠨ

2�9 ਗ਼ݪɹق
ޙ ਗ਼  .11�0ه
2. 1�

ਗ਼े͕ࣈࡀ�1
ެΛͤڼԼ͞
Δ

2�0 ֶ　　　ݯ ลܥਤ
ޱୌӃߴ
෦ܐ

෦ܐ ลౘ

ɺ҆ಙߴ

2�1 ๛ݪɹ࣌
ฌ ൣ .2 .��11ه
2�ɺۄ༿11�1. �.
2�ଞ

ୌޱʢӈେਉ౻
ʣɺय़࣮݉ݪ
ࣆڞࡇ

അগҸࠨ
ହཔͷࢠɺͷ
ᢐࡾͪ

2�2 ʣః）߂　ݯ
ฌ ൣ .2 .��11ه
2�ɺಉ11�1. �. 1

ʏʢঁޚ఼ʣɺ
Ұᢐ

߸അࠨӴ
җޒʢݯ
ఆʣ

Ӵҗࠨ Ӊଟࢯݯഅ
ࠤʑఆ
ߝ

2�� ฏɹɹॏ߁
.� .11�1ه٢ 19ɺ
ಉ11�1. �. 1

ೋᢐɺೋᢐࣷ
ਓ

ࣷਓ

҆ಙ

2�� ɹफݪ౻
ࢁ ᒈ .� .11�0ه
�ɺ11�1ه٢. �.
19

ୌޱʢߴӃޚ
ҰӃऀݩɺڅ
ॴʣɺࡾᢐ

2�� ߁࣮　ݪ౻ ʏ ʏʢಉʣ ୌޱࣷਓ ࣷਓ ଇޫྲྀ౻ࢯݪ ࣮৴ୌޱ



��

൪߸ ໊ɹલ ɹྉ࢙ ొྫ ड़هਤྨͷܥ ৬ऴ࠷ Ոɹܥ උɹߟ

2�� ฏɹɹܦ ʏ
ʏʢߖՅӃ
ʣࢠ

2�� ɹҝ໌ݪ౻ ʏ
ʏʢ্Ӄ౷
ʣࢠ

2�� ٦ɹɹެ ʏ ʏʢീӃ℥ࢠʣ

2�9 һ࣌ɹݪ౻
ʏɺ11�1ه٢. �.
10

ʏʢதٶฏಙࢠʣɺ
ؓӃͷཹक

ࢯଠٶ ฏ௨ͷࣆ

2�0 ɹཔݪ౻ ʏ ʏʢࡈӃൣࢠʣ

2�1 தݪɹ࣮һ ʏ
ʏʢઁ఼౻ݪ
৽Ӄݩ௨ɺج
ऀॴʣ

2�2 ਗ਼ܠɹݪ౻ ʏ
ʏʢೖಓଠେ
ਉฏਗ਼ʣ

རਔྲྀ౻ࢯݪ ฏਗ਼ͷՈਓ

2�� ಓɹॏٶ ʏ
ʏʢॴฏ
ʣࢠ

2�� ɹɹ໌ਗ਼ݯ ʏ
ʏʢࠨେਉ౻ݪ
फʣܦ

2�� ɹ৴ݪ౻ ʏ
ʏʢલӈେকฏ
फʣ

2�� ܦɹɹݯ
ʏɺ11�1ه٢. �.
1

ʏʢࠨฌӴಜฏ
ɺݩ৽Ӄ
ऀॴʣɺࣷਓ

ࣷਓ

2�� େߐɹޫߴ ʏ
ʏʢޚೕେೲ
ʣࢠีݪ౻ہݴ

2�� པ࣌　ݪ౻
ʏɺฏՈרޠ
10ɺ11�1ه٢. �.
1�ɺ11. 20ଞ

ʏʢޚೕ౻
ʣɺʮԣథʯࢠྖݪ
ଞ

ୌޱग़Ոॅߴ
ࢁ૬ґԣ
థྩࣄಳੈ

ୌޱ ࢯ౻ࡈ
ฏॏͷݩ
ࣆ

2�9 େߐɹܦԕ
.� .11�1ه٢ 10ɺ
�. 1ɺ11. 12

ؓӃͷཹकɺק
मޚࣉീ࢝ߨͰ
ڙ͓

2�0 ྑܠɹɹݯ
ಉ11�1. �. 1ɺ9.
2�ɺ11. 12

࢝ߨീޚࣉमק
Ͱ͓ڙɺܚਃͷ
ڙ͓

҆ಙɺޙௗӋ

2�1 ฏɹɹӬ߁
ࢁ ᒈ .� .11�0ه
�ɺ9 .11�1ه٢.
2�ଞ

ୌޱʢೋҐฏ࣌
ਃͷ͓ܚʣɺࢠ
ڙ

അҸࠨ

2�2 ๛ݪɹไ߂
ʏɺۄ༿11�0. �.
�ɺಉ11�9. 12. �

ʏʢӈେਉ౻ݪ
࣮݉ʣɺं ͷલۧɺ
٫

༿ʹʮ༑ۄ
ʯͱ͋Γ߂

2�� ๛ݪɹষࢿ .༿11��. 9ۄ 1
࣮݉ͷڍਃɻઌ
ேୌޱ

ௗӋޙ

2�� ॏ　ݪ౻
.�119هࡾ ਖ਼ .
11ɺ໌ ಉਖ਼ه݄ .
19

ॴఉʹ͢ɺݡ
ฌӴҗ

େݪࡏຊ
ࠃਓՈޙ
ௗӋӃԼ໘
େक൏ਓਖ਼
େҗैޒԼ

൏ਓਖ਼ ଇޫྲྀ౻ࢯݪ
ʮୌޱͷ͖Γ
ʯͰେक
Λྺ
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2�� ɹɹɹॏݯ
.�119ه݄໌ ਖ਼ .
1�

લୌޱɻऀॴ ลౘ͔

2�� ߁ल　ݪ౻ ಉ119�. ਖ਼ . 19 ฌӴҗ
ௗӋӃ໘ޙ
໘උதक
ୌࠨޱฌӴҗ

ొक
ʮୌޱͷ͖Γ
ʯलอͱ
͋Γ

2�� ल信　ݪ౻ ଚ൰຺
ௗӋӃ໘ޙ
໘ऀॴୌ
ฌӴҗࠨޱ

ฌӴҗࠨ

2�� लൣ　ݪ౻ ଚ൰຺
ୌޙޱௗӋӃ
໘ऀॴ
໘ࠨฌӴҗ

ฌӴҗࠨ

2�9 ໜ　ݪ౻ ଚ൰຺
ௗӋӃ໘ޙ
໘ୌޱऀ
ॴ

ओഅट

2�0 ल　ݪ౻ ཁࢊ
ௗӋӃ໘ޙ
ऀॴୌࠨޱ
ฌӴҗ

ग़Ӌक

2�1 लໜ　ݪ౻ ཁࢊ
ௗӋ໘ޙ
໘ୌޱऀॴ

ࣜ෦

2�2 फ݉　ݪ౻ ଚ൰຺
ӈӴҗୌޱ
ௗӋޙഅҸࠨ
Ӄ໘

ӈӴҗ ӽલࢯ౻ࡈ

2�� པܠ　ݪ౻ ଚ൰຺
ࣷਓऀॴ
ୌޙޱௗӋӃ
Լ໘ैޒԼ

ࣷਓ ʏ

ޚௗӋɺޙ

2�� ܠ　ݪ౻
.�119هࡾ ਖ਼ .
11ɺಉਖ਼ . 19ଞ

ୌޱɺࠨഅҸ
େकࠨӴ
җ߸ංेޙ

େक ྑྲྀ౻ࢯݪ
ॏޙௗ
ӋӃޚಐ

2�� ɹ໌ݪ౻
ʏɺ ໌ ݄ ه
119�. ਖ਼ . 1�ɺ
ಉ1199. �. 2�

ʏɺࠨഅগҸ അগҸࠨ

2�� Ҙफɹਅ ʏɺʏ ʏ
໌ ݄ ه ʹ 

ʮఃʯͱ͋
Γ

ޚ

2�� ߴɹɹ݉ل
ࡾ  .2 .�119ه
1

ୌޱ

2�� ࠤ࣌ɹݪ౻ ʏ ʏ

2�9 ࠃॿ　ݪ౻
ࡾ  .� .�120ه
2�ɺ29ɺ�. �ɺ
11. 1�

ୌޱಆ૪ͷҰํɺ
݄͔Βআ͘
͖

ୌࠨޱഅҸࠨ
Ӵҗ

Ӵҗࠨ ӽલࢯ౻ࡈ ࢠୌޱ

2�0 ॿһ　ݪ౻ ʏɺʏ ʏɺʏ
ୌࠨޱഅҸࠨ
Ӵҗ

Ӵҗࠨ ʏ

2�1 ɹɹق ʏ ʏ

2�2 ɹɹ ʏ ʏ
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2�� ɹɹһ ʏɺಉ�. �
ʏɺקमޚࣉീ
ͷެئ݁ߨ

2�� ɹɹߝࢿ ʏ ʏ

2�� ɹɹอ ʏ
ୌޱಆ૪ͷ͏
Ұํ

2�� ԕ࿈　ݪ౻ ʏɺಉ�. �0
ʏɺ࿑ʹΑΓग़
ͣͤ

ୌޱӈഅҸ ӈഅҸ ҆ୡࢯ

2�� Ҙफɹढ़ܠ ʏɺಉ�. �
ʏɺקमޚࣉീ
ͷެئ݁ߨ

2�� ߁ɹਗ਼ݪ౻ ʏɺʏ ʏɺʏ

2�9 ɹɹߝ ʏɺಉ�. 29
ʏɺখఉʹީ͞
݄͔ͤΒআ͔
ͣ

290 ɹɹཔج ʏɺʏ ʏɺʏ

291 ɹɹࠃཔ ʏ ʏ

292 ɹɹफอ ʏ ʏ

29� ࣌信　ݪ౻ ʏ ʏ ୌܐޱ෦ ෦ܐ རਔྲྀԕ౻ࢯ
ঝٱͷཚͰഊ
ɻӅډ

29� ɹɹޫܦ ʏ ʏ

29� ฏɹɹོق ಉ�. �
݁ߨീޚࣉमק
ͷެئ

29� Ҙफɹൣߦ
ழ ۾ ؔ ന ه
120�. 11. 2�

ᚯୌޱʹ͡
Δ

29� ฏɹɹॏӁ
.�120ڸ࠺ޗ Ӟ
�. 2�

ຊॴʹީ͢Δ͜
ͱΛ࠙͠ڍਃ
͞ΕΔ

౦Ӂཔͷࢠ

ॱಙ

29� ʣ߂ʢ࣌ɹݯ
.1212ه݄໌ 10.
� ɺ 1 1 . 1 � ɺ
121�. ਖ਼ . 19ଞ

গক͕۩͢ɺޒ
અग़ंͷࣆɺ
Տঙࡉ

ീӃࣆ࣌
ͷࢠ

299 ฏɹɹఃܧ
ॱ ಙ Ӄ ޚ ू
1219. 10. 1�

ॱಙఱࠨ͕ߖେ
ਉ࣮݉ʹݣ
Θ͢

ʰࠓݹஶฉूʱ
খޱ1�ͷୌר
ఆܧͱಉҰ
͔ʁ

�00 　　　ݯ ຊߕ

ޱӃҐୌࠤ
ӴҗฌӴࠨ
җཆ࣮ࢠϋ
Ӵਗ਼ࠨࡾ౻
ॏࢠग़Ո

ฌӴҗ ลౘ

ງՏޙ

�01 ɹɹҏһ
.�122ه݄໌ 12.
1�

ୌޱҰᢐΛͯܦ
അҸ

അҸ

�02 ɹɹ௨ํ ಉ122�. 12. 1�
ഈլͷྱͰ۩͞
ΕΔ

�0� ɹɹҏ࣌ ʏ ʏ
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�0� ɹɹࣜࡐ ಉ122�. ਖ਼ . 1 Ұᢐ

�0� ू　　　ݯ ลܥਤ
ງӃऀޙ
ॴୌ࣍ݯޱ

ลౘ

࢛

�0� ӡ　　　ݯ ลܥਤ
ޱӃୌ࢛
૯ࠨഅҸࠨ
ӴҗҰ࿑

Ӵҗࠨ ลౘ
࿈ ͱ ಉ Ұ ਓ
ʁ

�0� ࿈　　　ݯ Եຊ
ୌࠓӃ࢛
അࠨޱ
ҸࠨӴҗ

Ӵҗࠨ ลౘ
ӡ ͱ ಉ Ұ ਓ
ʁ

եࠧޙ

�0� ༺फ　ݪ౻ ଚ൰຺
եӃ໘ࠧޙ
ୌ҆ޱकै
Լޒ

҆क ӽલࢯ౻ࡈ

ޣޙ

�09 র　　　ݯ ลܥਤ
ୌߖఱޣޙ
ଂਓޱ

Ґଂਓʁ ลౘ

ʦิʧຊߘͰѻ͏ઃ͔ظΒחલظΛൣᙝʹ࡞ද͕ͨ͠ɺઆจֶܥਤྨ͔Βݕग़Ͱ͖ΔୌޱՃ͍͑ͯΔͷͰ
एׯલ͕ʹޙΔɻ·ͨɺදதͷʮ࠷ऴ৬ʯʹ͍ͭͯಉ࢙࣌ྉ͔Βݟग़ͤΔൣғͰ͕ͨ͠هɺ࢙ྉͷۭനɾݟ
མͱ͠ͳͲ͔Β͔ͳΓଟ͘ͷޡΓ͕͋ΔͱࢥΘΕΔ͜ͱΛஅ͓ͬͯ͘ɻ

ɹɹͳ͓ɺh อݩޠʱͳͲͷه܉ޠʰڸ࠺ޗʱʹୌ͕ޱ໊ݟग़ͤΔ͕ɺඪࣝͱͯ͠࠷ऴ৬Λ໊ͬͯ
͍Δͱਪଌ͞ΕΔͷͰɺީͨ͠ఱ͕ߖಛఆͰ͖ͳ͍ୌऀݧܦޱ͜ͷදʹͤࡌͳ͍ɻ

ʲิҨʳߍਖ਼ͷஈ֊Ͱݕग़ͨ͠ਓΛ͜͜ʹ͢ࡌܝΔɻ
Ұޙ

�10 ฏɹɹɹ
ࠨ ܦ .2 .�102ه
29

ிʹ᎕ΊऔΒ
ΕΔ

गޙ

�11 ɹɹ৴ไ य़22 .9 .��10ه
ଂਓ಄ࢿ͕ঌ
͠۩͢

ॱಙ

�12 খɹఆܧ �ஶฉू1ࠓݹ
॓࣌ʹఆܧͷ
ԼਓډΓ

ॱಙ
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1 ɹɹɹ҆ݯ ɺਖ਼ٱ
ຊɺԵຊɺลɺߕ
দӜɺଚ൰ࠧեࢯݯ

Ӄࡾޙେɺ࣍ݯ
ୌޒݯޱେ

ࡾޙ
ઁ   ล
ౘʢݯʣ

2 ɹɹɹݯ ҆ɺ୦
ຊɺԵຊɺลɺߕ
ଚ൰ࠧեࢯݯɺઙӋ
ຊล

ॅډลχ࣌ࠑେݯ
ୌޱɺനӃୌ
ɺҐԼ૯ޒେैݯޱ
നງೋୌޱ

നՏɺງՏ ʏ

� ɹɹɹݯ ɺࢸ
ຊɺลɺઙӋຊߕ
ลɺଚ൰ࠧեࢯݯ

ງӃୌޱࠨഅ
Ҹ

ງՏ ʏ

� ɹɹɹݯ উ
ຊɺઙӋຊลɺߕ
ଚ൰ࠧեࢯݯ

ୌޒैޱҐԼ ࠒதل12ੈ ʏ

� ɹɹɹॏݯ ɺ
Եຊɺลɺଚ൰ࠧ
եࢯݯ

ୌޱࠨӴҗௗӋ
Ӄ໘

ௗӋ ʏ

� ɹɹɹຬݯ ॏɺ
ຊɺԵຊɺลɺߕ
ଚ൰ࠧեࢯݯ

ୌޱऀॴӈഅҸௗӋ
Ӄ໘χᜀީ্ٷखɺ
ௗӋӃ໘ୌࠨޱഅ
Ҹ

ௗӋ ʏ

� ܭɹɹɹݯ  ຊɺԵຊߕ
࣮ϋॅ٢ਆओࢠجࠃ
ௗӋӃҐୌޱཆࢠ

ௗӋ ʏ

� ޛɹɹɹݯ ૐݯॱ
ຊɺԵຊɺลɺߕ
ઙӋຊลɺଚ൰ࠧ
եࢯݯ

Ӵҗࠨޱୌඇҧݕ
ޙ ന Տ ʙ ߴ
ʁ

ʏ

9 ɹɹɹݯ ॏ
ຊɺลɺԕ౻ɺߕ
ଚ൰ࠧեࢯݯ

ୌޱฌӴҗɺୌޱ
૯ࠨӴҗ

ௗӋʁ ʏ

10 ɹɹɹඋݯ ຬ
ຊɺԵຊɺลɺߕ
ଚ൰ࠧեࢯݯ

ୌޒݯޱɺਸಙӃҐୌ
ɺޱୌ࣍ٶ࣍ݯޱ
ୌ࢛ݯޱ

ਸಙ ʏ

11 ɹɹɹՃݯ  Եຊ ਸಙӃҐ࣍ୌޱ ਸಙ ʏ

12 ɹɹɹݯ  Եຊ ୌީޱӈഅҸ ࠒதل12ੈ ʏ

1� ɹɹɹݯ ɺඋ Եຊɺล
ۙӴӃҐୌޱӈഅҸɺ
ۙӴӃୌࠨޱഅҸ

ۙӴ ʏ
12ͷݯͱ
ಉҰਓ͔

1� ɹɹɹᨢݯ ɺඋܭ
ຊɺԵຊɺଚ൰ࠧߕ
եࢯݯɺลɺઙӋ
ຊล

ୌݯޱೋɺਸಙӃҐ
ୌޒݯޱ

ਸಙ ʏ

1� ɹɹɹঢݯ লɺ
ลɺઙӋຊลɺ
ଚ൰ࠧեࢯݯ

ୌࠨޱഅҸɺୌޱӈഅ
Ҹ

ޙ ന Տ ʙ 
ʁ

ʏ

1� ɹɹɹௐݯ ॏ ઙӋຊล
ࠨ૯ޱೋऀॴୌݯ
Ӵҗ

ޙل12ੈ ʏ

1� ɹɹɹݯ ɺՃ
ઙӋຊลɺଚ൰ࠧ
եࢯݯ

ୌޱ ೋ ʏ

1� ɹɹɹݯ ޛ Եຊ ೋӃҐୌޱॱࡾҰ࿑ ೋ ʏ

ʦ表̎ʧܥਤྨʹ͑ݟるୌޱの࢜一覧表
දͷํݟɿॾܥਤྨʹΑͬͯ༰ͷҧ͏ͷซͨ͠هɻͳ͓ɺ࢙ྉ໊ུশʹͯ͋͠Δɻ͓͓Αͦͷ࣌֓Ͷͦͷऀ
͕20લޙͷ͜ΖΛج४ʹ͍ͯ͠Δɻࣄهʹएׯͷলུ͕͋Δͷ͋Δɻ
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19 ڝɹɹɹݯ
ঢɺলɺ


ຊɺԵຊɺลɺߕ
ઙӋຊลɺԕ౻ɺ
ଚ൰ࠧեࢯݯ

ลୌޱཔɺୌ
ࣣݯޱ

ߴ ʏ

པݯ
ͱ࣏ͯ͠ঝ
Ӊ࣏߹ઓ౼
ࢮ

20 ɹɹɹֶݯ লɺޛ ຊɺԵຊɺลߕ

ग़ՈฏՈϊޱ෦ୌܐ
ཚϊ࣌ϊࠫଡ
χςߴӃҐ
ԼҐऀॴɺߴӃ
ୌܐޱ෦

ߴ ʏ

ڞཔͱݯ
ઓ͠ɺࢀʹ
ͷͪʹٛݯ
ީࢀʹܦ

21 ɹɹɹೃݯ ڝ
ઙӋຊลɺଚ൰ࠧ
եࢯݯ

ୌޱ ظل12ੈ ʏ
12��দӜ
ߦࣥ

22 ɹɹɹ݈ݯ ڝ ຊߕ ୌޱ ظل12ੈ ʏ

2� ɹɹɹݯ ɺܭ
ԵຊɺઙӋຊลɺ
ଚ൰ࠧեࢯݯ

ཆࢠ߸ࣲౡୌޱ ظل12ੈ ʏ

2� ɹݯ ʢྫྷྩʣ ɺٱ
ຊɺԵຊɺઙӋຊߕ
ลɺଚ൰ࠧեࢯݯ

ୌޱ ظل12ੈ ʏ

2� ɹɹɹ݉ݯ ൟ ຊߕ ୌޱऀॴࠨӴҗ લل1�ੈ ʏ

2� ɹɹɹণݯ ൟ ຊɺԵຊߕ ୌޱ લل1�ੈ ʏ

2� ɹɹɹݯ ൟ ຊɺԵຊߕ
ӴҗࠨޱӃҐୌࠤ
ฌӴҗཆ࣮ࢠϋ౻ࡾ
ग़ՈࢠӴਗ਼ॏࠨ

ॱಙ ʏ

2� ɹɹɹूݯ ఆ ล
ݯޱງӃऀॴୌޙ
࣍

ງՏޙ ʏ

29 ɹɹɹӡݯ ू ล
അࠨ૯ޱӃୌ࢛
ҸࠨӴҗ࢛ӃҰ࿑

࢛ ʏ
�0ͷ࿈ͱಉ
Ұਓ͔

�0 ɹɹɹ࿈ݯ ӫ ຊɺԵຊߕ
ޱୌࠓӃ࢛
ӴҗࠨഅҸࠨ

࢛ ʏ
29ͷӡͱಉ
Ұਓ͔

�1 ɹɹɹਂݯ ӫ ຊɺԵຊߕ
ୌࠨޱഅҸࡾࠨӴ
җ

ࠒதل1�ੈ ʏ

�2 ɹɹɹདྷݯ ӫ ຊɺԵຊߕ
ୌࠨޱӴҗɺୌޱ


ࠒதل1�ੈ ʏ

�� ʣࢸɹகʢݯ ӫ ຊɺԵຊߕ
ୌޱதɺୌޱീ
ܑఋ࢛ਓୌྫޱෆٞࢥ


ࠒதل1�ੈ ʏ

�� ɹɹɹݯ Ԡ ล ୌ࣍ݯޱ ޙل1�ੈ ʏ

�� ɹɹɹอݯ ၕ ຊɺԵຊߕ ୌޱ ʁ ʏ

�� ࣎ɹɹɹݯ ࢚ ຊɺԵຊߕ ୌޱɺୌࡾݯޱ ʁ ʏ

�� ɹɹɹহݯ ࢚ ຊɺԵຊߕ ୌޱཆࢠ ʁ ʏ

�� ɹɹɹશݯ
ɺज़ɺ
ߧ

ຊɺԵຊɺઙӋຊߕ
ลɺԕ౻ɺଚ൰ࠧ
եࢯݯ

ୌޱɺୌࠨޱӴ
җ

ʁ ʏ

�9 ɹɹɹݯ ࠃ ล ୌޱதগีஜޙक ʁ ʏ

�0 ڍɹɹɹݯ ܖ ౻ຊɺԕߕ ୌޱ ʁ ʏ

�1 ɹɹɹॕݯ  ຊߕ ޱୌ࢛ݯ ʁ ʏ
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�2 ʣاɹਖ਼ʢݯ ܦ
ຊɺԵຊɺઙӋຊߕ
ลɺଚ൰ࠧեࢯݯɺ
ԕ౻

ୌࠨޱӴҗ ޙل1�ੈ ʏ

�� ɹɹɹݯ ल ຊߕ ୌޱ ʁ ʏ

�� ɹɹɹ੪ݯ ڼ ຊߕ
कग़ՈୌࠨޱӴ
җஜޙक

ʁ ʏ

�� ɹɹɹᘘݯ  ຊߕ ୌੈૣޱඟ ʁ ʏ

�� ɹɹɹݯ ஐ ຊߕ ୌޱग़Ո ʁ ʏ

�� ɹɹɹอݯ ༗ ຊߕ ୌޱ ʁ ʏ

�� ɹɹɹরݯ උ ล ଂਓޱୌߖఱޣޙ ޣޙ ʏ

�9 ɹɹɹݯ  ล ୌޱฌӴҗதগี ࠒதل1�ੈ ʏ

�0 ɹҝݪ౻ ҝॿ ԕ౻
ԕ౻ୌࠨޱഅҸ
ࣷਓྟ࣌ࠨഅҸڅ೭

ظل11ੈ
ઁ   ล
ౘʢ ར ਔ
ྲྀԕ౻ʣ

�1 ɹҝݪ౻ ҝॿ ԕ౻ ୌࠨޱഅେ ظل11ੈ ʏ

�2 ɹԕݪ౻ ҝ ԕ౻ ԕ౻ଠୌޱ લل12ੈ ʏ จ্֮ਓ

�� ɹҝ৴ݪ౻ ҝ ԕ౻
ୌޱࣷਓࠨฌӴҗௗ
ӋӃࠨӈӴҗ࢛ਓଖ
Ұਓ

12ੈ ل લ 
ʢೋʁʣ

ʏ

�� ํܠɹݪ౻ པํ ԕ౻ ୌࠨޱฌӴҗ ޙل12ੈ ʏ

�� ɹ৴ฏݪ౻ ҝ৴ ԕ౻ɺॾՈܥਤࢊ ୌࠨޱഅҸ ޙل12ੈ ʏ

�� ࣌ɹ৴ݪ౻ ৴ฏ ԕ౻ɺॾՈܥਤࢊ ୌܐޱ෦ ޚ ʏ
ঝٱͷཚഊ
ɻӅډ

�� ܧɹఃݪ౻ ܧ ԕ౻ɺॾՈܥਤࢊ ୌޱཆࢠ લل1�ੈ ʏ
ঝٱͷ
ཚͰࣗ

�� ɹ݉ढ़ݪ౻ ҝܠ ԕ౻
૯ୌࠨޱӴҗ
ཏํӽޙक݉࣌ӊ
ࢠࢠ

ࠒதل1�ੈ ʏ
݉࣌ͷ
ӊࢠࢠ

�9 ߝɹݪ౻ ߝ࣌ ԕ౻ ୌޒޱ ࠒதل1�ੈ ʏ

�0 ൣقɹɹݯ ق߁
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙ɺଚ൰
ྲ໊ྀڕݪ౻

ʢୌޱʣௗӋӃ໘ۙशɺ
ޱԼ߸ௗӋฌӴୌޒै
ӈฌӴ

ௗӋ
Տ  ࡔ ށ
ࢯݯ

ࢠͷྲ໊ྀڕ
ଙ

�1 قɹɹݯ ൣق
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙

߸ௗӋӃฌӴୌޱӈฌ
Ӵ

ௗӋʁ ʏ

�2 ३߁ɹɹݯ ߁࣋
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙

ଳୌࠨޱӴҗ ʁ ʏ

�� ਗ਼߁ɹɹݯ һ߁
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙

ୌޱঀཹ໘ұذक
ਖ਼ࡾेࡾ࢛ɺಉଞࠨ
Ӵҗ

ظل1�ੈ ʏ

�� ߳߁ɹɹݯ ༤߁
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙

ୌޱҰᢐࣷਓ ॳ಄ل1�ੈ ʏ

�� ଜ߁ɹɹݯ ൣ߁
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙

ୌࠨޱӴҗ ॳ಄ل1�ੈ ʏ

�� ߁ɹɹݯ ߁
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙

໘ୌࠨޱӴҗӈഅ
ҸɺಉଞྐྵԠޒಳੈ

લل1�ੈ ʏ
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�� ޫ߁ɹɹݯ ߁
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙

ୌࠨޱӴҗఃൃ࢛
৺ಓਗ਼ɺಉଞಓਫ਼

લل1�ੈ ʏ

�� ৴߁ɹɹݯ ࣋߁
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙

ୌޱӈӴҗݐࡾീ
࢝ޒे

ޫ໌ ʏ

�9 উ߁ɹɹݯ ج߁
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙

ୌੈૣޱ ࠒதل1�ੈ ʏ

�0 ཬ߁ɹɹݯ क߁
ଚ൰จಙࢯݯɺଚ൰
จಙࢯݯ࿙

ୌޱӬಙೋޒे࢛՞
ඃ

ظل1�ੈ ʏ

�1 ߦɹɹҡل ३ܦ
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ୌޱ ʁ ࢯل
ࣹྱࢯل
ͷՈ

�2 ɹɹकل ॏ
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

એӈҗҰेޒ߂
ฌݿҸୌޱංޙकैޒ
Լ

Ұ ʏ

�� ɹɹએ໌ل ҡ໌
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ेݩೋએי
ӴҗࠨޱഅҸୌࠨ
҆ܳकै্ޒ

Ұ ʏ

�� ɹɹએีل એ໌ ଚ൰ࢯل
ݩീेࡾએୌޱฌ
ҸӈӴେҗԼ૯कݿ
Լޒै

Ұ ʏ

�� ढ़ٱɹɹل པق
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ୌࠨޱഅҸɺୌޱӈഅ
Ҹ

ງՏ ʏ

�� फʢʣقɹل फ ʢํݡʣ
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ୌޱ લل12ੈ ʏ

�� ॏقɹɹل ีق
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ԼޒैޱഅҸୌࠨ લل12ੈ ʏ

�� ɹไʢହʣل ไః
ଚ൰ࢯلɺཔޫྲྀଚ
൰ਗ਼ࢯݯଞ

ࠨޱഅҸௗӋӃୌل߸
അҸࢠཔࣷڢఋ

ௗӋ ʏ
པݯݩ
ͷఋ

�9 ߁قɹɹل ॏق
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ௗӋӃऀॴଂਓॴୌ
Լޒैޱ

ௗӋ ʏ

�0 ɹɹޫل ไ
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ୌޱେחࢁ߹ઓ౼
ࢮ

ޙل12ੈ ʏ

�1 ɹɹએํل એี
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ޱഅҸୌࠨ ʁ ʏ

�2 ɹɹԕ໌ل ਗ਼ี
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ୌࠨޱഅҸ ʁ ʏ

�� ɹɹએل ԕએ
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ୌࠨޱഅҸ ࠒதل12ੈ ʏ

�� ɹɹએ৬ل ԕએ ࢯلཁ�্ࢊ ୌࠨޱഅҸ ࠒதل12ੈ ʏ

�� ߝɹɹએل ԕએ
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ୌޱ ۙӴɺޙനՏ ʏ

�� ߂ɹɹӬل ߂ࢯ ଚ൰ࢯل җࠨޱଂୌޚ ʁ ʏ

�� ߂ɹɹఃل Ӭ߂
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ୌޚޱଂগه ʁ ʏ

�� ߂ɹɹकل ߂ࠃ
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

ଂਖ਼ग़ޚޱୌل߸
ӢकैޒԼɺୌޚޱଂ
Տհ

ʁ ʏ
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�9 य़ߦɹɹل ޫߦ
ଚ൰ࢯلɺࢊཁ�্
ࢯل

١ୌࠨޱӴҗӬਔ
தԙఱཽՏྲྀࢮ

ޙل1�ੈ ʏ

90 ɹҘൣ֊ߴ Ҙਅ ଚ൰ࢯ֊ߴ ߸ୌޱ ʁ ࢯ֊ߴ
ࡾՈٛݯ
ଙࢠ

91 ɹҘ֊ߴ Ҙ ଚ൰ࢯ֊ߴ ୌޱଠ ʁ ʏ
ޒՈٛݯ
ଙࢠ

92 ɹҘޫ֊ߴ Ҙ ଚ൰ࢯ֊ߴ ୌޱೋ ʁ ʏ ಉ্

9� ݡقɹݪ౻
པढ़ɺق
ढ़

౻ੜɺଚ൰౻ྲྀו
ࢯݪ

ਆมޱɺୌࢠແޱୌࠊ
ޱୌࠊ߸ख্ٷ

ʁ
ޒڷलݪ౻
ࢠଙ

9� Ոقɹݪ౻ པढ़ ੜו ࢠແޱୌ࣍ ʁ ʏ

9� ௨ࢿɹݪ౻ ਗ਼ࢿ ౻टࢁ

߸क౻ݖकୌޱԼݖ
कനՏӃఱਔࠑ೭ਓ
߹ઓਵٛே༗ઓࡾޙ
ਞ

ࠒதل11ੈ
ࢁ  ट ౻
ࢯ

ڞՈͱٛݯ
ͷࡾޙʹ
ʹࢀઓ

9� ɹਗ਼ݪ౻ ௨ࢿ ౻टࢁ ୌࠨޱഅҸࠨӴҗ ظل11ੈ ʏ

9� ɹఆٛݪ౻ ॿಓ ଚ൰౻ྲྀ౻ࢯݪ

ୌޱഅҸฏ࣏ೋਖ਼ԙඌ
ுࠃؒҝக༩ٛ
ேேਉಉ࣌ඃओैඃ
ᑉट

લل12ੈ ʏ
11�0ٛݯ
ேͱڞʹᑉ
ट

9� ɹढ़௨ݪ౻ ٛ௨ ଚ൰౻ྲྀ౻ࢯݪ
૬ٛڞேேਉอݩฏ࣏
྆߹ઓٛேேਉ
ୌܐޱ෦ਢ౻

લل12ੈ ʏ
อݩɾฏ࣏
ͷཚͰٛݯ
ே

99 ढ़ܦɹݪ౻ ढ़௨ �ཁࢊ
ܐӈഅҸࡾޱୌࢁ
෦ैޒԼ

ࠒதل12ੈ ʏ
པேݯʹޙ
ͷޚՈਓ

100 ߝɹढ़ݪ౻ ढ़௨
ट౻ɺଚ൰౻ࢁ
�ཁࢊɺࢯݪ౻ྲྀ

ୌޱฏ࣏ཚ౼ࢮɺࢁ
ୌ࢛ޱ

ࠒதل12ੈ ʏ
ฏ࣏ͷཚͰ
ࢮ౼

101 ߁ɹलݪ౻ लफ
ଚ൰౻ྲྀ౻ࢯݪɺ
�ཁࢊ

ޚฒߦӛไޚௗӋӃޙ
໘໘ߦҎԼไࣂڇ
ऀॴୌࠨޱฌӴҗ༗
ओഅट݉

ௗӋޙ
ঝٱͷཚژ
ํͷ౩ྊ

102 ɹलݪ౻ लफ
ଚ൰౻ྲྀ౻ࢯݪɺ
�ཁࢊ

ௗӋӃ໘ऀॴୌޙ
ޒฌӴҗओഅटैࠨޱ
্ՏकיՏ
ࡾٱେʢதུʣঝ
ԙ۽ग़Ոئਔ࣏
ࡀҰेޒݩ

ௗӋޙ

10� ɹलݪ౻ ल߁ ଚ൰౻ྲྀ౻ࢯݪ
ओഅटࠨฌӴҗࠨӴ
җୌޱ

ظل12ੈ

10� ɹल৴ݪ౻ ल߁ ଚ൰౻ྲྀ౻ࢯݪ

ௗӋӃ໘໘ऀޙ
ॴୌࠨޱฌӴҗࠨӴ
җओഅटैޒԼՏक
Տיਓߦࣥࠈ

ௗӋޙ

10� ɹलൣݪ౻ ल
ଚ൰౻ྲྀ౻ࢯݪɺ
�ཁࢊ

ୌޙޱௗӋӃ໘ऀ
ॴ໘ࠨฌӴҗ

ௗӋޙ
ঝٱͷཚʹ
ࢮͯ

10� ɹໜݪ౻ ल ଚ൰౻ྲྀ౻ࢯݪ
ޱௗӋӃ໘໘ୌޙ
ऀॴ

ௗӋޙ ʏ
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10� ɹलໜݪ౻ ल �ཁࢊ
ޱௗӋ໘໘ୌޙ
ऀॴࠨࠨฌҗࣜ෦
Լޒै

ௗӋޙ

10� ਗ਼ܠɹݪ౻ ܠ ଚ൰౻ྲྀ౻ࢯݪ ୌޱ ʁ

109 ɹॏޫݪ౻ ٢৴ ଚ൰࣌ྲྀ౻ࢯݪ ୌޱ๛ޙक ࠒதل10ੈ
౻ ݪ ར ਔ
ଙࢠ

110 ɹൣޫݪ౻ ٢৴ རਔྲྀ ୌ࣌ޱཔ ޙل10ੈ ʏ

111 ɹఃਖ਼ݪ౻ ॏޫ ଚ൰࣌ྲྀ౻ࢯݪ ୌޱ ظل10ੈ ʏ

112 ɹՈݪ౻ ಓ
ଚ൰࣌ྲྀ౻ࢯݪɺ
�ཁࢊ

ୌޱխָҸैޒԼ ௗӋ ਐ౻ࢯ

11� ߁جɹݪ౻ པج
ଚ൰࣌ྲྀ౻ࢯݪɺ
�ཁࢊ

ୌޱ߸ా࢛ɺా
ୌ࢛ޱࠨӴҗ

ޙل11ੈ ాࢯ

11� جɹݪ౻ པج
ଚ൰࣌ྲྀ౻ࢯݪɺ
�ཁࢊ

ງՏӃୌࡾޱ࿑ ງՏ ʏ

11� ਗ਼ܠɹݪ౻ Ҙॏ རਔྲྀ ീࠨӴҗୌޱ ҆ಙ

11� པ࣌ɹݪ౻ Ҏཔ
ଚ൰࣌ྲྀ౻ࢯݪɺ
�ཁࢊ

ୌޱग़Ոॅߴࢁ૬ ҆ಙ
 ా ࡈ ౻
ࢯ

ୌޱೖಓ

11� ɹਗ਼࣮ݪ౻ ਗ਼ః ଚ൰࣌ྲྀ౻ࢯݪ લୌޱ ʁ ࢯ౻ࡈ

11� ɹ࣮৴ݪ౻ ࣮ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ

Ԡอೋࣣ࢛ࣷਓฌ
ӴҗୌࠨޱӴҗऀ
ॴैޒԼঝ҆े࢛ೋࢮ
ࡾेࣣ

લل12ੈ
ӽ લ ࡈ ౻
ࢯ

119 ɹफݪ౻ फܠ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ
ӈഅҸैޒҐԼӈӴ
җୌޱ

 ʏ ຊ໊फ

120 قɹॿݪ౻ फܠ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ
ୌޱࣷਓӈӴҗҝ
ࠃࠤԼԙ൴ࠃ
ࢮ

ߴ ʏ

121 ɹफһݪ౻ फ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ ୌޱऀॴ ߴ ʏ

122 ɹ࣮ॏݪ౻ ࣮৴ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ
ୌޱాೋҝીٛ
ඃᨒྃ

ࠒதل12ੈ ʏ
౼ʹٛݯ
ͨΕΔ

12� ߁ɹ࣮ݪ౻ ࣮৴ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ ୌޱࣷਓ ҆ಙ ʏ

12� ɹफ݉ݪ౻ फ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ
ӈӴҗୌࠨޱഅҸޙ
ௗӋӃ໘

ௗӋޙ ʏ

12� པܠɹݪ౻ फ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ
ࣷਓऀॴୌޙޱௗ
ӋӃԼ໘ैޒԼ൏ਓ
ਖ਼ӈഅҸࠨӴҗ

ௗӋޙ ʏ

12� ࠃɹॿݪ౻ ॿق ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ ୌࠨޱഅҸࠨӴҗ ޚ ʏ

12� ɹॿһݪ౻ ॿق ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ ୌࠨޱഅҸࠨӴҗ ޚ ʏ

12� ɹफԕݪ౻ फܧ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ
఼ୌޱࣷਓਵ
Ӵҗෆࠨ

ॳ಄ل1�ੈ ʏ

129 ༺ɹफݪ౻ फ݉ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ
҆ޱեӃ໘ୌࠧޙ
कैޒԼ

եࠧޙ ʏ

1�0 ɹफխݪ౻ फ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ ୌޱ ʁ ʏ

1�1 ɹॿ࿈ݪ౻ ॿࠃ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ ୌޱӈഅҸ ʁ ʏ

1�2 ɹॿݪ౻ ॿࠃ ଚ൰ଇޫଙ౻ࢯݪ ୌࠨޱӴҗࠨഅҸ ʁ ʏ
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1�� ɹॏݪ౻ ༞ ౻
ୌޱࣷਓௗӋӃݕඇ
ҧଖੴݟ૬৴
೫ӽޙඈଭஜޙक

നՏ͔ງՏʁ ౻ࢯ

1�� ߝɹݪ౻ ௨
౻ɺଚ൰ྑྲྀ౻
ࢯݪ

ӈഅҸޱӴҗୌࠨ ʁ ʏ

1�� ɹ৴Իݪ౻ ৴ః ଚ൰ྑྲྀ౻ࢯݪ Լ໘ୌࠨޱӴҗ Ҏ߱ʁل1�ੈ

1�� ɹԕ࿈ݪ౻ ԕܠ ଚ൰ࢯݪ౻ྲ໊ྀڕ ୌޱӈഅҸ ޚ ҆ୡࢯ

1�� ఃܠɹݪ౻ ԕ݉ ଚ൰Եຩྲྀ౻ࢯݪ ୌޱ ʁظل12ੈ ೖࢯߐ
Β͕ӈ
അҸ

1�� ฏɹɹক ྑক
ଚ൰ฏࢯɺࢊཁ
�্ฏࢯ

ୌޱখೋ߸૬അ߸֎
َԦఃᨒ೭ɺୌޱ
૬അখೋ

લل10ੈ
ߴ  ྲྀ ฏ
ࢯ

ฏকͷཚ
ट

1�9 ฏɹɹக ྑਖ਼
ଚ൰ฏࢯɺࢊཁ
�্ฏࢯ

҃ຊެխࢠӠʑୌޱଠ
ैޒԼɺୌޒैޱԼ
ग़Ӌक

ظل10ੈ ʏ
େఉɾֿݪ
ͷ

1�0 قɹɹ৴ݯ قۀ ଚ൰ਗ਼ࢯݯ
ӽதकୌޒैޱԼঀཹ
ӈӴҗ

ل1�ੈ
ઌଟ͘
໘ͳͲΛ
ΊΔ

1�1 ߁قɹɹݯ ॏق ଚ൰ਗ਼ࢯݯ
ୌޱ༗ޒैԼঀཹ
Ӵҗࠨ

ʁل1�ੈ
1�0ͷ ৴ ق
ͷै
ܑ

1�2 ܧߦɹɹݯ ৴ߦ ଚ൰པਗ਼ྲྀਗ਼ࢯݯ ୌࠨޱӴҗ ʁ
པ৴ݯ
ଙ

ਤܥଂลࣉળ௨ࡖྉͷུশɿ࢙ ù छʢେࡕཱத೭ౡਤॻؗॴଂʣᴷߕຊɺԵຊ˞ࠁ൛ੜۨਉʰதੈͷػ࢜
ஂͱެݖ ʢɦॉޫग़൛ɾ201�ʣࢀরɻߕɾԵͷݺͼ͚ߟࢀʹͨ͠ɻଚ൰຺ʢh ৽గ૿ิɹ࢙ࠃେܥ ʣɦᴷ
ଚ൰ɺଚ൰຺࿙ʢh ଓ܈ॻྨैʱܥਤ෦ʣᴷଚ൰࿙ɺܥਤࢊཁʔࢊཁɻଞʮܥਤʯΛলུ͍ͯ͠Δɻ

ʦิʧh ଚ൰຺ʱͳͲͷܥਤྨͰɺʮୌޱʯͷهड़ͷ͋ΔऀΛ͍ͯͤࡌΔɻແɺܥਤྨੈޙʹͭͳ͕Βͳ͍݂͕ے
ʹੈޙΕͳ͔ͬͨΓɺ͞هʯͱޱ৬ʹब͍ͨͨΊʹʮୌɺ্ͷޙͦͷͯ͠ީʹޱୌʹࡍड़͞Εͳ͔ͬͨΓɺ࣮ه
ॻ͔ΕͨͨΊྺܦͳͲ͕ҙਤతʹվ᜵͞ΕͨΓͱ͍ͬͨ͋Ζ͏͕ɺͻͱ·ͣ७ਮʹʮୌޱʯͱॻ͔Εͨਓͷ
ΈΛநग़ͨ͠ɻ



��



ޣ

村

上

ԁ

༥

花

山

一

条

三

条

後
一
条

後
ग


後
冷
ઘ

後
三
条

ന

河

ງ

河

ௗ

Ӌ

ਸ

ಙ

ۙ

Ӵ

後
ന
河

二

条

六

条

高

倉

҆

ಙ

後
ௗ
Ӌ

土
ޚ


ॱ

ಙ

合

ܭ

ݪ౻
1 � � 1 9 � 1 � � 9 � � � � � � 1� � 11 � 109

ʢ��.�ˋʣ2�ʢ��.�ˋʣ �1ʢ�1.9ˋʣ 19ʢ��.�ˋʣ

ฏ
1 2 � 1 � 2 1 � � 1 � � � 1 2 1 ��

ʢ1�.1ˋʣ�ʢ9.�ˋʣ ��ʢ1�.�ˋʣ �ʢ12.�ˋʣ

ݯ
1 1 1 2 � � 10 � � 2 � � � 1 2 ��

ʢ1�.1ˋʣ�ʢ11.0ˋʣ ��ʢ1�.�ˋʣ 2ʢ�.�ˋʣ

٦
1 1 1 1 1 � � 2 1 1�

ʢ�.0ˋʣ1ʢ1.�ˋʣ 1�ʢ�.�ˋʣ

தݪ
1 1 1 1 � 2 1 1 1 1 1�

ʢ�.�ˋʣ�ʢ�.1ˋʣ 10ʢ�.2ˋʣ

େߐ
1 1 � 1 1 1 1 1 1 2 1�

ʢ�.�ˋʣ2ʢ2.�ˋʣ 11ʢ�.�ˋʣ

ل
� 2 1 1 1 1 1 1 12

ʢ�.0ˋʣ�ʢ�.2ˋʣ �ʢ2.�ˋʣ 1ʢ�.1ˋʣ

Ҙफ
1 2 2 2 1 � 11

ʢ�.�ˋʣ1ʢ1.�ˋʣ �ʢ�.1ˋʣ �ʢ12.�ˋʣ

๛ݪ
1 � 2 �

ʢ2.0ˋʣ�ʢ2.1ˋʣ 2ʢ�.�ˋʣ

ಓٶ
2 1 1 1 �

ʢ1.�ˋʣ�ʢ2.�ˋʣ

ਗ਼ݪ
1 1 2

ʢ0.�ˋʣ1ʢ1.�ˋʣ 1ʢ0.�ˋʣ


1 1 2

ʢ0.�ˋʣ2ʢ2.�ˋʣ

খ
1 1 2

ʢ0.�ˋʣ2ʢ2.�ˋʣ

҆ഒ
1 1 2

ʢ0.�ˋʣ2ʢ2.�ˋʣ

ੁ
1 1 2

ʢ0.�ˋʣ2ʢ2.�ˋʣ

҄ా
1 1 2

ʢ0.�ˋʣ2ʢ1.0ˋʣ

จࣨ
1 1

ʢ0.�ˋʣ1ʢ1.�ˋʣ

େதਉ
1 1

ʢ0.�ˋʣ1ʢ1.�ˋʣ

ʦ表̏ʧୌޱผ一覧表
දͷํݟɿʦද ø ʧΛཧͨ͠ͷͰɺͦΕͧΕͷఱ͝ߖͱʹୌޱΛผʹྨ͍ͯ͠Δɻ
ഁઢຊߘͷ۠ظ࣌ʹΑΔɻ͔ͬͦ͜ͷͷΊׂͨ߹ɻ
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ޣ

村

上

ԁ

༥

花

山

一

条

三

条

後
一
条

後
ग


後
冷
ઘ

後
三
条

ന

河

ງ

河

ௗ

Ӌ

ਸ

ಙ

ۙ

Ӵ

後
ന
河

二

条

六

条

高

倉

҆

ಙ

後
ௗ
Ӌ

土
ޚ


ॱ

ಙ

合

ܭ

ྑሷ
1 1

ʢ0.�ˋʣ1ʢ1.�ˋʣ

ݪੁ
1 1

ʢ0.�ˋʣ1ʢ1.�ˋʣ

फַ
1 1

ʢ0.�ˋʣ1ʢ1.�ˋʣ

ળࡾ
1 1

ʢ0.�ˋʣ1ʢ1.�ˋʣ

େଂ
1 1

ʢ0.�ˋʣ1ʢ1.�ˋʣ

୩෦
1 1

ʢ0.�ˋʣ1ʢ0.�ˋʣ

ਇ
1 1

ʢ0.�ˋʣ1ʢ0.�ˋʣ

ܭ߹ 1 � 1 � 19 2 1� � � � 11 29 2� 11 22 2� 1� 1� 29 2� 1� 1� � 29�

ʦิʧɿʦද ø ʧ1�ͷ౻ݪఃਖ਼ͷΑ͏ʹ ù ਓͷఱߖʹީͨ͠ୌޱɺͦͷ྆ํʹؚΊ͍ͯͯ͠ࢉܭΔɻ͜ͷදຊߘͷ࣌
ͳ͍ɻ·ͨઃ͍ͯͤࡌग़͞Ε͍ͯͳ͍ͨΊɺ͜ͷදʹݕޱͷୌߖఱګΔ͕ɺӉଟɾ͍ͯͤࡌͷൣғͷΈ۠ظ
ޱͷୌظ ø ͳ͍ɻ͍ͯ͠ࢉܭग़Ͱ͖ͳ͔ͬͨͷͰɺผͷ༗ݕ໊͔͠
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ఱ໊ߖ ఱߖՈ ઁؔՈ ͦͷଞ

ງՏ നՏӃʢʣ
ཅ໌Ӄఓࢠʢિʣ
લٶࡈ㡾ࢠʢ࢞ຓʣ
Ұࢠ૱ٶʢഢʣ
ʢഢʣࢠಞٶ࢛
఼ඣࢠྩٶʢ࢞ຓʣ
લʑٶࡈढ़ࢠʢഢʣ
લࡈӃՂࢠʢഢʣ
ඣٶ補ↈࢠʢ࢞ຓʣ
ඣٶળࢠʢ࢞ຓʣ

ଠߖଠࢠٶʢେഢʣ
ઁ࣮ࢣʢʣ
େਉࢣ௨ʢഢʣ
ଠେਉ৴ʷ
఼ॴʷ

ق࣮ݪ౻ݴେೲ҈
େೲࢣݯݴ
խ࣮ݯݴେೲैࣆ
ढ़ʷݯେਉࠨ
ӈେਉݦݯʷ

1�ʴ�໊ 10໊ �ʴ2໊ �ʴ2໊

ௗӋ നՏӃʢʣ
தٶಞࢠʢٛʣ
લʑࡈӃྩࢠʢഢʣ
લٶࡈળࢠʢഢʣ
લࡈӃ補ↈࢠʢഢʣ
લʑٶࡈढ़ࢠʢେഢʣ

ઁӈେਉ࣮ ढ़ݯେਉࠨ
େਉݯխ࣮
࣮ެݪ౻ݴେೲݖ

10໊ �໊ 1໊ �໊

നՏޙ ௗӋӃʢʣ
ਸಙӃʢܑʣ
ඎ఼લࡈӃ補ↈࢠʢେഢʣ
നલࡈӃ౷ࢠʢ࢞ຓʣ
ඣٶʢ࢞ຓʣ
ਗ਼ӃલࡈӃࢠʢେഢʣ
લࡈӃࢠݚʢ࢞ຓʣ
ඣٶʢ࢞ຓʣ

ʢٛʣࢠཅӃହߴ
ʣ࢞ʢٛࢠՅӃߖ
ʢٛຓʣࢠଟٶߖ
தࢠఄٶʢٛຓʣ
ؔന௨

େਉ౻࣮ݪ

1�໊ �໊ �໊ 1໊

ߴ �നՏӃʢʣޙ
্Ӄ౷ࢠʢഢʣ
ീӃ℥ࢠʢഢʣ
ʢഢʣࢠদӃຓߴ
ຓʣ࢞ʢࢠӃࣜࡈ

ઁج
ӈେਉ࣮݉

ന।ฏࢠ
फܦݪ౻େਉࠨ
େਉ౻ݪխ
఼ޚঁ
఼ޚঁ
఼ޚঁ
ہݴೕେೲޚ

1�໊ �໊ 2໊ �໊

҆ಙ Ӄʢʣ2ߴ
্Ӄ౷ࢠʢେഢʣ
ീӃ℥ࢠʢେഢʣ
ຓʣ࢞ʢࢠӃൣࡈ

ʢٛେഢʣࢠՅӃߖ
ઁج௨
ӈେਉ࣮݉

தٶฏಙࢠʢʣ
ೖಓଠେਉฏਗ਼ʢʣ
ॴฏࢠʢഢʣ
ೋҐฏࢠ࣌ʢʣ
લӈେকฏफʢഢʣ
फܦݪ౻େਉࠨ
ฌӴಜฏʢഢʣࠨ
ࢠีہݴೕେೲޚ
ʢٛେഢʣࢠೕྖޚ

1�໊ �໊ �໊ 9໊

ܭ߹ ��໊ʢ�0.0ˋʣ 1�໊ʢ1�.9ˋʣ 2�໊ʢ�1.1ˋʣ

ʦ表̐ʧӃظୌڅޱॴ一覧表
දͷํݟɿʢɹʣఱߖͱͷؔɻਓ໊ޙΖͷࣈਪڍਓͰɺʷ߹ͰਪڍͰ͖ͳ͔ͬͨऀɻୠ͠߹ܭʹͦ
ΕΒͷਓؚΊͳ͍ɻঁੑํͷՈʹؚΊ͕ͨɺதٶͳͲͰߖҎ֎ͷग़ऀਪ͢ڍΔୌ͕ޱํͷՈͷ࢜Ͱ͋
Δऀଟ͍ͷͰɺྫ֎తʹग़ࣗͷՈʹؚΊΔɻ
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͡
Ί
ʹ


Ԟ
क
౻
原
師
ߝ
と
い
う
と
、

ى
さ
れ
る
の
が
『
古
事
談
』
ר

第
四
・
༐
士
の
ҳ
話
）
1
（

で
あ
る
。

宗
形
宮
内
ڢ
ೖ
ಓ
師
ߝ
、

Ԟ
क
χ
ς
下

೭
時
、
ج
ߧ
ԡ
ྖ
一

ࠃ
如
ແ
ࠃ
Җ
、
န

事
༝
、
申
下
એ
ࢫ
、
ٖ
ݕ
注
ࠃ
中
公
田
೭
ॲ
、


܊
者
ج
ߧ
ଂ
ς
、
先
ʑ
不
ೖ
ࠃ
使
、
ࣕ
今
度
任
એ
ࢫ
ٖ
ݕ
注
೭

ア
ώ
タ
、
ج
ߧ
件
܊

頭
ݘ
ঙ
࢘
ق
य़
χ
合
৺
ς
ڔ
೭
、
ࠃ
࢘
༛

ଳ
એ
ࢫ
ਪ
ೖ
೭
間
、
ቮ
์

ٴ
合
ઓ
ඟ
、
क
方
ඃ
ᙪ
者
ਙ
多
、
ج

ߧ
Χ
ク
ϋ
γ
π
Ϩ
ト
モ
、
എ
એ
ࢫ
ࣹ
ࠃ
࢘
事
依
ڪ
存
、
ট
ق
य़
Ӡ
、

依
ແ
先
例
、
ᦒ

ฦ
ࠃ
࢘
、
എ
એ
ࢫ
೭
条
、
ඇ
ແ
ҧ

೭
ڪ
、
イ

Χ
ʋ
ス
ϔ
Ω
ト
Ӡ
ʑ
、
ق
य़
Ӡ
、
今
ڼ
݉
օ
存
知
事

、
主
君
೭

命
依
難
ไ
എ
、
ԙ
一

者
ࣹ
ީ
ඟ
、
વ
者
君
者
不
知
৯
೭
᪻
χ
ς
、

ঌ
ݾ
ᰍ
、
可
ඃ
ݣ
ࠃ
࢘
೭
許

、
ଖ
上
ϋ
定
ແ
ҝ
ީ
ᓢ
Ӡ
Ӡ
、
ج

ߧ

১
ྦ
諾
了
、
ج
ߧ
申
ԙ
क
Ӡ
、
ج
ߧ
一
切
不
知
事
ީ
、
܊


頭
ຌ
依
ແ
先
例
、
自
༝
೭

᤻
ީ
、
ԙ
今
者
不
可
ٴ
子
ࡉ
、
ق
य़

ቮ
ঌ
取
ඟ
、
ૣ
ࣀ
ޚ
使
、
ԙ
ଖ
前
可
ႝ
ᰍ
Ӡ
Ӡ
、
依
೭
ࠃ
࢘
ݣ
ݕ

ඇ
ҧ
使
所
目
代
Ϝ
、
ق
य़
ቮ
ক
出
タ
リ
、
四
十
༨
許
உ
、
ං
満
ඒ

ྷ
ナ
ル
Χ
、
積
遠
أ
ਫ
ׯ
小
އ
χ
ߚ
ҥ
Ϯ
ண
タ
リ
、
打
物
取
タ
ル

者
ኛ
人
許
ғ
៴
೭
、
切
手
ϋ
έ
セ
ン
ノ

太
郎
ト
Ӡ
者

、
出
立

ٖ
切
ᰍ
೭
間
、
ݘ
ঙ
࢘
Ӡ
、
切
ଛ
څ
ナ
、

ϋ
イ
π
Ϩ
ソ
ト
問
έ

Ϩ
ϋ
、
切
手
Ӡ
、
ࠛ
次
郎
大
夫
Χ
大

越
ソ
ト
Ӡ
έ
Ϩ
ϋ
、
α
ς

ϋ
৺
҆
γ
ト
Ӡ
ς
ඃ
切
έ
リ
、
部
類
五
人
同
切
Ӡ
ʑ
、
大

越
ト

ϋ
、
人
Ϯ
引
ډ
ς
切
χ
、
ࠨ
ӈ
ノ
ᢉ
ノ
上
Ϯ

中
ࠎ
不
ݒ
切
Ϯ
Ӡ


、
ج
ߧ
ق
य़
Ϯ
੯
ς
、
զ
ϋ
不
知
೭
様
χ
ς
、
ᘉ
ߏ
女
人
೭
ࠫ

ଡ
೭
᪻
、
࠶
三
ݣ
妻
女
ԙ
ࠃ
࢘
館
、
ޤ

α
セ
έ
リ
、
ଖ

ྉ
物

ຌ
不
可
উ
ܭ
、
ࠫ
ۚ
モ
一
ສ
྆
Ӡ
Ӡ
、
क
不

೭

切
ඟ
Ӡ
Ӡ
、

師
ߝ
高
名
在
ࠑ
事
ᓢ
、
ຢ
山
ྛ

֮
༡
ト
Ӡ
ࣆ
ࢄ
ָ
Ϯ
共
χ
۩
タ

リ
έ
ル
Χ
、
本
奈
ྑ
๏
師
χ
ς
、
ଳ
大

武
༐
ਙ
೭
者

、
ࣕ
合

ઓ
೭
日
、
࠷
前
χ

ඟ
、
帰
館
೭
時
出
来
タ
リ
έ
Ϩ
ϋ
、
先
ਞ


Χ
ク
Ϩ

ト
ソ
付
タ
リ
έ
ル
、


Ԟ
क
の
任
に
あ
っ
た
師
ߝ
が
、
信
夫
܊
の
公
田
を
ݕ
注
し
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、

܊
（
信
夫
܊
）
の

頭
で
あ
る
ق
治
に


さ

十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る

Ԟ
ࠃ
ࢧ

と

Ԟ
क
౻
原
師
滑ߝ

川

敦

子



�0

れ
、

を
ࣹ
か
け
ら
れ
て
合
ઓ
に
ٴ
ん
だ
。
ҧ

の
ࡑ
を
ڪ
れ
た
౻

原
ج
ߧ
は
、
自
分
の
ट
を
ࠃ
࢘
に
ࠩ
し
出
せ
と
い
う
ق
य़
の
ਐ
言
に

従
い
、
ق
य़
を
ࠃ
࢘
の
許
に
ݣ
わ
し
て
ห
明
し
た
。
ق
य़
を
੯
し
ん

だ
ج
ߧ
は
、
そ
の
ࣻ
໔
の
た
め
に
妻
女
を
ࠃ
࢘
の
館
に
࠶
三
ݣ
わ
し

た
上
、
࠭
ۚ
一
ສ
྆
を
ݙ
上
し
許
し
を
ޤ
う
が
、
結
ہ
師
ߝ
は
ق
治

を

ट
し
て
し
ま
っ
た
。

以
上
が
こ
の
ҳ
話
の
֓
ཁ
で
あ
る
。
ҳ
話
と
い
う
ੑ
格
上
、
多
গ

の
٭
৭
は
あ
る
も
の
の
、
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る

Ԟ
ࠃ
ࢧ

を

如
実
に
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
ҳ
話
を
手
が
か
り
に
、
保
延
ݩ
年
（
一

一
三
五
）
ࠒ
に

Ԟ
क
に
ब
任
し
た
౻
原
師
ߝ
と
彼
を
取
り
ר
く
当

֘
期
の

Ԟ
ࠃ
ࢧ

に
つ
い
て
考

し
て
い
き
た
い
。

ம（
1
）
当
ҳ
話
は
、川

ળ
明
・
ߥ

ߒ
ߍ
注
『
古
事
談
・
続
古
事
談
』（
新

日
本
古
典
文
学
大
ܥ
�1
、
岩

書
ళ
、
二
〇
〇
五
年
）
に
ڌ
る
。

ୈ
Ұ
ষ

౻
ݪ
ࢣ
ߝ
ͷ
ग़
ࣗ
ɾ
খ
Ұ

Ո

ୈ
Ұ
અ

খ
Ұ

Ո
ͷ
དྷ
ྺ

『
ଚ
൰
分
຺
』
に
よ
れ
ば
、
師
ߝ
の
出
自
は
ઁ
関
家
౻
原
師
ี
の

ఋ
師
ሩ
を
家

と
す
る
小
一
条
家
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（ừ
ܥ
図

①
Ử
参
র
）。

ۙ
年
、
小
一
条
家
に
か
か
る
研
究
が
ਐ
展
し
、
十
世
紀
後

に
お

い
て
小
一
条
家
は

Ԟ
ࠃ
に
利
権
を
有
し
た
一

で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
）
1
（

。

Ԟ
ࠃ
の
܉
事
的
実
力
者
で
あ
る
ః

流
平
氏
と

結
び
つ
く
こ
と
で
当
ࠃ
の
利
権
を
֫
ಘ
し
た
小
一
条
家
は
、
そ
の
関


者
が
代
ʑ
の

Ԟ
क
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
で
利
権
を
確
保
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
ಙ
ݩ
年
（


五
）
に
小
一
条
家

の
૯

ࡁ
時
、
そ
の
三
年
後
の
長
ಙ
四
年
（


八
）
に
は
当
時


Ԟ
क
だ
っ
た
実
方
が
相
次
い
で
ࢮ
ڈ
し
た
た
め
、
小
一
条
家
に
よ
る

利
権
の
確
保
は
困
難
に
な
っ
た
。
か
わ
っ
て

Ԟ
ࠃ
に
お
け
る
小
一

条
家
の
利
権
を
確
保
し
た
の
が
、
ࡁ
時
の
外
ଙ
に
あ
た
る
三
条
ఱ
ߖ

の
ߖ
子
敦
明

Ԧ
（
の
ち
の
小
一
条
院
）
で
あ
る
。

当
初
ߖ
太
子
の

Ґ
に
あ
っ
た
敦
明

Ԧ
は
、
三
条
ఱ
ߖ
่
ޚ
後

か
ら
四
ἃ
月
ܦ
ա
し
た

ਔ
ݩ
年
（
一
〇
一
七
）
八
月
、
ߖ
太
子
を

ࣙ
ୀ
し
、
時
の
権
力
者
౻
原
ಓ
長
の
ܭ
ら
い
に
よ
っ
て
小
一
条
院
の

ଚ
号
が
༩
え
ら
れ
४
太
上
ఱ
ߖ
の
ॲ
۰
を
受
け
た
。
当
年
十
一
月
に

は
、
ಓ
長
の
່

子
を
൲
に
ܴ
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
ܦ
Ң
に
よ
り
、
小
一
条
院
の
有
す
る

Ԟ
ࠃ
の
利
権
は

ઁ
関
家
の

ཧ
下
に
ஔ
か
れ
、
以
߱

Ԟ
出
Ӌ
҈

使
や

Ԟ
क
の

職
は
ಓ
長
の
ଆ
ۙ
や
そ
の
関

者
に
よ
っ
て

め
ら
れ
た
。

し
か
し
ສ
ण
四
年
（
一
〇
二
七
）
十
二
月
に
ಓ
長
が
ࢮ
ڈ
し
、
そ

の
ཌ
年
の
長
ݩ
ݩ
年
（
一
〇
二
八
）
六
月
に
は
東
ࠃ
で
平

ৗ
の
乱

が
発
生
し
た
。
長
ݩ
三
年
（
一
〇
三
〇
）
六
月
ま
で
続
く
こ
の
内
乱



�1

の
な
か
で
、

क
府
ক
܉
と
し
て

Ԟ
ࠃ
に

力
を
ැ
২
し
た
ल
ڷ

流
౻
原
氏
が
ࣦ
٭
し
た
。
ल
ڷ
流
の
ࣦ
٭
に
と
も
な
う

क
府
ক
܉

任

の
ఀ
止
と
相
ေ
っ
て
、
長
ݩ
二
年
（
一
〇
二

）
ਖ਼
月
に

Ԟ

क
に
ब
任
し
た
の
が
౻
原
ே
ݩ
で
あ
る
。
小
一
条
家
出
身
者
に
よ
る


Ԟ
क
任

は
、
ே
ݩ
の

実
方
の
任

以
来
約
三
十
年
Ϳ
り
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

ே
ݩ
の

Ԟ
क
ब
任
の
എ
ܠ
に
は
、
小
一
条
院
の
意

が

ө
さ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ே
ݩ
と
小
一
条
院
の
関

が
確
認
で
き
な

い
も
の
の
、
ே
ݩ
の
子
師
ܦ
は
小
一
条
院
の


代
を
務
め
て
い
る

こ
と
か
ら
（『
ଚ
൰
分
຺
』）、
྆
者
は
何
ら
か
の
関

を
有
し
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
内
乱
の

౼
使
に
任
じ
ら
れ
た

の
は
ః

流
の
平
直
方
で
あ
り
、
ః

流
平
氏
は
小
一
条
家
・
小
一

条
院
と
関

が
ਂ
い
。
よ
っ
て
小
一
条
院
は
、
こ
の
内
乱
の

ѹ
を

通
じ
て
小
一
条
家
が
ః

流
平
氏
と
連
ܞ
し
、
小
一
条
家
の
෮
権
を

企
図
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
長
ݩ
三
年
（
一
〇
三
〇
）

月
、
直
方
は

౼
使
を
ղ

任
さ
れ
、
代
わ
っ
て
河
内
源
氏
出
身
の
源
頼
信
が
任
命
さ

れ
た
。
そ
し
て
ཌ
य़

ৗ
は
頼
信
に
投
߱
し
、
六
月
に
は

ප

し
内
乱
は
終
結
を
ܴ
え
た
。
ま
た
こ
の
年
の
十
月
に

ே
ݩ
は
任
期

ば
で
ٸ
ࢮ
し
た
。

前
ड़
の
ܥ
図
に
見
る
と
お
り
、
小
一
条
家
に
は
ࡁ
時
の

子
に
ҝ
任
・
通
任
が
い
る
。
ҝ
任
は
、
か
つ
て
小
一
条
院

の

三
条
ఱ
ߖ
の
ਪ
ڍ
に
よ
り
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）

ख़
ࠃ
で
あ
る
ҏ
予
क
に
補
任
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
目
立
っ

た
事

は
な
く

く
と
も
ສ
ण
年
間（
一
〇
二
四
Ỗ
二
八
）

に
は
出
家
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
ҝ
任
の
ఋ

通
任
は
、
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
の
小
一
条
院
の
立
太

子
に
と
も
な
い
、
य़
宮
権
大
夫
に
任
じ
ら
れ
る
も
の
の
、

ཌ
年
の
ߖ
太
子
ࣙ
ୀ
に
よ
り
ࣙ
し
た
後
は
高
い

Ґ
に
ब

く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ừ
ܥ
ਤ
①
Ử
小
Ұ

Ո
ؔ

ܥ
ਤ

師
ี

師
ሩ

݉
家

定
時

ࡁ
時

ಓ
長

実
方

ҝ
任

通
任

敦
明

Ԧ（
小
一
条
院
）

䫞
子
内

Ԧ（
冷
ઘ
宮
）

䑗
子

三
条
ఱ
ߖ

師
実

頼
通

ே
ݩ

定
任

師
成

師
ق

ሩ
時

ࢣ
ߝ

ࡁ
ߝ

師
通


実



�2

そ
の
よ
う
な
状
況
を
ؑ
み
る
と
、
小
一
条
院
に
と
っ
て
ே
ݩ
は
ҽ


・
小
一
条
家
の
෮
権
の
た
め
の
切
ࡳ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
ே
ݩ
の
ࢮ
ڈ
に
よ
り
小
一
条
家
の
人
ࡐ
は
ఈ
を
つ
き

མ

の
్
に
あ
っ
た
小
一
条
家
に

Ԟ
ࠃ
の
利
権
を
ҡ
持
で
き
る
΄
ど
の

力
は
ࣦ
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ம（
1
）

原
ஐ

「
౻
原
実
方
の

ᇍ
क
補
任
─
十
世
紀
の
小
一
条
家
に

関
す
る
一
考

─
」（
同
『
平
҆
期
東
北
ࢧ

の
研
究
』
്
書

、

二
〇
一
三
年
、
初
出
二
〇
一
一
年
）、
ݩ

ହ
༤
「
Ԟ
Ӌ
と
܉
事
貴


ᴷ
前

年
合
ઓ
の
前
提
」（『
紫
苑
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
六
年
）・

『
源
頼
義
』（
吉
川
߂
文
館
、
二
〇
一
七
年
）、
野
口
実
「
中
世
前
期
、

出
Ӌ
に
ਐ
出
し
た
京
・
鎌
倉
の
武
士
た
ち
」（『
中
世
文
学
』
第
六
四

号
、
二
〇
一

年
）、

稿
「
平
҆
貴

社
会
に
お
け
る

Ԟ
ࠃ
の

Ґ
ஔ
ͮ
け
」（『
平
ઘ
文
化
研
究
年
報
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
五
年
）・

「
11
世
紀
に
お
け
る

Ԟ
と
京
都
─

Ԟ
क
・

क
府
ক
܉
の
任


状
況
を
中
৺
に
─
」（『
平
ઘ
文
化
研
究
年
報
』
第
一
六
号
、
二
〇
一

六
年
）・「
前

年
合
ઓ
前

の

Ԟ
と
京
都
─
小
一
条
院
を
め
͙
る

貴

社
会
の
動

か
ら
─
」（『
平
ઘ
文
化
研
究
年
報
』
第
一
七
号
、

二
〇
一
七
年
）。

ୈ
ೋ
અ


མ
ޙ
ͷ
খ
Ұ

Ո

小
一
条
家
に
よ
る

Ԟ
ࠃ
の
利
権
確
保
が
困
難
に
な
り
、
小
一
条

院
は
ҽ
ੰ
関

に
あ
る
ઁ
関
家
へ
の
依
存
を
ڧ
め
、

Ԟ
क
に
任
じ

ら
れ
た
の
は
ઁ
関
家
の
関

者
や
ଆ
ۙ
で
、
そ
の
人
事
は
ઁ
関
家
に

แ
ઁ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
Ӭ
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
ਖ਼
月
八
日
、
小
一
条
院
が
ᤱ
ڈ
し

た
。
小
一
条
院
の
Ҩ
ྖ
は
、
൲

子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
䫞
子
内


Ԧ
が
「
冷
ઘ
宮
ྖ
」
と
し
て
相
伝
し
）
1
（

、
䫞
子
内

Ԧ
の
後
は
॑

ଚ

子
の
່
で
自
身
の
ཆ
女
と
し
た
源
ྷ
子
（
౻
原
師
実
室
）
が
継
承
し

た
。
そ
し
て
、
Ӭ
久
二
年
（
一
一
一
四
）
ྷ
子
ࢮ
ڈ
の
の
ち
は
、
ྷ

子
の
ଙ
に
あ
た
る

実
が
相
続
し
た
た
め
、
ઁ
関
家
ྖ
に
編
ೖ
さ
れ

た
（ừ
ܥ
図
②
Ử
参
র
）。

そ
の
一
方
で
ே
ݩ
の
ࢮ
ڈ
に
よ
り
ਰ
ୀ
し
た
小
一
条
家
は
、
ࡉ
ʑ

と
そ
の
命
຺
を
保
っ
て
い
た
（ừ
ܥ
図
①
Ử
参
র
）。

通
任
の
子
で
あ
る
師
成
は
、
長
ݩ
四
年
（
一
〇
三
一
）
に
小
一
条

院
の
院
分
に
よ
り
加
լ
क
に
ब
任
し
た（『
公
ڢ
補
任
』）。
ब
任
当
時
、

師
成
は
二
十
三
ࡀ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
師
成
の

通
任
の
ঢ
ਐ
の


さ
と
通
じ
る
も
の
で
、
通
任
は

߂
八
年
（
一
〇
一
一
）
に
参
ٞ

に
な
っ
た
も
の
の
、
権
中
ೲ
言
に
ঢ
ਐ
し
た
の
は
二
十
四
年
後
の
長

ݩ
八
年
（
一
〇
三
五
）
で
あ
っ
た
。
加
լ
क
ब
任
後
は
、
備
中
क
・

୮
後
क
・
ۙ
ߐ
क
・
大
宰
大
್
と
い
っ
た

方

を
歴
任
し
た
。
治

暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
四
月
に
は
、
関
ന
౻
原
教
通
の
່
で
後
冷
ઘ

ఱ
ߖ
の
൲
で
あ
っ
た

子
の
ߖ


立
に

い
ߖ

宮
大
夫
に
ब
任
、

延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
に
は
関
ന
教
通
の
ৡ
に
よ
り
ਖ਼
二
Ґ
に
ঀ

せ
ら
れ
て
い
る
。
承
保
二
年
（
一
〇
七
六
）
に
は
参
ٞ
に
ঢ
ਐ
（
当



��

時
六
十
八
ࡀ
）、
五
年
後
の
Ӭ
保
ݩ
年
（
一
〇
八
一
）
八
月
に
出
家
、

ཌ
月
に
は
ࢮ
ڈ
し
た
。

次
い
で
師
成
の
子
師
ق
は
、
ന
河
院
の
院
࢘
と
し
て
活
動
し
て
お

り
、Ӭ
長
ݩ
年
（
一
〇

六
）
ਖ਼
月
の
ঀ
Ґ
で
は
「
自
院
࿑

年

」

の
ཧ
༝
で
ਖ਼
五
Ґ
下
に
ঢ
ঀ
し
て
い
る
（『
後
二
条
師
通
記
』
同
年

同
月
十
七
日
条
）。
ま
た
、
ఱ
ਔ
ݩ
年
（
一
一
〇
八
）
ਖ਼
月
に
は
成

ޭ
に
よ
り
ߕ
൹
क
に
任
じ
ら
れ
（『
中
ӈ
記
』
同
年
同
月

四
日
条
）、

ന
河
院
に
അ
を
ݙ
上
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
（『
殿
暦
』
ఱ
Ӭ

二
年
（
一
一
一
一
）
十
月
五
日
条
）。
Ӭ
久
二
年
（
一
一
一
四
）
ߕ

൹
क
ୀ
任
後
は
院
北
面
に
ᜀ
ީ
し
、
出
家
を
ܦ
て
（『
中
ӈ
記
』
ݩ

Ӭ
ݩ
年
（
一
一
一
八
）
三
月

七
日
条
）、
保
҆
ݩ
年
（
一
一
二
〇
）

七
月
に
は
ࢮ
ڈ
し
て
い
る
。

師
ق
の
子
で
あ
る
ሩ
時
は
、
Ӭ
久
三
年
（
一
一
一
五
）
十
月
二
十

八
日
に
催
さ
れ
た
有
ਔ
Ԧ
（
の
ち
の
源
有
ਔ
）
の
ݩ

の
儀
式
に
お

い
て
、
有
ਔ
Ԧ
の
参
院
の
際
の
前
ۧ
を
務
め
て
い
る
（『

Ԧ

ޚ
ݩ

部
類
記
』）。
有
ਔ
Ԧ
の

は
ี
ਔ

Ԧ
で
あ
る
が
、
ݩ

Ӭ
二
年
（
一
一
一

）
に
ௗ
Ӌ
ఱ
ߖ
に
ݦ
ਔ

Ԧ
（
後
の
ਸ
ಙ

ఱ
ߖ
）
が
出
生
す
る
ま
で
は
、
有
ਔ
Ԧ
は
ߖ
࢚
と
目
さ
れ
て
い

た
。
よ
っ
て
、ሩ
時
は

師
ق
同
様
に
ന
河
院
に
仕
え
、「
ߖ
࢚
」

有
ਔ
Ԧ
の
ଆ
ۙ
で
あ
っ
た
可
能
ੑ
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ี

ਔ

Ԧ
の

は
小
一
条
院
の
ଙ
に
あ
た
る
源
ج
子
で
あ
る
。
そ

し
て
有
ਔ
Ԧ
の

は
源
師

の
່
で
、
ሩ
時
室
（
師
ߝ

）
と

は
࢞
ຓ
で
あ
る
。

方
・

方
と
も
に
、
有
ਔ
Ԧ
と
ሩ
時
は
݂

ԑ
的
関

が
ೱ
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
の
ሩ
時
の
消
ଉ
を

伝
え
る
史
ྉ
は
な
く
、
し
か
も
極

は
「
ܐ
部
গ
ี
」（『
ଚ
൰

分
຺
』）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
࠷
後
に
そ
の
存
在
が
確
認
で
き

る
史
ྉ
）
2
（

と
考
え
併
せ
、
ਪ
ଌ
の
Ҭ
を
出
な
い
が
あ
ま
り
出
世
で

き
な
か
っ
た
か
、
も
し
く
は
ૣ
世
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
師
成
・
師
ق
・
ሩ
時
の
動

を
見
て
い
く

ừ
ܥ
ਤ
②
Ử
小
Ұ

Ӄ
ɾ
ઁ
ؔ
Ո
ؔ

ܥ
ਤ

源

ྙ
子

౻
原
ಓ
長

源

明
子

ڭ
௨

ଚ
ࢠ

源
師



子

খ
Ұ

Ӄ

三
条
ఱ
頼ߖ

宗
能
信

長
家

৴
Ո

䫞
子
内

Ԧ

པ
௨

師
通

師
実

ྷ
子


実



��

と
、

མ
後
の
小
一
条
家
は
ઁ
関
家
に
従
属
し
な
が
ら
も
、
ന
河
院

の
院
࢘
と
し
て
活
動
し
家
࢈
ҡ
持
に

め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
前
ड़
の
通
り
保
҆
ݩ
年
（
一
一
二
〇
）、
ന
河
院
の
ۙ

ਉ
と
し
て
活
動
し
た
師
ق
が
ࢮ
ڈ
し
、
ሩ
時
も
政
治
的
に
振
わ
な

か
っ
た
な
か
で
、
保
延
ݩ
年
（
一
一
三
五
）

Ԟ
क
に
ब
任
す
る
ま

で
師
ߝ
を
後
見
し
൳
ޢ
し
て
き
た
の
は
୭
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
ষ
で
は
、
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る

Ԟ
ࠃ
の
政
治
情

を
ؑ

み
つ
つ
、
師
ߝ
の
൳
ޢ
者
を
考

し
て
み
た
い
。

ம（
1
）
ݐ
長
五
年（
一
二
五
三
）十
月

一
日
付「
ۙ
Ӵ
家
所
ྖ
目

」（『
鎌

倉
Ҩ
文
』
第
十
ר
・
七
六
三
一
号
所
ऩ
）。

（
2
）
ࠜ

ඒ
ज़
館
所
ଂ
『
内
大
ਉ
殿
Վ
合
』
に
よ
れ
ば
ݩ、
Ӭ
二
年
（
一

一
一

）
七
月
十
三
日
に
内
大
ਉ
౻
原

通
の
ఛ

に
て
Վ
合
が
行

わ
れ
、「
ܐ
部
গ
ี
ሩ
時
」
が
ࠨ
方
の
Վ
人
と
し
て
参
加
し
て
い
る

様
子
が
見
ら
れ
る
（『
大
日
本
史
ྉ
』
第
三
編
）。

ୈ
ೋ
ষ

े
ೋ
ੈ
ل
ॳ
಄
ʹ
͓
͚
Δ

Ԟ
ࠃ
ࢧ
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ࠃ
ࢧ



治
ݩ
年
（
一
〇
八
七
）
後
三
年
合
ઓ
終
結
後
、

Ԟ
ࠃ
で
は
合

ઓ
に
উ
利
し
た
平
ઘ
౻
原
氏
が

頭
し
、
ࠃ
府
と
の
間
に
ۓ
ு
関


が
生
じ
た
。
実
際
、

治
六
年
（
一
〇

二
）
六
月
、
当
時

Ԟ
क

の
任
に
あ
っ
た
౻
原
ج
家
は
、
౻
原
ਗ਼
ߧ
に
合
ઓ
の
動
き
が
あ
る
こ

と
を
ே
ఊ
に
報
告
し
て
い
る
（『
中
ӈ
記
』
同
年
同
月
三
日
条
）。
後

三
年
合
ઓ
の
উ
者
で
あ
る
ਗ਼
ߧ
は
ண
ʑ
と

力
を
৳
ば
し
て
お
り
、

源
有
宗
の

Ԟ
क
在
任
時
（
Յ
保
二
年
（
一
〇

五
）
Ỗ
承
ಙ
二
年

（
一
〇

八
））
か
ら
は
、「
住
人
ਗ਼
ߧ
、
山
ઍ
ૐ
ڙ
立
、
保

七
ඦ

町

、
ੋ
従
有
宗
ே
ਉ
任
、
ᦒ
ҝ
立
࢝
、
ଖ
後
ࠃ
࢘
೭
時


田
数


」（『
中
ӈ
記
』
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
十
二
月
十
五
日
条
）
と

あ
り
、
比
ӥ
山
延
暦
ࣉ
に

Ԃ
と
し
て
د
ਐ
す
る
べ
く
、
ࠃ
ྖ
を
ԡ

ྖ
す
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
る
΄
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
当
֘

期
は
、
ே
ఊ
に
お
い
て

Ԟ
ࠃ
の
࠭
ۚ
ߩ
ೲ
が
問
題
ࢹ
さ
れ
て
お
り

（『
中
ӈ
記
』
承
ಙ
二
年
十
一
月
七
日
条
）、
お
そ
ら
く
そ
の
ཁ
Ҽ
は


Ԟ
ࠃ
府
と
平
ઘ
౻
原
氏
の
ۓ
ு
関

に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
1
（

。

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
ઁ
関
家
は
平
ઘ
౻
原
氏
と
の
関

を

ߏ
ங
し
て
い
っ
た
。
߁
和
五
年
（
一
一
〇
三
）

Ԟ
क
に
ब
任
し
た

ઁ
関
家
の

流
に
あ
た
る
頼
宗
流
出
身
の
౻
原
ج
頼
は
、「
ᅂ
弓
അ

好
ୋ
ݘ
」・「
達
武
ུ

౼
出
Ӌ
ৗ

ኂ
北
ࠃ
ڟ


ক
܉
એ
ࢫ
」（『
ଚ

൰
分
຺
』）
と
あ
り
、
ど
こ
ま
で
事
実
を
伝
え
て
い
る
の
か
定
か
で

は
な
い
も
の
の
武
的
ੑ
格
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
武
力
を
എ
ܠ
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ج
頼
は
平
ઘ
౻
原

氏
と
ྑ
好
な
関

を
ங
い
て
い
た
と
思
わ
れ
）
2
（

、
ਗ਼
ߧ
か
ら
直

ઁ
関

家

実
へ
അ
が
ݙ
上
さ
れ
て
い
る（『
殿
暦
』長
治
ݩ
年（
一
一
〇
四
）

七
月
十
六
日
条
）。


実
は
、
ج
頼
の
࢞
ຓ
全
子
が
生
ん
だ
உ
子
で
、
ج
頼
に
と
っ
て



��

は
ԛ
に
あ
た
る
。
お
じ
の
ج
頼
の
ࢧ
ԉ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、


実
が

Ԟ
ࠃ
に
お
い
て
ઁ
関
家
ྖ

Ԃ
（
高
Ҍ

・
本
吉

）
の

立

に
ண
手
し
た
の
も
こ
の
ࠒ
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
先
ड़
の

通
り
、

実
は
Ӭ
久
二
年
（
一
一
一
四
）


源
ྷ
子
の
ࢮ
ڈ
に
よ

り
冷
ઘ
宮
ྖ
を
相
続
し
て
お
り
、
そ
の
一
つ
で
あ
る

Ԟ
ࠃ

河


も
ઁ
関
家
ྖ

Ԃ
と
し
て
編
ೖ
し
て
い
る
。

ج
頼
以
後
の

Ԟ
क
を
見
て
み
る
と
、
Ӭ
久
ݩ
年
（
一
一
一
三
）

七
月
に
は
、
٦
以
ߝ
が

Ԟ
क
に
在
任
（

क
府
ক
܉
を
݉
任
）
し

て
い
る
の
が
見
え
る
（『
殿
暦
』
Ӭ
久
ݩ
年
七
月


日
条
）。
以
ߝ

の
ब
任
時
期
に
つ
い
て
は
、『
長
ळ
記
』
ఱ
Ӭ
二
年
（
一
一
一
一
）

十
二
月
二
日
条
に
「

Ԟ
क
ج
頼
作
大
原
野
内
外
宮
、
可
બ
任
明
年

武
ଂ
क
Ӡ
ʑ
」
と
あ
り
、
前
任
ج
頼
が
明
年
武
ଂ
क
に
ભ
任
す
る
こ

と
か
ら
ఱ
Ӭ
三
年
と
思
わ
れ
る
。
以
ߝ
は

実
の
ࣆ
所
別
当
を
務
め

（『
殿
暦
』
Յ
承
ݩ
年
（
一
一
〇
六
）
ਖ਼
月

日
条
）、
か
つ
そ
の
່

は

実
の
ఋ
家
政
に
Շ
い
で
お
り
（『
ଚ
൰
分
຺
』）、
ઁ
関
家
と
ۓ

ີ
な
関

に
あ
っ
た
。

Ԟ
क
在
任
中
、
以
ߝ
は
定
期
的
に
അ
を


実
に
ݙ
上
し
て
お
り
（『
殿
暦
』
Ӭ
久
ݩ
年

月
十
七
日
・
Ӭ
久
二

年

月
七
日
各
条
）、
平
ઘ
౻
原
氏
と
の
関

も
ྑ
好
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、
以
ߝ
は
Ӭ
久
三
年
（
一
一
一
五
）
在
任
中
に
ࢮ
ڈ

し
て
い
る
（『
殿
暦
』
同
年
十
二
月
十
一
日
・
十
二
日
各
条
）。

以
ߝ
の
後
任
は
౻
原
ج
信
で
、
Ӭ
久
四
年
（
一
一
一
六
）
ਖ਼
月


八
日
付
け
で
補
任
さ
れ
て
い
る
（『
大
間
成
文
ঞ
』）。
ج
信
は
ಓ
ོ

流
の
出
身
に
し
て
、

は
ന
河
院
の
ۙ
ਉ
で
「
一
院
೭
中
、
ҝ
別
当
、

執
行
ສ
事
」（『
中
ӈ
記
』
Յ
保
ݩ
年
（
一
〇

四
）
ਖ਼
月
十
日
条
）

と
さ
れ
た
師
信
で
、
ܑ
ఋ
の
ܦ

も

同
様
に
ന
河
院
の
別
当
を
務

め
て
い
る
（『
中
ӈ
記
』
Յ
保
二
年
（
一
〇

五
）
十
二
月

四
日
条
）。

ま
た
ج
信
の

は
師
通
家
の
女

（
౻
原
ྑ
ߝ
の
່
）
で
、
ج
信
の

່
は

通
室
で
あ
る
（『
ଚ
൰
分
຺
』）。

Ԟ
क
と
し
て
の
ج
信
の

事

を
伝
え
る
史
ྉ
は

見
の
限
り
見
当
た
ら
ず
不
明
で
あ
る
が
、

そ
の
後
大
治
ݩ
年
（
一
一
二
六
）
に

Ԟ
क
に
ब
任
し
た
౻
原
ྑ
݉
、

大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
段
階
で
前

Ԟ
क
で
あ
っ
た
源
家
ढ़
の
任

期
を
考
慮
す
れ
ば
、お
そ
ら
く
ج
信
は
Ӭ
久
四
年
か
ら
保
҆
ݩ
年（
一

一
二
〇
）
ま
で
務
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ج
信
の

Ԟ
क
在
任
時

に
お
け
る
ઁ
関
家
と
平
ઘ
౻
原
氏
と
の
関

に
つ
い
て
は
、
前
任
以

ߝ
の
時
同
様
に
ਗ਼
ߧ
か
ら

実
へ
അ
が
ଃ
ら
れ
て
い
る
（『
殿
暦
』

ݩ
Ӭ
ݩ
年
（
一
一
一
八
）
十
二
月
十
二
日
条
）
よ
う
に
、
྆
者
の
関


は
ྑ
好
に
保
た
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
ج
信
の
代
に
お
い
て
、
౻
原
実
宗
・
౻
原
ج
頼
・
٦
以
ߝ

と
続
い
た

क
府
ক
܉
の
݉
任
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
平

ઘ
౻
原
氏
と

Ԟ
ࠃ
府
の
ۓ
ு
関

が
؇
和
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
ج
頼
以
߱
に

Ԟ
क
を
務
め
た
以
ߝ
・
ج
信
に

つ
い
て
見
て
き
た
が
、
ઁ
関
家
と
の
関

で

Ԟ
क
に
ब
任
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
は
ઁ
関
家
が

Ԟ
ࠃ
の
知
行
ࠃ
主
で
あ
っ



��

た
可
能
ੑ
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
平
ઘ
౻

原
氏
と

Ԟ
ࠃ
府
の
ྑ
好
な
関

は
、
知
行
ࠃ
主
で
あ
る
ઁ
関
家
の

も
と
で
保
ূ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ம（
1
）
平
ઘ
౻
原
氏
は
、
߁
和
年
間
ࠒ
（
一
〇


Ỗ
一
一
〇
四
）
に
本

ڌ

（
平
ઘ
）
を
Ҡ
転
し
た
と
思
わ
れ
、
༄
೭
ޚ
所
Ҩ

の
発
۷
ௐ

査
に
よ
れ
ば
、
ਗ਼
ߧ
の
時
代
に

ޚ
ੑ
の
高
い
ງ
が
८
ら
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
平
ઘ
౻
原
氏
に
よ
る

Ԟ
ࠃ
府
へ
の
対
߅
意
識
が

Ӑ
え
よ
う
。

（
2
）
遠
౻

「
出
Ӌ
ࠃ

島
ঙ
─
中
世
成
立
期
の
出
Ӌ
ࠃ
府
܊
・
༝
利


Ҭ
史
の
࠶
ݕ
౼
の
た
め
に
─
」（『
ळ
大
史
学
』
第
三
二
号
、
一


八
五
年
）。

ୈ
ೋ
અ

ന
Տ
Ӄ
ओ
ಋ
ʹ
Α
Δ

Ԟ
ࠃ
ࢧ


前
અ
で
ड़
べ
て
き
た
よ
う
に
、

Ԟ
ࠃ
の
知
行
ࠃ
主
と
し
て
平
ઘ

౻
原
氏
と
ྑ
好
な
関

を
ங
き
つ
つ
҆
定
し
た
ࢧ

に

め
た
ઁ
関

家
で
あ
る
が
、
保
҆
ݩ
年
（
一
一
二
〇
）
十
一
月
、
ന
河
院
は
関
ന


実
の
内
ཡ
を
ఀ
止
し
た
。
こ
の

実
の
内
ཡ
ఀ
止
は
、
ઁ
関
家
に

よ
る

Ԟ
ࠃ
の
知
行
に
も
Ө
ڹ
を
༩
え
た
と
思
わ
れ
る
。

౻
原
ج
信
の
後
任
と
し
て

Ԟ
क
に
ब
任
し
た
の
は
、
源
家
ढ़
で

あ
る
。
家
ढ़
は
、

ޣ
源
氏
の
出
身
で
、

は
ന
河
院
の
別
当
も
務

め
た
家
ݡ
で
あ
る
（『
中
ӈ
記
』

治
二
年
（
一
〇
八
八
）
ਖ਼
月
十


日
条
）。
家
ढ़
の

Ԟ
क
ब
任
に
つ
い
て
は
、『
中
ӈ
記
』
大
治
二

年
（
一
一
二
七
）
十
月
二
十
六
日
条
の
ॾ
社
ไ
ฎ
の
記
事
の
な
か
に

「
前

Ԟ
क
源
ே
ਉ
家
ढ़
」
の
名
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
家
ढ़
の

在
任
期
間
は
、前
ड़
の
౻
原
ج
信
の
在
任
を
Ӭ
久
四
年
（
一
一
一
六
）

か
ら
保
҆
ݩ
年
（
一
一
二
〇
）
ま
で
と
ਪ

し
た
場
合
、
後
ड़
す
る

౻
原
ྑ
݉
の
補
任
が
大
治
ݩ
年
（
一
一
二
六
）
二
月
二
十
四
日
（『
二

中
歴
』）
で
あ
る
た
め
、保
҆
二
年
（
一
一
二
一
）
か
ら
ఱ
治
二
年
（
一

一
二
五
）
ま
で
と
思
わ
れ
る
。


Ԟ
क
と
し
て
の
家
ढ़
の
活
動
が
確
認
で
き
る
史
ྉ
は
見
当
た
ら

な
い
が
、
Ӭ
久
四
年
に
行
わ
れ
た
ന
河
院
主
催
の
院
北
面
Վ
合
に
Վ

人
と
し
て
参
仕
し
（『
院
北
面
和
Վ
合
』）、
ݩ
Ӭ
ݩ
年
（
一
一
一
八
）

に
は
ҏ
լ
क
と
の
݉
任
で
լ
ໜ
ࡈ
院
（
ന
河
院
ߖ
女

子
内

Ԧ
）

の
長

を
務
め
る
な
ど
（『
中
ӈ
記
』
同
年
八
月


日
条
΄
か
）、


家
ݡ
同
様
に
ന
河
院
の
ଆ
ۙ
と
し
て
活
動
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
家
ढ़
は

Ԟ
क
に
ब
任
す
る
前
年
の
保
҆
ݩ
年
（
一

一
二
〇
）
三
月
、
ҏ
լ
क
在
任
中
に
ڵ

ࣉ
中
ಊ
小
子

の

Ӧ
に

ܞ
わ
っ
て
お
り
（『
中
ӈ
記
』
同
年
同
月
二
日
条
）、
ҏ
լ
क
か
ら


Ԟ
क
へ
の
ભ
任
は
お
そ
ら
く
こ
の
成
ޭ
が
認
め
ら
れ
て
の
も
の
と
思

わ
れ
る
。

家
ढ़
の
後
の
大
治
ݩ
年
（
一
一
二
六
）
二
月
、

Ԟ
क
に
ब
任
し

た
の
は
౻
原
ྑ
݉
で
あ
る
。
ྑ
݉
は
ಓ
ོ
流
の
出
身
で
、

は
ོ
宗

で

実
の

師
通
の
家
࢘
で
あ
っ
た
が
（『
ઁ
関
ৃ
એ
下
類
ᡉ
』）、



��

師
通
は
߁
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
に
卒
ڈ
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
ࢮ

後
は

実
に
仕
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ོ
宗
の
ܦ
歴
を
ؑ
み
て
、

ྑ
݉
も
ま
た

同
様
に

実
に
出
仕
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
1
（

。

ま
た
ྑ
݉
の
࢞
ຓ
に
は
、
ന
河
院
の
信
任
ް
い
ۙ
ਉ
౻
原
家
保
の
室

ོ
子
（
ਸ
ಙ
ఱ
ߖ
ೕ

）
が
お
り
、
こ
う
し
た
ҽ
ੰ
関

も
ྑ
݉
の

政
治
的

Ґ
の
確
立
に
Ө
ڹ
を
༩
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

Ԟ
क
ब

任
以
前
の
ྑ
݉
は
、
߁
和
ݩ
年
（
一
〇


）

月
、
ٚ
Ԃ
ౝ
の


Ӧ
の
ޭ
に
よ
り
和
ઘ
क
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（『
本
ே
世

紀
』
同
年
同
月
十
七
日
条
）、
Ԟ
क
ब
任
も
何
ら
か
の
成
ޭ
に
よ
っ

て
実
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ྑ
݉
の
在
任
中
の
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
十
二
月
、
本
અ

頭

で
৮
れ
た

Ԟ
ࠃ
に
お
け
る
ࠃ
ྖ
ԡ
ྖ
を
め
͙
る
ฆ
૪
が
発
生
し
た
。

ԡ
ྖ
し
た
ࠃ
ྖ
を
ਗ਼
ߧ
が
比
ӥ
山
延
暦
ࣉ
ྖ
と
し
て
د
ਐ
し
た
た
め

に
、
ྑ
݉
は
「
新
立
ঙ
」
と
し
て
「
制
止
」
し
、
そ
れ
に

発
し
た

日
吉
社
使
と
の
間
で
ฆ
૪
が
発
生
し
た
。
そ
の
ฆ
૪
の
際
、
ྑ
݉
に

よ
っ
て
「
宮
主
๏
師
二
人
」
の
う
ち
一
人
が
ࡴ

、
一
人
が
負
ই
し

た
た
め
、
日
吉
社
が
ૌ
え
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
吉
社
の
ૌ

え
に
対
し
、
ே
ఊ
は
新
た
に
立
て
ら
れ
た

Ԃ
で
あ
る
か
ら
ఀ
止
す

る
べ
き
と
言
い
つ
つ
も
、
ં
し
も
大
ࣻ
が
発
ྩ
中
で
あ
る
た
め
そ
の

対

と
な
る
か
ど
う
か
ٞ
論
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
ܦ
ա
も
不
明
で

あ
る
こ
と
か
ら
有

ແ

の
う
ち
に
終
わ
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
延

暦
ࣉ
の
権
Җ
を
ጨ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
一
連
の
事
件
の
な
か
で
注
目
す
る
べ
き
は
、
源
有
宗
以
来


ա
し
て
き
た
ਗ਼
ߧ
の
ࠃ
ྖ
ԡ
ྖ
に
対
し
、

Ԟ
क
が
初
め
て
政
治
的


ѹ
を
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
౻
原
ج
頼
以
来
、
ઁ
関
家
と
平
ઘ
౻

原
氏
の
ྑ
好
な
関

の
も
と
で

Ԟ
ࠃ
の
ࠃ
務
は
運
Ӧ
さ
れ
て
き
た

が
、
関
ന

実
の
内
ཡ
ఀ
止
に
よ
っ
て
ઁ
関
家
の

Ԟ
ࠃ
知
行
が
困

難
に
な
り
、
ന
河
院
主
ಋ
の
も
と
で

Ԟ
ࠃ
ࢧ

の
࠶
編
を
図
ろ
う

と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
2
（

。

ம（
1
）『
殿
暦
』
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）

月

五
日
条
に
よ
る
と
、

߁
和
ݩ
年
（
一
〇


）

月
に
和
ઘ
क
に
任
じ
ら
れ
た
ྑ
݉
が
任

ࠃ
に
下

す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
ᰫ
と
し
て

実
が
അ
一

を
ଃ
っ

て
お
り
、
ઁ
関
家
に
ۙ
し
い
関

で
あ
っ
た
こ
と
が
Ӑ
え
る
。

（
2
）
大
治
ݩ
年
（
一
一
二
六
）
十
二
月
、
大
ೲ
言
౻
原
ܦ
実
の

Ԟ
出

Ӌ
҈

使
の
職
を
止
め
、
権
中
ೲ
言
౻
原
ݦ
ོ
が
҈

使
を
݉
任
す

る
に
ࢸ
っ
た
（『
公
ڢ
補
任
』）。
ݦ
ོ
は
ന
河
院
の

ਉ
で
あ
り
、


実
の
内
ཡ
ఀ
止
後
権

を
振
っ
た
こ
と
は
प
知
の
通
り
で
あ
る
が
、

当
֘
期
の
҈

使
は
大
ೲ
言
の
݉
任
で
あ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、

通
例
を
ແ
ࢹ
し
て
権
中
ೲ
言
の
ݦ
ོ
に
݉
任
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
ന

河
院
主
ಋ
に
よ
る

Ԟ
ࠃ
ࢧ

の
積
極
ੑ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ୈ
ࡾ
ষ


Ԟ
ࠃ
ࢧ

ͷ
స


ୈ
Ұ
અ

ؔ
ന

࣮
ͷ

ք
෮
ؼ
と
ݯ
৴
խ
ͷ

Ԟ
क
ब


ྑ
݉
の
後
任
と
し
て

Ԟ
क
に
ब
任
し
た
の
は
、
村
上
源
氏
出
身



��

の
源
信
խ
（
初
名
家
定
）
で
あ
る
。
村
上
源
氏
は
信
խ
の


師


以
来
、
ઁ
関
家
と
ҽ
ੰ
関

を
ங
い
て
お
り
、
信
խ
の
່
も

実
の

子
頼
長
の
室
と
な
り
師
長
を
生
ん
で
い
る
。
ま
た
信
խ
の
࢞
ຓ
に
は
、

ന
河
ఱ
ߖ
中
宮
で
ງ
河
ఱ
ߖ
を
生
ん
だ
౻
原
ݡ
子
（
౻
原
師
実
・
源

ྷ
子
ཆ
女
）、
ന
河
院
に
Շ
͗
ਔ
和
ࣉ
ޚ
室
֮
๏
๏

Ԧ
を
生
ん
だ

源
師
子
（
の
ち
に

実
に
Շ
͗

உ

通
を
生
む
）
が
お
り
、
ന
河

院
と
も
ີ

な
関

に
あ
っ
た
。
信
խ
は

実
の
家
࢘
と
し
て
活
動

し
て
お
り
、
そ
の
様
子
は

実
の
日
記
『
殿
暦
』
に
ࢄ
見
さ
れ
る
。

こ
の
信
խ
の
任

時
期
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
）
1
（

に
お
い
て
は
、

『
本
ே
続
文
ਮ
』
ר
六
所
ऩ
の
保
延
ݩ
年
（
一
一
三
五
）
六
月
日
付

の
౻
原
敦
光

状
の
な
か
の
「
京

人
݉
任

Ԟ
क
例
」
と
し
て
ڍ

͛
ら
れ
て
い
る
「
源
信
խ　
　

大
治
三
年
ਖ਼
月
任
同
क
、
݉
ߖ

宮

྄
」
を
ࠜ
ڌ
に
、
大
治
三
年
（
一
一
二
八
）
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
大
治
三
年
任

後
の
信
խ
の
事

を


す
る
と
、『
長
ळ
記
』

ఱ
承
ݩ
年
（
一
一
三
一
）
ਖ਼
月

二
日
条
に
「
家
定
ே
ਉ
任

Ԟ
क
、

別
ޭ
一

」
と
見
え
、
ఱ
承
ݩ
年
に

Ԟ
क
に
ब
任
し
た
と
い
う
記

ड़
が
あ
る
。
ま
た
大
治
三
年
か
ら
ఱ
承
ݩ
年
の
間
に
は
、
信
խ
の
ԛ

の
ݦ
ढ़
（
խ
ढ़
の
子
）
の

Ԟ
क
在
任
が
見
え
る
（『
中
ӈ
記
』
大

治
四
年
（
一
一
二

）
ਖ਼
月
六
日
条
）。
よ
っ
て
、
大
治
三
年
に
信

խ
が

Ԟ
क
に
ब
任
し
、
同
四
年
に
ݦ
ढ़
に
ସ
わ
り
、
ఱ
承
ݩ
年
に

信
խ
が
࠶
任
し
た
と
い
う
不
自
વ
な
ղ
ऍ
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、

ݦ
ढ़
の

Ԟ
क
在
任
を
示
す
記
事
を
確
認
す
る
と
、「
源
ݦ
ढ़ợ
（
Ԟ


ἂ
）
ࠃ
Ụ」
と
見
え
֮
ଋ
な
く
、
し
か
も
そ
の
後
の
記
事
の
な
か

で
「
上
野
ݦ
ढ़
ợ
任
中
Ụ」（『
中
ӈ
記
』
大
治
四
年
ਖ਼
月

四
日
条
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
者
の
記
事
の
「

ࠃ
」
は
「
上
野
ࠃ
」
の
ޡ

り
の
可
能
ੑ
が
高
い
。

以
上
の
考

か
ら
、
信
խ
が

Ԟ
क
に
ब
任
し
た
の
は
ఱ
承
ݩ
年

で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
信
խ
の
ब
任
時
期
が
大
治
三
年
と
考
え

ら
れ
て
き
た
た
め
に
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
前
任
の
ྑ
݉
は
任
期


ば
で
ղ
任
さ
れ
た
と
ղ
ऍ
さ
れ
て
き
た
が
）
2
（

、
お
そ
ら
く
ྑ
݉
は
大

治
ݩ
年
（
一
一
二
六
）
か
ら
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
ま
で
在
任
し

任
期
を
全
う
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ࠃ
क
に
よ
る
新
立

Ԃ
の
制
止
は
、

他
ࠃ
で
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
）
�
（

、
制
ࡋ
行
ҝ
そ
の
も
の
は
ॲ

分
の
対

に
は
な
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
何
ނ
こ
の
段
階
に
お
い
て
、

実
の
ଆ
ۙ
で
あ
る
信
խ

が

Ԟ
क
に
任
じ
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
എ
ܠ
を
୳
っ
て
み
た
い
。

信
խ
が

Ԟ
क
に
ब
任
す
る
二
年
前
の
大
治
四
年
七
月
、
ന
河
院

が
่
ޚ
し
た
。
ま
た
、
保
҆
ݩ
年
（
一
一
二
〇
）
以
来
内
ཡ
を
ఀ
止

さ
れ
て
い
た

実
が
、
大
治
四
年
の
ௗ
Ӌ
院
政
の
開
࢝
と
同
時
に
関

ന
に
ฦ
り
咲
き
、
長
承
ݩ
年
（
一
一
三
二
）
ਖ਼
月
に
は
࠶
び
内
ཡ
の

એ
ࢫ
を
受
け
た
。

以
上
を
ؑ
み
る
な
ら
ば
、
信
խ
の

Ԟ
क
ब
任
は
、
政
界
に
෮
帰

し
た

実
の
ਪ
ڍ
に
よ
る
も
の
で
、
ௗ
Ӌ
院
の
意

の
も
と
で

実

が
࠶
び
知
行
ࠃ
主
と
し
て

Ԟ
ࠃ
の
知
行
に

り
出
し
た
こ
と
を
意
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ຯ
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
平
ઘ
౻
原
氏
ଆ
で
も
大
き
な
動
き
が
あ
り
、
大
治

三
年
（
一
一
二
八
）
七
月
十
三
日
、
ਗ਼
ߧ
が
ࢮ
ڈ
し
た
（『
中
ӈ
記

目

』
同
年
同
月


日
条
）。
ཌ
大
治
四
年
八
月
、
ਗ਼
ߧ
の
子
で

あ
る
ج
ߧ
・
Ҙ
ৗ
が
合
ઓ
し
、
京
都
へ
の
ߩ
ೲ
が

る
と
い
う
事
態

が
発
生
し
た
（『
長
ळ
記
』
同
年
同
月

一
日
条
）。
྆
者
に
よ
る
内

ฆ
は
ཌ
年
ま
で
続
き
、
ఋ
ج
ߧ
が
ܑ
Ҙ
ৗ
を
౼
ち
果
た
し
た
こ
と
で

終
ଉ
し
て
い
る
（『
長
ळ
記
』
大
治
五
年
六
月
八
日
条
）。

こ
の
内
ฆ
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
、
上
བ
し
て
ݕ
ඇ
ҧ
使
源
義

成
に
࠶
Շ
し
た
「
ਗ਼
ߧ
妻
」
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
、
ਗ਼
ߧ
妻

は
「
ଖ
後
所
ʑ

従
、
๋

ๅ
、
ݕ
ඇ
ҧ
使
別
当
引
力

ਙ
、
所
ඃ


ߩ
物
手
自
ඃ
持
参
院
ޚ
前
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ਗ਼
ߧ
妻
は
方
ʑ
に


ๅ
を
ଃ
り
、
特
に
夫
義
成
の
上
࢘
で
あ
る
ݕ
ඇ
ҧ
使
別
当
౻
原
実

行
に
よ
る
ڧ
い
引
き
立
て
に
よ
り
、
手
ͮ
か
ら
ߩ
物
を
ௗ
Ӌ
院
に
ݙ

上
し
た
。

こ
の
記
事
に
つ
い
て
ৄ
し
く
考

さ
れ
た
川
島
ໜ
裕
氏
は
、
当
史

ྉ
に
出
て
く
る
ਗ਼
ߧ
の
後
家
は
、
ৗ

大
ᎈ
氏
出
身
の
ਗ਼
ߧ
ਖ਼
室
で

あ
る
と
し
、
ج
ߧ
を
ࢧ
持
す
る
よ
う
ௗ
Ӌ
院
に
ಇ
き
か
け
た
も
の
と

ղ
ऍ
し
て
い
る
）
�
（

。
し
か
し
ج
ߧ
は
こ
の
内
ฆ
の
উ
者
で
、
も
し
ௗ
Ӌ

院
に
ಇ
き
か
け
る
な
ら
ば
直

実
行
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
Ώ
え
に
、

こ
の
ਗ਼
ߧ
の
後
家
は
Ҙ
ৗ
の

と
考
え
ら
れ
、
平
ઘ
౻
原
氏
の
当
主

が
ج
ߧ
に
代
ସ
わ
り
し
て
以
߱
の
ځ
状
を
ௗ
Ӌ
院
に
ૌ
え
出
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

か
く
し
て
、
ఱ
承
ݩ
年
ਖ਼
月
、
信
խ
は

Ԟ
क
に
任
じ
ら
れ
た
。

同
年
八
月
に
は
従
四
Ґ
上
に
ঀ
せ
ら
れ
、
現

に
赴
任
し
た
（『
長

ळ
記
』
ٴ
び
『
時
信
記
』
同
年
同
月

日
条
）。
任

か
ら
赴
任
ま

で
そ
れ
΄
ど
間
が
な
い
こ
と
か
ら
、
信
խ
の
赴
任
は
任

当
初
か
ら

決
ま
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
目
的
は
お
そ
ら
く
ਗ਼
ߧ
か

ら
ج
ߧ
へ
代
ସ
わ
り
し
た
後
の

Ԟ
ࠃ
の
政
情
確
認
、
そ
し
て

Ԟ

ࠃ
に
お
け
る
ઁ
関
家
ྖ

Ԃ
の
ҡ
持

ཧ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
信
խ
は
、
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
三
月
の
除
目
で
ߖ


宮
྄
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
（『
中
ӈ
記
』
同
年
同
月
十

日
条
）、
こ

の
ࠒ
ま
で
に
は
帰
京
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
݉
任
で

Ԟ
क

に
は
継
続
し
て
在
任
し
て
い
た
。
継
続
し
て
在
任
す
る
ཧ
༝
に
は
、

お
そ
ら
く

Ԟ
ࠃ
内
に
お
け
る
ج
ߧ
と
ࠃ
府
の
᫁

が
継
続
し
て
存

在
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、ཌ
保
延
ݩ
年
（
一
一
三
五
）

五
月
、
信
խ
は
在
任
の
ま
ま
卒
ڈ
し
た
（『
中
ӈ
記
』
同
年
同
月
十

五
日
条
）。

ம（
1
）
大
௩
ಙ
郎
『
み
ち
の
く
の
古
代
史

都
人
と
現

人
』（

ਫ
書

、

一

八
四
年
）
な
ど
。

（
2
）
遠
౻
ج
郎「
平
ઘ
౻
原
氏
と

Ԟ
ࠃ
࢘
─
ਗ਼
ߧ
・
ج
ߧ
ま
で
─
」（
ೖ

間
田
એ
夫
編
『
東
北
中
世
史
の
研
究

上
ר
』
高
ࢤ
書
院
、
二
〇
〇
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五
年
）。

（
�
）『
中
ӈ
記
』
ݩ
Ӭ
二
年
（
一
一
一

）
五
月
二
日
条
に
よ
れ
ば
、

当
時
ҏ
լ
क
の
源
家
ढ़
の
ૌ
え
に
よ
り
、
ҏ
լ
ࠃ
内
に
あ
る
新
立
の

य़
日
社
ྖ

Ԃ
を
ఀ
ഇ
す
る
એ
ࢫ
が
下
さ
れ
て
い
る
。

（
�
）
川
島
ໜ
裕
「
౻
原
ਗ਼
ߧ
の
妻
た
ち
」（
ೖ
間
田
એ
夫
・
本
澤
慎
ี

編
『
平
ઘ
の
世
界
』
高
ࢤ
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）。

ୈ
ೋ
અ

౻
ݪ
ࢣ
ߝ
ͷ

Ԟ
क
ब


保
延
ݩ
年
（
一
一
三
五
）
五
月
の
源
信
խ
の
ࢮ
ڈ
に

い
、
六
月

に
は
後
任
の

Ԟ
क
の
人
બ
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
）
1
（

。
そ
の
な
か

で
、
当
時
式
部
大
ี
の
任
に
あ
っ
た
౻
原
敦
光
が

Ԟ
क
の
݉
任
を

所

し
て
い
る
が
（『
本
ே
続
文
ਮ
』
所
ऩ
・
保
延
ݩ
年
六
月
日
付

౻
原
敦
光

状
）、
そ
の
ر

は
叶
わ
ず
、
新
た
に
任
じ
ら
れ
た
の

は
小
一
条
家
出
身
の
౻
原
師
ߝ
で
あ
る
。
師
ߝ
の
出
自
で
あ
る
小
一

条
家
に
つ
い
て
は
、
第
一
ষ
で
ड़
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
何
ނ

こ
の
段
階
に
ࢸ
っ
て
師
ߝ
が

Ԟ
क
に
任
じ
ら
れ
る
に
ࢸ
っ
た
の
か
、

次
に
掲
͛
る
史
ྉ
を
も
と
に
そ
の
എ
ܠ
を
考
え
て
み
た
い
。

庁
એ

岩

܊
࢘
政
光

　
　

可
ૣ
ࡖ
四
ࢸ
打
㦷
示
ࠨ
大
ਉ
家
ޚ
ྖ
事

ӈ
以
岩

一
܊
ҝ
ࠨ
大
ਉ
家
ޚ
ྖ
、
史
生
・

使
・
ࠃ
使
相
共
、

ࡖ
四
ࢸ
打
㦷
示
、
一
܊
併
以
可
ไ
立
݊
೭
状
、
所
એ
如
件
、

以
એ
、

　
　
　
　

保
延
四
年
十
月

六
日

大
介

क
ক
܉
݉
ԡ
ྖ
使
౻
原
ே
ਉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ợ
在
ޚ

Ụ

当
史
ྉ
は
、『
平
҆
Ҩ
文
』
第
二
三

五
号
に
所
ऩ
さ
れ
て
い
る


Ԟ
ࠃ
࢘
庁
એ
案
（『
上
遠
野
文
書
』）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

保
延
四
年
（
一
一
三
八
）
十
月
に

Ԟ
ࠃ
岩

܊
を
ࠨ
大
ਉ
ྖ
と
し

て
立
݊
す
る
と
あ
り
、
立
݊
の
主
ମ
で
あ
る
「
大
介

क
ক
܉
݉
ԡ

ྖ
使
౻
原
ே
ਉ
」
は
時
期
か
ら
し
て
師
ߝ
そ
の
人
で
あ
る
。
ま
た
当

時
の
ࠨ
大
ਉ
は
第
一
ষ
第
二
અ
で
৮
れ
た
有
ਔ
Ԧ
で
ݩ、
Ӭ
二
年（
一

一
一

）
ਉ
੶
߱
下
し
て
源
有
ਔ
と
な
り
、保
延
二
年
（
一
一
三
六
）

に
ࠨ
大
ਉ
に
な
っ
た
。
ま
た
前
ষ
で
৮
れ
た
よ
う
に
有
ਔ
の

と
師

ߝ
の

は
と
も
に
源
師

の
່
で
、
྆
人
は
従
ܑ
ఋ
同
士
の
間
ฑ
に

あ
っ
た
。

以
上
か
ら
ਪ
ଌ
す
る
に
、
お
そ
ら
く
保
延
ݩ
年
六
月
以
߱
、

Ԟ

ࠃ
の
知
行
ࠃ
主
は
源
有
ਔ
で
、
師
ߝ
は
有
ਔ
の
ਪ
ڍ
に
よ
っ
て

Ԟ

क
に
任
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
ࠨ
大
ਉ
ྖ
の
立
݊
は

知
行
ࠃ
主
で
あ
る
有
ਔ
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

さ
ら
に
当
史
ྉ
で
注
目
す
る
べ
き
は
、
こ
の
立
݊
は
د
ਐ
と
い
う

形
式
を
取
ら
ず
、

Ԟ
ࠃ
府
の

人
が
現

に
や
っ
て
来
て
直

㦷
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示
を
打
つ
と
い
う
ڧ
ߗ
手
段
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
在

を

ѹ
す
る
行
ҝ
で
あ
り
、
そ
れ

は

頭
で
掲
͛
た
『
古
事
談
』
の
ҳ
話
に
表

さ
れ
て
い
る
。


Ԟ
क
に
ब
任
し
現

に
下

し
た
師
ߝ
は
、「
ج
ߧ
ԡ
ྖ
一
ࠃ
、

如
ແ
ࠃ
Җ
。
န

事
༝
。
下
એ
ࢫ
、ٖ
ݕ
注
ࠃ
中
公
田
」（『
古
事
談
』）

と
あ
る
よ
う
に
、

Ԟ
ࠃ
一
ࠃ
に
ٴ
Ϳ
΄
ど
の
ج
ߧ
の
ࠃ
ྖ
ԡ
ྖ
を

目
の
当
た
り
に
し
た
師
ߝ
は
、
ே
ఊ
に
報
告
し
એ
ࢫ
を
ಘ
て
ࠃ
中
の

公
田
の
ݕ
注
に
ண
手
し
た
。「

܊
」（
信
夫
܊
））

2
（

は「
ج
ߧ
ଂ
ς
先
ʑ

不
ೖ
ࠃ
使
」
と
あ
り
、
ج
ߧ
の
ྖ
有

で
以
前
は
ࠃ
使
（
ݕ
注
使
）

は
立
ち
ೖ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
એ
ࢫ
を
掲
͛
て
ݕ
注
に

ೖ
っ
た
と
こ
ろ
、
ج
ߧ
は
「
件
܊
ノ

頭
ݘ
ノ
ঙ
࢘
ق
य़
」
と
同
৺

し
て
「
ቮ
์

ٴ
合
ઓ
」
と
い
う
。

ج
ߧ
に
よ
る
ࠃ
ྖ
の
ԡ
ྖ
は
、
お
そ
ら
く
前
任
の
源
信
խ
の
時
か

ら
ط
に
ى
き
て
い
た
と
思
わ
れ
、
信
խ
が
現

に
赴
任
し
た
の
も
そ

の
対
応
が
目
的
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
信
խ
の

時
に
は

Ԟ
ࠃ
内
の
公
田
ݕ
注
を
実
施
し
た
形

は
な
く
、
ਗ਼
ߧ
以

来
の
平
ઘ
౻
原
氏
と
ઁ
関
家
と
の
関

を
通
じ
て
ղ
決
を
図
ろ
う
と

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
信
խ
の
ࢮ
後
も
な
お
ج
ߧ
の
ࠃ
ྖ
ԡ
ྖ
は

続
き
）
�
（

、
師
ߝ
の
代
に
な
っ
て
初
め
て
公
田
ݕ
注
と
い
う
実
ޮ
ࢧ

に

౿
み
切
り
ج
ߧ
を

ѹ
し
た
と
思
わ
れ
る
。

当
વ
ج
ߧ
の
ڧ
い

߅
も

定
で
き
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
、
師

ߝ
は
٦
以
ߝ
以
来
の

क
府
ক
܉
を
݉
任
し
て
お
り（『
ଚ
൰
分
຺
』）、

場
合
に
よ
っ
て
は
武
力
行
使
に
ٴ
Ϳ
こ
と
も
念
頭
に
ೖ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
段
階
に
お
け
る

Ԟ
ࠃ
ࢧ


は
、
師
ߝ
の

Ԟ
क
ब
任
以
前
に
ج
ߧ
へ
の

ѹ
ࡦ
が
ج
本
方

と

し
て
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
し
た
方

の
な
か
で

Ԟ
क
に
બ
任
さ
れ
た
の
が
、
師
ߝ
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
師
ߝ
は
、
先
ड़
の
通
り
か
つ
て

Ԟ
ࠃ
に
利
権

を
有
し
た
小
一
条
家
の
出
身
で
、
武
அ
的
ੑ
格
を
有
し
た
一

で
も

あ
る
）
�
（

。『
古
事
談
』
の
説
話
の
後

で
、
師
ߝ
は
公
田
ݕ
注
に

߅

し
た
ق
य़
と
そ
の
関

者
を
ॲ
ܐ
し
て
お
り
、
そ
の
ੑ
格
の
一

を

Ӑ
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
第
二
ষ
第
二
અ
の
末
ඌ
に
て
、
保
҆
ݩ
年
（
一
一
二
〇
）



師
ق
が
ࢮ
ڈ
し
、

ሩ
時
は
政
治
的
に
振
わ
な
い
状
況
の
な
か
で
、


Ԟ
क
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
師
ߝ
を
൳
ޢ
し
た
の
は
୭
だ
っ
た
の
か

ٙ
問
を
ఄ
し
た
。

Ԟ
क
任

以
前
の
師
ߝ
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
史

ྉ
が
な
い
た
め
、
ਪ
ଌ
の
Ҭ
を
出
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は

方
の
実

家
で
あ
る
村
上
源
氏
で
あ
ろ
う
。
ແ
論
こ
の
時
期
に
は

方
の



師

は
ط
に
ࢮ
ڈ
（
Ӭ
久
二
年
（
一
一
一
四
）

月
二
十
五
日
）
し

て
い
る
た
め
考
え
ら
れ
な
い
が
、
師

の
ԛ
で
ௗ
Ӌ
院
の
別
当
を
務

め
た
師
時
の
可
能
ੑ
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
師
時
は
師

の

ܑ
ढ़

の
子
で
は
あ
る
が
、
妻
は
師

の
່
で
あ
り
、
師

に
と
っ

て
は
ԛ
で
あ
り
な
が
ら
່

で
も
あ
っ
た
。
そ
の
上
師
時
の

は
源
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ج
平
の
່
で
、
源
有
ਔ
の


で
あ
る
源
ج
子
の
࢞
ຓ
で
、
有
ਔ
の


ี
ਔ

Ԧ
と
師
時
は
従
ܑ
ఋ
の
関

に
あ
た
る
。

ҽ
ੰ
関

の
み
な
ら
ず
、
村
上
源
氏
は
代
ʑ

Ԟ
出
Ӌ
҈

使
を

務
め
て
お
り
、
師

（
長
久
四
年
（
一
〇
四
三
）
任
）・
ढ़

（
Ӭ

保
ݩ
年
（
一
〇
八
一
）
任
）・
師

（
߁
和
ݩ
年
（
一
〇


）
任
）

が
歴
任
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

Ԟ
ࠃ
に
関
わ
る
情
報
は
集
積

可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
）
�
（

、
当
֘
期
の

Ԟ
ࠃ
ࢧ

に
つ
い
て
も

ख़
知
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
प
ล

ڥ
が
、
師
ߝ
の
政
治
的

Ґ
を
上
ঢ
さ
せ
た
と

考
え
ら
れ
）
�
（

、
師
ߝ
は
߁
治
二
年
（
一
一
四
三
）
三
月
ま
で

Ԟ
क
を

務
め
た
（『
本
ே
世
紀
』
同
年
四
月
一
日
条
）。
保
延
ݩ
年
（
一
一
三

五
）
の
ब
任
以
来
、
約
八
年
間
務
め
た
こ
と
に
な
る
が
、
お
そ
ら
く

重
任
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、

Ԟ
ࠃ
の

ѹ
ࡦ
は
一
定
の
ޮ
果
が

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
અ

頭
で
掲
͛
た
よ

う
に
、
د
ਐ
と
い
う
形
式
を
採
ら
ず
㦷
示
を
打
っ
て
ࠨ
大
ਉ
源
有
ਔ

ྖ
を
立
݊
で
き
た
と
考
え
る
。

ம（
1
）『
中
ӈ
記
』
保
延
ݩ
年
（
一
一
三
五
）
六
月
八
日
条
に
よ
れ
ば
、「
ۙ

日
ᮨ

多
出
来

。
参
ٞ
二
、

Ԟ
・
日

・
ஜ
後
ᮨ

。
所

೭

輩


東
西
Ӡ
ʑ
。
今
年
ଂ
人
任
中
ະ
ඃ
成
受
ྖ
。
件
人
ʑ
ಘ
ଖ
ཧ

ᓢ
。
҃
ຢ
別
ޭ
人
ʑ
成
ଖ

者
」
と
あ
り
、
信
խ
の
ࢮ
ڈ
に
よ
っ
て

ܽ
員
に
な
っ
た

Ԟ
क
の
任

を
ر

す
る
者
が
見
ら
れ
る
。

（
2
）
信
夫
܊
は

Ԟ
ࠃ
ೆ
部
（
現
在
の

島
県

島
市
）
に
Ґ
ஔ
し
、

平
ઘ
か
ら
遠
く

れ
た
Ґ
ஔ
に
あ
る
た
め
ج
ߧ
が
ྖ
有
し
て
い
た
か

は
ٙ
問
で
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
ঀ
ड़
す
る
΄
ど
公
田
ݕ
注
に

対
す
る
ج
ߧ
の
ڧ
い

߅
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
�
）
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
四
月
の
除
目
で
、
信
խ
は
ߖ

宮
྄
に

任
じ
ら
れ
た
も
の
の
、

Ԟ
क
に
在
任
し
続
け
た
എ
ܠ
に
は
、
こ
の

段
階
で
も
な
お
ج
ߧ
の
ԡ
ྖ
が
継
続
し
、
状
況
に
よ
っ
て
は
࠶
び
現


で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
か
も
し

れ
な
い
。

（
�
）『
ଚ
൰
分
຺
』
に
よ
る
と
、小
一
条
家
の
出
身
者
の
う
ち
、ҝ
任
（
ࡁ

時
子
）
に
は
「

ಙ
二
月
日
ඃ
ࣹ
ࡴ
」、定
任
（
ҝ
任
子
）
に
は
「
長

久
月
日
ඃ
ࣹ
ࡴ
」
と
注
記
さ
れ
、
武
அ
的
ੑ
格
を
有
す
る
一

で
あ

る
が
Ώ
え
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
�
）
師
時
は
、
自
身
の
日
記
『
長
ळ
記
』
に
お
い
て
、

Ԟ
ࠃ
に
関
わ

る
記
事
の
な
か
で
、
ਗ਼
ߧ
の
二
子
ج
ߧ
・
Ҙ
ৗ
の
合
ઓ
（
大
治
五
年

六
月
八
日
条
）
な
ど
在

の
こ
と
を
ৄ
ࡉ
に
記

し
て
い
る
。

（
�
）
源
ढ़

の
日
記
『
ਫ
ࠨ
記
』
に
よ
れ
ば
、「
ߖ
太

大
夫
師
成
ڢ
、

ࠊ
有
熱
物
、
今
日
پ
治
Ӡ
ʑ
、
予
ࠩ
使
๚
೭
」（
Ӭ
保
ݩ
年
（
一
〇

八
一
）
七
月

八
日
条
）・「
師
成
ڢ
家
ợ
小
一
条
Ụ
๚
」（
同
年
八

月
六
日
条
）
な
ど
の
ঀ
ड़
が
見
ら
れ
、
村
上
源
氏
と
の
関

は
師
ߝ

の
િ


師
成
の
代
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。

͓
Θ
Γ
ʹ

以
上
、
第
一
ষ
か
ら
第
三
ষ
に
か
け
て
、
小
一
条
家
の
来
歴
や
十



��

二
世
紀
初
頭
に
お
け
る

Ԟ
ࠃ
の
政
治
情

を
論
じ
な
が
ら
、
౻
原

師
ߝ
が
ど
の
よ
う
な
ܦ
Ң
で

Ԟ
क
に
ब
任
し
た
の
か
考

し
て
き

た
࠷。

後
に
、
師
ߝ
以
߱
の

Ԟ
क
に
つ
い
て
ए
ׯ
৮
れ
て
お
き
た
い
。

߁
治
二
年
（
一
一
四
三
）
四
月
、
師
ߝ
は
重
任
し
た
も
の
の
任
期

్
中
で

Ԟ
क
を

任
し
た
。
そ
の
後
任
と
し
て

ᇍ
क
に
ब
任
し

た
の
は
、
ಓ
ོ
流
出
身
の
౻
原
ج
成
で
あ
る
が
、
こ
の
എ
ܠ
に
は
ج

成
の


ོ
が
自
ら
の
ϙ
ス
ト
で
あ
る
大
હ
大
夫
と
「
相
博
」
し
た

も
の
で
、
師
ߝ
は

Ԟ
क
を
手
์
す
代
わ
り
に
大
હ
大
夫
に
ब
任
し

た
の
で
あ
る
（『
本
ே
世
紀
』
同
年
同
月
一
日
条
）。

Ԟ
क
ब
任
に

ࢸ
る
ま
で
不
۰
の

ڥ
に
あ
っ
た
師
ߝ
に
と
っ
て
、
京

を
֫
ಘ
で

き
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
っ
た
。


ོ
は
、
ௗ
Ӌ
院
年
༬
を
務
め
る
΄
か
、
ख़
ࠃ
ҏ
予
ࠃ
を
は
じ
め

数
か
ࠃ
の
ࠃ
क
を
歴
任
し
た
有
力
な
院
の
ۙ
ਉ
で
あ
る
。
ま
た

ོ

は
ୋ
や
ݘ
を
愛
好
し
、

അ
が
ಘ
意
な
一
面
が
あ
り
（『
本
ே
世
紀
』

久
҆
六
年
（
一
一
五
〇
）
八
月
三
日
条
）、そ
う
し
た
ᅂ
好
も
相
ေ
っ

て

Ԟ
ࠃ
の
利
権
確
保
を
目
指
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ج
成
の

Ԟ
क

ब
任
を
機
に
、

ོ
は
源
有
ਔ
に
代
わ
っ
て

Ԟ
ࠃ
の
知
行
ࠃ
主
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
1
（

。

従
来

ѹ
し
て
き
た
平
ઘ
౻
原
氏
に
対
し
て
は
、

Ԟ
क
ج
成
の

່
が
ج
ߧ
の
子
ल
ߧ
に
Շ
い
だ
こ
と
で
平
ઘ
౻
原
氏
と
ҽ
ੰ
関

を

結
び
、
以
߱

Ԟ
क
は
ོ

・
信
説
・
խ
ོ
が
歴
任
し
一

で
そ
の


Ґ
を
ಠ

す
る
に
ࢸ
っ
た
。

ོ
の
ࢮ
後
は
そ
の
後
継
者
で
あ
る

信
頼
が
知
行
ࠃ
主
に
な
り
、
保
ݩ
三
年
（
一
一
五
八
）
五
月
に
は


Ԟ
क
在
任
中
に
ࢮ
ڈ
し
た
॑

խ
ོ
に
よ
る
内
ཪ

Ӧ
の
成
ޭ
の


を
代
わ
り
に
受
け
従
三
Ґ
に
ঀ
さ
れ
た
が
、
同
時
に
師
ߝ
も
宮
内
ڢ

に
補
任
さ
れ
た
（『
ฌ
ൣ
記
』
同
年
同
月
六
日
条
）。
߁
治
二
年
の


Ԟ
क
相
博
以
来
、
師
ߝ
は

ོ
一

の
Ը
ܙ
を

る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
ӫ
༪
は
平
治
の
乱
に
よ
っ
て
信
頼
が


མ
す
る
平
治
ݩ
年
（
一
一
五

）
ま
で
し
か
続
か
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
師
ߝ
は
承
҆
二
年
（
一
一
七
二
）

月
六
日
に

ࢮ
ڈ
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な

Ԟ
ࠃ
に
お
け
る
政
治
情

の
な
か
で
、
ઁ
関
家

ྖ

Ԃ
の
展
開
ա
程
や
河
内
源
氏
を
は
じ
め
と
す
る
܉
事
貴

の
動


も
վ
め
て
注
目
す
る
ඞ
ཁ
が
あ
る
）
2
（

。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ம（
1
）『

記
』
久
҆
三
年
（
一
一
四
七
）
二
月
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
有

ਔ
は
ප
気
の
た
め
出
家
を
し
て
い
る
が
、「

年
来
本
意
」
と
ड़
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
、長
年
ױ
っ
て
い
た
可
能
ੑ
が
考
え
ら
れ
る
。よ
っ

て
、
ප
気
を
ཧ
༝
に

Ԟ
ࠃ
の
知
行
ࠃ
主
を
手
์
し
た
可
能
ੑ
も
考

え
ら
れ
よ
う
。

（
2
）
߁
治
ݩ
年
（
一
一
四
二
）
八
月
、

通
が
河
内
源
氏
の
源
ҝ
義
に

身
ฑ
を
༬
け
た
ڵ

ࣉ
ѱ
ૐ
が

Ԟ
ࠃ
に

流
さ
れ
て
い
る
（『


記
』
同
年
同
月
同
日
条
）。
こ
れ
は
ઁ
関
家
ಠ
自
の
ॲ
േ
で
あ
り
（
ݩ
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ହ
༤
『
河
内
源
氏
』
中
ԝ
公
論
新
社
、
二
〇
一
一
年
）、

流
先

は

Ԟ
ࠃ
内
の
ઁ
関
家
ྖ

Ԃ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が

Ԟ
ࠃ

ࢧ

に
ど
の
よ
う
な
Ө
ڹ
を
ٴ
΅
し
た
の
か
考
え
る
ඞ
ཁ
が
あ
る
。
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ൡ
ߍ
は
、
各
ൡ
で
ๅ
暦
か
ら

政
期
に
か
け
て
行
わ
れ
た
ൡ
政
վ

ֵ
を
考

す
る
上
で
ඞ
ཁ
不
可
ܽ
な
存
在
で
あ
り
）
1
（

、
ൡ
政
を
担
う
人

ࡐ
を
育
成
し
、
ొ
用
す
る
機
関
と
し
て
各
ൡ
で
ઃ
立
さ
れ
た
。
現
在

は
ൡ
ߍ
の
学
౷
学

に
注
目
し
た
研
究
で
は
な
く
、
制
度
や
教
育
の

実
態
に
ଈ
し
た
「

義
」
の
ൡ
学
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
）
2
（

、
௰
本
խ

史
氏
は
ُ
Ҫ
ೆ
້
の
学
ߍ
論
と
人
ࡐ
論
の
分
ੳ
か
ら
ൡ
ߍ
組
織
の
考


を
行
っ
て
い
る
）
�
（

。

ま
た
、
ൡ
政
վ
ֵ
に
お
け
る
学
問
受
༰
の
ݕ
౼
に
お
い
て
は
、
小

関
༔
一
郎
氏
が
ถ

ൡ
の
事
例
を
中
৺
に
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
小

関
氏
は
、
ถ

ൡ
家


ມ
ਖ਼
ߝ
は
「

利
」
ཧ
念
を
提
示
し
、「


利
」
ཧ
念
を
৩
࢈
政
ࡦ
の
実
施
な
ど
の
政
治
վ
ֵ
の
主
ཁ
ཧ
念
へ
Ґ

ஔ
ͮ
け
た
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
܂
২
え
立
て
や
ཆ
ࢋ
な
ど
の
特
࢈

物
を
ൡ
内
に
ಋ
ೖ
し
「
ࠃ
࢈
」
ཧ
念
へ
の
確
立
を
は
か
っ
た
と
言
ٴ

し
て
い
る
）
�
（

。
そ
し
て
「
富
ࠃ
ڧ
ฌ
」
の
面
で
は
、
太
宰
य़

が
積
極

的
ܦ
ࡁ
政
ࡦ
に
ܨ
が
る
「
富
ࠃ
ڧ
ฌ
」
論
を
主
ு
し
た
こ
と
を
ड़
べ
、

十
八
世
紀
か
ら
十

世
紀
に
か
け
て
「
富
ࠃ
ڧ
ฌ
」
よ
り
「
富
ࠃ
҆

ຽ
」
が
主
ཁ
な
政
治
ཧ
念
と
し
て

が
り
を
み
せ
た
こ
と
を
定
義
し

て
い
る
）
�
（

。
し
か
し
྆
氏
の
研
究
は
、
ൡ
ߍ
に
お
け
る
学
問
と
ൡ
政
վ

ֵ
の
関
連
ੑ
が
あ
ま
り
言
ٴ
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ൡ
ߍ
が
ൡ
政
վ
ֵ
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
か
を
明
示
す
る
こ
と
が
研

究
課
題
で
あ
る
。

Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ߍ
を
取
り
上
͛
る
ཧ
༝
と
し
て
は
、
Ӊ
和
島
ൡ
で
実

施
さ
れ
た

村
ࢧ

の
ڧ
化
や
専
ച
制
の
ಋ
ೖ
と
い
っ
た
ॾ
վ
ֵ
が

ൡ
内
で
一
定
の
成
果
を
上
͛
て
お
り
、
ൡ
政
վ
ֵ
に
お
け
る
ൡ
ߍ
の

役
割
が
ݕ
౼
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
城
期
は
ւ
外
情

の
Ө
ڹ
か

ら
܉
制
վ
ֵ
に
注
力
し
て
お
り
、
ൡ
内
に
お
い
て
「
富
ࠃ
ڧ
ฌ
」
を

は
か
っ
て
い
る
。
Ӊ
和
島
ൡ
は
ൡ
内
の
ۙ
代
化
を
ਪ
し
ਐ
め
て
い
る

が
、
そ
う
い
っ
た
ൡ
政
վ
ֵ
の
中
で
、
ൡ
ߍ
で
は
ど
の
よ
う
な

備

が
行
わ
れ
、
人
ࡐ
育
成
の
面
で
い
か
に
د
༩
し
た
か
を
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ

ߍ
に
য
点
を
当
て
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
た
。

Ӊ
和
島
ൡ
の
ൡ
ߍ
研
究
と
し
て
は
愛
ඤ
教
育
ҕ
員
会
編
『
愛
ඤ
県

教
育
史
』（
一
）
�
（

）
が
あ
り
、
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ߍ
の
全
ମ
像
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
ฌ
頭
ݡ
一
氏
・
三
好
ণ
文
氏
が
Ӊ
和
島
ൡ
ٴ
び

ൡ
内
関

者
に
関
す
る
研
究
・
ௐ
査
を
行
っ
て
お
り
、
ۙ
年
で
は


幕
末
明
治
ҡ
新
期
の
ൡ
ߍ
վ
ֵ
と
人
ࡐ
育
成

─
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ߍ
明
ྙ
館
を
事
例
に
─

滝

澤

和

湖
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下
博
ຽ
氏
が
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ߍ
の
内
部
ߏ

等
を
ৄ
ࡉ
に
記
し
て
い
る
）
�
（

。

し
か
し
、
従
来
ま
で
の
Ӊ
和
島
ൡ
研
究
は
「
ൡ
ߍ
」
と
い
っ
た
一
つ

の
事

に
ண
目
し
た
研
究
で
あ
り
、
ൡ
政
վ
ֵ
や
社
会
എ
ܠ
と
関
連

さ
せ
て
ൡ
ߍ
を
֓
؍
し
て
い
な
い
こ
と
が
課
題
と
し
て
ڍ
͛
ら
れ
る
。

ま
た
明
治
ҡ
新
期
ൡ
ߍ
研
究
と
し
て
は
、
Ԙ
原
佳
典
氏
が
信
ೱ
ࠃ

高
島
ൡ
を
事
例
に
）
�
（

、
同
ൡ
の
学
制
վ
ֵ
が
ൡ
士

内
部
に
お
け
る
人

ࡐ
ཆ
成
や
ొ
用
に
重
点
を
ஔ
い
て
い
た
事
例
を
言
ٴ
し
て
い
る
が
、

明
治
ҡ
新
期
に
お
け
る
ൡ
ߍ
の
Ґ
ஔ
ͮ
け
や
ൡ
ߍ
ഇ
止
後
の
ൡ
ߍ
関


者
の
動

は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
学
問

面
か
ら
の
ݕ
౼
だ
け
で
は
な
く
、
ൡ
政
վ
ֵ
や
ൡ
ߍ
ߏ

の
ม
化
な

ど
の
ࢹ
点
か
ら
も
ൡ
ߍ
を
ଊ
え
直
し
、
Ӊ
和
島
ൡ
内
に
お
け
る
ൡ
ߍ

の
役
割
を
明
示
す
る
こ
と
が
研
究
に
お
い
て
重
ཁ
な
点
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
七
代
ൡ
主
ҏ
達
宗
紀
の
ఱ
保
期
か
ら
明
治
ҡ
新
期
ま

で
の
ൡ
ߍ
明
ྙ
館
に
য
点
を
当
て
、
ൡ
ߍ
が
幕
末
か
ら
明
治
ҡ
新
期

に
人
ࡐ
育
成
面
で
い
か
に
機
能
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
一
ষ
で
は
、
ఱ
保
期
に
お
け
る
ൡ
ߍ

備
と
実
学
の
ಋ
ೖ
を
ݕ
౼

し
、
第
二
ষ
で
は
、
幕
末
期
に
お
け
る
武
ज़
を
重
ࢹ
し
た
政
ࡦ
と
༸

学
ઁ
取
に
よ
る
ൡ
内
の
富
ࠃ
化
を
み
て
い
く
。
第
三
ষ
で
は
、
明
治

期
に
お
け
る
ൡ
ߍ
制
度
վ
ֵ
と
ൡ
ߍ
ഇ
止
後
の
ൡ
ߍ
出
身
者
の
動


を
考

す
る
。

ま
た
、
明
治
期
の
ൡ
ߍ
と
ൡ
ߍ
出
身
者
を
ݕ
౼
す
る
に
あ
た
り
、

Ӊ
和
島
ൡ
ठ
者
で
あ
り
、
後
に
不
平
士

に
よ
る
陰

事
件
「
明
治

十
年
ࠃ
事
൜
事
件
」
の
中
৺
人
物
と
し
て
関
༩
す
る
上
ߕ
振
༸
の
思


に
注
目
し
、
ൡ
ߍ
が
幕
末
明
治
ҡ
新
期
に
か
け
て
ど
の
よ
う
な
機

能
を
持
ち
、
ൡ
ߍ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
み
て
い

き
た
い
。ୈ

Ұ
ষ

फ
ل
ظ
ͷ
ൡ
ߍ
ڭ
ҭ
と
࣮
ֶ

ୈ
Ұ
અ

ఱ
อ
ظ
ͷ
ൡ
ߍ
੍

վ
ֵ

ま
ず
、
宗
紀
以
前
の
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ߍ
を
֓
説
す
る
。
ൡ
ߍ
は
五
代

ҏ
達
村
ީ
の
治
世
で
あ
る

延
ݩ
年
（
一
七
四
一
）
に
「
内
ಙ
館
」

と
し
て

ઃ
さ
れ
）
9
（

、
以
後
「
ෑ
教
館
」「
明
ྙ
館
」
と
名
を
վ
め
、

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
「
明

館
」
と
վ
শ
し
た
後
に
ഇ
ൡ
ஔ

県
で
ഇ
止
と
な
っ
た
）
ø÷
（

。
ൡ
内
の
学
問
受
༰
と
し
て
は
、
ग
子
学
、
࡚


学
、
古
学
、
ग
子
学
の
ॱ
で
ม
化
し
て
お
り
、
内
ಙ
館
で
は
ҏ
౻

ਔ
ࡈ
の
五
உ
འ

に
古
義
学
を
学
ん
だ
҆
౻
ཅ
भ
を
学
問
指
ೆ
に
、

౻
好
ೆ
ෞ
が
ൡ
学
に
ܞ
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
古
学

が
ོ

し
た
）
øø
（

。

そ
し
て
、
六
代
村
ण
の
代
で
は
҆
౻
ؽ
ݢ
の
΄
か
Ԭ
研
ਫ
・
都
ங



が
ठ

を
ۈ
め
て
お
り
、
頼
य़
ਫ
・
ඌ
౻
二
ऱ
に
ग
子
学
を
学
ん

で
い
た
Ԭ
研
ਫ
が

政
二
年
（
一
七

〇
）
に
出
さ
れ
た
異
学
ې
止

を
ࢧ
持
し
た
こ
と
に
よ
り
）
øù
（

、
二
ऱ
の
学
問


が
ൡ
学
の
中

と
な

り
幕
末
ま
で
続
い
た
）
øú
（

。

宗
紀
は
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
七
代
ൡ
主
と
し
て
ऻ
෧
す
る
。

宗
紀
は
ൡ
の
財
政
難
を
打
ഁ
す
る
た
め
に
財
政
政
ࡦ
を
行
う
一
方
で
、



��

文
教
を
ڵ
し
ൡ
ߍ

備
と
文
武

ྭ
を
実
施
し
た
。
ఱ
保
三
年
（
一

八
三
二
）
に
は

達
を
出
し
、
中
೭
間
以
上
次
உ
三
உ

・
ޚ
ె
士

以
下
ޚ
目
見
以
上
の
本
人

子
の
ڧ
制
修
学
、
私
क़
で
の
ૉ
読
の
ې

止
、
ษ
学
が
熱
৺
な
者
の
د
宿
ࣷ
へ
の
ೖ
学
を
定
め
）
øû
（

、
ഓ
ྈ
達
ྈ
）
øü
（

と

い
う
自
श
研
究
の
場
を
ઃ
ஔ
す
る
な
ど
）
øý
（

積
極
的
な
文
武
政
ࡦ
を
行
っ

た
。
さ
ら
に
職
制
面
で
は
新
た
に
学
ߍ
頭
取
を
ઃ
け
、
頭
取
に
は
家


職
の
Ҵ
Ҫ
山
城
が
ब
任
し
、
そ
の
下
に
ठ
員
・
職
員
・
ދ
೭
間
目

付
と
݉
ଳ
で
あ
る
学
ߍ
目
付
が
ઃ
ஔ
さ
れ
た
）
øþ
（

。
以
上
の
よ
う
な
ॾ


備
の
多
く
が
ఱ
保
三
年
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ఱ
保
期
に
か

け
て
ൡ
ߍ
の
制
度

備
や
֦
ॆ
が
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ୈ
ೋ
અ

ൡ
ߍ
࡞
ࣄ
と
ൡ
ठ

ൡ
ߍ
の
Ґ
ஔ
付
け
を
考

す
る
に
あ
た
り
、「
ఱ
保
二
年

ޚ
城

明
ྙ
館
」、
第
二
ষ
以
߱
で
使
用
す
る
「
߂
化
四
年

ޚ
城
明
ྙ
館
」、

「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
ኂ
൪
所
೭
事
）
øÿ
（

」
に
注
目
し
た
い
。
こ
の

三
点
の
記

の
ม
化
か
ら
、Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ߍ
は
ఱ
保
期
以
߱
「
ޚ
城
」

と
並
ん
で
重
ཁ
施
ઃ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
ੑ
が
あ
る
。「
ఱ

保
二
年
」
で
は
߲
目
分
け
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
߂
化
四
年
」
は

ޚ
城
（
ޚ
城
内
ೖ
・
ޚ
ງ
等
೭
儀
・
ࡶ
事
）
と
明
ྙ
館
、「
ສ
延
ݩ
年
」

で
は
、
ޚ
城
（
ޚ
城
内
ೖ
・

手
᎕
手
・
ޚ
ງ
・
ޚ
書
物
拝
आ
・
ࡶ

事
）
と
明
ྙ
館
、
そ
の
他
൪
所
（
十
ἃ
所
・
十
ἃ
所
൪
人
・
下
൪
人
）

と
ఱ
保
期
以
߱
の
記
ड़
で
は
作
事
が
ࡉ
分
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
作
事
に
関
す
る
記
ड़
面
か
ら
、
ൡ
内
に
お
い
て
ൡ
ߍ
が
重
ཁ
施
ઃ

と
し
て
Ґ
ஔ
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
ൡ
ߍ
作
事
は
、
ఱ
保
二
年
か
ら
ఱ
保
十
四
年
に
か
け
て
実
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ừ
表
一
Ử
か
ら
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
ఱ
保

十
一
年
に
ࡩ
田
佐

と
ࢤ
լ

郎
ฌ
Ӵ
が
武
ज़
頭
取
に
任
命
さ
れ
る

と
、
ൡ
内
で
ܤ
古
に
関
す
る
ઃ
備
や
制
度
が

え
ら
れ
る
よ
う
に
な

ʲදҰʳ ఱอظʹ͓͚Δൡࣄ࡞ߍʹؔ͢Δදʢग़యʮఱอೋ
ɹޚ໌ྙؗʯɺӉౡҏୡจԽอଘձଂʮӉౡҏ
ୡՈจॻɹޚॏॻஸʯʣ
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ӈޚ༻ұஈޚ໔ީҾड
ඃɹڼࣄ

ఱอ ù  1��1 þ ݄22 ҰฌӴٛ໌ྙؗීޚ
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ෆ໌
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��

り
、
ཌ
年
に
は
দ
Ҫ
武
ࠨ
Ӵ

の
૦
ज़
ܤ
古
場
に
修
સ
අ
が
ࢧ
څ
さ

れ
た
）
øĀ
（

。
そ
し
て
ఱ
保
十
四
年
に
は
、
ނ
中
田
久
ࠨ
Ӵ


に
あ
っ
た

ܤ
古
場
が
「
ࢮ
後

೭
ॿ
χ
相
成
て
ϋ

χ
て
ܤ
古
೭
義
可
致



）
ù÷
（

」
で
あ
る
た
め
、
ܤ
古
場
が
明
ྙ
館
ڥ
内
に
ݐ
ઃ
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ӊ
和
島
ൡ
で
も
文
武
の
૯
合
機

関
と
し
て
の
ൡ
ߍ
が
ࢤ

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、ఱ
保
十
四
年
に「


月
ݩ
屋
ෑ
」（ừ
表
一
Ử）
と
中
田
久
ࠨ
Ӵ


の
ܤ
古
場
が
明
ྙ
館

ڥ
内
に
Ҡ
さ
れ
て
い
る
事
例
か
ら
、
ܤ
古
場
な
ど
の
「
武
」
の
機
能

も
ൡ
の
ࢧ

下
に
ೖ
っ
た
と
い
え
る
。

次
に
ൡ
ߍ
内
部
の
ม
化
で
あ
る
が
、ൡ
ठ
と
し
て
は
ఱ
保
十
年（
一

八
三

）
に
҆
౻
新
介
が
ਐ
੮
と
長
އ
の
ண
用
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
）
ùø
（

。

ま
た
同
年
に
都
ங
܇
治
も
「
ठ
学
ແ
ଵ
年
数
相
ۈ
、

年

致
師
ൣ
、

出
ۈ
相
ۈ
」
た
こ
と
に
よ
り
ދ
೭
間
ॱ
ྻ
を
ڼ
せ
つ
け
ら
れ
、
同
じ

く
ൡ
ठ
で
あ
っ
た
ۚ
子
य़
太
郎
（
ᝬ
ྕ
）
も
「
学
事

ʑ
致
上
達
、

専
ޚ
用
χ
相
立
」
た
こ
と
で
ދ
೭
間
ྻ
と
な
っ
て
い
る
）
ùù
（

。
ま
た
ދ
೭

間
格
）
ùú
（

で
あ
る
が
、
都
ங
܇
治
（


）
の
ዶ
織
Ӵ
（
ᗗ
༸
）
に

を

継
が
せ
て
い
る
際
の
ఱ
保
十
二
年
五
月
二
十
一
日
条
「
ދ
೭
間
、
ठ

学
೭
家
χ
ඃ
ڼ
付
、
前
ମ
明
ྙ
館
ゟ
出
ۈ
、
師
ൣ
可
致
）
ùû
（

」
か
ら
、
ދ

೭
間
格
は
ठ
学
の
家
に
ڼ
せ
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
格
式
も
世

ऻ
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ
て
、
ఱ
保
十
年
以
߱
に
ൡ
ठ

が
学
事

ྭ
に
よ
っ
て

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ൡ
内
に
お
い

て
重
ཁ
な
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
可
能
ੑ
が
あ
る
。

ୈ
ࡾ
અ

࣮
ֶ
ͷ
ಋ
ೖ

宗
紀
期
に
な
る
と
ൡ
財
政
の
࠶
ݐ
を
図
る
た
め
に
実
学
や
འ
学
を

ൡ
内
に
ಋ
ೖ
す
る
動
き
が
み
ら
れ
）
ùü
（

、
ൡ
で
は
৩
࢈
ڵ
業
を
展
開
し
専

ച
制
を
ಋ
ೖ
す
る
際
の
ج
ૅ
学
問
と
し
て
実
学
を
取
り
ೖ
れ
た
）
ùý
（

。
ま

ず
ఱ
保

年
（
一
八
三
八
）
に
、
実
学
の
大
家
で
あ
る
佐
౻
信

の

下
に
ൡ
士
の
小


ଂ
と
下
士
ए
দ

ฌ
Ӵ
を
ೖ

さ
せ
、
ܦ
ࡁ
学

を
श
ಘ
さ
せ
た
。
佐
౻
信

は
འ
学
や
ܦ
ࡁ
学
を
修
め
た

政
学
者

で
あ
り
、
ඒ
作
ࠃ

山
ൡ
の
ൡ
政
վ
ֵ
に
お
い
て
ൡ
主
の
ࢾ
問
に


え
て
お
り
、
十
六
年
間
で
十
七
ສ
྆
の

積
の
実
現
に
成
ޭ
し
て
い

る
）
ùþ
（

。ま
た
、幕
府
の
ఱ
保
վ
ֵ
に
際
し
て
も
ࢾ
問
を
う
け
て
お
り
、実

学
が
ൡ
政
վ
ֵ
に
お
い
て
重
ཁ
ࢹ
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

「
ఱ
保
二
年

家
中
༝
ॹ
書
」
に
よ
る
と
、

ଂ
は
ఱ
保
三
年
に

作
事
ไ
行
に
ڼ
せ
つ
け
ら
れ
、
Ҫ
川
方
引
除
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ཌ
年
に
は
ී

ไ
行
に
な
っ
て
お
り
）
ùÿ
（

、
ൡ
内
の
作
事
を
任
さ

れ
て
い
た
と
い
え
る
。
帰
ൡ
後
、

ଂ
は
ൡ
と
信

の
連
བྷ
役
と
し

て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
ఱ
保
十
四
年
十
二
月
十
五
日
条

に
は
「
ӈ
ޚ
書
物
特
χ
読
合
、
ਖ਼
ޡ
等
小


ଂ
ϔ
ඃ
ڼ
付
ީ
間
、

役
方
手
ಁ
೭
અ
、

ଂ
ҝ
承
合
手
伝
取
ௐ
可
致
ࢫ
ඃ
ڼ
出
）ީ
ùĀ
（

」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、

ฌ
Ӵ
は

ଂ
の
下
で
書
物
の
読
み
合
わ
せ
や
గ
ਖ਼

な
ど
の
手
伝
い
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、

ଂ
は


業
技
ज़
面
で
ಇ
く
も
の
の
、
ൡ
内
で
主
だ
っ
た
成
果
を
あ
͛
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。



�9

一
方
、
下
士
身
分
で
あ
っ
た

ฌ
Ӵ
は

政
面
で
ൡ
政
に
د
༩
し
、


島
組
・
野
村
組
の
代

時
代
に
人
参

ഓ
を

ྭ
し
た
こ
と
に
よ

り
、
Ӊ
和
島
ൡ
の
人
参
生
࢈
ֹ
を

上
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
҆
政

三
年
（
一
八
五
六
）
に
は
「
Ӊ
ൡ
ܦ
ࡁ
ห
」
を
著
ड़
し
て
お
り
、
さ

ら
に
ܚ
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
ẅ
専
ച
制
に
お
い
て
も
成
果
を
発

ش
し
て
い
る
）
ú÷
（

。
よ
っ
て
、
宗
紀
期
に
は

ฌ
Ӵ
の
よ
う
な
下
士

の

人
ʑ
が
ൡ
の
政
ࡦ
に
ߩ
ݙ
し
て
い
た
可
能
ੑ
が
考
え
ら
れ
、
実
学
の

知
識
を
専
ച
制
等
に
活
用
す
る
こ
と
で
ൡ
財
政
の
富
裕
化
を
は
か
ろ

う
と
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
ൡ
ߍ
教
育
と
実
学
の
関

ੑ
で
あ
る

が
、
実
学
は
ൡ
ߍ
の
ग
子
学
中
৺
の
学
問
と
は
異
な
り
、
ൡ
政
վ
ֵ

で
活
用
さ
れ
る
実
ફ
的
な
学
問
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ఱ
保
期
に
か
け
て
ൡ
政
վ
ֵ
の
一

と
し
て

ൡ
ߍ
が

備
さ
れ
、
ൡ
内
で
も
ൡ
ߍ
の
Ґ
ஔ
付
け
が
ม
化
し
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
ま
た
ൡ
政
վ
ֵ
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
ൡ
内
で

は
ग
子
学
以
外
の
学
問
と
し
て
実
学
を
取
り
ೖ
れ
、
ܦ
ࡁ
の
҆
定
を

図
っ
た
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
ఱ
保
期
に
か
け
て
の
ൡ
ߍ

備
ٴ

び
学
問
受
༰
は
、
次
の
宗
城
期
で
実
施
さ
れ
る
ॾ
政
ࡦ
の
ૅ
に
な
り
、

ۙ
代
化
に

け
て
の
土

は
宗
紀
期
に
ߏ
ங
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ୈ
ೋ
ষ

ນ

ظ
ͷ
ൡ
ߍ
ڭ
ҭ

ୈ
Ұ
અ

ນ

ظ
ͷ
ൡ
ߍ
໌
ྙ
ؗ
と
จ


ྭ

宗
城
は
文
政
十
二
年
（
一
八
二

）
に
宗
紀
の
ཆ
子
と
な
り
、
߂

化
ݩ
年
（
一
八
四
四
）
に
八
代
ൡ
主
と
し
て
ऻ
෧
し
た
。
߂
化
四
年

七
月
十
二
日
に
は
、
ޚ
ض
本
頭
を
中
৺
に
ྩ
を
発
し
て
お
り
、
宗
城

は
宗
紀
の
意

を
引
き
継
͗
、
ൡ
士
た
ち
に
出
ਫ਼
や
ޚ
用
の
役
に
立

つ
よ
う
に
と
ଅ
し
て
い
る
）
úø
（

。
そ
の
ྩ
か
ら
、
宗
紀
期
の
政
ࡦ
ཧ
念
が

宗
城
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

文
武

ྭ
の
面
で
は
、
҆
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
家

দ
ࠜ
図

書
を
学
ߍ
頭
取
と
し
、
य़
と
ळ
、
年
ྸ
の
長
༮
に
関
わ
ら
ず
、
力
の

能
否
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
試
業
の
実
施
・
ଵ
ଦ
な
者
の
ୀ
क़
命
ྩ
・

ප
身
な
ど
の
ཧ
༝
で
武
ज़
श
ಘ
が
困
難
な
場
合
、
文
学
に
力
を
ೖ
れ

る
こ
と
を
許
し
、
文
武
い
ず
れ
か
を
श
ಘ
す
る
義
務
を
課
す
と
い
っ

た
内
༰
の

達
を
行
っ
た
。
ま
た
҆
政
三
年
に
は
、
ޚ
目
見
以
下
の

ܰ
輩
、
足
ܰ
や

間
を
ऩ
༰
す
る
小
学
ߍ
を

ઃ
し
、
そ
れ
ま
で
私

क़
で
学
ん
で
い
た
ޚ
目
見
以
下
の
人
ʑ
も
ൡ
の
施
ઃ
で
۟
読
を
学
Ϳ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
）
úù
（

。

さ
ら
に
߂
化
四
年
に
は
、
七
月
十
二
日
に
ࡩ
田
佐

・
ࢤ
լ

郎

ฌ
Ӵ
・
ࡩ
田
数
അ
を
文
武
世
話
頭
取
に
任
じ
、
ޚ
ె
士
以
上
の
輩
は

七
・
八
ࡀ
ま
で
に
手
श
ૉ
読
を
࢝
め
、
十
四
・
五
ࡀ
ま
で
に
文
武
と

も
師
ൣ
家
へ
ೖ

、
三
十
ࡀ
ま
で
に
は
ۈ
仕
を
す
る
よ
う
に
と
定
め

て
い
る
）
úú
（

。
宗
城
期
は
文
武
の
֦
ॆ
・
試
業
・
小
学
ߍ
な
ど
が
ൡ
士
教

育
に
ಋ
ೖ
さ
れ
て
お
り
、
新
た
に
ൡ
ߍ
制
度
が
ઃ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

そ
し
て
҆
政
五
年
に
宗
城
が
ൡ
主
を
ࣙ
し
、
宗
ಙ
が

を
継
い
だ



�0

後
に
も
ൡ
内
で
文
武

ྭ
が
ਪ
ਐ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
ड़

が
「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
」
か
ら
確
認
さ
れ
た
。ừ
表
二
Ử
か
ら
、

ݩ
治
ݩ
年
（
一
八
六
四
）
六
月
二
日
に
文
武
を
専
ら
৺
ֻ
け
て
い
る

面
ʑ
へ
の
ැ
持
だ
け
で
な
く
、
ޚ
ࠫ
ଡ
に
関

な
く
ࢤ
が
あ
る
د
宿

の
者
へ
も
ැ
持
を
下
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
）
úû
（

、
同
年
十
月
に
は
、
山
上

真
ଂ
が
文
学
を
৺
ֻ
け
、
後
の
د
宿
に
よ
り
ැ
持
を
下
さ
れ
て
い
る
）
úü
（

。

さ
ら
に
、
ܚ
応
ݩ
年
（
一
八
六
五
）
二
月
に
ߥ

३
ࠨ
Ӵ

と
ࡈ
౻

一
太
郎
、
四
月
に
は
দ
࡚
݈
次
郎
が
د
宿
に
よ
り
ැ
持
を
༩
え
ら
れ

て
い
る
）
úý
（

。
よ
っ
て
、
ൡ
は
文
武
を
積
極
的
に
行
う
者
に
対
し
て
ැ
持

を
下
し
て
お
り
、
文
武
に
ྭ
ん
で
い
る
者
に
評
価
を
༩
え
る
こ
と
で

ൡ
士
の
士
気
を

上
さ
せ
て
い
た
と
ਪ
ଌ
で
き
る
。

次
に
Ӊ
和
島
ൡ
の
܉
制
վ
ֵ
を
考

し
て
い
き
た
い
。
ൡ
内
で
は

以
前
か
ら
武
芸

ྭ
が
ਐ
め
ら
れ
て
お
り
、
ൡ
主
に
よ
る
武
芸
ޚ
直

ཡ
も
行
わ
れ
て
い
た
）
úþ
（

。
宗
城
は
宗
紀
の
方

を
継
承
し
、
ϖ
リ
ー
来

ߤ
後
は
ൡ
内
で
ڧ
ฌ
政
ࡦ
を
と
っ
た
）
úÿ
（

。
ま
ず
、
߂
化
二
年
に
大
๒
ர


場
を
ઃ
け
、
Ր
ༀ
製

場
も
同
時
に

ઃ
し
た
。
ま
た
同
年
八
月

に
は
、
ࣆ
中
・
ె
士
・
足
ܰ
な
ど
の
全
ൡ
ڍ
͛
て
の
武
ज़
ݕ
Ӿ
を
行

い
、
߂
化
四
年
に
も
各
種
武
ज़
の
ݕ
Ӿ
を
実
施
、
さ
ら
に
҆
政
四
年

に
は
๒
ज़
を
Җ
遠
流
に
౷
一
し
た
）
úĀ
（

。
よ
っ
て
、
Ԥ
ถ
ྻ
ڧ
の
ڴ
Җ
に

よ
る
社
会
情

の
不
҆
か
ら
、
߂
化
・
҆
政
期
に
か
け
て
ൡ
内
で
は

富
ࠃ
化
に

け
て
܉
制
が

備
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
Ӊ
和
島
ൡ
の
著
し
い
武
ज़
の
ਐ
า
に
よ
り
他
ൡ
か
ら
૦
ज़

や

ज़
修
行
に
来
る
者
が
次
第
に
多
く
な
っ
た
。
҆
政
ݩ
年
か
ら
五

年
に
か
け
て
ҏ
予
で
は
新
୩
ൡ
・
大
ऱ
ൡ
・
দ
山
ൡ
、
他
ࠃ
で
は
ࡵ

ຎ
ൡ
や
長
भ
ൡ
な
ど
が
来
ൡ
し
）
û÷
（

、
ൡ
で
は
文
学
修
行
者
も
武
ज़
修
行

者
と
同
様
の
ѻ
い
と
す
る

۰
๏
が
҆
政
二
年
に
定
め
ら
れ
て
い
る
）
ûø
（

。

よ
っ
て
、
他
ൡ
か
ら
༡
学
生
が
Ӊ
和
島
に
来
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
り
、
Ӊ
和
島
ൡ
の
武
ज़
教
育
が
他
ൡ
に
も
܉
事
政
ࡦ
の
手
本
と

な
っ
て
い
た
可
能
ੑ
が
あ
る
。

ୈ
ೋ
અ

ൡ
ߍ
ʹ
͓
͚
Δ
ࡒ




武
備
の
ॆ
実
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
武
ज़
へ
の
ࢧ
出
は
ඞ
ཁ
で

あ
り
、
幕
末
期
の
Ӊ
和
島
ൡ
内
で
は
文
武

ྭ
に
よ
る
財
政
問
題
が

発
生
し
て
い
た
こ
と
が
「
ఱ
保
二
年

ޚ
城
明
ྙ
館
」、「
߂
化
四
年

ޚ
城
明
ྙ
館
」、「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
」
か
ら
う

か
が
え
る
（ừ
表
二
Ử）。

߂
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
「
ޚ
取
ॖ
χ
付
、
明
ྙ
館
ඃ
相

ީ

ޚ
定
用
明
年
ゟ
二
ἃ
年
不
ඃ
相

ࢫ
申
ฉ
事
）
ûù
（

」
か
ら
は
、
ൡ
内
財
政

が
ۓ
ॖ
し
て
い
る
た
め
、
来
年
か
ら
二
年
間
は
ൡ
主
か
ら
ࢧ
څ
さ
れ

る
අ
用
で
あ
る
「
ޚ
定
用
」
が
ࢧ
څ
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
ཌ
年
に
「
ޚ
取
ॖ
χ
付
、
明
ྙ
館
ඃ
相

ީ
ޚ
定
用
今
明

年
不
ඃ
相

ީ
所
、
前
ମ
ඃ
相

ީ
事
）
ûú
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
結
ہ

ൡ
主
か
ら
「
ޚ
定
用
」
が
明
ྙ
館
に

さ
れ
る
運
び
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
ఱ
保
四
年
（
一
八
三
三
）
時
点
で
は
、
学
ߍ
ැ
持
は
ݩ
ʑ
一
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ʲදೋʳ ൡߍැٴ࣋ͼࡒʹؔ͢Δදʢग़యʮఱอೋɹޚ໌ྙؗʯɺʮ߂Խ࢛ɹ
ʯɺӉౡҏୡจԽอଘձଂʮӉࣄ໌ྙؗ幷൪ॴ೭ޚɹݩ໌ྙؗʯɺʮສԆޚ
ౡҏୡՈจॻɹޚॏॻஸʯʣ

ྐྵ ྐྵ ݄ ༰

ఱอ û  1��� ý ݄ ù 
र࢛ұϲरඨχˤఆީؒɺʑұඨχࣕ࣋ැߍֶ
य़ଠࢠඦࣣۚ؏್ࡳ೭૬χˤඃީɺۜޒ
ํਃฉࣄ

Խ߂ ú  1��� 12݄2� ఆ༻໌ゟೋϲෆඃޚऔॖχɺ໌ྙؗඃ૬ީޚ
૬ࢫਃฉࣄ

Խ߂ û  1��� þ ݄12 ʢԣʣޚఆ༻લମඃ૬ޚऔॖχɺ໌ྙؗඃ૬
ީޚఆ༻໌ࠓෆඃ૬ީॴɺલମඃ૬ީࣄ

ՅӬ ù  1��9 þ ݄2�
ங৫Ӵዶޫଂٛɺจֶҝमߐؗྙ໌ߦೖྈئঝಧ༗
೭ީɺೖྈැ࣋ұਓޚྔ೭χࣕऔేީ༷ɺ҆౻৽
հ಄औฌӴゟਃฉީࣄ

ՅӬ ù  1��9 þ ݄2� ީݐඃ૬ݹܤฌֶߐচࢦұຊݐ৽ڥ໌ྙؗࠑ
ࣄڼྔ೭χࣕඃޚೖ༻ɾޚɺୠຢํज़ࣄ

ՅӬ û  1��1 ý ݄22 ࡾྱߕɺ্ࢫީڼྔ҆౻উଠҾडඃɹޚؗྙ໌
ਃ߹औేީ༷ɺ҆౻৽հߍֶߐ಄औゟਃฉࣄ

ՅӬ û  1��1 Ā ݄ ù  χʒ್؏ࣣඦπʍʑඃ૬Լީॲɺӈྱۜ࣋ැߍֶ
೭ࣣඦࠑޚҾ্ज़ޚྔߐՃީࣄ

ՅӬ þ  1��� ý ݄ ù  ҆౻উଠ໌ྙؗޚྔҾडඃڼࣄ

҆ ú  1��� ਖ਼݄22 ೖํϋಉલޚχɺީݐ૬ߍখֶޚؗྙ໌
ྔ೭ΛҎɺऔేީ༷ޚ

ݩ࣏ݩ 1��� ý ݄ ù 
จֶઐ৺ֻީ໘ʑޚැํ࣋χԼީॲɺҎޙϋࠫޚଡχ
ෆ߆ɺ͋ࢤΓ॓د೭ߐޚැ࣋ඃԼɺྉͱՄඃ
૬ֶߍ಄औゟࢦೆՈਃฉࣄ

ݩ࣏ݩ 1��� 10݄ þ  ࣄଡࠫٴෑ༛ຢग़ਫ਼ީ༷ٓݒਅଂจֶ৺্ࢁ
ݩ࣏ݩ 1��� 10݄1� ʢ্ࢁਅଂʣ॓دɺޚැ࣋ඃԼ
ݩԠܚ 1��� 10݄22 ࣄڐࡋٴྔ૿ޚؗྙ໌

ݩԠܚ 1��� ù ݄ þ  ҰਓඃԼํํ࣋ැޚঝಧ೭ّɺ॓دߐ೭໘ʑक़ࠨ
Ұଠʣ౻ࡈӴɾࠨ३ߥɺʢࣄ

ݩԠܚ 1��� û ݄22 দ࡚ӈӴ࣍உ݈࣍॓دޚැํ࣋ඃԼࣄ
Ԡܚ ù  1��� 12݄12 ҾडՃ౻ދҰ໌ྙؗޚྔ૿ީٴͼࣄڐࡋ

Ԡܚ ù  1��� 12݄1� ࡾऔੋ೭ॲχࣕऀɺौ೭झਃग़ɺޚٶؗྙ໌
ຕഒχ㟠ۜࡳұϲۜࡳඦޒरඃԼࠫٴࢫଡީࣄɺ

Ԡܚ ú  1��� ÿ ݄22
ඃ૬ɺඦࣣ؏࢛ࡳౙۜڈఆ༻ෆχɺޚؗྙ໌
ेݣީّχɺࠑઅۜޒࡳ؏ৎޚඃԼɺ༛
ຢෆϋՄਃग़ࢫਃग़ɺਃग़௨ඃ૬ࣄީࢫ

Ԡܚ ú  1��� 12݄ Ā  ࣄঝಧ૿༺ఆޚؗྙ໌
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年
六
十
ඨ
、ۜ
ࡳ
で
二
؏
七
ඦ
目
と
な
っ
て
い
る
が
）
ûû
（

、Յ
Ӭ
四
年
（
一

八
五
一
）
に
「
学
ߍ
ැ
持
ۜ
ྱ
χ
ʒ
್
؏
七
ඦ
目
π
ʍ
年
ʑ
ඃ
相
下

ީ
ॲ
、ӈ
೭
内
七
ඦ
目
ࠑ
度
ޚ
引
上
武
ज़
ޚ
分
量
ߐ
加
ީ
事
）
ûü
（

」と
ݩ
ʑ

の
学
ߍ
ැ
持
ۜ
ࡳ
二
؏
七
ඦ
目
の
内
七
ඦ
目
を
、武
ज़
の
「
ޚ
分
量
」、

い
わ
Ώ
る
ൡ
か
ら
割
り
当
て
ら
れ
る
予
算
に
す
る
と
定
め
て
お
り
、

ൡ
ߍ
に
ࢧ
څ
さ
れ
て
い
た
文
学
අ
用
が
武
ज़
අ
用
に
当
て
ら
れ
て
い

る
様
子
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
ܚ
応
ݩ
年
（
一
八
六
五
）
十
月
に
は
明
ྙ
館
の
ޚ
分
量

の
加
૿
ཁ
ٻ
と
ࡋ
許
が
行
わ
れ
）
ûý
（

、
ཌ
年
十
二
月
に
は
、
明
ྙ
館
へ
の

「
宮
仕
」
が
困
難
で
あ
る
と
の
申
し
出
か
ら
一
ἃ
年
ۜ
ࡳ
ඦ
五
十
目

を
下
し
て
い
る
）
ûþ
（

。
さ
ら
に
ܚ、
応
三
年
（
一
八
六
七
）
八
月
に
も
「
ޚ

定
用
」
不
足
の
た
め
に
昨
ౙ
に

し
た
ۜ
ࡳ
を
使
い
切
り
、
ۜ
ࡳ
五

؏
目
を
ࢧ
څ
し
て
΄
し
い
と
の
依
頼
を
し
て
お
り
）
ûÿ
（

、
同
年
十
二
月
に

も
「
ޚ
定
用
」
の
加
૿
ཁ
ٻ
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
ྙ
館
ܦ
Ӧ

が
ࢧ
څ
さ
れ
る
අ
用
だ
け
で
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ӊ
和
島
ൡ
で
は
ൡ
か
ら
ࢧ
څ
さ
れ
る
「
ޚ
定

用
」
と
、
決
め
ら
れ
た
予
算
で
あ
る
「
ޚ
分
量
」
か
ら
文
武
関

の


備
を
実
施
し
て
い
た
と
考

す
る
。
ま
た
、
宗
城
期
は
武
ज़
に
注

力
し
、
ܚ
応
期
に
か
け
て
は
ඡ
ഭ
し
た
財
政
状
況
の
中
で
ൡ
ߍ
運
Ӧ

を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
宗
紀
期
か
ら
宗
城
期
に
か
け
て
ൡ
内
で
は

文
学
よ
り
も
武
ज़
面
に
重
点
が
ஔ
か
れ
た
と
い
え
る
。

ୈ
ࡾ
અ

༸
ֶ
ͷ
ਪ
ਐ

Ӊ
和
島
ൡ
で
は
、
二
宮
ܟ
作
を
中
৺
に
ҩ
学
に
よ
る
༸
学
ઁ
取
が

行
わ
れ
て
い
た
が
、
宗
城
期
に
な
る
と
܉
事
面
や
ൡ
政
վ
ֵ
に
お
い

て
༸
学
ઁ
取
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
）
ûĀ
（

。

幕
末
期
の
Ӊ
和
島
ൡ
は
、
Յ
Ӭ
ݩ
年
（
一
八
四
八
）
に
൮
社
の
ࠈ

に
よ
っ
て
ั
え
ら
れ
、

ࠈ
ಀ

を
し
て
い
た
高
野
長
ӳ
を
ൡ
に
ট

き
、
長
ӳ
に
対
し
て
四
人
ැ
持
と

訳
ྉ
を
ࢧ
څ
し
た
）
ü÷
（

。
長
ӳ
を
ൡ

内
で
ಗ
っ
た
ཧ
༝
を
三
好
氏
は
、
長
ӳ
の
༸
学
の
知
識
を
҆
価
に
ந

出
・
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
て
お
り
）
üø
（

、
Ӊ
和
島
ൡ

の
܉
制
政
ࡦ
で
長
ӳ
が
༩
え
た
Ө
ڹ
は
大
き
い
と
い
え
る
。
そ
し
て

長
ӳ
は
འ
学
क़
「
五
ַ
ಊ
」
を
開
き
、ൡ
士
を
教
育
す
る
一
方
で
『
๒

家
ඞ
読
』
な
ど
の
ฌ
書

訳
に
従
事
し
、
久
ྑ
๒

の
ங

に
も
ਚ

力
し
た
）
üù
（

。ま
た
、長
ӳ
の
འ
学
क़
の

下
生
に
は
、୩
依
中
や
土
ډ
直

三
郎
、
大
野
ণ
三
郎
ら
が
ೖ

し
て
お
り
、
क़
で
は
འ
語
の
文
๏
を

教
え
る
だ
け
で
な
く
、「
三
ฌ
タ
ク
ν
ー
Ω
」
の
講
読

訳
に

め
た
）
üú
（

。

そ
し
て
長
ӳ
が
Ӊ
和
島
を
ڈ
っ
た
後
、
Յ
Ӭ
六
年
に
は
村
田
ଂ
六

（
後
の
大
村
ӹ
次
郎
）
が
来
ൡ
し
、
འ
学
・
ฌ
学
の
教
त
と

訳
に

あ
た
っ
た
）
üû
（

。
ଂ
六
は
܉
ୂ
編
成
や
๒

ங

の
研
究
に
も
ܞ
わ
っ
て

お
り
）
üü
（

、
Ӊ
和
島
ൡ
の
܉
事
面
の
ۙ
代
化
に
ߩ
ݙ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

ൡ
内
に
ઃ
ஔ
さ
れ
た
「
འ
学
ܤ
古
場
」
は
長
ӳ
の
ఋ
子
で
あ
っ
た
大

野
ণ
三
郎
を
中
৺
に
続
け
ら
れ
て
い
た
が
ݩ、
治
ݩ
年
（
一
八
六
四
）

に
γ
ー
Ϙ
ル
ト
の
ఋ
子
で
あ
っ
た
三

ॾ

が
ܴ
え
ら
れ
た
こ
と
に



��

よ
り
、「
ӳ
འ
学
ܤ
古
場
」
が

ઃ
さ
れ
る
に
ࢸ
っ
た
）
üý
（

。

Ӊ
和
島
ൡ
内
で
は
文
学
・
武
ज़
修
行
の
他
に
འ
学
修
行
が
実
施
さ

れ
て
お
り
、「
߂
化
四
年

家
中
༝
ॹ
書
」
に
よ
る
と
、
高
野
長
ӳ

の

下
生
で
あ
っ
た
大
野
ণ
三
郎
は
߂
化
五
年
（
一
八
四
八
）
に
འ

学
修
行
を
命
じ
ら
れ
、
Յ
Ӭ
七
年
（
一
八
五
四
）
に
は
ӳ
吉
利
学
修

業
を
す
る
た
め
に
ߐ
ށ
表
に
来
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
ণ
三
郎
は
ਢ
౻
ҝ
次
郎
と
ए
দ
װ
太
郎
に
འ
学
も
教
え
て
お
り
）
üþ
（

、

教
त
す
る
立
場
と
し
て
の
役
目
も
果
た
し
て
い
た
。

続
い
て
、
幕
末
期
の
ൡ
ߍ
内
で
の
༸
学
ઁ
取
に
つ
い
て
考

し
た

い
。「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
」
に
よ
る
と
、
ܚ
応

三
年
（
一
八
六
七
）
三
月
十
二
日
に
দ
࡚
݈
次
郎
が
Ѩ
部
権
一
郎
の

ཹ
क
中
に
ฌ
学
取
立
世
話
な
ら
び
に
書
物
の
引
き
受
け
を
命
じ
ら
れ

て
お
り
、
同
日
に
ࡖ
ݩ
太
郎
も
「
西
༸
学
世
話
方
」
を
ڼ
せ
つ
け
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
修
行
面
に
注
目
す
る
と
、
দ
࡚

ӈ
Ӵ

の
次

உ
݈
次
郎
は
ܚ
応
ݩ
年
に
西
༸
ฌ
学
で
あ
る
タ
ク
ν
ー
Ω
学
の
修
業

を
命
じ
ら
れ
、
ැ
持
方
二
人
分
が
下
さ
れ
て
い
る
）
üÿ
（

。
他
に
も
ए
দ
װ

太
郎
と

ล
౻
太
）
üĀ
（

が
འ
学
修
行
、
町
田
ఄ
ଂ
が
西
༸
学
修
行
を
命
じ

ら
れ
て
い
る
が
）
ý÷
（

、

ล
౻
太
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
「
ޚ
ۛ

ຯ
合
在
೭
ޚ
໔
೭
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
町
田
ఄ
ଂ
は
ܚ
応

ݩ
年
の
「
西
༸
ฌ
学
修
行
ޚ
໔
前
ମ
ฌ
学
修
行
ඃ
ڼ
付
、
明
ྙ
館
ࣷ

長
ඃ
ڼ
付
事
」
か
ら
、
西
༸
ฌ
学
修
行
か
ら
ฌ
学
修
行
へ
と
ม
ߋ
と

な
り
、明
ྙ
館
ࣷ
長
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。よ
っ

て
、
Ӊ
和
島
ൡ
で
は
幕
末
期
に
か
け
て
༸
学
ઁ
取
が
行
わ
れ
、「
西

༸
学
世
話
方
」
や
ܚ
応
ݩ
年
の
町
田
ఄ
ଂ
の
明
ྙ
館
ࣷ
長
へ
の
ब
任

か
ら
、
ൡ
ߍ
内
へ
の
༸
学
ಋ
ೖ
の
可
能
ੑ
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
城
は
宗
紀
の
政
ࡦ
ཧ
念
を
引
き
継
͗
、
܉
制
վ

ֵ
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
武
ज़
を
重
ࢹ
し
た
政
ࡦ
を
行
っ
た
と
い

え
る
。
ま
た
、
高
野
長
ӳ
や
村
田
ଂ
六
な
ど
外
部
か
ら
の
人
ࡐ
ొ
用

や
༸
学
の
ಋ
ೖ
を
行
っ
て
お
り
、
ൡ
内
の
富
ࠃ
化
を
ਪ
ਐ
し
た
と
も

考

で
き
る
。

ୈ
ࡾ
ষ

໌
࣏
ҡ
৽
ظ
ͷ
ൡ
ߍ
と
ൡ
ߍ
ग़

ऀ

ୈ
Ұ
અ

্
ߕ
ৼ
༸
ͷ
ࢥ

ܗ


第
三
ষ
で
は
、
明
治
ҡ
新
期
に
お
け
る
ൡ
ߍ
と
ൡ
ߍ
ഇ
止
後
の
ൡ

ߍ
出
身
者
の
動

を
ݕ
౼
し
て
い
く
。
第
一
અ
で
は
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ठ

を
ۈ
め
た
上
ߕ
振
༸
に
য
点
を
当
て
、
幕
末
期
に
い
か
な
る
思

形

成
を
な
し
た
か
を
み
て
い
き
た
い
。

ま
ず
上
ߕ
振
༸
の
ུ
歴
を
֓
説
す
る
。
振
༸
は
Ӊ
和
島
ൡ
の
ग
子

学
者
で
あ
り
、

ॱ
治
（

Ԃ
）
は
Ԭ
研
ਫ
の
学
౷
を
引
く
ग
子
学

者
で
、
ܑ
ః
一
は
ൡ
ߍ
明
ྙ
館
で
都
ங
ᗗ
༸
や
ۚ
子
ᝬ
ྕ
ら
と
共
に

師
ൣ
を
ۈ
め
た
人
物
で
あ
っ
た
）
ýø
（

。
ま
た
、
ఱ
保

年
（
一
八
三
八
）

に
は
小
দ
ൡ
ठ
者
の
ۙ
౻
ಞ
山
の

下
と
な
り
、
ఱ
保
十
一
年
か
ら

約
四
年
間
は
ߐ
ށ
に
༡
学
し
、
ণ
平
ᴇ
で
学
問
を
学
ん
で
い
る
）
ýù
（

。

後
に
不
平
士

の
陰

事
件
で
あ
る
「
明
治
十
年
ࠃ
事
൜
事
件
」



��

の
中
৺
人
物
と
な
る
振
༸
で
あ
る
が
、
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ठ
を
二
度
ܦ
ݧ

し
て
お
り
、
一
ճ
目
は
帰
ൡ
後
の
߂
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
明
ྙ

館
出
ۈ
と
な
っ
た
後
、
ۚ
子
ᝬ
ྕ
と
の
ഓ
ྈ
達
ྈ
の
ᑍ
ن
書
の
見
ղ

の
相
ҧ
に
よ
り
Յ
Ӭ
五
年
（
一
八
五
二
）
に
ࣙ
職
、
二
ճ
目
は
明
治

二
年
（
一
八
六

）
に
西
Ԃ
ࣉ
ઇ
ߐ
）
ýú
（

の
説
ಘ
に
よ
り
ൡ
ߍ
࠶
出
仕
を

果
た
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
持
ප
を
ཧ
༝
に
ཌ
年
ൡ
ߍ
職
を
ࣙ
し
て

い
る
）
ýû
（

。
次
に
、振
༸
が
ণ
平
ᴇ
に
༡
学
し
て
い
た
ࠒ
に
記
し
た
ཱྀ
日
記『
帰

ݙ

』
を
み
て
い
く
。『
帰
ݙ

』
を
考

す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

ङ
野
ॆ
ಙ
「『
帰
ݙ

（
富
士
山
༡
記
）』
訳
注
）
ýü
（

」
を
参
র
し
ݕ
౼
を

行
う
。
振
༸
の
富
士
ొ
山
は
、
ߐ
ށ
༡
学
の
際
に

ॱ
治
の
富
士
ొ

山
へ
の
宿
願
を
果
た
す
た
め
に
、
ఱ
保
十
二
年
に
ণ
平
ᴇ
の
学
༑
で

あ
っ
た
三
城
ܟ
止
と
共
に
ߐ
ށ
を
発
っ
た
こ
と
が
ܖ
機
で
あ
る
。
振

༸
と
ܟ
止
の
ཱྀ
は
十
二
日
間
で
終
了
す
る
が
、
富
士
ొ
山
を
終
え
た

後
、
六
月
二
十
日
に
鎌
倉
に
立
ち
د
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

ۙ
世
期
は
、

҇
宗
ኰ
の
「
鎌
倉
ॱ
ྱ
記
」
や
ಙ
川
光
ᅮ
の
「
鎌

倉
日
記
」
な
ど
、
鎌
倉
を


に
し
た
紀
行
文
が
執
筆
さ
れ
、
案
内

記
の
刊
行
も
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
ߐ
ށ
中
期
以
߱
に
は
、
ߐ
ノ
島
参

ܮ
と
݉
Ͷ
て
の
鎌
倉
༡
ཡ
が
ߐ
ށ
ॸ
ຽ
の
間
で

ん
と
な
り
、
୩
七

ڷ
や
十
ڮ
な
ど
の
名
数
が
形
成
さ
れ
た
）
ýý
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ۙ
世

中
後
期
に
お
い
て
鎌
倉
が
ॸ
ຽ
の
؍
光

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
二
人
は
源
実
ே
の
ุ
や

Ԭ
八
഼
宮
な
ど
源

氏
関
連
・
足
利
氏
関
連
の
ॾ
Ҩ

を
८
っ
て
い
る
）
ýþ
（

。
し
か
し
、
振
༸

は
足
利
氏
の
ॾ
Ҩ

に
対
し
て
ݫ
し
い
態
度
を
見
せ
て
お
り
、
足
利

ج
氏
の
ݐ
立
し
た
ࣉ
が
ߥ
ഇ
し
、
後
ろ
の
ٰ
に
所
在
し
た
高
師
直
の

ౝ
も
ߥ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
、「

༤
」
で
あ
る
た
め
こ
の
状
態

で
存
在
す
る
の
が
当
વ
だ
と
ഇ
れ
て
い
る
状
態
を
༰
認
し
て
い
る
）
ýÿ
（

。

ま
た
、
ݐ
長
ࣉ
と
ԁ
֮
ࣉ
の
二
ࣉ
に
๚
れ
た
際
に
は
「

主
」、
い

わ
Ώ
る
北
条
氏
と
い
っ
た
時
の
権
力
者
の

教
信
ڼ
に
対
し
て
൷


的
な
意
見
を
ड़
べ
て
お
り
）
ýĀ
（

、
ա
ڈ
の
権
力
者
へ
の
評
価
か
ら
、「
ਖ਼

౷
ੑ
」
を
重
ࢹ
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ら
の
鎌
倉
で
の
紀
行
か
ら
、
振
༸
は
在
府
期
間
に
「
ཱྀ
」
や

҆
積
ࠡ
ࡈ
・
古
լ
㟳
҇
へ
の
ೖ

）
þ÷
（

と
い
っ
た
知
識
の

積
ٴ
び
知
識

人
と
の
交
流
を
通
し
て
、
ग
子
学
思

を
確
立
し
た
と
考

す
る
。

ୈ
ೋ
અ

໌
࣏
ظ
ʹ
͓
͚
Δ
ൡ
ߍ
ͷ
༷
ࢠ

ୈ
Ұ
߲

ൡ
ߍ

৫

明
治
に
ೖ
る
と
Ӊ
和
島
ൡ
は
ൡ
ߍ
内
の
制
度
ॆ
実
化
を
図
る
よ
う

に
な
る
。
明
治
ݩ
年
（
一
八
六
八
）
の
ߍ
ن
վ
ਖ਼
で
は
、
༸
学
と
ฌ

学
の
教
त
方
を
ஔ
き
、
ཌ
年
に
は
従
来
の
学
制
を
վ
ֵ
、
ܰ
卒
も
෮

श
ྈ
）
þø
（

ٴ
び
ഓ
ྈ
へ
の
ೖ
ྈ
や
د
宿
を
可
能
に
し
た
）
þù
（

。
さ
ら
に
明
治
三

年
に
は
ൡ
ߍ
の
名
が
「
明

館
」
と
վ
め
ら
れ
、
੨
গ
年
の
育
成
指


を
ま
と
め
た
「
ߍ
ଇ
八
ἃ
条
」
が
ن
定
さ
れ
た
）
þú
（

。
時
代
に
応
じ
て

ൡ
ߍ
内
で
も
ߍ
ଇ
վ
ਖ਼
を
行
う
な
ど
の
ൡ
ߍ
վ
ֵ
を
行
っ
て
い
る
が
、



��

明
治
二
年
の
学
制
վ
ֵ
で
は
、
定
日
講
書
は
ൡ
庁

人
や
家
ྩ
・
士


一
౷
の
出
੮
で
、
学
ߍ
内
で
の
師
ఋ
の
ྱ
અ
や
貴
ᩮ
長
༮
の
分
は

ݫ
重
に
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
明
治
三
年
の
「
ߍ
ଇ
八
ἃ
条
」

で
も
ଚ
൰
上
下
の
९
क
が
ن
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
）
þû
（

、
ൡ
ߍ
内
で

身
分
౷
制
が
ෑ
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
ൡ
ߍ
の
様
子
は
、
上
ߕ
振
༸
の
高

ఋ
で
後
に
「
明
治
十
年
ࠃ
事
൜
事
件
」
に
も
関
༩
す
る
ླ
村
ৡ
が
編

ࢊ
し
た
「
ൡ
ᴇ
ノ
Ԋ
）ֵ
þü
（

」
か
ら
ݕ
౼
を
行
っ
た
。
ま
ず
ൡ
ߍ
の
編
成

と
し
て
は
、
大
教
師
で
あ
る
上
ߕ
一
人
、
ࠨ
氏
च
山
・
長
ඌ

ଂ
・

西
河
ക
҇
の
ॿ
教
が
三
人
、
ࠨ
教
三
人
、
ྈ
長
三
人
、


一
人
、

෭


一
人
、
࢘
読
の
者
数
人
で
ߏ
成
さ
れ
て
い
た
。
च
山
や

ଂ
、

ക
҇
は
ۚ
子
ᝬ
ྕ
の
子

太
郎
な
ど
と
共
に
ൡ
ߍ
で
教
त
を
行
っ
て

い
た
人
物
で
あ
り
、
च
山
と
ക
҇
は
明
ྙ
館
क़
ࣷ
長
を
ۈ
め
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
）
þý
（

。
一
方
、
د
宿
生
は
Ӊ
和
島
ൡ
関

者
の
他
に
Ӊ
和

島
ൡ
ྖ
で
あ
る
ӎ
೭
町
・
ށ
島
・
城
ล
の
ྖ
ຽ
や
小
দ
ൡ
書
生
が
在

੶
し
て
い
る
。
ま
た
、
振
༸
ࣙ
職
後
の
私
क़
の
様
子
で
あ
る
と
ਪ
ଌ

さ
れ
る
「
ਫ
ށ
よ
り
༡
学
に
来
り
し
二
人
は
小
生
は
知
ら
ず
ཎ
か
ら

は
二
人
来
༡
せ
し
書
生
あ
り
ຢ
小
দ
よ
り
来
る
学
生
は

પ
吉
と
ۙ

౻

な
り
」
の
記
ड़
か
ら
は
、
ൡ
ߍ
に
在
੶
し
て
い
た
小
দ
ൡ
の
人

物
二
人
が
書
生
と
し
て
ൡ
ߍ
に
い
た
こ
と
、
ਫ
ށ
や
ཎ
か
ら
来
ൡ
し

て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
、
振
༸
の
Ө
ڹ
力
は
他
ൡ
に
も
ٴ
び
、
ࣙ

職
後
も
振
༸
を
ู
う
人
物
が
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
ഓ
ྈ
達
ྈ
の
説
明
も
さ
れ
て
お
り
、
֘
当
す
る
年
代
は
不
明

で
あ
る
が
、
教
त
に
は
越
ஐ
উ
太
郎
）
þþ
（

と
加
౻
ދ
一
郎
（
自
ግ
）、
ࣷ

長
は
都
ங
ᗗ
༸
の
ཆ
࢚
子
で
あ
る
都
ங
Թ
、
西
Ԃ
ࣉ
ઇ
ߐ
が
名
を
連

Ͷ
て
い
る
。
他
に
も
、
明
治
二
年
に
ൡ
ߍ
教
त
と
な
る
「
末
ኍ
༤
三

郎
」（
末

మ

）、
書
生
に
は
「
ೖ
ߐ
༢
次
郎
」（
ึ
積

重
）
が

記
さ
れ
て
お
り
）
þÿ
（

、
ൡ
内
に
お
い
て
二
ྈ
は
高
ਫ
४
な
教
育
機
関
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

書
生
は
、
先
ड़
し
た
二
名
の
他
に
も
দ
࡚
久
太
郎
・
ۚ
子
主
ే
・

三
Ӝ
ഹ
）
þĀ
（

・
振
༸
の

ෲ
の
子
で
あ
り
ܑ
ః
一
の
ཆ
࢚
子

吉
の
名
が

書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
」

を
見
る
と
、
ܚ
応
ݩ
年
八
月
に
「
দ
࡚
久
太
郎
明
ྙ
館
د
宿
೭
ॲ
、

今
度
ୀ
क़
೭
義
申
出
承
ಧ
事
）
ÿ÷
（

」
と
দ
࡚
久
太
郎
が
明
ྙ
館
د
宿
を
ୀ

क़
し
、
ܚ
応
三
年
三
月
に
は
、「
ۚ
子
主
ే
文
学
د
宿
೭
願
承
ஔ
ީ
、

န
೭
ޚ
ැ
持
方
ұ
人
分
ඃ
下
ஔ
事
）
ÿø
（

」
と
ۚ
子
主
ే
が
文
学
د
宿
の
願

い
が
承
認
さ
れ
、
ැ
持
方
一
人
分
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
在
੶
す
る
者
の
年
代
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
ܚ
応
ݩ
年
か
ら
明
治
ݩ
年
あ
た
り
の
二
ྈ
出
身
者
を
ま
と
め

た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

振
༸
が
い
た
明
治
期
ൡ
ߍ
は
、
振
༸
以
外
の
教
त
ਞ
も
幕
末
期
か

ら
ൡ
ߍ
に
ܞ
わ
っ
て
い
る
人
物
を

ஔ
し
て
お
り
、
ࠨ
氏
の
場
合
は

振
༸
か
ら
教
え
を
受
け
て
い
る
）
ÿù
（

。
そ
の
事
例
か
ら
、
振
༸
を
中
৺
と

し
た
ൡ
ߍ
運
Ӧ
を
目
的
と
し
、
ൡ
ߍ
վ
ֵ
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い



��

だ
ろ
う
か
。

次
に
ൡ
ߍ
教
育
を
引
き
続
き
「
ൡ
ᴇ
ノ
Ԋ
ֵ
」
か
ら
ݕ
౼
し
て
い

く
。
Ӊ
和
島
ൡ
で
は
༸
学
と
ฌ
学
の
他
に
ࠃ
学
を
ઃ
け
）
ÿú
（

、
ҡ
新
当
初

の
神
ಓ
的
෩
ை
が
あ
る
中
、
山
内

ุ
と
い
う
ਫ
ށ
学
の
ܥ
౷
を
引

く
人
物
が
ൡ
内
に
ܴ
え
ら
れ
た
）
ÿû
（

。
し
か
し
「

ุ
は

भ
へ
ڈ
り
ࠑ

れ
に
付
き
明
治
四
年
よ
り
๛
後
ڮ
の
学
ߍ
で
講
義
す
る
事
に
成
た
）
ÿü
（

」

た
め
、

ุ
は
明
治
四
年
時
点
で
ط
に
Ӊ
和
島
を
ڈ
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
さ
ら
に
時
を
ܦ
て
、「
ࠨ
氏
は
ࣙ
表
を
出
し
長
ඌ
は


܉
の
܉

ہ
の
方
へ
転
し
間
も
な
く
໔
職
に
成
た
」
こ
と
か
ら
、
Ӊ

和
島
ൡ
ൡ
ߍ
は
明
治
三
年
の
振
༸
の
ࣙ
職
を
含
め
、
༏
ल
な
人
ࡐ
が

流
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ൡ
ߍ
と
し
て
の
機
能
を
次
第
に

ࣦ
し
た

と
ਪ
ଌ
で
き
る
。

ୈ
ೋ
߲

্
ߕ
ৼ
༸
と
ủ
ൡ
ֶ
ܝ
ࣔ
Ứ

次
に
、
振
༸
が
二
ճ
目
に
ొ
用
さ
れ
た
ࠒ
の
ൡ
ߍ
を
み
て
い
く
。

振
༸
は
明
治
二
年
の
࠶
ొ
用
で
、
十
一
月
十
四
日
に
権
大
参
事
・
ຽ

政
ֻ
に
任
命
さ
れ
、
十
二
月
十

日
に
は
文
学
教
頭
）
ÿý
（

へ
の
ब
任
、
さ

ら
に
上
士
身
分
と
し
て

二
十
石
を
༩
え
ら
れ
た
）
ÿþ
（

。
版
੶
ไ
ؐ

許

後
、
政
府
は
「
職
員
ྩ
」
を
出
し
、
各
ൡ
に
知
事
以
下
に
大
参
事
・

権
大
参
事
・
小
参
事
ら
の
ཁ
職
を
ઃ
ஔ
す
る
と
と
も
に
、

Ґ
の
格

付
け
を
行
っ
た
）
ÿÿ
（

。
そ
の
よ
う
な
ܦ
Ң
か
ら
、
Ӊ
和
島
ൡ
で
も
同
時
に

職
制
も
վ
ֵ
し
、
政
庁
に
は
公
用
ྈ
・
ຽ
政
ہ
な
ど
、
二
ྈ
四
ہ
一

館
と
世
論
を
ฉ
き
評
ٞ
を
行
う
「
ऺ
ٞ
院
」
を
ઃ
け
た
。
よ
っ
て
、

振
༸
は
大
参
事
の
下
の

Ґ
と
政
庁
内
の
ຽ
政
ہ
の
役
、
さ
ら
に
学

ߍ
職
「
学
ߍ
ֻ
教
長
」
を
݉
Ͷ
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
は
「
ൡ
学
掲
示
」
を
定
め
て

お
り
、
自
ら
が

先
し
て
ൡ
ߍ
内
を
վ
ֵ
す
る
意
図
が
見
受
け
ら
れ

る
。「
ൡ
学
掲
示
）
ÿĀ
（

」
は
、
ྱ
記
や
論
語
、
ࢻ
ܦ
、
қ
ܦ
、
書
ܦ
な
ど

の
中
ࠃ
の
ܦ
書
類
か
ら
引
用
さ
れ
て
お
り
、「
ӈ
ܯ
ռ
೭
ཁ
」
の
「
Ҽ

฿
二

ന
ࣛ
ಎ
掲
示
一

」
の
部
分
か
ら
、
ग
ᗏ
の
ന
ࣛ
ಎ
掲
示
に
฿
っ
て

作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
内
༰
面
で
は
、「
ӈ
ܟ
身

೭
ཁ
」
の
「
見
Ϩ

利
思
Ϩ

義
、
見
Ϩ

ة
त
Ϩ

命
」
は
ࠃ
家
や
主
君
の
一
大

事
に
は
ਐ
ん
で
一
命
を
投
͛
出
す
と
い
う
意
ຯ
を
含
ん
で
お
り
、
命

を
٘
ਜ਼
に
し
て
も
ࠃ
家
を
क
る
と
い
う
自
ݾ
٘
ਜ਼
の
思

を
持
っ
て

い
た
と
ਪ
ଌ
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
ӈ

物
೭
ཁ
」
の
、「
有
二

文
事
一

者
、

ඞ
有
二

武
備
一、
有
二

武
備
一

者
、
ඞ
有
二

文
備
一

」
か
ら
は
、
武
備
に
お

い
て
学
問
を
身
に
つ
け
る
重
ཁ
ੑ
を
示
し
て
お
り
、
武
力
に
よ
っ
て


ഊ
し
た
政
権
を
打

す
る
た
め
に
学
問
を
行
う
と
い
う
考
え
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
内
༰
は
ॊ
ೈ
ੑ
を
ܽ
い
た
も
の
で
あ

る
が
、
同
部
分
の
「
教
学
相
長
、
有
Ϩ

教
ແ
Ϩ

類
」
か
ら
は
、
身
分
に

と
ら
わ
れ
な
い
ൡ
ߍ
教
育
を
目
指
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
思

は
身
分
ࠩ
が
ݫ
し
い
چ
来
の
ൡ
ߍ
ߏ

と
は
異

な
っ
て
お
り
、
ൡ
ଆ
と
振
༸
は
思

面
で
対
立
関

に
あ
っ
た
と
ਪ

ଌ
さ
れ
る
。
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「
ൡ
学
掲
示
」
の
内
༰
を
見
る
と
、
࠶
出
仕
後
の
ൡ
ߍ
で
は
振
༸

の
ग
子
学
思

を
中
৺
に
運
Ӧ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か

し
、
こ
の
時
期
の
Ӊ
和
島
ൡ
ྖ
で
は
、
専
ച

の
഻
の
実
の
価

下

མ
や
明
治
二
年
の
ڟ
作
で
困
ځ
し
た

ຽ
が
ൡ
庁
に
ڧ
ૌ
し
た
こ
と

に
よ
り
、
呼
応
す
る
形
で
「
野
村
૽
動
」
を
࢝
め
と
す
る

ຽ
૽
動

が
発
生
し
て
い
た
）
Ā÷
（

。
三
好
氏
は
振
༸
が
࠶
度
ൡ
ߍ
を
ࣙ
職
し
た
ཧ
༝

を
、
Ӊ
和
島
ൡ
の
ܚ
応
期
の
ẅ
専
ച
の
実
施
に
よ
る
富
ࠃ
ڧ
ฌ
ࡦ
・

ൡ
庁
役
人
の
ແ
能
・

ຽ
૽
動
の
高
༲
な
ど
が
振
༸
の
政
治
ཧ

と

学
問
的
信
念
に

し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
て
お
り
）
Āø
（

、
ൡ
ߍ
վ
ֵ
が

行
わ
れ
て
い
る
時
期
に

ຽ
૽
動
が
ൡ
内
で
発
生
し
た
こ
と
は
ൡ
ߍ

վ
ֵ
の
実
施
に
Ө
ڹ
を
༩
え
た
可
能
ੑ
が
あ
る
。

よ
っ
て
、振
༸
が
࠶
出
仕
し
た
ࠒ
の
ൡ
ߍ
は
、制
度
վ
ֵ
や
༸
学
・

ฌ
学
な
ど
の
学
問
が
ಋ
ೖ
さ
れ
࢝
め
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
一
連
の

ൡ
ߍ
վ
ֵ
の
中
で
振
༸
も
࠶
ొ
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

幕
末
期
に
家

が
学
ߍ
頭
取
を
݉
任
し
て
い
た
よ
う
に
、
振
༸
は
大

参
事
・
ຽ
政
ֻ
お
よ
び
文
学
教
頭
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

明
治
期
で
も
教
育
は
ൡ
の
政
治
γ
ス
ς
Ϝ
の
中
に
組
み
ࠐ
ま
れ
、
ൡ

の
重
役
が
教
育
の
࠷
高
職
を
任
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

振
༸
は
ൡ
の
意

と
の
相
ҧ
か
ら
࠶
び
ൡ
ߍ
職
を
ࣙ
職
し
、
不
平
士


運
動
に
า
み
を
ਐ
め
る
こ
と
に
な
る
。

ୈ
ࡾ
અ

ൡ
ߍ
ग़

ऀ
ͷ
ͦ
ͷ
ޙ

ୈ
Ұ
߲
ủ
໌
࣏
े

ࠃ
ࣄ
൜
ࣄ
݅
Ứ
ʹ
ؔ
༩
͠
ͨ
ਓ
ʑ

第
三
અ
で
は
、
ൡ
ߍ
出
身
者
の
動

と
そ
の
後
の
様
子
を
ݕ
౼
し

て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
振
༸
が
中
৺
人
物
と
し
て
関
わ
っ
た
「
明
治

十
年
ࠃ
事
൜
事
件
」
と
呼
ば
れ
る
大
ऱ
・
吉
田
・
Ӊ
和
島
ൡ
士

有

ࢤ
に
よ
る
陰

事
件
）
Āù
（

が
発
生
し
た
എ
ܠ
を
֓
؍
す
る
。

振
༸
は
ൡ
ߍ
職
を
ࣙ
し
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
八
഼

で

私
क़
「
ۘ
教
ಊ
」
を
開
く
が
、
ཌ
年
の
य़
以
来
多
く
の
ೖ
क़
者
が
お

り

況
を
博
し
た
）
Āú
（

。

人
に
は
ൡ
ߍ
出
身
者
で
あ
る
ླ
村
ৡ
の
他
、

言
論
界
で
活
躍
す
る
西
河
通
ప
、
ࠃ
事
൜
事
件
に
関
わ
る
野
中
重
遠

や
本
城
政
߃
ら
が
在
੶
し
て
お
り
）
Āû
（

、
ࣙ
職
後
に
ൡ
ߍ
の
生
ె
が
振
༸

を
ู
っ
て
私
क़
に
学
び
に
来
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、

下
に
い
た
ླ
村
ৡ
や
野
中
重
遠
、
本
城
政
߃
ら
が
振

༸
の
思

に
共
໐
し
、
不
平
士

運
動
に
加
担
し
た
എ
ܠ
と
し
て
、

各

で
の
士


乱
の
ຄ
発
に
Ө
ڹ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、

新
政
府
は
中
ԝ
集
権

྅
制
の
確
立
を
目
指
し
て
お
り
、
明
治
二
年

に
は
武
士
が
士

と
վ
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
ҏ
予
八
ൡ
で
も
版
੶
ไ

ؐ
に

い

制
վ
ֵ
が
行
わ
れ
、
士

の
家

削
ݮ
に

め
て
い
る
。

そ
し
て
、
明
治
四
年
の
ഇ
ൡ
ஔ
県
以
߱
に
士

の
ղ
ମ
が
ਐ
め
ら
れ
、

家

の
削
ݮ
や

職
を
ඁ
໔
さ
れ
څ

を
ࣦ
う
士

が
大

現
れ
る

よ
う
に
な
る
）
Āü
（

。
佐
լ
の
乱
以
߱
の
ॾ

乱
に
共
通
す
る
主
ཁ
な
ཁ
ٻ

に
は
、
武
士
的
特
権
の
ճ
෮
と
保
持
が
含
ま
れ
て
お
り
）
Āý
（

、
新
政
府
で
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実
現
を
願
っ
て
い
た
ఱ
ߖ

政
が
達
成
さ
れ
ず
に
ݩ

政
治
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
も
چ
ࢤ
士
た
ち
の
不
満
を
ื
ら
せ
）
Āþ
（

、
不
平
士

運
動

を
発
生
さ
せ
る
ܖ
機
に
な
っ
た
。

結
ہ
こ
の
陰

事
件
は

乱
発
生
前
に
࿐
見
す
る
が
、
そ
の
際
一

ຯ
か
ら
は
ॐ
ث
ര
ༀ
の
ີ
ଂ
が
発
֮
し
て
お
り
）
Āÿ
（

、
関

者
ら
は
武
力

行
使
に
よ
っ
て
新
政
府
に
よ
る
ݩ

政
治
を
൷

し
、
ఱ
ߖ
を
中
৺

と
し
た
政
治
ମ
制
に

す
こ
と
を
ܭ
画
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
振
༸
が
持
っ
て
い
た
Ꮌ
Ҕ
思

や
武
力
に
よ
る
政
権
打

の

思

と
い
っ
た
چ
क
ੑ
の
ڧ
い
考
え
方
が
表
面
化
し
た
結
果
で
あ
る

と
考

で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
ࠃ
事
൜
事
件
に
関
༩
し
た
ৡ
で
あ
る
が
、
出
ࠈ
後
は
ނ
ڷ

で

学
क़
「
明
達
書
院
」、「
ւ
ೆ
書
院
」
な
ど
を
Ӧ
み
、
後
に
ҏ
達

家
ޚ
ཤ
歴
編
ࢊ
ֻ
と
し
て
Ӊ
和
島
ൡ
史
ྉ
編
ࢊ
事
業
に
ܞ
わ
っ
た
。

そ
し
て
、
大
ਖ਼
十
三
年
（
一

二
四
）
に
「
振
༸
先
生
年
ේ
）
ĀĀ
（

」
を
編

ࢊ
し
、
振
༸
の
ུ
歴
を
記
し
て
い
る
た
め
）
☟☞☞
（

、
そ
の
時
期
に
「
ൡ
ᴇ
ノ

Ԋ
ֵ
」
も
著
ड़
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ৡ
が
な
ͥ
ൡ

ߍ
史
を
編
ࢊ
し
た
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、「
ൡ
ᴇ
ノ
Ԋ
ֵ
」
で
「
ߕ

先
生
の
権
大
参
事
に

さ
れ
し
は
明
治
二
年

月
下
०
な
り
ຽ
政
ہ

長
と
ҝ
る
、
同
三
年
に
は
文
学
大
教
師
に
ӫ

せ
ら
る
、
ੋ
よ
り
学

事
༈

大
な
り
）
☟☞☟
（

」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
振
༸
の
ൡ
ߍ
で
の
教

育
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
ླ
村
は
出

ࠈ
後
に
私
क़
で
教
育
ී
ٴ
を
し
て
い
る
࢟

か
ら
も
、
振
༸
の
学
問

思

を
継
承
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ླ
村
は
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ߍ
に
お

け
る
師
振
༸
を
࠶
評
価
し
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ୈ
ೋ
߲

ڭ
ҭ
ɾ
ݴ

ք
Ͱ
׆
༂
͢
Δ
ਓ
ʑ

不
平
士

運
動
に
ൡ
ߍ
出
身
者
が
加
担
す
る
一
方
で
、
ൡ
ߍ
ഇ
止

後
に
は
様
ʑ
な
分
野
に
ൡ
ߍ
出
身
者
が
分
ذ
し
、
末

మ

や
西
河

通
ప
、
都
ங
Թ
な
ど
の
ൡ
ߍ
出
身
者
が
多
方
面
で
活
躍
し
て
い
る
。

ൡ
ߍ
教
त
を
ۈ
め
た
加
౻
自
ግ
（
ދ
一
郎
）
は
、
ສ
延
ݩ
年
（
一
八

六
〇
）
に
明
ྙ
館
क़
ࣷ
長
に
な
っ
た
後
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

に
明
ྙ
館
༬
と
な
っ
て
お
り
）
☟☞☠
（

、ഇ
ൡ
後
の
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）

に
は
私
क़
「
継
ࢤ
館
」
を
開
き
、
後
に

ઃ
さ
れ
る
私
立
「
Ӊ
和
島

明
ྙ
館
」
の
教
師
も
務
め
る
な
ど
）
☟☞☡
（

、
Ӊ
和
島
の
教
育
に
ޭ

を
残
し

て
い
る
。

ま
た
ࣷ
長
で
あ
っ
た
都
ங
Թ
は
、
ܚ
応
三
年
に
京
都
で
政
治
活
動

を
行
い
、
明
治

年
に
「
ೆ
予
中
学
ߍ
」
を
ܦ
Ӧ
し
、
後
に
初
代
北

Ӊ
和
܊
長
と
な
っ
て
い
る
）
☟☞☢
（

。
そ
し
て
、
都
ங
Թ
と
同
様
の
職
で
あ
っ

た
西
Ԃ
ࣉ
ઇ
ߐ
は
ݩ
ʑ
দ
田
ઇ
ߐ
と
い
う
名
で
、「
߂
化
四
年

家

中
༝
ॹ
書
」
に
「
文
学
下

も

झ
χ
付
、
専
৺
ֻ
、
༛
ຢ
可
Ϩ
致

出
ਫ਼
ࢫ
ඃ
ڼ
出
事
）
☟☞☣
（

。」と
書
か
れ
る
΄
ど
文
学
熱
৺
な
人
物
で
あ
っ
た
。

҆
政
三
年
（
一
八
五
七
）、
ಙ
߂
五
ฌ
Ӵ
の
ཆ
子
に
な
っ
た
際
に
明

ྙ
館
क़
ࣷ
長
を
ۈ
め
て
い
る
が
）
☟☞☤
（

、
ॱ
ཆ
子
と
し
て
দ
田
家
に

り
、

小

ۈ
の
た
め
に
क़
ࣷ
長
職
を
ࣙ
し
て
い
る
。
そ
し
て
ܚ
応
二
年
に
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は
ཱྀ
ۈ
を
ಧ
け
出
、
ཌ
年
に
は
ࠫ
ଡ
次
第
上
京
す
る
よ
う
に
と
言
い


さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
）
☟☞☥
（

、
ઇ
ߐ
も
Թ
と
同
様
に
幕
末
の
政
ہ
に
ܞ

わ
っ
て
い
た
可
能
ੑ
が
あ
る
。

そ
し
て
、
言
論
界
で
活
躍
す
る
末

మ

や
後
に
๏
学
者
と
し
て

名
を

せ
る
ึ
積

重
も
同
ൡ
ൡ
ߍ
で
学
び
を
受
け
て
お
り
、
మ


は
ൡ
ߍ
で
学
ん
だ
後
、
明
治
二
年
に
教
त
と
な
り
、
ߐ
ށ
・
京
都
へ

の
༡
学
を
ܦ
て
明
治
五
年
に
帰
ڷ
す
る
。
そ
の
後
は
神
山
県
・
愛
ඤ

県
の

ལ
や
「
東
京
ॶ
新
ฉ
」
の
主
筆
を
ۈ
め
、
政
治
面
で
は
大
同

ஂ
結
運
動
へ
の
参
加
や
愛
ඤ
県
各

で
の
政
談
ԋ
説
や
懇

会
開
催

な
ど
を
行
い
、
ຽ
権
論
を
ޑ

し
た
）
☟☞☦
（

。
一
方
、

重
は
ൡ
ߍ
で
年
長

者
を
し
の
͙
成

を
あ
͛
、
十
六
ࡀ
で
「
ഓ
ྈ
」
の
ྈ
長
に
બ
ば
れ
）
☟☞☧
（

、

そ
し
て
、
明
治
三
年
に
は
各
ൡ
の
ਪ
ન
生
を
大
学
ೆ
ߍ
に
ೖ
学
さ
せ

た
ߩ
ਐ
生
制
度
と
い
う
人
ࡐ
؆
ൈ
の
制
度
で
東
京
に
行
っ
て
お
り
、

ൡ
内
に
お
い
て
ษ
学
に
ल
で
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
ླ
村
ৡ
や
野
中
重
遠
の
よ
う
に
振
༸
の
思

に
共
໐

し
不
平
士

運
動
に
参
加
す
る
者
た
ち
が
い
る

ら
、
新
政
府
・
政

界
ٴ
び
明
治
期
の
Ӊ
和
島
の
行
政
・
教
育
ී
ٴ
を
担
う
人
ʑ
を
輩
出

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ൡ
ߍ
が
人
ࡐ
育
成
の
面
で
一
定
の
役
割
と
機

能
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

よ
っ
て
、
明
治
期
の
ൡ
ߍ
は
新
時
代
に
応
じ
て
վ
ֵ
や
制
度

備

を
行
う
も
の
の
、
依
વ
چ
来
の
ൡ
ߍ
ߏ

が
残
っ
た
状
態
で
あ
り
、

中
ԝ
集
権
ࠃ
家
の
成
立
や
新
政
府
の
ॾ
政
ࡦ
、
人
ࡐ
の
流
出
に
よ
っ

て
ൡ
ߍ
組
織
は
次
第
に
機
能
を
ࣦ
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
ൡ
ߍ
ഇ
止
後
に
様
ʑ
な
分
野
に
ߩ
ݙ
す
る
ൡ
ߍ
出
身
者
が
現

れ
、
明
治
期
の
Ӊ
和
島
の
教
育
や
行
政
を
担
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ӊ
和

島
ൡ
ൡ
ߍ
は
幕
末
期
か
ら
明
治
ҡ
新
期
に
か
け
て
人
ࡐ
育
成
の
場
と

し
て
機
能
し
て
い
た
と
考

す
る
。

͓
Θ
Γ
ʹ

以
下
一
ষ
か
ら
三
ষ
を
ま
と
め
る
と
、
宗
紀
治
世
に
あ
た
る
ఱ
保

期
で
は
、
ൡ
政
վ
ֵ
の
一

と
し
て
ൡ
ߍ

備
を
行
い
、
文
武
の
૯

合
機
関
と
し
て
ൡ
ߍ
を
ߏ
ங
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
ൡ
ߍ
で
の
ग

子
学
と
は
別
に
実
学
を
ಋ
ೖ
し
、
技
ज़
面
に
学
問
を
活
か
す
こ
と
で

ൡ
財
政
の
富
裕
化
を
は
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
宗
城
は
宗
紀
の
政
ࡦ
ཧ
念
を
引
き
継
͗
、
܉
制
վ
ֵ
を

実
施
す
る
に
あ
た
り
、
ൡ
ߍ
で
の
ग
子
学
教
育
で
は
な
く
武
ज़
を
重

ࢹ
し
た
政
ࡦ
を
行
っ
た
。
ま
た
、
武
ज़
の
振
ڵ
だ
け
で
な
く
༸
学
と

い
っ
た
ൡ
ߍ
以
外
の
場
で
の
教
育
に
力
を
ೖ
れ
る
こ
と
で
ൡ
内
で
の

富
ࠃ
化
を
は
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ൡ
政
վ
ֵ
の
実
施
や

ւ
外
情

か
ら
、
ग
子
学
以
外
の
学
問
が
ൡ
内
で
重
ཁ
ࢹ
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
う
い
っ
た
状
況
か
ら
ൡ
ߍ
内
も
武
ज़
に
特
化
し
た
場

所
に
ม
化
し
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
明
治
期
で
も
、
ۙ
代
化
に

け
て
ߍ
ଇ
վ
ਖ਼
や
職
制

備

な
ど
の
ൡ
ߍ
վ
ֵ
を
行
う
も
の
の
、
ग
子
学
思

を
持
つ
振
༸
を
࠶



90

ొ
用
し
、
ൡ
の
重
役
を
学
ߍ
の
࠷
高
職
に
任
命
す
る
な
ど
、
چ
来
の

ൡ
ߍ
ߏ

を
残
し
た
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
ൡ
内
で
は
༸
学
や
ฌ
学

な
ど
ۙ
代
化
に

け
て
の
教
育
が
ಋ
ೖ
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
な

ͥ
ग
子
学
思

を
重
ん
じ
る
振
༸
を
ൡ
ߍ
教
त
と
し
て
࠶
ొ
用
し
た

か
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

そ
し
て
明
治
期
の
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ߍ
は
、
ླ
村
な
ど
の
不
平
士

を

生
み
出
す
ܖ
機
を
つ
く
る
場
と
な
っ
た
一
方
、
ൡ
ߍ
ഇ
止
後
に
末


మ

や
西
河
通
ప
の
よ
う
に
言
論
界
へ
と
ඈ
躍
す
る
者
、
さ
ら
に
教

त
を
担
当
し
て
い
た
加
౻
自
ግ
や
ࠨ
氏
च
山
、
都
ங
Թ
の
よ
う
に
教

育
に
資
す
る
者
や
政
治
や
教
育
面
な
ど
様
ʑ
な
分
野
に
人
ࡐ
を
輩
出

し
、
ླ
村
も
出
ࠈ
後
に
は

ݩ
の
教
育
ී
ٴ
に
ܞ
わ
っ
て
い
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
ൡ
ߍ
出
身
者
が
ൡ
ߍ
ഇ
止
後
に

ݩ
教
育
や

方

政
治
を
ࢧ
え
る
存
在
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、
明
治
ҡ
新
後
に
ൡ
ߍ

が
担
っ
て
い
た
人
ࡐ
育
成
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

௰
本
氏
と
小
関
氏
の
研
究
で
は
、
ൡ
ߍ
に
お
け
る
学
問
と
ൡ
政
վ

ֵ
に
お
け
る
学
問
ઁ
取
の
関

ੑ
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「
武
」
の
ࢹ
点
か
ら
見
る
「
富
ࠃ
ڧ
ฌ
」
の
ݕ
౼
も
研
究
課
題
と
し

て
残
る
状
態
で
あ
っ
た
。
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ߍ
の
事
例
か
ら
ݕ
౼
す
る
と
、

ൡ
ߍ
に
お
い
て
受
༰
さ
れ
る
学
問
と
ൡ
政
վ
ֵ
に
よ
る
学
問
ઁ
取
の

྆
方
が
あ
り
、
ൡ
ߍ
は
人
ࡐ
を
育
成
す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た

と
い
え
る
。
ま
た
、
社
会
情

に
応
じ
て
ൡ
内
で
は
武
ज़
が

ྭ
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
܉、
制
վ
ֵ
な
ど
「
武
」
の
面
か
ら
「
富
ࠃ
ڧ
ฌ
」

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
明
治
ҡ
新
期
に
お
け
る
ൡ
ߍ
で
あ
る
が
、
Ԙ
原
氏
が
ҡ
新

期
学
制
վ
ֵ
を
ݕ
౼
し
て
い
る
が
、
ൡ
ߍ
出
身
者
の
動

は
言
ٴ
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
Ӊ
和
島
ൡ
の
場
合
を
み
る
と
、
ൡ
ߍ
ഇ

止
後
に
ൡ
ߍ
出
身
者
が
政
界
や
言
論
界
、

Ҭ
行
政
に
ܞ
わ
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
ൡ
ߍ
は
幕
末
期
か
ら
明
治
ҡ
新
期
に
か
け
て
ൡ
士
の

教
育
機
関
と
し
て
重
ཁ
な
役
目
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
Ӊ
和
島
ൡ
ൡ
ߍ
の
ߏ

お
よ
び
ൡ
ߍ
に
お
け
る
人
ࡐ
育

成
に
য
点
を
当
て
ݕ
౼
を
行
っ
た
が
、
ൡ
ߍ
で
の
ൡ
士
教
育
ٴ
び
ൡ

ߍ
վ
ֵ
が
行
わ
れ
る
に
ࢸ
っ
た
ܦ
Ң
を
ղ
決
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
ൡ
ߍ
研
究
に
お
い
て
ൡ
政
վ
ֵ
に
お
け
る
ൡ
ߍ

備
の
ࢹ

点
だ
け
で
な
く
、
ൡ
士
౷
制
・
教
育
の
面
か
ら
も
ൡ
ߍ
を
考

し
、

ൡ
ߍ
が
ൡ
士
教
育
に
い
か
な
る
Ө
ڹ
を
༩
え
た
か
を
み
て
い
く
ඞ
ཁ

が
あ
る
。
今
後
の
研
究
で
は
、
こ
の
ൡ
ߍ
ٞ
論
を
ൡ
士
౷
制
・
教
育

に
ԉ
用
す
る
こ
と
で
、
ൡ
ߍ
は
ൡ
内
で
い
か
に
機
能
し
て
い
た
か
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

ம（
1
）
௰
本
խ
史
『
ۙ
世
教
育
思

史
の
研
究
』、
思
文
ֳ
出
版
、
一



〇
年
、
八
七
ท
。

（
2
）
小
川
和

「
十

世
紀
の
ൡ
学
と
ठ
学
教
育
」（
᪅
ܠ
達
編
『
ठ

教
的
政
治
思

・
文
化
と
東
ア
ジ
ア
の
ۙ
代
』、
有
ࢤ
ࣷ
、
二
〇
一
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八
年
）、
一
三
六
Ỗ
一
三
七
ท
。

（
�
）
前
掲
௰
本
խ
史
『
ۙ
世
教
育
思

史
の
研
究
』。

（
�
）
小
関
༔
一
郎
「
ถ

ൡ
明
和
・
҆
Ӭ
վ
ֵ
に
お
け
る
「
ਔ
政
」
論
の

࠶
編
ա
程
─

ມ
当
ߝ
の
「

利
」「
ࠃ
࢈
」
ཧ
念
─
」（
同
『
明
君
の

ۙ
世
─
学
問
・
知
識
と
ൡ
政
վ
ֵ
─
』
吉
川
߂
文
館
、
二
〇
一
二
年
）。

（
�
）
小
関
༔
一
郎
「
ߐ
ށ
時
代
の
「
富
ࠃ
ڧ
ฌ
」
論
と
「
ຽ
利
」
の
思


」（『
日
本
歴
史
』
八
四
六
、
二
〇
一
八
年
）。

（
�
）
愛
ඤ
県
教
育
ҕ
員
会
編
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
（
愛
ඤ
教
育
セ
ン

タ
ー
、
一

七
一
年
）。

（
�
）

下
博
ຽ
『
ೆ
予
明
ྙ
館
─
ธ
遠
の
Ӊ
和
島
は
在
京
教
育

ڥ
を

い
か
に
ߏ
ங
し
た
か
─
』、
ೆ
予

学
会
・

෩
社
出
版
、
二
〇
〇

三
年
。

（
�
）
Ԙ
原
佳
典
「
ൡ

Ҭ
に
お
け
る
ҡ
新
期
学
制
վ
ֵ
の
࠶
ݕ
౼
─
信

भ
高
島
ൡ
に
み
る
教
育
と
教
化
の
ॾ
相
─
」（『
日
本
教
育
史
学
会
紀

ཁ
』
一
〇
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
9
）
三
好
ণ
文
「
Ӊ
和
島
ൡ
に
お
け
る
ൡ
政
վ
ֵ
の
思

（
一
）」（『
愛

ඤ
ۙ
代
史
研
究
』
七
、
一

六
四
年
）、
三
三
ท
。

（
10
）
前
掲

下
博
ຽ
『
ೆ
予
明
ྙ
館
─
ธ
遠
の
Ӊ
和
島
は
在
京
教
育


ڥ
を
い
か
に
ߏ
ங
し
た
か
─
』、
五
一
ท
。

（
11
）
三
好
ণ
文
「
Ӊ
和
島
ൡ
ठ
者
Ԭ
研
ਫ
と
そ
の
著
『
話
ࣇ

』
に
つ

い
て
」（『
দ
山
大
学
論
集
』
六
、
五
、
一


四
年
）、
一


Ỗ

二
〇
六
ท
。

（
12
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
、
二
二
二
ท
。

（
1�
）
前
掲
三
好
ণ
文
「
Ӊ
和
島
ൡ
に
お
け
る
ൡ
政
վ
ֵ
の
思

（
一
）」、

三
四
ท
。

（
1�
）
ۙ
代
史
文
ݿ
Ӊ
和
島
研
究
会
編『
記

書
ൈ
ҏ
達
家
ޚ
歴
代
事
記
』四
、

ۙ
代
史
文
ݿ
Ӊ
和
島
研
究
会
、
一

八
三
年
、
一
六
三
Ỗ
一
六
四
ท
。

（
1�
）
ഓ
ྈ
は
十
四
ࡀ
か
ら
十
八
ࡀ
程
度
が
対

で
、
۟
読
卒
業
者
が
ே

の
八
時
か
ら
ޕ
後
の
二
時
ま
で
講
義
・
ྠ
読
・
会
読
・
質
ٙ
を
行
い
、

達
ྈ
は
ഓ
ྈ
で
修
業
し
た
十
八
ࡀ
以
上
の
者
の
特
に

む
者
が
ྠ

読
・
会
読
・
講
義
・
自
श
を
行
う
場
で
、
士
卒
平
ຽ
の
別
な
く
ر


者
を
د
宿
さ
せ
て
い
た
（
前
掲

下
博
ຽ
『
ೆ
予
明
ྙ
館
─
ธ
遠
の

Ӊ
和
島
は
在
京
教
育

ڥ
を
い
か
に
ߏ
ங
し
た
か
─
』、
三
五
ท
）。

し
か
し
、明
治
十
年
に
県
庁
に
提
出
さ
れ
た
報
告
の
写
し
で
あ
る「
چ

Ӊ
和
島
ൡ
学
制
」
の
「
一
、
教
ଇ
」
に
同
じ
記
ड़
が
あ
る
た
め
、
明

治
期
ࠒ
の
ഓ
ྈ
達
ྈ
の
様
子
で
あ
る
可
能
ੑ
が
高
い
（
Ӊ
和
島
東
高

等
学
ߍ
編
『
Ӊ
和
島
東
高
等
学
ߍ
Ԋ
ֵ
史
』、
愛
ඤ
県
立
Ӊ
和
島
東

高
等
学
ߍ
、
一


六
年
、
四
四
Ỗ
四

ท
）。

（
1�
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
、
二
二
六
Ỗ
二
二
七
ท
。

（
1�
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
、
二
二
八
ท
。

（
1�
）
Ӊ
和
島
ҏ
達
文
化
保
存
会
ଂ
、「
Ӊ
和
島
ҏ
達
家
文
書

ޚ
重
書

目


ஸ
」（
ࠃ
文
学
研
究
資
ྉ
館
マ
イ
ク
ロ
ऩ
集
史
ྉ
「
ҏ
予
ࠃ

Ӊ
和
島
ҏ
達
家
文
書
」
使
用
）、
ஸ
一
七
ϗ
─
五
〇
（
ࠃ
文
学
紙
ম

き
史
ྉ
൪
号
Ｐ
七

〇
七
─
一
五
五
）「
ఱ
保
二
年

ޚ
城
明
ྙ
館
」・

ஸ
一
七
ϗ
─
五
七
（
ࠃ
文
学
紙
ম
き
史
ྉ
൪
号
Ｐ
七

〇
七
─
一
五

七
）「
߂
化
四
年

ޚ
城
明
ྙ
館
」・
ஸ
一
七
ϗ
─

二
（
ࠃ
文
学
紙

ম
き
史
ྉ
൪
号
Ｐ
七

〇
七
─
一
七
〇
）「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ

館
幷
൪
所
೭
事
」。

（
19
）
ฌ
頭
ݡ
一
著
・
ۙ
౻
ढ़
文
ߍ
ம
『
ҏ
達
宗
紀
公
伝
』、

ઘ
ಊ
出
版
、

二
〇
〇
四
年
、
一
八
八
Ỗ
一

一
ท
。

（
20
）『
記

書
ൈ
ҏ
達
家
ޚ
歴
代
事
記
』
五
、
ఱ
保
十
四
年
一
二
月
一

五
日
条
、
二
四
三
ท
。
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（
21
）
ۙ
代
史
文
ݿ
Ӊ
和
島
研
究
会
編『
記

書
ൈ
ҏ
達
家
ޚ
歴
代
事
記
』

五
、
ۙ
代
史
文
ݿ
Ӊ
和
島
研
究
会
、
一

八
三
年
、
ఱ
保
十
年

月

二
二
日
条
、
一
四
七
ท
。

（
22
）『
記

書
ൈ
ҏ
達
家
ޚ
歴
代
事
記
』
五
、ఱ
保
十
年

月
二
二
日
条
、

一
四

ท
。

（
2�
）
Ӊ
和
島
ൡ
の
家
格
は
ޚ
一

、

中
、
中

、
ދ
೭
間
、
中
೭
間
、

ె
೭
間
と
な
っ
て
お
り
、
ދ
೭
間
格
は
ൡ
内
で
四
൪
目
に
高
い
格
式

と
な
っ
て
い
る
（

村
ૅ
・
౻
野
保
・
村
上
直
編
『
ൡ
史
大
事
典
』
六
、

༤
山
ֳ
出
版
、
一


〇
年
）。

（
2�
）
ۙ
代
史
文
ݿ
Ӊ
和
島
研
究
会
編
『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、
都
ங
܇
治
、

ۙ
代
史
文
ݿ
Ӊ
和
島
研
究
会
、
一

八
〇
年
、
二
三
五
ท
。

（
2�
）
前
掲
三
好
ণ
文
「
Ӊ
和
島
ൡ
に
お
け
る
ൡ
政
վ
ֵ
の
思

（
一
）」、

三
六
Ỗ
三
七
ท
。

（
2�
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
、
二
二

ท
Ỗ
二
三
〇
ท
。

（
2�
）
愛
ඤ
県
史
編
ࢊ
ҕ
員
会
編
『
愛
ඤ
県
史
』
ۙ
世
下
、
愛
ඤ
県
、
一


八
七
年
、
六
八
六
ท
。

（
2�
）『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、
小


ଂ
、
二
五
五
Ỗ
二
五
六
ท
。

（
29
）『
記

書
ൈ
ҏ
達
家
ޚ
歴
代
事
記
』
五
、
一

六
ท
。

（
�0
）
前
掲
三
好
ণ
文
「
Ӊ
和
島
ൡ
に
お
け
る
ൡ
政
վ
ֵ
の
思

（
一
）」、

三
六
Ỗ
三
八
ท
。

（
�1
）
ฌ
頭
ݡ
一
著
・
ۙ
౻
ढ़
文
ߍ
ம
『
ҏ
達
宗
城
公
伝
』、

ઘ
ಊ
出
版
、

二
〇
〇
四
年
、
七

Ỗ
八
〇
ท
。

（
�2
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
、
二
三
二
ท
。

（
��
）
前
掲
『
ҏ
達
宗
城
公
伝
』、
七

ท
Ỗ
八
〇
ท
。

（
��
）「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
ݩ、「
治
ݩ
年
六
月
二
日
条
。

（
��
）「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
ݩ、「
治
ݩ
年
十
月
七
日
・

十
月
十
七
日
条
。

（
��
）「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
ܚ、「
応
ݩ
年
二
月
七
日
・

四
月

二
日
条
。

（
��
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
、
二
二
六
ท
。

（
��
）
三
好
ণ
文
「
Ӊ
和
島
ൡ
の
ൡ
政
վ
ֵ
に
つ
い
て
」（『
愛
ඤ
ۙ
代
史

研
究
』
二
、
一

六
三
年
）、
二
一
ท
。

（
�9
）
前
掲
『
ҏ
達
宗
城
公
伝
』、

三
Ỗ
一
〇
六
ท
。

（
�0
）
前
掲
『
ҏ
達
宗
城
公
伝
』、
一
〇
四
ท
。

（
�1
）
前
掲
『
ҏ
達
宗
城
公
伝
』、
八
五
Ỗ
八
六
ท
。

（
�2
）「
ఱ
保
二
年

ޚ
城
明
ྙ
館
」
߂
化
三
年
十
二
月
二
五
日
条
。

（
��
）「
߂
化
四
年

ޚ
城
明
ྙ
館
」
߂
化
四
年
七
月
十
二
日
条
。

（
��
）「
ఱ
保
二
年

ޚ
城
明
ྙ
館
」、
ఱ
保
四
年
六
月
二
日
条
。

（
��
）「
߂
化
四
年

ޚ
城
明
ྙ
館
」
Յ
Ӭ
四
年

月
二
日
条
。

（
��
）「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
」、
ܚ
応
ݩ
年
十
月

二

日
条
。

（
��
）「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
」、
ܚ
応
二
年
十
二
月
十

五
日
条
。

（
��
）「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
」、
ܚ
応
三
年
八
月

二

日
条
。

（
�9
）
前
掲
三
好
ণ
文
「
Ӊ
和
島
ൡ
に
お
け
る
ൡ
政
վ
ֵ
の
思

（
一
）」、

四
一
Ỗ
四
二
ท
。

（
�0
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
、
二
三
八
Ỗ
二
三

ท
。

（
�1
）
前
掲
三
好
ণ
文
「
Ӊ
和
島
ൡ
に
お
け
る
ൡ
政
վ
ֵ
の
思

（
一
）」、

四
一
Ỗ
四
二
ท
。

（
�2
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
史
』
ۙ
世
下
、
六

七
Ỗ
六

八
ท
。

（
��
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
、
二
三

ท
。
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（
��
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
、
二
三

ท
。

（
��
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
史
』
ۙ
世
下
、
六


ท
。

（
��
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
教
育
史
』
一
、
二
四
〇
ท
。

（
��
）『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、
大
野
ণ
三
郎
、
二

六
ท
。

（
��
）『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、
দ
࡚

ӈ
Ӵ

、
三
八
〇
ท
。

（
�9
）『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、

ล
ᢛ
ฌ
Ӵ
、
三
六
七
Ỗ
三
六
八
ท
。


ล
౻
太
は
文
久
三
年
に
「
ޚ
ۛ
ຯ
合
在
೭
ޚ
໔
೭
事
」
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
実
際
に
は
修
行
は
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
�0
）『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、
町
田

ฌ
Ӵ
、
三
八
一
ท
。

（
�1
）
三
好
ণ
文
「
上
ߕ
振
༸
と
そ
の
思

の
帰
結
に
つ
い
て
」（
三
好

ণ
文
『
Ӊ
和
島
ൡ
の
ठ
学
と
༸
学
』、二
〇
〇
一
年
）
七
五
Ỗ
七
六
ท
。

（
�2
）
前
掲
三
好
ণ
文
「
上
ߕ
振
༸
と
そ
の
思

の
帰
結
に
つ
い
て
」、

七
八
Ỗ
七

ท
。

（
��
）「
ൡ
ᴇ
ノ
Ԋ
ֵ
」（
ம
七
五
史
ྉ
）
で
は
西
Ԃ
ࣉ
ઇ
ߐ
と
記
載
さ
れ

て
い
る
が
、
同
じ
く
ླ
村
が
編
ࢊ
し
た
Ӊ
和
島
中
ԝ
図
書
館
ଂ
「
Ӊ

和
島

書

上
ߕ
振
༸
先
生
年
ේ
」（
ம
八
七
史
ྉ
）
に
は
権
大
参

事
西
Ԃ
ࣉ
公
成
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し『
Ӊ
和
島
吉
田
྆
ൡ
誌
』

（
ம
七
二
）
に
よ
る
と
、
西
Ԃ
ࣉ
公
成
は
明
治
二
年

月
に
大
ࡕ
府

小
参
事
に
任
ͥ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
説
ಘ
に
行
っ
た
の
が
西
Ԃ
ࣉ
ઇ

ߐ
（
公
成
）
で
あ
る
か
は
࠶
ݕ
౼
が
ඞ
ཁ
で
あ
る
。

（
��
）
前
掲
三
好
ণ
文
「
上
ߕ
振
༸
と
そ
の
思

の
帰
結
に
つ
い
て
」、

八
七
ท
。

（
��
）
ङ
野
ॆ
ಙ
「『
帰
ݙ

（
富
士
山
༡
記
）』
訳
注
」、『
内
ւ
文
化
研

究
紀
ཁ
』
三
〇
、
二
〇
〇
二
年
。

（
��
）
平
ຌ
社
編
『
日
本
歴
史

名
大
ܥ

神
奈
川
県
の

名
』、
一


八
四
年
、
平
ຌ
社
、
二
六
六
ท
。

（
��
）
前
掲
ङ
野
ॆ
ಙ
「『
帰
ݙ

（
富
士
山
༡
記
）』
訳
注
」、
ఱ
保
十

二
年
六
月
十
七
日
Ỗ

二
日
条
、
一
六
Ỗ
三
七
ท
。

（
��
）
前
掲
ङ
野
ॆ
ಙ
「『
帰
ݙ

（
富
士
山
༡
記
）』
訳
注
」、
ఱ
保
十

二
年
六
月

一
日
条
、
二
八
Ỗ
三
三
ท
。

（
�9
）
前
掲
ङ
野
ॆ
ಙ
「『
帰
ݙ

（
富
士
山
༡
記
）』
訳
注
」、
ఱ
保
十

二
年
六
月

一
日
条
、
二
八
Ỗ
三
三
ท
。

（
�0
）
前
掲
三
好
ণ
文
「
上
ߕ
振
༸
と
そ
の
思

の
帰
結
に
つ
い
て
」、

七

ท
。

（
�1
）「
ൡ
ᴇ
ノ
Ԋ
ֵ
」（
ம
七
五
史
ྉ
）
に
は
「
長
ہ
に
Ҡ
り
し
後
ഓ
達

ྈ
ϋ
小
ڙ
の
学
ߍ
と
成
り
෮
श
ྈ
と
শ
し
た
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
明
治
三
年
の
ߍ
ଇ
վ
ਖ਼
で
෮
श
ྈ
が
「
ಐ
学
ྈ
」
と
վ
শ
さ
れ

て
い
る
。（
前
掲
『
愛
ඤ
県
史
』
下
、
八
三
五
ท
）。

（
�2
）
愛
ඤ
県
教
育
協
会
北
Ӊ
和
部
会
『
Ӊ
和
島
吉
田
྆
ൡ
誌
』、
名
著

出
版
、
一

一
七
年
、
五
八
六
Ỗ
五

一
ท
。

（
��
）
前
掲

下
博
ຽ
『
ೆ
予
明
ྙ
館
─
ธ
遠
の
Ӊ
和
島
は
在
京
教
育


ڥ
を
い
か
に
ߏ
ங
し
た
か
─
』、
五
一
ท
。

（
��
）
前
掲
『
Ӊ
和
島
吉
田
྆
ൡ
誌
』、
五
八

Ỗ
五

二
ท
。

（
��
）
Ӊ
和
島
中
ԝ
図
書
館
ଂ
「
ླ
村
家
文
書
」（
写
真
複
写
）、八
五
、「
ൡ

ᴇ
ノ
Ԋ
ֵ
」、
ླ
村
ৡ
編
。

（
��
）
前
掲
『
Ӊ
和
島
吉
田
྆
ൡ
誌
』、
一
〇
〇
一
Ỗ
一
〇
〇
二
ท
。

（
��
）
越
ஐ
উ
太
郎
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
ދ
೭
間
ྻ
の
ठ
者
と

な
っ
て
お
り
、
同
年
十
二
月
に
は
ठ
者
と
し
て
ถ

ඨ
が
下
さ
れ
て

い
る
。（『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、
三
六
二
ท
）。

（
��
）
ഓ
ྈ
は
十
四
ࡀ
か
ら
十
八
ࡀ
が
対

で
、
達
ྈ
は
十
八
ࡀ
以
上
の
特

に

む
者
が
ೖ
क़
す
る
施
ઃ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

下
氏
は

重
の

ೖ
क़
を
明
治
ݩ
年
と
し
て
い
る
（
前
掲

下
博
ຽ
『
ೆ
予
明
ྙ
館
─
ธ
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遠
の
Ӊ
和
島
は
在
京
教
育

ڥ
を
い
か
に
ߏ
ங
し
た
か
─
』、
五
三
ท
）。

（
�9
）
三
Ӝ
ഹ
は
Ӊ
和
島
ൡ
士
三
Ӝ
義
質
の
長
உ
で
あ
る
。
文
久
三
年
に

宗
城
の
ଉ
子
保
ຩ
・
ܦ
ؙ
の
ޚ
Հ
役
を
ۈ
め
、
明
治
三
年
（
一
八
七

〇
）
に
ൡ
ฌ
と
共
に
東
京
に
上
京
し
८
ᬓ
職
に
ब
任
し
て
い
る
。
ま

た
、
ഇ
ൡ
後
は
一
三
大
区
一
小
区
の
ށ
長
役
場

代
役
等
を
ۈ
め
、

三
ඛ

業
学
ߍ
卒
業
後
は
神
ށ
・
大
ࡕ
・
長
࡚
県
高
島


・

Ԭ

県
新
ೖ
・
Ქ
田


を
歴
任
し
、
新
ೖ
・
Ქ
田


෭
長
を
࠷
後
に

五
八
࠽
で
ୀ
職
す
る
。
Ӊ
和
島
帰
ڷ
後
、
大
ਖ਼
五
年
（
一

一
六
）

よ
り
ҏ
達
家
の
育
ӳ
会
会
長
、

島
神
社
・
Ӊ
和

神
社
の

代
役

を
ۈ
め
、
ত
和
十
五
年
（
一

四
〇
）
に
੦
ڈ
す
る
（
三
Ӝ
家
文
書

研
究
会
『
Ӊ
和
島
ൡ
士
三
Ӝ
家
文
書
目

』、
二
〇
〇
一
年
、
三
Ӝ

家
文
書
研
究
会
、
三
Ỗ
五
ท
）。

（
�0
）「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
ܚ、「
応
ݩ
年
八
月
ࡣ
日
条
。

（
�1
）「
ສ
延
ݩ
年

ޚ
城
明
ྙ
館
幷
൪
所
೭
事
ܚ、「
応
三
年
三
月

日
条
。

（
�2
）
前
掲
『
Ӊ
和
島
吉
田
྆
ൡ
誌
』、
一
〇
〇
二
Ỗ
一
〇
〇
三
ท
。

（
��
）
前
掲
『
Ӊ
和
島
吉
田
྆
ൡ
誌
』、
五
八
六
ท
。

（
��
）
ึ
積
重
行
編
『
ึ
積
Վ
子
日
記
』、
み
す
ず
書

、
一

八

年
、

八
一
ท
。

（
��
）「
ൡ
ᴇ
ノ
Ԋ
ֵ
」。

（
��
）
文
学
教
頭
は
Ӊ
和
島
中
ԝ
図
書
館
ଂ
「
Ӊ
和
島

書

上
ߕ
振
༸
先

生
年
ේ
」（
ம
八
七
史
ྉ
）
の
「
ط
ࣕ
վ
二

教
頭
一

ҝ
二

教
長
一

」
か
ら
学

ߍ
職
の
「
学
ߍ
ֻ
教
長
」
に
あ
た
る
と
い
え
る
。
ま
た
、


は
明
治

三
年
十
二
月
四
日
時
点
で
知
事
が
四
ඦ
ඨ
に
対
し
て
学
ߍ
ֻ
教
長
は
お

よ
そ
六
十
七
ඨ
で
あ
っ
た
（
前
掲
『
愛
ඤ
県
史
』
ۙ
世
下
、八
二
〇
ท
）。

（
��
）
Ӊ
和
島
中
ԝ
図
書
館
ଂ
、「
ླ
村
家
文
書
」（
写
真
複
写
）、三
八
、「
Ӊ

和
島

書

上
ߕ
振
༸
先
生
年
ේ
」、
ླ
村
ৡ
編
。

（
��
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
史
』
ۙ
世
下
、
八
一
〇
ท
。

（
�9
）
前
掲
『
Ӊ
和
島
吉
田
྆
ൡ
誌
』、
五

四
Ỗ
五

七
ท
。

（
90
）
愛
ඤ
県
史
編
ࢊ
ҕ
員
会
編
『
愛
ඤ
県
史
』
ۙ
代
上
、
愛
ඤ
県
、
一


八
六
年
、
二
〇
Ỗ
二
三
ท
。

（
91
）
前
掲
三
好
ণ
文
「
上
ߕ
振
༸
と
そ
の
思

の
帰
結
に
つ
い
て
」、

八
八
ท
。

（
92
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
史
』
ۙ
代
上
、
一
六
一
ท
。

（
9�
）
ࡩ
Ҫ
久
次
郎
「
武
田
๛
城
の
ࢤ
ૢ
と
生
֔
（
三
）」（『
ҏ
予
史
談
』

二
〇
二
、
一

七
一
年
）、
一
一
ท
。

（
9�
）
前
掲
ࡩ
Ҫ
久
次
郎
「
武
田
๛
城
の
ࢤ
ૢ
と
生
֔
（
三
）」、
一
一
ท
。

（
9�
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
史
』
ۙ
代
上
、
一
五
〇
Ỗ
一
五
五
ท
。

（
9�
）
後
౻
༃
『
士


乱
の
研
究
』、
੨

書
ళ
、
一

六
七
年
、
一

四
ท
。

（
9�
）
前
掲
ࡩ
Ҫ
久
次
郎
「
武
田
๛
城
の
ࢤ
ૢ
と
生
֔
（
三
）」、
七
ท
。

（
9�
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
史
』
ۙ
代
上
、
一
六
七
Ỗ
一
六
八
ท
。

（
99
）
前
掲
史
ྉ
「
Ӊ
和
島

書

上
ߕ
振
༸
先
生
年
ේ
」
で
あ
る
と
ਪ

ଌ
さ
れ
る
。

（
100
）
愛
ඤ
県
史
編
ࢊ
ҕ
員
会
編
『
愛
ඤ
県
史
』
人
物
、
愛
ඤ
県
、
一


八

年
、
三
三
二
Ỗ
三
三
三
ท
。

（
101
）「
ൡ
ᴇ
ノ
Ԋ
ֵ
」。

（
102
）『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、
加
౻
ދ
一
郎
、
三
六

Ỗ
三
七
〇
ท
。

（
10�
）
前
掲
『
Ӊ
和
島
吉
田
྆
ൡ
誌
』、
一
〇
一
四
ท
Ỗ
一
〇
一
五
ท
。

（
10�
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
史
』
人
物
、
四
一
七
Ỗ
四
一
八
ท
。

（
10�
）『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、
দ
田
֮
ॿ
、
三
一
五
Ỗ
三
一
六
ท
。

（
10�
）『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、
ಙ
߂
五
ฌ
Ӵ
、
二
八
一
Ỗ
二
八
二
ท
。

（
10�
）『
家
中
༝
ॹ
書
』
下
、
দ
田
ઇ
ߐ
、
三
七
八
ท
。



9�

（
10�
）
前
掲
『
愛
ඤ
県
史
』
人
物
、
三
二
三
Ỗ
三
二
四
ท
。

（
109
）
前
掲
『
ึ
積
Վ
子
日
記
』、
八
四
ท
。

˞
こ
の
論
文
は
筆
者
が
二
〇
二
〇
年
に
京
都
女
子
大
学
文
学
部
史
学
科

に
提
出
し
た
卒
業
論
文
と
二
〇
二
一
年
六
月
に
行
わ
れ
た
日
本
史
研

究
会
卒
業
論
文
報
告
会
で
報
告
し
た
内
༰
を
も
と
に
加
筆
・
修
ਖ਼
を

加
え
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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Ұ


͡
Ί
ʹ

大
ਖ਼
新
教
育
を
取
り
ѻ
っ
た
研
究
は
、
師
ൣ
学
ߍ
ෟ
属
小
学
ߍ
と

私
立
小
学
ߍ
の
も
の
が
΄
と
ん
ど
で
あ
り
、
ࠃ
ຽ
の
大
多
数
が
通
う

公
立
小
学
ߍ
の
新
教
育
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
研
究
が
ਐ
ん
で
い
な

い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

実
際
、
当
֘
研
究
の
先
ۦ
け
で
あ
る
一

六
八
年
の
中
野
光
に
よ

る
『
大
ਖ਼
自
༝
教
育
の
研
究
）
1
（

』
で
は
、
明
石
女
子
師
ൣ
学
ߍ
ෟ
属
小

学
ߍ
、
成
城
小
学
ߍ
、
自
༝
学
Ԃ
、
明

学
Ԃ
、

ା
ࣇ
ಐ
の
村
小

学
ߍ
と
い
っ
た
、
師
ൣ
学
ߍ
ෟ
属
小
学
ߍ
ま
た
は
私
立
小
学
ߍ
が
取

り
あ
͛
ら
れ
て
お
り
、
公
立
小
学
ߍ
の
事
例
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
点
は
、
こ
の
本
の
書
評
を
書
い
た
中
内
හ
夫
が
「
本
書
は
「
大

ਖ਼
新
教
育
」
の
ト
ッ
プ
・
Ϩ
ベ
ル
を
か
た
ち
ͮ
く
る
人
物
や
ஂ
ମ
を

あ
つ
か
っ
て
い
る
に
す
͗
ず
、
各
県
各

の
さ
ま
ざ
ま
の
Ώ
れ
を
持

つ
「
新
教
育
」
実
ફ
に
つ
い
て
は
΄
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
な
い
）
2
（

」
と
し

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
後
も
公
立
小
学
ߍ
の
新
教
育
の
研
究
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
が
、
一


〇
年
代
に
ླ

そ
よ
子
が
公
立
小
学
ߍ
に
主
؟
を
ஔ

い
た
実
ূ
的
な
研
究
を
発
表
）
�
（

し
て
以
߱
は
、
அ
ย
的
で
は
あ
る
が
গ

し
ず
つ
研
究
が

ん
に
な
っ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
ମ
ܥ
的
研
究
の
た
め
の
足
ֻ
か
り
と
し
て
、
実
際
に

現
場
で
ࣇ
ಐ
の
指
ಋ
に
あ
た
っ
て
い
た
公
立
小
学
ߍ
の
一
教
員
に
主

؟
を
ஔ
い
た
論
考
を
行
な
う
。
な
か
で
も
教
員
と
し
て

北
師
ൣ
学

ߍ
ෟ
属
小
学
ߍ
、
東
京
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
（
以
下
「
滝
野
川

小
」
併
用
）
を
ܦ
て
、
ઓ
時
期
に
は
ਂ
川
ਘ
ৗ
小
学
ߍ
に
在
任
し
て

い
た
本
田
ਖ਼
信
を
中
৺
と
し
て
、
公
立
小
学
ߍ
に
お
け
る
新
教
育
の

実
ફ
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考

を
ਐ
め
る
。

中
৺
と
す
る
資
ྉ
は
一

三
六
年
に
本
田
が
著
し
た
『

へ
の
教

育
報
告
）
�
（

』
と
、
一

四
二
年
に
著
し
た
『
᪾
物
語
）
�
（

』
と
し
、
ઓ
前
か

ら
ઓ
時
期
に
か
け
て
公
立
小
学
ߍ
で
ಇ
い
て
い
た
一
教
員
が
ど
の
よ

う
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
、
新
教
育
に
ܞ
わ
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
。

な
お
、『

へ
の
教
育
報
告
』
は
、
学
芸
社
か
ら
一

三
六
年
に

出
版
さ
れ
た
「
集
ஂ
主
義
教
育
」
を
এ
え
た

川
頼
太
郎
と
、
当
時

滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
の
܇
ಋ
で
あ
っ
た
本
田
ਖ਼
信
の
共
著
で
あ

本
田
ਖ਼
信
『

へ
の
教
育
報
告
』『
᪾
物
語
』
か
ら
見
る

公
立
小
学
ߍ
の
大
ਖ਼
新
教
育

足

名

笙

花
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る
。
そ
の
中
で
本
田
は
「
教
育
と
い
ふ
も
の
は
、
学
ߍ
の
先
生
の
み

が
す
る
も
の
で
は
な
い
。」（
ং

四
ท
）、「
教
育
と
い
ふ
も
の
は
学

ߍ
家
庭
૯
動
員
で
、
こ
れ
に
当
る
の
で
は
な
け
れ
ば
、
十
分
な
ޮ
果

を
ڍ
͛
る
こ
と
は
出
来
な
い
」（
ং

五
ท
）
と
し
て
、
子
ど
も
を

持
つ


、
そ
し
て
ࠃ
ຽ
全
ମ
が
教
育
の
ࢧ
ԉ
者
と
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
初
め
て
ࠃ
ຽ
教
育
の
成
果
が
出
る
と
い
う
考
え
を
提
示
し

て
い
る
。
自
ら
が
受
け
持
っ
た
ࣇ
ಐ
の
学
ߍ
、
家
庭
、

Ҭ
で
の
現

実
教
育
を
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
教
育
が
ޮ
果
的
で
あ
り
、
ど
ん
な

分
ੳ
が
ಘ
ら
れ
た
の
か
、
本
田
が
報
告
、

川
が
そ
の
報
告
を
も
と

に
考

す
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

ま
た
、『
᪾
物
語
』
は
本
田
の
著
ड़
と
し
て
は
།
一
と
な
る
小
説

形
式
の
も
の
で
、
一

四
二
年
十
月
に
三
Ҫ
出
版

会
か
ら
出
版
さ

れ
た
。「
ࢧ
ಹ
事
ม
が
は
じ
ま
つ
て
こ
の
方
」（
一
五
五
ท
）、「
そ
の

年
の
一
二
月
八
日
は
大
東
ѥ
ઓ
૪
の
ຄ
発
し
た
明
記
す
べ
き
日
で

あ
っ
た
」（
一
七
二
ท
）
な
ど
当
時
の
世
相
を

ө
さ
せ
つ
つ
ඳ
か

れ
て
い
る
同
書
は
、
当
時
の
教
員
が
い
か
な
る
教
育
問
題
を
抱
え
て

い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
ྉ
で
あ
る
。

ೋ

ຊ
ా
ਖ਼
৴
ʹ
ͭ
͍
ͯ

一

〇
一
年
山
口
県
に
生
ま
れ
た
本
田
ਖ਼
信
は


૯
ಜ
府

北

師
ൣ
学
ߍ
（
現
在
の

北
教
育
大
学
）
を
卒
業
後
、
一

二
四
年
か

ら
二
年
間

北
師
ൣ
学
ߍ
ෟ
属
小
学
ߍ
で
܇
ಋ
を
務
め
、
一

二
六

年
に
東
京
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
に
転
出
し
、
一

二
六
─
一


三
八
年
の
十
二
年
間
在
任
し
た
。
本
田
が
在
任
中
の
滝
野
川
ਘ
ৗ
高

等
小
学
ߍ
で
は
、
山
࡚
٠
次
郎
ߍ
長
の
も
と
で
大
ਖ਼
新
教
育
の
教
育

思

を
取
り
ೖ
れ
た
教
育
が
開
࢝
さ
れ
た
。
な
か
で
も
一

二

年

度
か
ら
は
六
年
間
உ
女
ࠞ
合
学
ڃ
の
担
任
を
行
い
、
特
に
学
ڃ
集
ஂ

が
各
ݸ
人
に
と
っ
て
持
つ
意
ຯ
や
自
વ
発
生
的
な
ά
ル
ー
プ
の
活
用

に
つ
い
て
実
ફ
研
究
を
重
Ͷ
た
。
ま
た
ア
メ
リ
Χ
の
新
教
育
実
ફ
の

一
例
で
あ
る
ϔ
Ϩ
ン
・
ύ
ー
Χ
ー
ス
ト
が
行
な
っ
た
ド
ル
ト
ン
・
プ

ラ
ン
と
い
う
ν
Ỿ
イ
Ϝ
や
時
間
割
を
ఫ
ഇ
す
る
教
育
๏
を
取
り
ೖ
れ

た
。
一
年
次
か
ら
三
年
次
の
ࣇ
ಐ
に
は
科
目
ઃ
定
を
お
こ
な
わ
ず
に

生
ె
の
自
主
ੑ
を
重
ん
じ
て
त
業
を
行
な
う
「
合
科
教
育
」
を
取
り

ೖ
れ
、
ࣇ
ಐ
に
ج
本
的
な
学
力
と
生
活
श
׳
を
身
に
付
け
さ
せ
、
四

年
次
か
ら
六
年
次
に
は
科
目
ઃ
定
を
行
な
い
、
学
力
の
さ
ら
な
る


上
と
定
ண
を
図
っ
た
）
�
（

。こ
れ
ら
の
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
流
の「
૯

合
教
育
」
は
当
時
の
公
立
小
学
ߍ
教
育
に
お
い
て
他
ߍ
に
は
み
ら
れ

な
い
先
ਐ
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

本
田
は
教
員
た
ち
の
先
頭
に
立
っ
て
「
૯
合
教
育
」
を
実
ફ
し
、

そ
の
ܦ
ա
を
ࠀ
明
に
書
き
残
す
こ
と
に

め
た
。
一

三
〇
年
に
論

文
が
『
小
学
ߍ
）
�
（

』
に
掲
載
さ
れ
て
以
߱
、
一

四
五
年
ま
で
に
『
教

育
論

）
�
（

』、『
ڷ
土
研
究
）
9
（

』
を
中
৺
に
六
十
本
を

え
る
論
文
が
教
育

ࡶ
誌
上
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
受
持
学
ڃ
の
実
ફ
記

に
関
す
る
論

文
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
（
表
①
）。
そ
の
他
に
も
『

へ
の
教
育
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報
告
』、『
᪾
物
語
』、『
や
さ
し
く
ղ
い
た
ਉ
ຽ
の
ಓ
）
ø÷
（

』
な
ど
著
書
は

多
数
に
ٴ
び
、


の
教
育
ࡶ
誌
で
あ
る
『
第
一
教
育
）
øø
（

』
に
も
、
複

数
の
論
文
を
د
稿
し
て
い
る
。
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
を
転
出
後
、

一

三
八
年
四
月
か
ら
は
ਂ
川
ਘ
ৗ
小
学
ߍ
に
赴
任
。
一

四
七
年

に
は

ݩ
山
口
県
の
ඒ
ೠ
市
立
๛
田
前
中
学
ߍ
（
二
〇
一

年
度
ඒ

ೠ
市
立
大
ྮ
中
学
ߍ
に
౷
合
）
の
第
三
代
ߍ
長
（
一

五
〇
─
一


五
五
年
）
を
つ
と
め
（
資
ྉ
①
）、
ߍ
Վ
の
作
ࢺ
者
と
し
て
名
を
残

し
て
い
る
（
資
ྉ
②
）。

本
田
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
ླ

そ
よ
子
が
滝
野
川
ਘ

ৗ
高
等
小
学
ߍ
に
お
け
る
૯
合
教
育
の
全
ମ
像
を
明
ら
か
に
し
）
øù
（

、
そ

こ
で
本
田
の
ུ
歴
を
؆
ܿ
に
ま
と
め
て
い
る
。
吉
村
හ
೭
は
本
田
と

の
共
同
研
究
を
行
な
っ
て
い
た

川
頼
太
郎
が
主
催
す
る
教
育
ࡶ
誌

『
教
育
論

』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
「
教
育
座
談
会
」
の
内
༰
を
紹

介
し
、

川
の
教
育
思

に
つ
い
て
考

し
）
øú
（

、
そ
こ
で
本
田
の
発
言

に
つ
い
て
多
く
取
り
あ
͛
た
。
さ
ら
に
吉
村
は
『
教
育
論

』
の
内

༰
を
中
৺
に
本
田
の
教
育
実
ફ
に
つ
い
て
も
よ
り
ৄ
ࡉ
な
考

を
お

こ
な
っ
て
い
る
）
øû
（

。
し
か
し
本
田
自
身
の
著
作
、
論
文
に
関
す
る
研
究

は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
本
田
を
単
ମ
で
ѻ
っ
た
研
究
も
な
い
た
め
、
こ

れ
ま
で
は

川
や
『
教
育
論

』
を
中
৺
と
し
た
論
考
に
お
い
て
、

அ
ย
的
に
৮
れ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

ࡾ



པ
ଠ

ʹ
ͭ
͍
ͯ

本
田
は
学
ڃ
生
活
内
で
の
相
ޓ
関

に
よ
っ
て
ࣇ
ಐ
が
お
ޓ
い
を

成
長
さ
せ
、
成
長
さ
せ
ら
れ
て
い
く
と
い
う

川
の
「
集
ஂ
主
義
教

育
」
を
学
ڃ
ܦ
Ӧ
の
ج
本
ཧ
念
と
し
て
お
り
、『

へ
の
教
育
報
告
』

は

川
と
の
共
著
と
い
う
こ
と
も
あ
り
「
集
ஂ
主
義
教
育
」
を
中
৺

に
ਾ
え
た
論
ཧ
展
開
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。


川
頼
太
郎
は
一

一

年
に
日
本
学
ज़
協
会
主
催
の
講
ԋ
会
八

大
教
育
主
ு
の
一
つ
「
自
動
教
育
論
」
を
提
এ
し
た
河
野
ਗ਼
ؙ
と
と

も
に
教
育
ࡶ
誌
『
教
育
論

』
を

刊
し
、
一

四
一
年
に
ഇ
刊
に

な
る
ま
で
一
؏
し
て
教
員
に
よ
る
事
例
研
究
を
掲
載
し
続
け
た
、
大

ਖ਼
新
教
育
に
お
け
る
重
ཁ
人
物
の
一
人
で
あ
る
。


川
は
『
教
育
論

』
を
通
じ
て
、
子
ど
も
の
ݸ
ੑ
や
ݸ
人
に
対

す
る
ݸ
別
学
श
で
は
な
く
、
教
師
の
指
ಋ
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
学
श

集
ஂ
を
組
織
し
て
生
活
の
内
༰
を
ॆ
実
さ
せ
る
「
集
ஂ
主
義
教
育
」

を
提
এ
し
、「
集
ஂ
主
義
教
育
」
思

は
『
教
育
論

』
の
誌
上
で

活
躍
す
る
教
師
た
ち
を
中
৺
に
全
ࠃ
の
教
員
の
間
に
共
有
さ
れ
て

い
っ
た
。『
教
育
論

』
誌
上
に
て
行
わ
れ
た
「
論

座
談
会
」
で

は
『
教
育
論

』
の
内
༰
に
つ
い
て
౼
論
さ
れ
、
ص
上
の
ۭ
論
で
は

な
く
、
教
師
の
実
ફ
と
事
実
に
ج
ͮ
い
た
共
同
研
究
が
ࢤ

さ
れ
た
。


川
に
関
し
て
の
先
行
研
究
は
গ
な
く
、
分
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、

愛
ඤ
県
出
身
で
あ
り
、
।
教
員
か
ら
ݕ
定
合
格
を
ܦ
て
ਖ਼
教
員
と

な
っ
た
こ
と
。
そ
し
て

ݩ
愛
ඤ
、
東
京
に
て
長
期
に
わ
た
り
教
員
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と
し
て
活
動
し
た
こ
と
で
あ
る
）
øü
（

。
な
お
筆
者
の
ௐ
査
に
よ
っ
て
『
東

京
府
学
事
関

職
員
㑚
）
øý
（

』
か
ら
、
当
時
東
京
の
本
ڷ
区
に
あ
っ
た
ݩ

町
ਘ
ৗ
小
学
ߍ
に

川
頼
太
郎
が
܇
ಋ
と
し
て
ಇ
い
て
い
る
こ
と

（
一
八
八
ท
ࡈ、（
౻
ت
博
の
『
ࡈ
౻
ت
博
の
ݸ
人
ࡶ
誌

開
く

八
』

の
「

川
頼
太
郎
先
生
の
業

」
と
い
う
部
分
で
、
川
が
「
ジ
Ỿ
ー

ナ
リ
ス
ト
）
øþ
（

」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、

川

の
活
動
の
全
༰
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

࢛

ࢁ
࡚
٠
࣍

『
৽
૯
߹
ڭ
ҭ
ͷ
࣮
ફ
』
と
ຊ
ా
ਖ਼
৴

本
田
は
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
に
お
い
て
山
࡚
٠
次
郎
の
「
γ

ン
ク
タ
ン
ク
）
øÿ
（

」
と
目
さ
れ
、
従
来
、
滝
野
川
小
の
新
教
育
は
奈
ྑ
女

高
師
ෟ
属
小
学
ߍ
の

下

次
）
øĀ
（

の
Ө
ڹ
を
受
け
て
い
る
）
ù÷
（

も
の
だ
と
さ

れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
合
科
教
育
を
提
এ
し
た

下
は
滝
野
川
小
に

も
度
ʑ
๚
れ
て
お
り
滝
野
川
小
の
面
ʑ
は
「
指
ಋ
を
受
」（
資
ྉ
③
・

④
）
け
て
い
る
。

下
が
、
山
࡚
٠
次
郎
の
།
一
の
著
書
『
新
૯
合

教
育
の
実
ફ
）
ùø
（

』
の
ং
文
を
記
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、

下
の
提

এ
す
る
「
合
科
教
育
）
ùù
（

」
が
滝
野
川
小
に
お
け
る
新
教
育
ٴ
び
「
૯
合

教
育
」
の
ج
ૅ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
ҧ
い
な
い
。

し
か
し
山
࡚
の
『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
の
記
ड़
に
本
田
の
研
究

論
文
が
そ
の
ま
ま
転
記
さ
れ
て
い
る
Օ
所
が
あ
る
。
֘
当
部
分
は
本

論
の
第
四
ষ
「
૯
合
学
श
に
よ
る
実
ફ
報
告
）
ùú
（

」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
に
つ
い
て
は
全
て
山
࡚
の
著
作
と
み
な
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
人
物
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
言
ٴ
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
が
、
গ
な
く
と
も
第
四
ষ
に
関
し
て
は
そ
の
΄
と
ん
ど
が

本
田
の
著
ड़
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
の
第
四
ষ
は
全
六
અ
か
ら
ߏ
成
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
う
ち
、
第
一
અ
か
ら
第
五
અ
ま
で
は
本
田
の
手
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
અ
の
「
学
ڃ
の
༏
ल
ࣇ
を
語
る
」
は
『
新

૯
合
教
育
の
実
ફ
』
出
版
の
ཌ
年
、
本
田
が

川
と
の
共
著
に
よ
り

出
版
し
た
『

へ
の
教
育
報
告
』
に
、
΄
΅
同
一
の
記
ड़
が
あ
る
）
ùû
（

。

こ
れ
ら
は
۟
読
点
の
Ґ
ஔ
や
表
現
に
ए
ׯ
の
ࠩ
異
は
あ
る
も
の
の
内

༰
的
に
は
全
く
同
じ
も
の
で
あ
り
第
四
ষ
一
અ
は
本
田
に
よ
っ
て
記

さ
れ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

続
く
第
四
ষ
二
અ
「
ڃ
内
の
ྼ
等
ࣇ
を
語
る
」
も
同
様
に
『

へ

の
教
育
報
告
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
）
ùü
（

。
た
だ
し
第
一
અ
と
異
な
る
点

と
し
て
、『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
よ
り
以
前
に
同
内
༰
の
も
の
が

世
に
出
て
い
た
点
が
あ
͛
ら
れ
る
。『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
の
出

版
の
前
年
で
あ
る
一

三
四
年
、

川
頼
太
郎
が
主
催
す
る
教
育
ࡶ

誌
『
教
育
論

）
ùý
（

』
に
掲
載
さ
れ
た
「
ڃ
内
の
ྼ
等
ࣇ
を
語
る
」
と
い

う
論
文
の
作
者
は
本
田
で
あ
り
、
そ
の
論
文
が
タ
イ
ト
ル
、
内
༰
そ

の
ま
ま
『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
に
転
載
さ
れ
て
い
る
。『
新
૯
合

教
育
の
実
ફ
』
は
山
࡚
の
単
著
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
出
版
以
前

に
本
田
の
名
で
発
表
さ
れ
て
い
る
論
文
が
そ
の
ま
ま
転
載
さ
れ
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
内
に
一
切
の
言
ٴ
が
な
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い
こ
と
は
ڵ
ຯ
ਂ
い
。

続
く
第
三
અ
「
学
ڃ
に
ԙ
て
ӕ
言
ࣇ
は
ど
う
ಋ
か
れ
た
か
」
も
同

様
に
、
一

三
四
年
の
『
教
育
論

）
ùþ
（

』
に
同
タ
イ
ト
ル
、
内
༰
の
ま

ま
転
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ཌ
年
の
『

へ
の
教
育
報
告
』
へ
の
転

載
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）
ùÿ
（

。
第
四
અ
「
ප
ऑ
ࣇ
に
対
し
て
学
ڃ
ࣇ

ಐ
は
ど
ん
な
態
度
を
と
つ
た
か
」も
同
じ
く『
教
育
論

）
ùĀ
（

』か
ら
、『
新

૯
合
教
育
の
実
ફ
』、『

へ
の
教
育
報
告
）
ú÷
（

』
と
い
う
流
れ
で
転
載
さ

れ
て
い
る
。

続
く
第
五
અ「
学
ڃ
ࣇ
ಐ
は
如
何
に
相
ޓ
܇
࿅
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
」

に
つ
い
て
は
、
第
二
─
四
અ
と
異
な
り
、『
教
育
論

』
内
に
同
様

の
論
文
が
な
く
、
第
一
અ
と
同
様
に
『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
が
初

出
と
な
る
。
し
か
し
、『

へ
の
教
育
報
告
』
に
は
「
わ
が
ま
ま
者

と
そ
の
प
ғ
」
と
վ
題
さ
れ
た
同
内
༰
の
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
）
úø
（

、

こ
の
અ
も
本
田
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
第
六
અ
の
「
ࣇ
ಐ
の
作
Վ
作
ۂ
の
生
れ
る
ま
で
」
に
関
し

て
は
『
教
育
論

』
に
も
『

へ
の
教
育
報
告
』
に
も
記
ड़
が
み
ら

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
第
六
ষ
の
み
、
本
田
以
外
の
教
員
の
手
に
よ

る
も
の
で
あ
る
可
能
ੑ
が
あ
る
。
し
か
し
第
一
અ
、
五
અ
の
よ
う
に

本
田
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
『

へ
の
教
育

報
告
』
に
は
転
載
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
ੑ
も
否
定
で
き
な
い

た
め
、
こ
こ
で
の
அ
定
は
ආ
け
る
。

以
上
の
と
お
り
、『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
の
第
四
ষ
は
そ
の
΄

と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
て
が
本
田
に
よ
る
著
ड़
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
同
時
代
の
教
員
の
ճ
ސ
と
『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』

の
記
載
と
い
う
二
つ
の
論
ڌ
に
よ
り
、
滝
野
川
小
に
お
け
る
新
教
育

に
お
い
て
本
田
が
果
た
し
た
役
割
の
࠶
ݕ
౼
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
ま
た
第
四
ষ
以
外
の
ষ
に
お
い
て
も
、
本
田
に
よ
っ
て
手

ֻ
け
ら
れ
た
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ਪ
ଌ
を
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
現
時
点
で
ए
ׯ
の
史
ྉ
不
足
は
否
み
が
た
く
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
վ
め
る
こ
と
と
す
る
。

ޒ

ू
ஂ
ओ
ٛ
ڭ
ҭ
と
ຊ
ా
ਖ਼
৴
ͷ
ڭ
ҭ
ࢥ


『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
が
発
行
さ
れ
た
一

三
五
年
以
前
、
本

田
は
山
࡚
と
は
異
な
る
教
育
思

の
Ө
ڹ
下
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
前

ड़
の

川
頼
太
郎
に
よ
る
「
集
ஂ
主
義
教
育
」
の
思

で
あ
る
。

本
田
は
一

三
一
年
ࠒ
か
ら
「
集
ஂ
主
義
教
育
」
に
取
り
組
む
よ

う
に
な
る
）
úù
（

。
一

三
四
年
に
川
࡚
市
立
田
島

工
学
ߍ
実
務
学
ߍ
の

ߍ
長
で
あ
っ
た
山
࡚
博
は
著
作
『
新
教
育
の
教
त
段
階
』）

úú
（

に
て
、
集

ஂ
主
義
教
育
を
「
社
会
の
協
動
的
集
ஂ
生
活
者
と
し
て
全
ମ
に
د
༩

協
ௐ
す
る
意
ࢤ
と
感
情
と
ӥ
ஐ
と
ܒ
ഓ
せ
ん
と
す
る
教
育
主
ை
」（
二

五
ท
）
で
あ
る
と
ଊ
え
た
う
え
で
そ
の
実
ફ
を
行
な
う
た
め
の
ॿ
言

を

川
に
ٻ
め
、

川
か
ら
「
研
究
熱
৺
家
」（
二
八
ท
）
と
し
て

本
田
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
山
࡚
博
は
「
東
京
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小

学
ߍ
の
本
田
ਖ਼
信
氏
は
実
ફ
的
方
面
を
熱
৺
に
研
究
せ
ら
れ
て
い
る
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と
い
う
が
、
実
際
を
拝
見
す
る
機
会
を
ಘ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ

る
」（
二
八
ท
）
と
し
て
著
作
刊
行
の
段
階
で
は
本
田
と
会
え
て
い

な
い
よ
う
だ
が
、
一

三
四
年
時
点
で
集
ஂ
主
義
教
育
の
実
ફ
者
と

し
て
、
本
田
の
名
前
が
あ
が
る
こ
と
は
ڵ
ຯ
ਂ
い
。

本
田
は
集
ஂ
主
義
教
育
を
「
ݸ
人
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ຢ
ݸ
人
の
活
動
を
滅
٫
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
ݸ
人
の
あ
ら
Ώ

る
立
場
を
止
༲
し
て
、
集
ஂ
的
に
、
ए
く
は
集
ஂ
の
う
ち
に
高
め
、


つ
認
め
る
も
の
で
あ
る
）
úû
（

」
と
ड़
べ
、

川
の
教
育
思

を
ૉ
直
に

受
け
ೖ
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
学
ߍ
現
場
か
ら

れ
た

川
に
代
わ
り
実

ફ
す
る
立
場
と
な
っ
て
い
く
。

現
在
の
滝
野
川
小
に
保

さ
れ
て
い
る
「
学
ߍ
日
誌
」
は
、
一


三
一
年
以
前
の
も
の
が
保

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
一

三
二
年
以

߱
の
情
報
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
一

三
二
年
の
六
月
四

日
の
日
誌
に
は
「
ޕ
後
一
時
よ
り
教
育
問
題
研
究
座
談
会
、
ޕ
後
八

時

に
ٴ
Ϳ
」（
資
ྉ
⑤
）
と
あ
り
、
そ
の
日
の
来
ߍ
者
は
「

川
、

ງ
྆
氏
」
と
あ
る
。
そ
し
て
日
曜
日
を
は
さ
ん
で
同
六
日
に
も
、
ޕ

前
中
で
生
ె
を
下
ߍ
さ
せ
た
う
え
で
、
ޕ
後
一
時
か
ら
「
教
育
問
題

研
究
座
談
会
」
を
開
催
し
て
い
る
。
ま
た
同

日
に
も
ޕ
後
一
時
か

ら

川
が
参
加
し
「
研
究
座
談
会
」
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
だ

け

期
間
の
間
に
三
ճ
も
座
談
会
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、


川
や
山
࡚
、
滝
野
川
小
の
面
ʑ
の
並
ʑ
な
ら
͵
熱
量
を
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
る
。


川
に
よ
る
「
集
ஂ
主
義
教
育
」
が
提
এ
さ
れ
た
の
が
一

三
一

年
十
月
の
こ
と
）
úü
（

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
三
日
間
に
も
ٴ
Ϳ

座
談
会
の
な
か
で
集
ஂ
主
義
教
育
に
つ
い
て
৮
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
日
誌
に
は
座
談
会
の
ৄ
ࡉ
は
書
き
記
さ

れ
な
い
た
め
۩
ମ
的
な
内
༰
は
不
明
で
あ
る
が
、
গ
な
く
と
も
一


三
二
年
六
月
に
は

川
の
教
育
思

が
滝
野
川
小
の
複
数
の
教
員
に

よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ٙ
い
な
く
、
ま
た
そ
の
後
も

川

は
度
ʑ
、
滝
野
川
小
を
๚
れ
て
お
り
、
情
報
交
換
が
そ
の
都
度
行
な

わ
れ
て
い
た
と
み
て
間
ҧ
い
な
い
だ
ろ
う
。

本
田
は
こ
こ
か
ら
、
さ
ら
に

川
と
の
関

を
ਂ
め
て
い
く
。
本

田
は
一

三
〇
年
に
ࡶ
誌
『
小
学
ߍ
）
úý
（

』
に
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
以
来
、

多
数
の
論
文
執
筆
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
一

三
三
年
に


川
の
主
催
す
る
『
教
育
論

』
に
初
掲
載
さ
れ
て
）
úþ
（

以
߱
、
一

三
三

年
に
は
二
本
、
一

三
四
年
に
は
全
十
二
号
中
十
一
本
。
そ
の
後
も

一

三
八
年
ま
で
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
表
①
）。
な
か
に
は

川
と
の
共
同
研
究
に
よ
る
も
の
も
六
本
あ
り
、

一

三
六
年
に
は

川
と
の
共
著
『

へ
の
教
育
報
告
』
が
出
版
さ

れ
た
。

川
と
の
共
同
研
究
は
そ
の
後
も
続
き
、
一

四
二
年
に


川
の
名
前
で
出
版
さ
れ
、
確
認
し
う
る
限
り
で
は
、

川
࠷
後
の
著

作
と
な
っ
た
『
教
育
新
ࣙ
典
）
úÿ
（

』（
資
ྉ
⑥
）
で
も

数
以
上
の
ϖ
ー

ジ
を
本
田
が
執
筆
す
る
な
ど
྆
氏
は
ີ

に
関
わ
っ
て
い
る
。

本
田
の
教
育
思

は
山
࡚
が

下
を
は
じ
め
と
す
る
奈
ྑ
女
高
師
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ෟ
属
小
か
ら
取
り
ೖ
れ
た
「
合
科
教
育
」
に
、

川
の
「
集
ஂ
主
義

教
育
」
を
༥
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

く
と
も
一

三
二
年
ࠒ
か

ら
は

川
が
滝
野
川
小
に
出
ೖ
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

川
か

ら

৮
を
図
っ
た
の
か
、
山
࡚
か
ら

৮
を
図
っ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
本
田
と

川
と
の
関

が
先
だ
っ
た
の
か
、
現
時
点
で
は
分
か
ら

な
い
。

し
か
し

川
の
思

が
滝
野
川
小
の
教
員
た
ち
の
「
新
教
育
」
に

Ө
ڹ
を
༩
え
た
こ
と
は
『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
か
ら
明
ら
か
で
あ

り
、

川
が
教
育
者
と
し
て
の
ԁ
ख़
期
、
൩
年
に
一
൪
の
共
同
研
究

者
と
し
て
滝
野
川
小
の
本
田
を
બ
ん
だ
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
に
お
け
る
新
教
育

実
ફ
に
は
、
本
田
ਖ਼
信
が
中
৺
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
が
行
な
っ
て

い
た
新
教
育
に
は
、

下

次
の
合
科
教
育
、
山
࡚
٠
次
郎
の
૯
合

教
育
、

川
頼
太
郎
の
集
ஂ
主
義
教
育
が
流
ೖ
さ
れ
、
な
か
で
も
山

࡚
の
γ
ン
ク
タ
ン
ク
的
存
在
で
あ
り
、
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
に

お
け
る
新
教
育
活
動
を
先
ಋ
し
た
本
田
ਖ਼
信
は
、

川
の
Ө
ڹ
を
ڧ

く
受
け
、
実
ફ
は
本
田
、
ཧ
論
は

川
と
い
っ
た
役
割
の
分
担
が
出

来
て
い
た
。

こ
こ
か
ら
は
ࠨ
記
で
示
し
た
、
本
田
の
教
育
思

が
ݦ
著
に
表
れ

て
い
る
本
田
と

川
の
共
著
で
あ
る
『

へ
の
教
育
報
告
』、『
᪾
物

語
』
を
֓
؍
し
な
が
ら
、
本
田
の
教
育
思

が
著
書
内
で
ど
の
よ
う

に
表
れ
て
い
る
の
か
、
教
育
実
ફ
の
新
教
育
的
Ґ
ஔ
ͮ
け
に
つ
い
て

言
ٴ
し
て
い
く
。


『


ͷ
ڭ
ҭ
ใ
ࠂ
』
ʹ
ͭ
͍
ͯ

『

へ
の
教
育
報
告
』
は
一

三
六
年
に
、
本
田
と

川
が
共
著

で
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
本
を
書
い
た
目
的
に
は
「
こ
の
書
を
お
読

み
下
さ
る
方
ʑ
へ
の
お
願
ͻ
は
、
ど
う
か
、
こ
の
中
に
あ
ら
は
れ
て

来
る
子
ڙ
達
を
見
ず
見
ら
ず
の
子
ڙ
達
と
思
は
な
い
で
、
զ
が
子
の

問
題
、
զ
が
学
ڃ
の
子
ڙ
の
問
題
だ
と
思
ঌ
し
て
、
そ
こ
に
何
等
か

相
通
ず
る
事
実
を
思
ͻ
ى
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
ͻ
ま
す
」（
ং

三
ท
）
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
本
の
ߏ
成
は
ং
ষ
（
ຌ
例
）
を
除
き
十
五
ষ
立
て
で
、
一
ষ

の
「
༏
ल
ࣇ
Ҫ
澤
佐
ฌ
Ӵ
」
三
ষ
「
明
る
い
ྼ
等
ࣇ
」、
六
ষ
「
わ

が
ま
ま
者
と
そ
の
प
ғ
」、
七
ষ
「
学
ڃ
の
ප
ऑ
ࣇ
」
八
ষ
「
う
そ

の
ৗ
श
൜
」

ষ
「
信
教
の
自
༝
」
十
一
ষ
「
先
生
の
い
な
い
学
ڃ

遠
足
」
の
七
ร
は
一

三
五
年
三
月
に
卒
業
し
た
本
田
ਖ਼
信
が
担
当

し
て
い
た
学
ڃ
の
ࣇ
ಐ
で
あ
り
、
二
ষ
「
学
श
と
生
活
」
四
ষ
「
物

言
は
͵
子
ڙ
」
十
二
ষ
「
予
期
し
な
い
発
展
」
十
三
ষ
「
学
ڃ
૯
動

員
の
٣
Ի
ڲ
ਖ਼
」
十
四
ষ
「
݈
߁
教
育
」
の
五
ร
は
、
一

三
六
年

現
在
ਘ
ৗ
二
年
の
本
田
が
担
当
し
て
い
た
学
ڃ
の
こ
と
、
そ
の
他
の

五
ষ
「
౪
บ
ࣇ
の
教
育
」
は
ळ
田
県
༝
利
܊
石
澤
小
学
ߍ
܇
ಋ
、
富

୩
太
一
の
報
告
、
十
ষ
「
あ
き
ら
め

と

の
ぞ
み
」
は
、
本
田
の



10�

学
ڃ
で
は
な
い
も
の
の
、
頼
ま
れ
て
時
ʑ
学
श
を
見
て
い
た
学
ڃ
、

一
五
ষ
「
֗
頭
の
ࣇ
ಐ
」
は
本
田
が
֗
頭
で
見
た
子
ど
も
の
生
活
に

つ
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

『

へ
の
教
育
報
告
』
は
、「
ຌ
例
」
部
分
に
、「
本
田
が
ࣇ
ಐ
生

活
の
事
実
を
書
き
、

川
が
そ
の
৺
ཧ
的
教
育
的
意
ຯ
を
書
き
ま
し

た
。
二
人
は
、
今
日
ま
で
実
ફ
教
育
に
つ
い
て
の
協
同
研
究
を
し
て

来
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ঘ
΄
、
今
後
も
、
そ
の
研
究
を
続
け
て
行

く
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
は
、
そ
の
中
間
報
告
と
で
も
言
つ

た
や
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
」（
ং

一
ท
）
と
書
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
本
田
が
実
際
に
学
ڃ
に
て
担
当
し
た
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を

報
告
す
る
形
式
で
説
明
し
、
そ
の
事

を

川
が
集
ஂ
教
育
思

的

؍
点
か
ら
分
ੳ
し
、
そ
の
教
育
的
・
৺
ཧ
的
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
ষ
の
「
༏
ल
ࣇ
Ҫ
澤
佐
ฌ
Ӵ
」
で
は
、
他
ߍ
か
ら
本
田

の
学
ڃ
に
転
ߍ
し
て
き
た
「
༨
り
に
ඈ
躍
し
す
͗
た
存
在
」（
四
ท
）

で
あ
る
Ҫ
澤
の
学
ڃ
で
の
生
活
が
書
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
協
約

し
た
事
߲
を
क
ら
な
い
者
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
方
๏
を
と
る
べ
き

で
あ
る
か
」
学
ڃ
ご
と
で
ߏ
成
さ
れ
た
協
ٞ
会
で
話
し
合
っ
た
際
、

多
く
の
学
ڃ
代
表
は
േ
を
༩
え
る
こ
と
を
意
見
と
し
て
ड़
べ
た
。
し

か
し
三
組
の
代
表
者
で
あ
る
Ҫ
澤
は
、
േ
で
は
な
く
「

切
に
ز
度

も
ز
度
も
い
ͻ
き
か
せ
」「
や
さ
し
く
し
て
よ
く
す
る
こ
と
」（
七
ท
）

が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
ड़
べ
、
本
田
は
「
か
う
し
た
意
見
が
出
や
う

と
は
全
く
予
期
し
な
」（
八
ท
）い
、「
大
ମ
こ
ん
な
立

な
も
の
」（
八

ท
）
で
あ
っ
た
と
ड़
べ
て
い
る
。

そ
し
て
Ҫ
澤
の
「
積
極
的
な
能
動
的
な
態
度
は
、
ڃ
全
ମ
に
大
な

る
Ө
ڹ
を
༩
へ
」（
二
二
ท
）
た
と
同
時
に
、

川
が
「
こ
の
学
ڃ

に
は
、
彼
が
か
く
発
達
す
べ
き
事
情
が
あ
つ
た
」（
二

ท
）、「
彼

は
こ
の
学
ڃ
以
外
に
ԙ
て
は
、
か
く
の
如
き
発
達
は
し
な
か
つ
た
で

あ
ら
う
と
お
も
ͻ
ま
す
」（
三
三
ท
）
と
、
学
ڃ
内
の
Ҫ
澤
を
は
じ

め
と
し
た
「
相
ޓ
教
育
」
に
よ
っ
て
、
༏
ल
ࣇ
Ҫ
澤
が

生
し
た
と

ड़
べ
、「
現
に
（
彼
は
昨
一
〇
年
度
（
一

三
五
年
）
の
卒
業
）
彼

は
҃
る
ප
院
に
ۈ
務
、

間
中
学
に
通
学
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す

が
、
प
ғ
の
人
ʑ
と
の
関

が
在
学
時
代
と
大
い
に
異
る
も
の
あ
り
、

彼
が
そ
の
関

を
う
ま
く
切
ൈ
け
ಘ
る
か
ど
う
か
を
༕
慮
せ
し
め
る

も
の
が
あ
り
ま
す
」（
三
四
ท
）
と
し
て
い
る
。

ま
た
次
の
ষ
で
あ
る
「
学
श
と
生
活
」
で
は
、
ਘ
ৗ
二
年
生
の
ླ

川
ዳ
子
が
ֆ
を
ඳ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ೖ
学
の
は
じ
め
こ
そ
、
き

む
ͮ
か
し
屋
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
後
自
分
の
ඳ
く
も
の
が
ڃ
༑
は
お

ろ
か
外
の
先
生
達
や
、
༑
達
に
も
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
り
、
さ
う

し
た

ڥ
と
の
関

に
ԙ
て
、
҃
は
、
ֆ
以
外
に
様
ʑ
な
学
श
の
機

会
を
通
΄
し
、

つ
複
ࡶ
な
交
ޓ
関

と
相
ေ
つ
て
、
次
第
に
明
る

い
࿕
ら
か
な
子
ڙ
に
な
つ
て
来
た
」（
五
一
ท
）、「
ֆ
ば
か
り
で
な
く
、

あ
ら
Ώ
る
学
श
が
一
様
に
ଗ
つ
て
ਐ
み
、
༏
等
の
成

に
あ
る
こ
と

は
今
ߋ
言
ふ
ま
で
も
な
い
」（
五
五
ท
）と
し
て
、ླ
川
の
生
活
に
と
っ
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て
࠷
も
重
ࢹ
さ
れ
た
「
ֆ
」
を
ླ
川
の
教
育
の
中
৺
に
ஔ
き
、
ֆ
を

も
と
に
教
育
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ֆ
の
上
達
だ
け

で
な
く
、
ླ
川
の
生
活
そ
の
も
の
が

上
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い

る
。こ

れ
ら
は
相
ޓ
教
育
、
集
ஂ
主
義
教
育
に
よ
っ
て
、
༏
ल
ࣇ
は
よ

り
༏
ल
ࣇ
に
、
ݩ
ʑ
ֆ
が
上
手
か
っ
た
ࣇ
ಐ
は
、
प
ғ
の
ࣇ
ಐ
と
の

関
わ
り
に
よ
っ
て
、
ֆ
だ
け
で
な
く
、
ੑ
格
や
そ
の
他
の
学
श
に
も

一
定
の
成
果
が
あ
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

五
ষ
「
౪
บ
ࣇ
の
教
育
」
は
、
前
ड़
し
た
通
り
本
田
の
学
ڃ
で
は

な
く
ळ
田
県
の
༝
利
܊
石

小
学
ߍ
富
୩
太
一
܇
ಋ
の
教
育
実
ફ
教

育
で
あ
り
、
౪
บ
ࣇ
で
あ
り
ྼ
等
ࣇ
の
༝
次
郎
（
Ծ
名
）
が
ど
の
よ

う
に
し
て
ߋ
生
し
た
か
、
そ
の
報
告
を
行
な
い

川
が
分
ੳ
を
試
み

た
も
の
で
あ
る
。
༝
次
郎
は
、
学
ߍ
内
で
度
ʑ
౪
み
を
行
な
い
、
教

員
ଆ
が
特
に
注
意
し
て
い
る
生
ె
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
ڃ
を
担
当
す

る
こ
と
に
な
っ
た
富
୩
は
、「
子
ڙ
の
生
活
に
は
ೖ
つ
て
行
か
Ͷ
ば

真
の
子
ڙ
は
わ
か
ら
な
い
」
と
し
、「
私
の
家
に
つ
れ
て
来
て
は
お

՛
子
や
ޚ
൧
も
共
に
৯
べ
た
」（
一
四

ท
）、
そ
し
て
「
彼
の
家
は

ඇ
ৗ
に
ශ

で
」（
一
五
〇
ท
）
༝
次
郎
は
「
ඇ
ৗ
な
み
じ
め
な
ڥ

۰
に
あ
」（
一
五
〇
ท
）
る
こ
と
を
知
っ
た
。「
学
用

や
ら
お
՛
子

を
く
れ
る
度
ຖ
に
、
そ
の
度
が
重
な
れ
ば
重
さ
な
る
程
、
彼
は
私
に

あ
ま
へ
る
よ
う
に
な
つ
て
」（
一
五
一
ท
）、౪
む
こ
と
が
ݮ
っ
た
。「
౪

บ
ࣇ
、
な
ͥ
౪
む
の
か
、
౪
ま
Ͷ
ば
な
ら
（
͵
）
৺
ڥ
が
あ
る
か
ら

だ
」「
な
ͥ
お
前
は
͵
す
ん
だ
と

る
前
に
、
先
ͮ
そ
の
͵
す
む
৺

ڥ
を
知
ら
Ͷ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
そ
の
た
め
に
は
子
ڙ
の
生
活

に
は
ೖ
る
こ
と
だ
」（
一
五
六
ท
）
と
し
、
ど
の
ষ
で
も
共
通
し
子

ど
も
た
ち
の
「
生
活
」
に
言
ٴ
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
学
ڃ
全
員
が
、

教
師
の
৺
を
৺
と
し
て
い
る
の
で
す
」「
そ
れ
が
全
ମ
の
৺
、
学
ڃ

の
ਫ਼
神
と
な
つ
た
の
で
す
。
༝
次
郎
は
、
か
う
し
た
関

の
下
に
、

ਖ਼
し
き
ಓ
を
า
く
や
う
に
な
り
ま
し
た
」（
一
七
三
ท
）
と
し
て
、「
相

ޓ
教
育
」
が
も
た
ら
し
た
成
果
を
ड़
べ
た
。

そ
し
て
༝
次
郎
だ
け
で
な
く
、
ݸ
ʑ
に
特
別
の
教
育
的

慮
を
行

な
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
七
ষ
の
「
学
ڃ
の
ප
ऑ
ࣇ
」
に
て
、「
教

育
に
ԙ
て
は
、
҃
子
ڙ
に
は
こ
れ
を
許
す
が
、
他
の
子
ڙ
に
は
許
さ

な
い
こ
と
が
ԟ
ʑ
に
し
て
あ
」（
二
〇
二
ท
）
る
。「
従
来
の
教
育
は

ࠩ
別
取
ѻ
と
い
ふ
ඇ
難
を
ڪ
れ
て
い
ま
し
た
」「
で
す
が
、
教
育
は

こ
こ
ま
で
౸
ら
な
く
て
は
΄
ん
と
う
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
お
も

ͻ
ま
す
」（
二
〇
二
ท
）
と
ड़
べ
て
い
る
。

ま
た
六
ষ
の
「
わ
が
ま
ま
者
と
そ
の
प
ғ
」
で
は
、「
自
発
的
に

学
ڃ
の
す
べ
て
の
者
に

つ
て
ँ
ࡑ
し
た
」（
一
八
六
ท
）
の
は
、「
学

ڃ
の
意
ࢤ
（
ਫ਼
神
）」（
一
八
六
ท
）
が
Ө
ڹ
し
た
と
し
て
、
こ
こ
で

も
ま
た

川
の
い
う
「
集
ஂ
教
育
」「
相
ޓ
教
育
」
が
も
た
ら
し
た

教
育
に
つ
い
て
ड़
べ
て
い
る
。

十
ষ
「
あ
き
ら
め

と

の
ぞ
み
」
で
は
、算
数
の
成

が
「
ま

る
で
問
題
に
な
ら
な
い
΄
ど
ѱ
」（
二
五

ท
）
く
、「「
私
に
は
出
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来
な
い
の
だ
」」（
二
六
三
ท
）
と
決
め
て
か
か
る
六
年
生
の
女
子
生

ె
ࣉ
ށ
に
、
ま
ず
は
二
、
三
年
生

け
の
ܭ
算
問
題
を
さ
せ
、
ࢹ
֮

的
に
点
数
が
上
が
る
様
を
見
せ
る
指
ಋ
を
行
い
、「「
や
つ
て
み
れ
ば

出
来
る
の
だ
」」（
二
六
七
ท
）
と
い
う
気
持
ち
を
ࣉ
ށ
に
思
い
ى
こ

さ
せ
た
。

そ
し
て
十
一
ষ
「
先
生
の
い
な
い
学
ڃ
遠
足
」
で
は
当
時
六
十
数

名
い
た
உ
女
ࠞ
合
の
本
田
学
ڃ
の
六
年
生
の
ࣇ
ಐ
が
、
本
田
に
話
を

通
さ
ず
、
保
ޢ
者
に
は
遠
足
に
行
く
こ
と
を
伝
え
、
学
ߍ
の
ແ
い
日

曜
日
に
、
ห
当
を
持
っ
て
、
学
ߍ
か
ら
Ώ
っ
く
り
า
い
て
四
十
分
Ỗ

一
時
間
の
ߥ
川
の
土
అ
の
方
面
に
遠
足
に
出
か
け
た
。
そ
し
て
ཌ
日

月
曜
日
に
本
田
は
そ
の
事
実
を
知
り
ڻ
い
た
。
し
か
し
本
田
は
全
く

ࣤ
る
こ
と
な
く
、
遠
足
が
行
な
わ
れ
た
ܦ
Ң
を
報
告
さ
せ
た
。
も
ち

ろ
ん
こ
の
行
動
を

川
は
「

ྭ
す
る
༐
気
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
三

〇
二
ท
）
と
言
い
つ
つ
も
、「
ਙ
だ
有
意
義
な
企
て
」（
三
〇
二
ท
）

で
あ
り
、「
教
師
が
こ
れ
に
加
は
ら
な
か
つ
た
こ
と
が
、
ӹ
ʑ
そ
の

ޮ
果
を
大
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
」（
三
〇
二
ท
）
と
し
て
い
る
。

十
三
ষ
の
「
学
ڃ
૯
動
員
の
٣
Ի
ڲ
ਖ਼
」
は
、
前
ड़
し
た
「
相
ޓ

教
育
」「
集
ஂ
主
義
教
育
」
の
集
大
成
と
し
て
、
۾
本
ᚠ
と
い
う
ਘ

ৗ
一
年
か
ら
本
田
の
学
ڃ
に
い
る
ࣇ
ಐ
の
٣
Ի
を
、
学
ڃ
全
ମ
で
վ

ળ
さ
せ
て
い
く
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
ࣇ
ಐ
は
頭
は
ྑ
か
っ
た
も

の
の
、
٣
Ի
で
あ
る
た
め
、
当
初
は
子
ڙ
た
ち
よ
り
അ
ࣛ
に
さ
れ
た

り
٣
Ի
を
真
ࣅ
さ
れ
た
り
、
࠷
終
的
に
は
ย
Ԭ
と
い
う
গ
年
と
大
き

な

՞
を
ى
こ
し
、
学
ڃ
全
ମ
の
問
題
と
な
っ
た
。
は
じ
め
に
ԥ
っ

た
の
は
۾
本
で
あ
っ
た
が
、
学
ڃ
は
ย
Ԭ
が
ѱ
い
と
い
う
話
に
ま
と

ま
り
、
۾
本
の
٣
Ի
を
学
ڃ
全
ମ
で
ڲ
ਖ਼
し
よ
う
と
い
う
話
に
な
っ

た
。
そ
こ
か
ら
۾
本
を
അ
ࣛ
に
し
た
り
٣
Ի
の
真
ࣅ
を
す
る
ࣇ
ಐ
は

い
な
く
な
り
、
む
し
ろ
Ώ
っ
く
り
話
を
行
な
う
こ
と
を
提
案
し
た
り
、

上
手
く
話
が
出
来
た
際
に
は
、
๙
め
た
り
ॿ
言
し
た
り
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
٣
Ի
の
ௐ
子
が
ྑ
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
ย
Ԭ
と
の

՞
を

ൽ
切
り
に
、
ย
Ԭ
だ
け
で
な
く
۾
本
が
ݏ
が
る
こ
と
を
し
た
、
ま
た

は

؍
し
て
い
た
ࣇ
ಐ
օ
が
、「
自
分
が
ѱ
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と

を
自
֮
し
、
学
ڃ
૯
動
員
で
۾
本
の
٣
Ի
を
「
協
ಇ
ڲ
ਖ਼
」（
三
三

二
ท
）
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と

川
は
ड़

べ
て
い
る
。
こ
の
う
え
で
、
対
教
師
で
は
な
く
、
ࣇ
ಐ
対
ࣇ
ಐ
が
関

わ
り
合
う
こ
と
で
、
相

ޮ
果
的
に
、
۾
本
の
٣
Ի
は
ڲ
ਖ਼
さ
れ
、

そ
の
他
の
ࣇ
ಐ
た
ち
も
成
長
す
る
機
会
を
ಘ
た
。

以
上
が
大
ま
か
な
『

へ
の
教
育
報
告
』
の
֓
ཁ
で
あ
る
。『


へ
の
教
育
報
告
』
で
は
前
ड़
し
た
よ
う
に
、「
相
ޓ
教
育
」「
集
ஂ
主

義
教
育
」（
集
ஂ
教
育
）、「
子
ڙ
の
生
活
」
と
い
う
ワ
ー
ド
が
ස
出
し
、

教
師
と
ࣇ
ಐ
だ
け
で
な
く
、「
家
庭
と
学
ߍ
と
が
一
ମ
と
な
つ
て
教

育
」（
二
五
二
ท
）
す
る
こ
と
が
ٻ
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ز

度
も
ૌ
え
た
。

ま
た
「
人
間
教
育
」
に
は
、
学
ߍ
の
先
生
、
そ
し
て
家
庭
、「
全

村
学
ߍ
は
、
村
ຽ
૯
動
員
の
教
育
」（
二
五
二
ท
）
を
行
な
う
こ
と
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が
ٻ
め
ら
れ
る
こ
と
を
、「

へ
の
」
と
い
う
本
の
題
目
と
目
的
通
り
、

「「

へ
の
教
育
報
告
」
と
し
て
、
先
ͮ
、
お
か
あ
さ
ま
方
に
ଃ
り
た

い
と
お
も
ふ
の
は
、
お
か
あ
さ
ま
方
が
否
、
ࠃ
ຽ
一
ൠ
が
、
教
育
の

ԉ
ॿ
者
に
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
初
め
て
、
ࠃ
ຽ
教
育
の
実
を
ڍ
͛

ಘ
る
」（
ং

六
ท
）
と
し
て
、
教
育
を
行
な
う
際
に
は
、

ٴ
び

家
庭
、
そ
し
て
ࠃ
ຽ
が
૯
動
員
で
ྟ
む
ඞ
ཁ
が
あ
る
こ
と
を
言
ٴ
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
相
ޓ
教
育
、
集
ஂ
主
義
教
育
は
、
ϔ
Ϩ
ン
・
ύ
ー
Χ
ー

ス
ト
の
এ
え
た
「
協
ಇ
」
の
֓
念
と
も
ۙ
し
い
も
の
が
あ
る
）
úĀ
（

。
そ
れ

は
集
ஂ
生
活
の
中
に
お
い
て
協
ಇ
で
学
श
し
、
問
題
ղ
決
を
行
な
う

中
で
相
ޓ
作
用
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
教
育
๏
で
あ
り
、
ま
さ
に
本

田
や

川
が
実
ફ
し
た
新
教
育
実
ફ
の
在
り
様
は
、
子
ど
も
た
ち
の

相
ޓ
発
達
、
主
ମ
ੑ
、
自
主
ੑ
を
ཆ
う
新
教
育
の
一
つ
の
実
ફ
例
で

あ
っ
た
。ࣣ

『
᪾

ޠ
』
ʹ
ͭ
͍
ͯ

『
᪾
物
語
』
は
前
ड़
し
た
と
お
り
、
一

四
二
年
に
三
Ҫ
出
版


会
か
ら
発
行
さ
れ
た
本
田
の
著
書
で
あ
る
。こ
の
本
の
特

は
、「
私
」

の
ܦ
ݧ
を
中
৺
に
小
説
ௐ
の
文
ষ
が
第
一
ষ
「
困
っ
た
子
ど
も
」「
ଖ

の
一
」「
ଖ
の
二
」
で
使
用
さ
れ
、
第
二
ষ
「
҃
る
᪾
の
話
」、
第
三

ষ
「
子
ど
も
談
話
」、
第
四
ষ
「
᪾
の
開

」
は
ਵ
筆
で
書
か
れ
、

第
五
ষ
「
書
後
に
」
と
い
う
流
れ
で
ਐ
ん
で
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
三
二
三
ท
中
、
二
四
八
ท
が
第
一
ষ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
、
い
か
に
第
一
ষ
に
注
力
し
て
い
る
か
が
分
か
る
。

以
下
か
ら
は
こ
の
『
᪾
物
語
』
の
全
༰
に
つ
い
て
৮
れ
な
が
ら
、

本
田
の
教
育
思

に
つ
い
て
৮
れ
て
い
き
た
い
。

『
᪾
物
語
』
の
第
一
ষ
「
ଖ
の
一
」
は
「
鎌
田
ཅ
一
」
と
い
う
গ

年
が
、
உ
女
ܭ
五
十
六
名
と
い
う
現
代
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う

な
大
人
数
の
一
年
生
ク
ラ
ス
に
転
ߍ
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
࢝
ま
る
。

「
目
の
ڪ
ろ
し
く
͗
よ
ろ
つ
い
た
、
ඓ
ो
を
ず
ん
だ
れ
た
、
後
頭
部

の
目
だ
つ
て
平
た
い
、
そ
の
上
よ
ご
れ
き
つ
た


を
し
た
ཅ
一
」

（
一
─
二
ท
）
を
一
目
見
た
「
私
」
は
「
あ
ま
り
か
ん
ば
し
い
も
の
」

（
二
ท
）で
は
な
い
と
い
う
印

を
受
け
る
。
ཅ
一
に
は


が
な
く
、

工
場
内
の
ਬ
൧
や
ચ
୕
な
ど
の
仕
事
を
し
て
い
る


と
内
職
を
し

て
い
る


と
の
三
人

ら
し
で
あ
る
。

ཅ
一
に
見
受
け
ら
れ
る
問
題
は
、「
目
立
つ
て
མ
ち
ண
き
の
な
い
」

（
五
ท
）
こ
と
、「
大

を
立
て
る
か
と
思
ふ
と
、
ٸ
に
স
い
出
し
た

り
、
口
థ
を
ਧ
い
た
り
、
ح

を
発
し
た
り
す
る
」（
五
ท
）
こ
と
、

文
字
を
書
け
な
い
な
ど
学
श
が
「
て
ん
か
ら
不
出
来
」（
六
ท
）
な

こ
と
な
ど
で
あ
る
。「
私
」
は
そ
ん
な
ཅ
一
の
「

ま
し
か
ら
͵
活

動
力
」（
七
ท
）
が
「
学
ڃ
の
こ
ど
も
達
を
よ
い
方
へ
ಋ
い
て
行
く

ੑ
質
の
も
の
と
は
ど
う
し
て
も
認
め
ಘ
ら
れ
」（
七
ท
）
ず
、「
他
の

こ
ど
も
に
対
し
て
も
、
大
き
く
の
し
か
か
つ
て
行
く
だ
け
の
力
が
ͻ

そ
ん
で
い
る
」（
七
ท
）
こ
と
を
ة
ዧ
す
る
よ
う
に
な
る
。
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「
私
」
は
ૣ
め
に
手
を
打
つ
た
め
に


を
学
ߍ
に
呼
び
出
す
た

め
の
手
紙
を
ཅ
一
に
持
た
せ
る
が
、
そ
の
日
、


は

に
な
っ
て

も
仕
事
か
ら

ら
ず
、
ま
た
ཅ
一
自
身
も
手
紙
の
存
在
を

れ
た
た

め
、

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
ཅ
一
か
ら
「
お
ͫ
い
ち
や

ん
は
大
き
ら
い
だ
い
。
い
つ
も
お
こ
る
か
ら
」（
二
二
ท
）
と
ฉ
か

さ
れ
た
本
田
は
、


が
ཅ
一
の
育
成
に
ѱ
Ө
ڹ
を
ٴ
΅
し
て
い
る

可
能
ੑ
も
考
慮
に
ೖ
れ
た
う
え
で
家
庭
の
内
情
を
知
る
た
め
に
家
庭

๚
問
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
。

家
庭
๚
問
の
結
果
、「
私
」
は
ཅ
一
の


の
不

な
ڥ
۰
に
同

情
し
、

人
の
「
ጉ
ጲ
な
態
度
」（
三
〇
ท
）
に
好
感
を
֮
え
る
に

い
た
る
が
、
家
庭
๚
問
中
に
ཅ
一
が
帰
っ
て
来
た
の
を
見
る
や
「


ѱ
の
情
を
あ
り
あ
り
と
示
し
」（
五
四
ท
）
た
こ
と
に
ڻ
く
。



は
ཅ
一
の

の
結
ࠗ
相
手
の
こ
と
を
よ
く
思
っ
て
お
ら
ず
、
່
の
不


は
結
ࠗ
相
手
の
せ
い
だ
と
考
え
て
お
り
、
加
え
て
ཅ
一
の
出
来
が

よ
く
な
い
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
ଙ
に
່
の
前
夫
の
࢟
を
見
て
し
ま
い
、

ཅ
一
の
こ
と
を
愛
せ
な
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た


も
転
ߍ
以
前
に
工
場
の
ྈ
で
ཅ
一
と
二
人

ら
し
て
い

た
際
に
、
ཅ
一
が
そ
こ
で
ಇ
く
工
員
か
ら
౪
み
を
֮
え
さ
せ
ら
れ
て

い
た
り
、
同
年
代
の
ૉ
行
の
ѱ
い
子
ど
も
た
ち
に
い
じ
め
を
受
け
た

り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
子
ど
も
を
क
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
が
ڧ
く

な
っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
と
し
て


は
ཅ
一
を
ྈ
の
部
屋
か
ら
外

出
し
な
い
よ
う
に

ཧ
し
、
言
༿
で
の
ڴ
し
や
ં
ᓂ
を
加
え
る
な
ど
、

ա
度
な
ׯ
ব
や
時
に
は
ٮ

ま
で
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「
私
」は
こ
の
よ
う
な
現
状
を
౿
ま
え
て
、子
ど
も
の
᪾
の
前
に「


人
の
身
উ
手
を
た
め
直
す
」（
七
七
ท
）
こ
と
や


の
ա
ׯ
ব
を

和
ら
͛
る
こ
と
な
ど
が
ඞ
ཁ
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
子
ど
も
と
家


྆
方
へ
の
ア
プ
ロ
ー
ν
を
開
࢝
す
る
。
学
ߍ
で
は
੮
ସ
え
を
し
て
、

ཅ
一
を
一
൪

の
ྑ
い
༑
達
の
ྡ
の
੮
に
し
た
り
、
家

の
こ
と
に

つ
い
て
ਂ
く
話
し
た
り
、
ษ
ڧ
へ
の
ڵ
ຯ
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
り

と
、
様
ʑ
な
試
み
を
用
い
つ
つ
、「
せ
め
て
学
ߍ
に
い
る
間
だ
け
で
も
、

こ
ん
が
ら
か
つ
て
い
る
こ
れ
ま
で
の
よ
り
を

さ
う
」（
一
四
三
ท
）

と
試
み
た
。
ま
た
「


と


と
私
と
は
、
ち
や
う
ど
ཅ
一
と
い

う
小
ߔ
を
流
れ
行
く
ਫ
の
方

を
、
あ
や
ま
た
ず
本
流
へ
、
そ
し
て


に
は
大
ւ
へ
ԡ
し
ਐ
め
て
や
ら
Ͷ
ば
な
ら
な
い
土
అ
の
よ
う
な
も

の
」（
一
四
四
ท
）
と
ଊ
え
て
、「
ઈ
え
ざ
る
連
ܨ
」
を
図
る
よ
う
に

な
る
。
こ
う
し
て
ঃ
ʑ
に


は
ཅ
一
に
と
っ
て
「
こ
は
く
な
い
。

と
て
も
Ϙ
ク
の
こ
と
を
か
は
い
が
つ
て
く
れ
る
」（
一
四
七
ท
）
存

在
と
な
り
、「
私
」
か
ら
Ώ
と
り
を
も
つ
て
子
ど
も
を
؍
る
こ
と
を

度
ʑ
་
さ
れ
な
が
ら
、


も
本
来
の
༏
し
さ
を
取
り

し
て
い
っ

た
。ཅ

一
は
こ
の
間
に
「
ど
こ
と
な
く
子
ど
も
ら
し
い
࢟
を
と
り
も
ど

し
」（
一
四
八
ท
）、「
学
श
は
相
ม
わ
ら
ず
ࢄ
ອ
」（
一
四
八
ท
）
で

あ
っ
た
も
の
の
、
ྡ
੮
へ
の
イ
タ
ζ
ラ
や
不
用
意
に
大

を
出
す
な

ど
も
গ
な
く
な
っ
た
。
家
庭
内
が
明
る
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
ཅ
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一
、


、


の
ਫ਼
神
状
態
が
վ
ળ
さ
れ
て
い
き
、
ཅ
一
の
学
力

も
ঃ
ʑ
に

上
し
て
い
く
。


は
そ
の
ཌ
年
、「
大
東
ѥ
ઓ
૪
の

ຄ
発
し
た
」（
一
七
二
ท
）
年
に

く
な
っ
た
が
、
そ
の
後
も
ཅ
一


子
は
「
明
る
い
݈
や
か
な
生
活
を
続
け
」（
一
七
二
ท
）
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
が
第
一
ষ
ଖ
の
一
の
内
༰
で
あ
る
。
こ
の
ষ
で
は
、
家
を
不

在
に
し
て
ಇ
か
ざ
る
を
ಘ
な
い


が
、
子
ど
も
の
し
つ
け
が
う
ま

く
で
き
な
い
こ
と
に

立
ち
、
ਫ਼
神
的
不
҆
定
を
子
ど
も
に
Ϳ
つ
け

て
し
ま
う
こ
と
で
子
ど
も
の
自
ݾ
ߠ
定
感
が
下
が
り
、
学
श
や
生
活

の
問
題
を
引
き
ى
こ
し
て
し
ま
う
。
ま
た
ͻ
と
り

で
あ
る
た
め
子

ど
も
の
行
動
に
目
が
行
き
ಧ
き
に
く
く
、
そ
れ
が
ඇ
行
に
つ
な
が
っ

て
し
ま
う
。
ઓ
時
下
に
お
い
て
ͻ
と
り

家
庭
で
あ
る
こ
と
に
ى
Ҽ

す
る
問
題
が
ど
の
程
度
、
教
育
問
題
と
し
て

く
認
識
さ
れ
て
い
た

か
に
つ
い
て
は
ݕ
౼
の
༨

が
あ
る
も
の
の
、
গ
な
く
と
も
本
田
の

な
か
で
は
ͻ
と
り

家
庭
の
中
で
発
生
す
る
問
題
が
重
く
受
け
止
め

ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

「
私
」
は
、
語
り
の
中
で
ཅ
一
を
成
長
さ
せ
た
。
ま
た
ཅ
一
を
ֆ

画
が
ಘ
意
な
༑
人
の
ྡ
に
੮
ସ
え
さ
せ
、
そ
の
༑
人
を
介
し
て
芸
ज़

を
通
じ
た
情
ૢ
教
育
を
ਐ
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『

へ
の

教
育
報
告
』
に
て
、
ླ
川
ዳ
子
の
ྡ
の
੮
に
۾
本
を
Ҡ
し
た
こ
と
で
、

同
じ
よ
う
な
ֆ
ば
か
り
ඳ
い
て
い
た
۾
本
の
ֆ
に
ม
化
が
出
て
「
だ

ん
だ
ん
に
よ
く
な
」（
三
三
五
─
三
三
六
ท
）
っ
た
こ
と
と
、
同
じ

こ
と
を
実
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
田
は
生
ె
の
成
長
に
は
学
ߍ

教
育
だ
け
で
は
不
足
が
あ
り
、
家
庭
教
育
が
ඞ
ཁ
不
可
ܽ
と
い
う
考

え
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
一

三
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『

へ

の
教
育
報
告
』
で
܁
り
ฦ
し
ड़
べ
ら
れ
て
い
る
本
田
の
教
育
思

の

ࠜ
װ
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

第
一
ষ
ଖ
の
二
の
主
人
公
は
「

川
修
」
と
い
う
গ
年
で
あ
る
。

修
の

は
、
長
உ
の
「
๛
」
を
࢈
ん
だ


が
ප
ࢮ
し
た
後
に
継


と
し
て

川
家
に
ೖ
り
、
次
உ
の
「
修
」
を
࢈
ん
で
い
る
。
新
し
く

五
年
生
学
ڃ
の
担
任
に
な
っ
た
「
私
」
は
ク
ラ
ス
に
在
੶
す
る
修
に

つ
い
て
当
初
、
ど
う
い
う
生
ె
か
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

修
は
ク
ラ
ス
の
༑
人
同
士
の
ᎍ
め
ご
と
を
ᨠ
め
た
り
、
ன
৯
中
に
ҿ

む「
お
౬
」を
ク
ラ
ス
内
の
生
ె
た
ち
に

っ
て
ճ
っ
た
り
す
る（
一

八
八
ท
）
な
ど
積
極
ੑ
な
一
面
が
み
ら
れ
る
一
方
で
「
շ
活
の
う
ち

に
は
ແ
思
慮
の
中
に
ᆿ
し
い
ૈ
࿙
」（
一
八
一
ท
）
が
み
ら
れ
、「
大


に
見
え
て
そ
の
実
、
৺
の
き
は
め
て
小
さ
い
ऑ
ʑ
し
い
子
ど
も
」

（
一
八
一
─
一
八
二
ท
）
で
も
あ
る
な
ど
、「
複
ࡶ
な

࠼
」（
一
八

二
ท
）
で
৭
ど
ら
れ
た
「
修
」
の
問
題
を
௫
み
か
Ͷ
て
い
た
。

そ
ん
な
と
き
、「
私
」
は
修
の
ص
の
な
か
に
以
前
の
成

物
が
ೖ

れ
っ
ͺ
な
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ク
ラ
ス
の
生
ె
か
ら
ฉ
か
さ
れ

る
。
修
は
「
こ
ん
な
ѱ
い
点
ͫ
や
ࣤ
ら
れ
る
に
き
ま
つ
て
る
」（
一


〇
ท
）
た
め
、
ص
の
中
に
Ӆ
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。「
私
」
は
修

に
対
し
て
一
୴
は
成

物
を
持
ち
帰
る
よ
う
に
ଅ
す
が
、
ク
ラ
ス
メ
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イ
ト
で
あ
る
֟
村
の
ਐ
言
を
受
け
ೖ
れ
、
֟
村
に
成

物
を
ୗ
す
。

そ
の
ཌ
ே
、「
私
」
は
修
か
ら
手
紙
を
手

さ
れ
た
。
そ
れ
は
修

の

か
ら
の
も
の
で
、「
か
や
う
な
成

物
は
先
生
と
し
て
な
ͥ
本

人
に
お

し
願
へ
な
か
つ
た
も
で
せ
う
か
」（
一

四
ท
）、「
٫
て

私
の
方
で
困
る
こ
と
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」（
一

四
ท
）
と

書
か
れ
て
あ
っ
た
。
修
の


は
「
୭
ጨ
る
こ
と
も
な
く
ં
に
ふ
れ

て
は
学
ߍ
に
対
す
る
ඇ
難
や
、受
持
に
つ
い
て
の
陰
口
を
た
た
い
て
」

（
一

二
─
一

三
ท
）
お
り
、
今
ճ
も
「
私
」
の

அ
に
対
す
る

不
満
を
ड़
べ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「


の
持
つ
ݎ
ۤ
し
い
意

」（
一


ท
）
は
当
વ
修

に
も

け
ら
れ
て
お
り
、「
ち
͙
は
͙
な
᪾
の
ഊ
北
」（
一


ท
）

に
よ
っ
て
「
彼
の
ྼ
等
感
は
い
よ
い
よ
ਂ
め
ら
れ
」（
一


ท
）

て
い
っ
た
。
修
は
「
明
る
い
ྼ
ऑ
ࣇ
」（
一


ท
）
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
ྼ
等
感
は「


の
制
ѹ
の
下
で
ఀ

し
つ
ͮ
け
」（
一


ท
）

て
い
た
。

「
私
」
は
「
一
家
の
う
ち
の
対
立
、
家
庭
と
学
ߍ
と
の
対
立
、
間

அ
あ
る
᪾
─
そ
れ
ら
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
当
の
子
ど
も
を
ど
れ
Ґ


わ
せ

う
も
の
か
、

り
き
つ
た
こ
と
」（
二
〇
二
─
二
〇
三
ท
）

で
あ
る
と
考
え
、
家
庭
に
対
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
ν
を
開
࢝
す
る
。
修

の

は
、
高
ߍ
で
༏
ल
な
成

を
ऩ
め
て
い
る
࢞
の
子
の
で
あ
る

「
๛
」
と
は
対
র
的
に
、
思
う
よ
う
に
育
た
な
い
修
を
み
て
い
る
中

で
য
૩
感
を
ื
ら
せ
、
ਫ਼
神
的
な
不
҆
定
さ
を
修
に
Ϳ
つ
け
て
い
た
。

「
ۘ
直
で

༰
な


」（
二
〇
一
ท
）
も
仕
事
が

し
く
育
ࣇ
に
参

加
で
き
な
い
こ
と
か
ら
も
育
ࣇ
に
対
し
て
よ
り
一

の
ڧ
い
プ
Ϩ
ッ

γ
Ỿ
ー
を
感
じ
て
お
り
、
当
વ
、
修
へ
の
教
育
も
ち
͙
は
͙
な
も
の

と
な
っ
て
い
た
。

「
私
」
は
初
め
て
の
家
庭
๚
問
の
際
、


と
は
会
え
な
か
っ
た

も
の
の
、
ܑ
の
๛
と
会
い
、
๛
が
「
お
か
あ
さ
ん
と
い
ふ
も
の
を
立


に
ཧ
ղ
し
、
修
く
ん
に
対
し
て
も
愛
情
を
抱
い
て
い
る
」（
二
〇


ท
）
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
「
私
」
は
๛
に
対
し
て
、
修
の
教

育
に
つ
い
て
「
今
後
と
も
も
つ
と
積
極
的
に
出
て
い
た
だ
き
た
い
」

（
二
〇

ท
）
と
協
力
を
依
頼
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も



と
の
信
頼
関

は
な
か
な
か
ங
け
ず
、
や
っ
と
行
な
え
た
ݸ
別
懇
談

の
੮
で
も
、
྆
者
の
ߔ
は
な
か
な
か
ຒ
ま
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
「
私
」
が
修
に
対
す
る
見
方
を
গ
し
ず
つ
ม
え
て
い
く
こ

と
か
ら
修
に
ม
化
が
ى
こ
り
࢝
め
る
。「
私
」
は
「
組
内
で
は
出
来

な
い
子
ど
も
と
し
て
取
ѻ
は
れ
、
家
庭
に
あ
つ
て
は
ݫ
し
い


の

ࣤ
言
に
ઈ
え
ず
打
ち
の
め
さ
れ
て
来
た
彼
が
、
い
き
΄
ͻ
自
ら
を
─

出
来
の
ѱ
い
自
分
─
と
し
て
あ
き
ら
め
、
ま
た
頭
が
ѱ
い
か
ら
─
と

決
め
ࠐ
ん
で
」（
二
二
七
ท
）
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
ண
目
し
、
修

に
؆
単
な
足
し
算
か
ら
教
え
は
じ
め
、
で
き
る
た
び
に
「
Ͷ
、
き
み

こ
の
通
り
だ
か
ら
、決
し
て
頭
な
ん
か
ѱ
い
ん
ͫ
や
な
い
の
だ
」（
二

二
八
ท
）
と
ྭ
ま
し
、
ঃ
ʑ
に
自
信
を
つ
け
さ
せ
て
い
く
。「
か
か

れ
ば
き
つ
と
出
来
る
も
の
だ
」（
二
二
八
ท
）
と
い
う
自
負
が
修
を
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成
長
に
ಋ
き
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
の
関

に
ม
化
を
も
た
ら
し
、



も
༨
程
の
こ
と
で
な
い
限
り
修
を
ࣤ
り
つ
け
る
こ
と
も
な
く
な
っ

て
い
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
は


が
「
私
」
に
৺
を
開
き
、
ྦ
す

る
ま
で
に
（
二
三
八
ท
）
な
っ
て
い
く
。
そ
の
後
、
修
は
「
能
力
の

上
で
は
立
ち
お
く
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
が
、
六
年
を
終
へ
る
と
҃

中
学
に
も
ೖ
学
が
出
来
た
」（
二
四
八
ท
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
ষ
ଖ
の
二
で
は
、
ଖ
の
一
や
『

へ
の
教
育
報
告
』
の
「
明

る
い
ྼ
等
ࣇ
」
よ
り
も
৭
ೱ
く
子
ど
も
の
「
ྼ
等
感
」
の
問
題
に
つ

い
て
言
ٴ
さ
れ
て
い
る
。
本
田
は
し
ば
し
ば
「

か
ら
の

ѹ
」
か

ら
生
ま
れ
た
「
ྼ
等
感
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
「
自
ݾ
ߠ
定
感
」

の
問
題
に
৮
れ
、『

へ
の
教
育
報
告
』
の
「
あ
き
ら
め

と

の

ぞ
み
」
で
も
使
用
し
た
自
身
の
学
年
の
学
श
よ
り
難
қ
度
を
下
͛
た

課
題
を
取
り
ೖ
れ
る
こ
と
で
、
ج
ૅ
学
力
の
ఈ
上
͛
を
試
み
、
ࣇ
ಐ

の
自
ݾ
ߠ
定
感
を

上
さ
せ
た
。

第
二
ষ
で
は
日
࿐
ઓ
૪
に
出

し
た
ୀ
役
܉
人
で
あ
る
「
大

」

と
い
う

人
が
決
し
て
裕

で
は
な
い
ܦ
ࡁ
状
況
の
な
か
、
᩵

を

慎
ん
で
子
ど
も
た
ち
を
立

に
育
て
あ
͛
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

ۙ
所
の
子
ど
も
た
ち
に
ま
で
੯
し
み
な
い
愛
を
༩
え
、

し
ま
れ
て

い
る
と
い
う
ઓ
時
下
の
Τ
ϐ
ソ
ー
ド
ら
し
い
ඒ
談
が
語
ら
れ
て
い
る
。

続
く
第
三
ষ
で
は
子
ど
も
に
ま
つ
わ
る
ࡶ
多
な
内
༰
が
書
か
れ
て

お
り
、
一
見
し
て
ଊ
え
ど
こ
ろ
が
な
い
が
、「
ڷ
土
」
と
「
༡
び
」

に
ண
目
す
る
こ
と
で
子
ど
も
の
社
会
的
Ґ
ஔ
ͮ
け
に
つ
い
て
考

し

て
い
る
。
本
田
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
は
「
生
れ
出
た
そ
の
時
か
ら
ڷ

土
と
結
ば
れ
、
分
け

す
こ
と
の
出
来
な
い
関

」（
二
八
〇
ท
）

を
持
ち
、
そ
れ
は
「
子
ど
も
の
生
活
の
主
ମ
を
な
す
様
ʑ
の
༡
び
を

み
れ
ば

る
こ
と
」（
二
八
〇
─
二
八
一
ท
）
だ
と
い
う
。

村
の

子
ど
も
の
༡
び
に
は

村
の
大
人
の
生
活
が
࠶
現
さ
れ
て
お
り
、
東

京
で
も
「
山
手
」
に
住
む
子
ど
も
た
ち
の
༡
び
は
「
知
能
的
」
で
、「
下

町
の

工

ଳ
」
の
子
ど
も
た
ち
の
༡
び
は
「
実
利
的
」
で
あ
る
。

大
人
は
ಘ
て
し
て
そ
う
し
た
子
ど
も
の
༡
び
を
「
く
だ
ら
な
い
い
た

ͮ
ら
」（
二
八
五
ท
）、「
ろ
く
で
も
な
い
Ջ
௵
し
」（
二
八
五
ท
）
と

ଊ
え
が
ち
で
、と
も
す
れ
ば
「

ѹ
的
に

い

っ
て
」（
二
八
五
ท
）

み
た
り
、「
止
め
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
」（
二
八
五
ท
）
が
、
子
ど
も

か
ら
༡
び
を
ୣ
う
こ
と
は
「


の
ࠜ
や
ࢬ
を
う
ち
下
し
て
ഓ
は
う

と
す
る
۪
」（
二
八
五
ท
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
四
ষ
は
第
二
次
世
界
大
ઓ
の
ઓ
中
と
い
う
世
相
を

ө
し
て
、

᪾
を
「
一
家
の
子
」
か
ら
「
ࠃ
の
子
」
と
い
う
ࢹ
点
に
切
り
ସ
え
て

行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ど
、
ઓ
時
下
を
ڧ
く
感
じ
さ
せ
る
文

ষ
で
あ
る
が
、
こ
の
ষ
に
お
い
て
本
田
の
考
え
る
教
育
の
な
か
で
の

「
᪾
」
の
Ґ
ஔ
ͮ
け
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

本
田
は
従
来
の
学
ߍ
教
育
を
「
文
字
を
教
へ
ܭ
算
を
श
ख़
さ
せ
、

そ
の
΄
か
様
ʑ
の
学
科
に

る
৭
ʑ
な
知
識
や
技
能
を
、
子
ど
も
の

頭
に

み
に
注
͗
ࠐ
む
こ
と
と
ば
か
り
」（
三
〇
七
ท
）
の
「
つ
め

ࠐ
み
を
す
る
仕
事
」（
三
〇
七
ท
）
だ
っ
た
と
し
、
保
ޢ
者
は
子
ど



112

も
が
「
教
へ
を
ੇ
分
の
ڰ
ͻ
も
な
い
や
う

実
に
श
ͻ
お
΅
え
る
」

（
三
〇
七
ท
）
こ
と
を
「
།
一
な
願
ͻ
と
し
、
行
儀
の
よ
し
あ
し
よ

り
も
む
し
ろ
श
つ
た
こ
と
が
ら
の
成

に
の
み
、不
அ
の
関
৺
」（
三

〇
七
ท
）
を

っ
て
い
た
と
ड़
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
の
在
り
方

が
「
子
ど
も
の
不
அ
の
࿉
成
に
、
何
等
の
力
も
役
割
も
果
さ
な
か
つ

た
」（
三
〇
八
ท
）
と
考
え
た
本
田
は
、「
実
ફ
に
富
み
、
᪾
を
重
ん

ず
る
教
育
」（
三
〇
八
ท
）
を
ཧ

に
掲
͛
た
。
学
ߍ
が
直

的
に

教
育
を
担
当
し
な
が
ら
も
、「
家
庭
の
協
力
、
ڷ
土
の
協
力
を
ಘ
る

の
で
な
け
れ
ば
、౸
ఈ
そ
の
Ͷ
ら
ͻ
所
に
達
成
し
ಘ
ら
れ
な
い
」（
三

〇
八
ท
）
と
し
て
、
学
ߍ
、
家
庭
、

Ҭ
の
連
ܞ
の
ඞ
ཁ
ੑ
を
説
い

て
い
る
。

『
᪾
物
語
』
を
通
読
し
て
い
く
な
か
で
、
ઓ
前
・
ઓ
中
期
に
一
教

員
と
し
て
教
ஃ
に
立
っ
て
い
た
本
田
の
問
題
意
識
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ͻ
と
り

家
庭
の
問
題
、
異

ܑ
ఋ
異

ܑ
ఋ
の
問
題
、
保
ޢ

者
か
ら
の
ク
Ϩ
ー
Ϝ
問
題
、
ශ
困
家
庭
の
問
題
、、
保
ޢ
者
教
育
の

問
題
、
家
庭
・

Ҭ
と
の
連
ܞ
の
問
題
、
ࣇ
ಐ
ٮ

の
問
題
、
学
ߍ

に
お
け
る
学
力
ภ
重
の
問
題
。
こ
れ
ら
は
ઓ
前
・
ઓ
時
期
に
お
い
て

本
田
が
抱
え
て
い
た
問
題
で
あ
る
。
本
田
は
こ
れ
ら
の
多
ذ
に
わ
た

る
問
題
を
ݸ
ʑ
に
ղ
決
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
ഽ
で
感
じ
て
お
り
、

そ
の
活
࿏
を
「
᪾
」
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
文
ষ
中
か
ら

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ീ

͓
Θ
Γ
ʹ

本
稿
で
は
、
公
立
小
学
ߍ
の
一
教
員
で
あ
っ
た
本
田
ਖ਼
信
が
、
滝

野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
や
ਂ
川
ਘ
ৗ
小
学
ߍ
に
お
い
て
、

下

次

の
合
科
教
育
、
山
࡚
٠
次
郎
の
૯
合
教
育
、

川
頼
太
郎
の
集
ஂ
主

義
教
育
を
取
り
ೖ
れ
つ
つ
も
、『

へ
の
教
育
報
告
』
に
よ
っ
て
、

自
身
の
持
つ
学
ڃ
や
そ
の
他
の
学
ڃ
の
ࣇ
ಐ
、
保
ޢ
者
が
抱
え
る
ॾ

問
題
に
র
ら
し
合
わ
せ
、
ಠ
自
の
課
題
ղ
消
に

め
て
い
る
様
が
見

受
け
ら
れ
た
。

な
お
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
は
、
公
立
小
学
ߍ
に
お
け
る
中
৺

的
な
存
在
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
ւ
外
の
新
教
育
実
ફ
や
日
本
ࠃ

内
の
新
教
育
実
ફ
を
積
極
的
に
取
り
ೖ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
学
ߍ
日

誌
」
な
ど
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
本
田
の
『

へ
の
教

育
報
告
』
や
『
᪾
物
語
』
を
通
読
す
る
と
、
一
教
員
で
あ
っ
た
本
田

は
、
新
教
育
思

、
新
教
育
実
ફ
を
ਪ
ਐ
し
た
と
い
う
ଆ
面
よ
り
も
、

い
か
に
自
ݾ
の
学
ڃ
や
学
ߍ
内
の
ࣇ
ಐ
に
対
し
て

き
合
い
、
৺
を

通
い
合
わ
せ
る
か
、
と
い
っ
た
点
に
注
力
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ

た
。こ

の
う
え
で
『
᪾
物
語
』
で
は
、
当
時
の
時
代
എ
ܠ
を
౿
ま
え
つ

つ
、『

へ
の
教
育
報
告
』
よ
り
も
一
段
階
家
庭
の
問
題
に
౿
み
ࠐ

ん
だ
実
ફ
例
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
り
、
よ
り
学
ߍ
と
家
庭
、
そ
し

て

Ҭ
が
連
ܞ
し
て
い
く
こ
と
の
ඞ
ཁ
ੑ
を
説
い
た
。
こ
れ
は
新
教

育
運
動
が
目
指
し
た
、
子
ど
も
の
自
主
ੑ
・
主
ମ
ੑ
を
৳
ば
す
た
め
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の
ཪ
方
的
指
ಋ
を
本
田
が
行
な
っ
て
い
た
こ
と
の
ূ
ࠨ
で
あ
る
。

今
ճ
は
本
田
の
著
書
で
あ
る
二
書
を
取
り
あ
͛
た
が
、
こ
の
よ
う

な
現
場
で
直

、
ࣇ
ಐ
の
教
育
に
ܞ
わ
っ
て
い
た
人
物
に
よ
る
著
ड़

は
、
本
田
以
外
の
滝
野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
の
教
員
の
著
ड़
を
は
じ

め
、
こ
れ
ま
で
研
究
史
の
な
か
で
取
り
あ
͛
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
で

実
際
に
は
数
多
く
現
存
し
て
い
る
。
研
究
次
第
で
は
、
今
ま
で
ମ
ܥ

化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
公
立
小
学
ߍ
に
お
け
る
大
ਖ਼
新
教
育
研
究
が
、

よ
り
ਐ
展
す
る
可
能
ੑ
は
高
く
、
先
行
研
究
に
お
い
て
語
ら
れ
て
き

た
日
本
に
お
け
る
新
教
育
像
が
書
き
換
わ
る
可
能
ੑ
も
高
い
。

今
後
は
、
本
田
以
外
の
公
立
小
学
ߍ
の
教
員
に
も
য
点
を
当
て
、

今
ま
で
の
研
究
史
で
ड़
べ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
一
教
員
の
思

的
എ

ܠ
や
実
ફ
活
動
例
、
そ
し
て
大
ਖ਼
新
教
育
思

と
実
際
の
教
育
事
例

の
比
較
ݕ
౼
を
行
い
た
い
。

ம（
1
）
中
野
光
『
大
ਖ਼
自
༝
教
育
の
研
究
』
ᴈ
明
書

、
一

六
八
年
。

（
2
）
中
内
හ
夫
「
中
野
光
著
「
大
ਖ਼
自
༝
教
育
の
研
究
」」『
教
育
学
研

究
』
三
七
ר
二
号
、
一

七
〇
年
、
五
四
ท
。

（
�
）
ླ

そ
よ
子
「
公
立
小
学
ߍ
に
お
け
る
新
教
育
と
東
京
市
の
教
育

研
究
ମ
制
─
一

二
〇
年
代
を
中
৺
に
─
」『
教
育
学
研
究
』
五
七

ר
二
号
、
一


〇
年
、
一
四

─
一
五
八
ท
。

（
�
）

川
頼
太
郎
、
本
田
ਖ਼
信
『

へ
の
教
育
報
告
』
学
芸
社
、
一


三
六
年
。

（
�
）
本
田
ਖ਼
信
『
᪾
物
語
』
三
Ҫ
出
版

会
、
一

四
二
年
。

（
�
）
三

田

『
あ
ʍ
ਂ
川
─
ઓ
時
下
の
学
ಐ
た
ち

学
ಐ
ૄ
開
・
東

京
大
ۭ
ऻ
・
ઓ
後
』
自
අ
出
版
、
一


八
年
、
五
五
二
─
五
五
三

ท
。

（
�
）『
小
学
ߍ
』
は
教
育
学
者
で
あ
っ
た
大

ਙ
太
郎
と
、
大

が
一


〇
一
年
に
立
ち
上
͛
た
教
育
学
ज़
研
究
会
に
よ
っ
て

刊
さ
れ
た

ࡶ
誌
で
あ
る
。
教
育
学
ज़
研
究
会
は
『
教
育
学
ज़
界
』
や
『
研
究
指

ಋ
教
育
科
講
義
』、『
教
育
ࣙ
書
』
の
発
行
な
ど
、
教
育
学
ज़
に
関
す

る
多
く
の
論
૪
を
引
き
ى
こ
し
、
教
育
研
究
の
ਐ
า
ਐ
展
に
多
大
な

ߩ
ݙ
を
し
た
。（
ന
石
ਸ
人
「
明
治
三
〇
年
代

ば
に
お
け
る
教
師

の
教
育
研
究
の
Ґ
ஔ
ͮ
け
─
大

ਙ
太
郎
の
「
科
学
と
し
て
の
教
育

学
」
論
と
教
育
学
ज़
研
究
会
の
活
動
に
注
目
し
て
─
」『
日
本
の
教

育
史
学
』
六
〇
ר
、
二
〇
一
七
年
、
一

─
二
〇
ท
）。
一

〇
六

年
四
月

刊
。
一

三
三
年
二
月
ഇ
刊
。
全
五
一
ר
一
一
号
。

（
�
）『
教
育
論

』
は
一

一

年

月
号

刊
─
一

四
一
年
四
六

ר
三
号
で
終
刊
し
た
教
育
ࡶ
誌
。
教
員
の
実
ફ
や
活
動
な
ど
事
実
に

ج
ͮ
い
た
研
究
を
特

と
し
た
ࡶ
誌
で
あ
り
、

川
が
「
集
ஂ
主
義

教
育
」
を
提
এ
す
る
な
ど
自
ら
ࡶ
誌
の
方

ੑ
を
提
示
し
た
も
の

だ
っ
た
。

（
9
）『
ڷ
土
教
育
』
は

刊
当
時
『
ڷ
土
』
と
い
う
名
で
一

三
〇
年

か
ら
一

三
一
年
四
月
六
号
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
一

三
一

年
五
月
か
ら
『
ڷ
土
科
学
』
と
し
て
七
号
を
発
刊
。
一

三
二
年
四

月
一
八
号
か
ら
は
『
ڷ
土
教
育
』
と
࠶
び
名
前
を
ม
ߋ
、
一

三
四

年
に
四
三
号
ഇ
刊
す
る
ま
で
続
い
た
。

（
10
）
教
学
ہ
編
、
本
田
ਖ਼
信
ղ
説
『
や
さ
し
く
ղ
い
た
ਉ
ຽ
の
ಓ
』
研

ຢ
書
院
、
一

四
二
年
。
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（
11
）『
第
一
教
育
』
は


子
ڙ
世
界
社
よ
り
一

二
三
年

月
に


刊
さ
れ
た
。
代
表
は
吉
川
ਫ਼
അ
。
彼
が
一

二
五
年
に

く
な
る
と
、


で
あ
る
吉
川
利
一
が
代
表
を
務
め
た
。
一

三
五
年
六
月
ഇ
刊
。

全
一
四
ר
四
号
。（
日
本
২
ຽ

教
育
史
研
究
会
運
Ӧ
ҕ
員
会
（
第

ᶛ
期
）『
২
ຽ

教
育
史
研
究
年
報
二
〇
一
一
年
第
一
四
号

২
ຽ


・
子
ど
も
・「
新
教
育
」』
ᚠ

社
、
二
〇
一
二
年
、
二

─
四
一

ท
。）

（
12
）
ླ

そ
よ
子
「
公
立
小
学
ߍ
に
お
け
る
大
ਖ਼
新
教
育
⽅
東
京
市
滝

野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
の
「
૰
合
教
育
」」『
ࠃ
際
ܦ
Ӧ
論
集
』
一
四

号
、
一


七
年
、
一
三
三
─
一
五
二
ท
。

（
1�
）
吉
村
හ
೭
「
ࡶ
誌
『
教
育
論

』
に
お
け
る
事
例
研
究
⽅
学
ڃ
の

事
実
か
ら
ཧ
論
を

る
」『
宮
城
教
育
大
学
紀
ཁ
』
四
二
ר
、
二
〇

〇
七
年
、
二
一
七
─
二
二
七
ท
。

（
1�
）
吉
村
හ
೭
「
ࡶ
誌
『
教
育
論

』
に
お
け
る
子
ど
も
研
究
⽅
教
師

に
よ
る
学
ڃ
集
ஂ
の
؍

と
記

」『
宮
城
教
育
大
学
紀
ཁ
』
四
八
ר
、

二
〇
一
三
年
、
二
八
一
─
二

三
ท
。

（
1�
）

川
頼
太
郎
編
、
ঙ
࢘
༸
子
ղ
説
『
教
育
資
ྉ

子
ڙ
の
ᡎ
日

本
ࣇ
ಐ
問
題
文
ݙ
બ
集
二
〇
』
෮
ࠁ
版
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一


八
四
年
、
二
二
六
ท
。
こ
の
本
に

川
の
ܦ
歴
の
ৄ
ࡉ
が
不
明
で
あ

る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
1�
）
東
京
府
ຽ
新
ฉ
社
『
大
ਖ਼
四
年
一
一
月
現
在
東
京
府
学
事
関

職

員

』
東
京
府
ຽ
新
ฉ
社
、
一

一
五
年
。

（
1�
）
ࡈ
౻
ت
博
『
ࡈ
౻
ت
博
の
ݸ
人
ࡶ
誌

開
く

八
』
明
治
図
書
出

版
、
八
五
ท
。

（
1�
）
三

田

『
あ
ʍ
ਂ
川
─
ઓ
時
下
の
学
ಐ
た
ち

学
ಐ
ૄ
開
・
東

京
大
ۭ
ऻ
・
ઓ
後
』
自
අ
出
版
、
一


八
年
、
五
五
三
ท
。

（
19
）

下

次
は
一
八
七
二
年
生
ま
れ

Ҫ
県
出
身
。
東
京
高
等
師
ൣ

学
ߍ
文
科
を
卒
業
後
、
研
究
科
の
修
身
科
・
教
育
科
で
学
ん
だ
。
奈

ྑ
県
師
ൣ
学
ߍ
教
་
、
富
山
県
師
ൣ
学
ߍ
教
་
を
ܦ
て
、
一

〇
四

年
に
ࣛ
ࣇ
島
県
師
ൣ
学
ߍ
教
་
に
転
じ
た
。
一

一
〇
年
、
ࣛ
ࣇ
島

県
女
子
師
ൣ
学
ߍ
が
分

・
ಠ
立
す
る
と
ߍ
長
に
ब
任
。
ࣛ
ࣇ
島
県

立
第
二
高
等
女
学
ߍ
ߍ
長
も
݉
Ͷ
た
。
一

一
七
年
京
都
女
子
師
ൣ

学
ߍ
ߍ
長
と
な
り
、
ཌ
年
に
は
京
都
府
立
౧
山
高
等
女
学
ߍ
ߍ
長
を

݉
Ͷ
た
。
一

一

年
に
は
奈
ྑ
女
子
高
等
師
ൣ
学
ߍ
教
त
と
な
り
、

同
ෟ
属
実
科
高
等
女
学
ߍ
主
事
、
同
ෟ
属
小
学
ߍ
主
事
を
݉
任
。
小

学
ߍ
で
は
合
科
学
श
を
重
ࢹ
し
た
。

（
20
）
ླ

そ
よ
子
「
公
立
小
学
ߍ
に
お
け
る
大
ਖ਼
新
教
育
─
東
京
市
滝

野
川
ਘ
ৗ
高
等
小
学
ߍ
の
「
૯
合
教
育
」」『
ࠃ
際
ܦ
Ӧ
論
集
』
一
四

号
、
一


七
年
、
一
三
五
ท
。

（
21
）
山
࡚
٠
次
郎
『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
文
教
書
院
、
一

三
五
年
。

（
22
）
内
౻
༝
佳
子
「

下

次
の
合
科
学
श
に
関
す
る
一
考

─
教
師

の
指
ಋ
ੑ
を
中
৺
に
─
」『
教
育
学
論
集
』
二
六
ר
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
四
─
二
五
ท
。

ए
原
直
थ
「

下

次
の
「
合
科
学
श
」
論
、そ
の
ม
༰
と
ࠞ

」『
北

ւ
ಓ
教
育
大
学
紀
ཁ
』
三
三
ר
二
号
、
一

八
三
年
、
三
三
─
四
七

ท
。

（
2�
）
山
࡚
٠
次
郎
『
新
૯
合
教
育
の
実
ફ
』
文
教
書
院
、
一

三
五
年
、

三
六
四
─
四
四
一
ท
。

（
2�
）

川
頼
太
郎
・
本
田
ਖ਼
信
『

へ
の
教
育
報
告
』
学
芸
社
、
一


三
六
年
、
一
─
三

ท
。

（
2�
）
同
ӈ
、
七
七
ท
。

（
2�
）
本
田
ਖ਼
信
「
ڃ
内
の
ྼ
等
ࣇ
を
語
る
」『
教
育
論

』
八
月
号
、
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三
二
ר
二
号
、
一

三
四
年
。

（
2�
）「
学
ڃ
に
ԙ
て
ӕ
言
ࣇ
は
ど
う
ಋ
か
れ
た
か
」『
教
育
論

』
一
二

月
号
、
三
二
ר
六
号
、
一

三
四
年
。

（
2�
）

川
頼
太
郎
・
本
田
ਖ਼
信
『

へ
の
教
育
報
告
』
学
芸
社
、
一


三
六
年
、
二
一
三
ท
。

（
29
）
本
田
ਖ਼
信
「
ප
ऑ
ࣇ
に
対
し
て
学
ڃ
ࣇ
ಐ
は
ど
ん
な
態
度
を
と
っ

た
か
」『
教
育
論

』
一
一
月
号
、
三
二
ר
五
号
、
一

三
四
年
。

（
�0
）

川
頼
太
郎
・
本
田
ਖ਼
信
『

へ
の
教
育
報
告
』
学
芸
社
、
一


三
六
年
、
一
八

─
二
一
一
ท
。

（
�1
）

川
頼
太
郎
・
本
田
ਖ਼
信
「
わ
が
ま
ま
者
と
そ
の
प
ғ
」『

へ

の
教
育
報
告
』
学
芸
社
、
一

三
六
年
、
一
八
一
─
一
八
八
ท
。

（
�2
）
吉
村
හ
೭
「
ࡶ
誌
『
教
育
論

』
に
お
け
る
子
ど
も
研
究
─
教
師

に
よ
る
学
ڃ
集
ஂ
の
؍

と
記

」『
宮
城
教
育
大
学
紀
ཁ
』
四
八
ר
、

二
〇
一
三
年
、
二
八
三
ท
。

（
��
）
山
࡚
博
『
新
教
育
の
教
त
段
階
』
明
治
図
書
、
一

三
四
年
。

（
��
）
本
田
ਖ਼
信
「
集
ஂ
主
義
教
育
の
指
ಋ
؍
教
ࡐ
؍
」『
教
育
論

』

二
月
号
、
三
一
ר
二
号
、
一

三
四
年
、
二
〇
─
二
一
ท
。

（
��
）

川
頼
太
郎
「
集
ஂ
主
義
教
育
֓
؍
」『
教
育
論

』
一
〇
月
号
、

二
六
ר
四
号
、
一

三
一
年
。

（
��
）
本
田
ਖ਼
信
「

学
年
に
ԙ
け
る

歴
学
श
」『
小
学
ߍ
』
一
二
号
、

四

ר
一
〇
号
、
一

三
〇
年
。

（
��
）
本
田
ਖ਼
信
「
学
ڃ
ࣇ
ಐ
を
語
る
」『
教
育
論

』
一
〇
月
号
、
三

〇
ר
四
号
、
一

三
三
年
。

（
��
）

川
頼
太
郎
『
教
育
新
ࣙ
典
』
三
Ҫ
出
版

会
、
一

四
二
年
。

（
�9
）
遠
座
知
ܙ
・
֯
୩
྄
太
郎
「
ۙ
代
日
本
に
お
け
る
ド
ル
ト
ン
・
プ

ラ
ン
の
ී
ٴ
⽅
ϔ
Ϩ
ン
・
ύ
ー
Χ
ス
ト
に
よ
る
講
ԋ
と
そ
の
Ө
ڹ
を

中
৺
に
」『
東
京
学
芸
大
学
紀
ཁ
⁒
૯
合
教
育
科
学
ܥ
』
六

ר
一
号
、

二
〇
一
八
年
、
三
三
─
五
四
ท
。
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著共ᖺ⾜Ⓨ社版出ྡᩥㄽྡㄅ㞧号␒ᩱྐ

0391会究研⾡学育教号01巻94、号月21」習学Ṕ地る䛡にᖺ学ప「』校学ᑠ『1

1391会究研⾡学育教号31巻94、号月3」ᮃᒎの㦂ヨ学入校学➼中「』校学ᑠ『2

1391会究研⾡学育教号3巻05、号月6」㐩Ⓨと芽ⴌの会⮬ᖺ学ప「』校学ᑠ『3

2391会究研⾡学育教号11巻05、号月2」ྫྷと向傾の題問㦂ヨ学入校学➼中「』校学ᑠ『4

2391会究研⾡学育教号5巻15、号月8」ⅬᇶႠ⤒⣭学の䜙䛛ᡭᦕ「』校学ᑠ『5

3391┕㐃育教土郷巻13、号月5」⚾るすᑐに㐀ᨵᐊ教䞉⯊校「』育教土郷『6

㒄ᅄ㇂᱒3391┕㐃育教土郷巻53、号月9」‐てしとᚰ中を㖹㔠‐ᚰ関的῭⤒の❺ඣ「』育教土郷『7

8 『郷土教育』 「᪥本ඣ❺社会学会研究Ⓨ⾲㻌⋵ලとඣ❺⏕ά(䠍㻕‐⋵ලᴫᛕの究᫂‐」2月号、40巻 郷土教育㐃┕ 1934

4391┕㐃育教土郷巻14、号月3」‐᫂究のᛕᴫල⋵‐㻕2(ά⏕❺ඣとල⋵「』育教土郷『9

10 『学習研究』 「合⛉指導実践-ኟఇの⏕άయ㦂をᇶㄪとする᪂学ᮇ学習の出Ⓨ」15巻11号 ዉⰋ高➼ᖌ⠊ 1936

3391院書教ᩥ号4巻03、号月01」る語を❺ඣ⣭学「』ྀㄽ育教『11

3391院書教ᩥ号5巻03、号月11」㝿実の䛭と育教⛉合ᖺ学高「』ྀㄽ育教『21

4391院書教ᩥ号1巻13、号月1」ㇺ㠃のά⏕❺ඣ⣭学「』ྀㄽ育教『31

4391院書教ᩥ号2巻13、号月2」ほᮦ教䞉ほ導指の育教⩏ᅋ㞟「』ྀㄽ育教『41

4391院書教ᩥ号4巻13、号月4」⛬㐣ᡂᵓの習学的ᅋ㞟「』ྀㄽ育教『51

4391院書教ᩥ号5巻13、号月5」┬と実の習学的ᅋ㞟「』ྀㄽ育教『61

4391院書教ᩥ号6巻13、号月6」題ㄢ᪂のへ育教⩏ᅋ㞟「』ྀㄽ育教『71

4391院書教ᩥ号1巻23、号月7」ㄽᾘ解⨨タᅋศ的ᘧ形「』ྀㄽ育教『81

4391院書教ᩥ号2巻23、号月8」る語をඣ➼ຎの内⣭「』ྀㄽ育教『91

4391院書教ᩥ号3巻23、号月9」題問の⣭学ዪ⏨「』ྀㄽ育教『02

4391院書教ᩥ号4巻23、号月01」䛛る⛣䛖䛹䛿ᖍの❺ඣ「』ྀㄽ育教『12

4391院書教ᩥ号5巻23、号月11」䛛た䛳ྲྀをᗘ態䛺䜣䛹䛿⣭学ᡃてしᑐにඣᙅ「』ྀㄽ育教『22

4391院書教ᩥ号6巻23、号月21」䛛た䜜䛛導䛖䛹䛿ඣゝბる䛡に⣭学「』ྀㄽ育教『32

5391院書教ᩥ号1巻33、号月1」䛛る᮶出てし䛖䛹䛿᱁ᛶの⣭学「』ྀㄽ育教『42

5391院書教ᩥ号2巻33、号月2」解⌮的యලのへ⣭学「』ྀㄽ育教『52

5391院書教ᩥ号5巻33、号月5」⛬㐣践実と⣭学の㛫ᖺභ䜚ୖ䛱ᣢ「』ྀㄽ育教『62

5391院書教ᩥ号6巻33、号月6」⌮ᚰのᡙ㐟❺ඣ「』ྀㄽ育教『72

5391院書教ᩥ号1巻43、号月7」❺ඣのᚋ๓学ᑵ「』ྀㄽ育教『82

5391院書教ᩥ号3巻43、号月9」㢌⾤のኟ「』ྀㄽ育教『92

5391院書教ᩥ号4巻43、号月01」ά⏕❺ඣと㢌⾤「』ྀㄽ育教『03

5391院書教ᩥ号5巻43、号月11」䛛た䜜䛿⾜䛖䛹䛿導指ㆤಖの❺ඣ学入᪂「』ྀㄽ育教『13

6391院書教ᩥ号4巻53、号月4」ᛶṦ≉とᛶయලの⣭学「』ྀㄽ育教『23

6391院書教ᩥ号5巻53、号月5」践実のႠ⤒⣭学ᖺ学ᗂ「』ྀㄽ育教『33

6391院書教ᩥ号3巻63、号月9」ほ⏕ேの供子「』ྀㄽ育教『43

6391院書教ᩥ号4巻63、号月01」ほ⏕ேの䜒䛹䛣「』ྀㄽ育教『53

6391院書教ᩥ号6巻63、号月21」ヰ実育教㌟ಟ「』ྀㄽ育教『63

7391院書教ᩥ号3巻73、号月3」育教の⛉ศと⛉合「』ྀㄽ育教『73

7391院書教ᩥ号5巻73、号月5」ᐹ⪃一るすᑐにヨ入学入校学➼中「』ྀㄽ育教『83

7391院書教ᩥ号6巻73、号月6」ឤ㞧育教⛉合「』ྀㄽ育教『93

郎太頼川瀬7391院書教ᩥ号1巻83、号月7」へみる᫂䛿௳「』ྀㄽ育教『04

郎太頼川瀬7391院書教ᩥ号4巻83、号月01」䛱たぶる䛠䜑を❺学「』ྀㄽ育教『14

8391院書教ᩥ号1巻93、号月1」ㄽᖌ教ᖺ㟷「』ྀㄽ育教『24

郎太頼川瀬8391院書教ᩥ号1巻93、号月1」供子ふှを⠇ⰼᾉ「』ྀㄽ育教『34

8391院書教ᩥ号5巻93、号月5」䜀䜜䛿䛛䜝䛣と「』ྀㄽ育教『44

8391院書教ᩥ号6、巻93号月6」てみ読を㘓グ践実のẶ井Ⲩ「』ྀㄽ育教『54

8391院書教ᩥ号1巻04、号月7」䛛るすをఱにみఇኟの䛣「』ྀㄽ育教『64

8391院書教ᩥ号1巻04、号月7」るぢを䛝ືの⣭学「』ྀㄽ育教『74

郎太頼川瀬8391院書教ᩥ号1巻04、号月7」⪅ᙅのே「』ྀㄽ育教『84

8391院書教ᩥ号2巻04、号月8」䚻ᢡの䛭導指育教「』ྀㄽ育教『94

郎太頼川瀬8391院書教ᩥ号3巻04、号月9」䜙䛛䜉ㄪᣔᡭ「』ྀㄽ育教『05

8391院書教ᩥ号3巻04、号月9」㻕(䚻ᢡの䛭導指育教「』ྀㄽ育教『15

9391院書教ᩥ号5巻14、号月5」ふ᠈をẶ太ᑑᘺ⸨㏆ᨾ「』ྀㄽ育教『25

9391院書教ᩥ号6巻14、号月6」るぢを書⾡⟬᪂のᖺ「』ྀㄽ育教『35

0491院書教ᩥ号5巻34、号月5」供子のいて䛛䛺䛴䛦くふ「』ྀㄽ育教『45

郎太頼川瀬0491院書教ᩥ号6巻34、号月6」供子の題問「』ྀㄽ育教『55

1391社界世供子湾台号8巻01、号月9」㻕ୖ(ㄽᖌ教の䛭と育教の和昭「』育教一第『65

1391社界世供子湾台号01巻01、号月11」㻕ୗ(ㄽᖌ教の䛭と育教の和昭「』育教一第『75

2391社界世供子湾台号1巻11、号月1」向ື育教土郷とᛕᴫ♏ᇶの土郷的育教「』育教一第『85

3391社界世供子湾台号2巻21、号月3䞉2」ᵓᶵ᪂の育教土郷「』育教一第『95

3391社界世供子湾台号2巻21、号月3䞉2」ᝅ覚の⪅育教とᒁᖖ㠀の本᪥「』育教一第『06

3391社界世供子湾台号3巻21、号月4」㻕(ᵓᶵ᪂の育教土郷「』育教一第『16

3391社界世供子湾台号3巻21、号月4」月三の㡪「』育教一第『26

4391社界世供子湾台号1巻31、号᪂」て䛱❧に台ᮃᒎの育教「』育教一第『36

4391社界世供子湾台号3巻31、号月3」㻕(て䛱❧に台ᮃᒎの育教「』育教一第『46

4391社界世供子湾台号4巻31、号月4」グ実会⯆స⚄⢭員教校学ᑠᅜ「』育教一第『56

表①　本田正信著作一覧（2021年12月30日現在確認できているもの )
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4391社界世供子湾台号4巻31、号月4」杜くふ芽嫩「』育教一第『66

4391社界世供子湾台号6巻31、号月7」識認再の育教土郷「』育教一第『76

6391閣桑扶』導指業職と備準学入のてしと向傾的会社『著単86

69 共著 『母への教育報告』 学芸社 1936 瀬川頼太郎

70 編著 『昭和 臣道実践読本』 三崎書房 1941

71 単著 『躾物語』 三井出版協会 1942

0591会員委育教県口山」‐るみを績業究研の校学中枝岡‐態形一の校学会社域地「』報広育教『27

2491院書又研』道の民臣たい解くしさや『著単37

74 『教育広報』 「認定講習覚え書」 山口県教育委員会 1953

3591会員委育教県口山」唱提るす関に制区学校高』報広育教『57

4591会員委育教県口山」題問育教と併合内町「』報広育教『67

資
料
①

美
祢
市
立
豊
田
前
中
学
校
『
五
〇
年
の
あ
ゆ
み
』

資
料
③

滝
野
川
尋
常
高
等
小
学
校
『
学
校
日
誌
』

資
料
②

美
祢
市
立
豊
田
前
中
学
校
『
五
〇
年
の
あ
ゆ
み
』

資
料
④

滝
野
川
尋
常
高
等
小
学
校
『
学
校
日
誌
』
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資
料
⑤

滝
野
川
尋
常
高
等
小
学
校
『
学
校
日
誌
』

資
料
⑥

瀬
川
頼
太
郎
『
教
育
新
辞
典
』（
三
井
出
版
商
会
）
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執
筆
者
紹
介

　
　
　
　
　
　
　

土
屋

光
裕
…
…
…
…
会
社
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
命
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
日
本
史
専
修
博
士
課
程
前
期
課
程
修
了

　
　
　
　
　
　
　

滑
川

敦
子
…
…
…
…
宮
城
県
教
育
庁
文
化
財
課
技
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
命
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
人
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
修
了
（
博
士
・
文
学
）

　
　
　
　
　
　
　

滝
澤

和
湖
…
…
…
…
京
都
府
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
前
期
課
程
（
本
学
文
学
部
史
学
科
卒
）

　
　
　
　
　
　
　

足
名

笙
花
…
…
…
…
立
教
大
学
大
学
院
21
世
紀
社
会
デ
ザ
イ
ン
研
究
科
比
較
組
織
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
学
専
攻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
期
博
士
課
程
（
本
学
文
学
部
史
学
科
卒
）
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『
紫
苑
』
投
稿
規
定

一
、（
資
格
）

投
稿
資
格
者
は
、
ゼ
ミ
メ
ン
バ
ー
並
び
に
ゼ
ミ
主
宰
者
の
認
定

す
る
も
の
と
し
ま
す
。

二
、（
枚
数
）

注
を
含
め
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
七
十
枚
以
内
と

し
ま
す
。
但
し
、
分
量
に
つ
い
て
は
適
宜
相
談
に
応
じ
ま
す
。

三
、（
原
稿
）

①
種
類
は
、
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
な
ど
。
縦
書
き
・
完
全
原
稿
と

し
ま
す
。

②
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
の
場
合
は
、
四
〇
〇
字
の
倍
数
、
縦
書
き
で
打

ち
出
し
て
く
だ
さ
い
。
投
稿
の
際
は
、
原
稿
を
保
存
し
た
メ

デ
ィ
ア
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
、Ｃ
Ｄ
─
Ｒ
、な
ど
）
一
部
を
添
え
、

使
用
ワ
ー
プ
ロ
の
機
種
名
・
ソ
フ
ト
名
を
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

③
手
書
き
原
稿
の
場
合
は
、
四
〇
〇
字
詰
ま
た
は
二
〇
〇
字
詰
原

稿
用
紙
に
、
本
文
・
注
と
も
一
マ
ス
一
字
、
縦
書
き
、
楷
書
で
、

鉛
筆
書
き
は
不
可
と
し
ま
す
。

④
注
は
本
文
末
に
一
括
し
て
、（
1
）、（
2
）、
…
の
よ
う
に
付
け

て
く
だ
さ
い
。

⑤
年
号
を
用
い
る
場
合
は
、
な
る
べ
く
西
暦
併
用
で
お
願
い
し
ま

す
。

⑥
図
表
・
写
真
（
い
ず
れ
も
鮮
明
な
も
の
に
限
り
ま
す
）
の
添
付

は
刷
り
上
が
り
時
の
大
き
さ
を
勘
案
し
て
字
数
に
換
算
し
ま
す
。

こ
れ
ら
を
添
付
す
る
場
合
は
、
お
お
ま
か
な
掲
載
場
所
を
指
示

し
て
く
だ
さ
い
。

⑦
編
集
作
業
の
迅
速
化
の
た
め
、
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

目
次
を
記
し
た
別
紙
一
枚
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。

四
、（
採
否
）

編
集
担
当
者
（
複
数
）
が
掲
載
の
可
否
を
審
査
い
た
し
ま
す
。

五
、（
著
作
権
・
公
開
の
確
認
）

本
誌
掲
載
の
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
等
の
著
作
権
は
著
者
に
帰
属

す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、宗
教
・
文
化
研
究
所
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
は
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
等
を
電
子
化

ま
た
は
複
製
の
形
態
な
ど
で
公
開
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と

し
ま
す
。
執
筆
者
は
こ
れ
に
同
意
し
て
、
投
稿
さ
れ
る
も
の
と
し

ま
す
。
や
む
を
え
な
い
事
情
に
よ
り
電
子
化
ま
た
は
複
製
に
よ

る
公
開
に
つ
い
て
許
諾
で
き
な
い
場
合
は
、
採
用
が
決
定
し
た

段
階
で
宗
教
・
文
化
研
究
所
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

六
、（
備
考
）

①
他
誌
へ
の
二
重
投
稿
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

②
掲
載
後
一
年
以
内
の
他
へ
の
転
載
は
控
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。

＊
ご
不
明
な
点
は
宗
教
・
文
化
研
究
所
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
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前
号
の
「
あ
と
が
き
」
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
制
約
の
継
続
を

前
提
にZoom
で
の
研
究
会
の
開
催
な
ど
の
工
夫
を
試
み
る
こ
と
や
、

対
面
で
の
実
施
が
可
能
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
関
西
在
住
の
研
究
者

に
も
呼
び
か
け
て
月
一
度
程
度
の
間
隔
で
本
格
的
な
研
究
会
を
開
催

す
る
な
ど
の
抱
負
を
語
り
ま
し
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
い
ず
れ
も
実

現
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
例
年
六
月
の
第
三
土
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
公
開
講
座
は
、

研
究
所
の
公
式
行
事
な
が
ら
、
当
ゼ
ミ
の
メ
ン
バ
ー
が
積
極
的
に
協

力
し
、
講
師
の
先
生
方
と
懇
談
会
に
は
多
く
の
研
究
者
や
古
参
メ
ン

バ
ー
も
参
加
し
て
、
そ
の
後
の
ゼ
ミ
活
動
の
活
力
源
と
な
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
そ
れ
も
二
年
続
き
で
延
期
の
後
に
中
止
の
や
む
な
き
に

い
た
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
か
く
し
て
、
昨
年
度
の
ゼ
ミ
活
動
と
言

え
ば
、『
紫
苑
』
第
十
八
号
の
刊
行
と
そ
の
ゼ
ミ
Ｈ
Ｐ
で
の
公
開
、

そ
れ
とLIN

E

やFacebook

で
の
情
報
伝
達
・
交
信
程
度
の
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
訳
で
、本
号
に
は
「
活
動
状
況
」

欄
を
削
除
し
ま
し
た
。

た
だ
、
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
こ
の
ゼ
ミ
か
ら
巣
立
っ
て
い
っ
た
方

た
ち
の
各
方
面
に
お
け
る
活
躍
で
し
た
。
長
村
祥
知
君
（「
君
」
で

は
な
く
て
、「
氏
」
と
表
記
す
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
他
人
行
儀
の
よ

う
に
思
え
る
の
で
「
君
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）
は
京
都
文
化

博
物
館
で
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
困
難
な
状
況
下
、
事
件
発
生
か
ら
八
〇

〇
年
に
あ
た
る
こ
と
で
企
画
さ
れ
た
「
承
久
の
乱
」
に
関
す
る
特
別

展
を
見
事
に
取
り
仕
切
り
、
会
期
終
了
直
後
に
富
山
大
学
へ
の
異
動

を
果
た
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
鎌
倉
歴
史
文
化
交
流
館
に
赴
任
し
て

い
る
山
本
み
な
み
さ
ん
（
昨
今
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
認
識
に
従
え
ば
「
さ

ん
」
で
は
な
く
「
氏
」
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
が
、「
君
」
と
同
様
に
）

は
二
〇
二
二
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
に
関
連
す
る
業
務
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
も
っ
て
獅
子
奮
迅
の
活
躍
を
見
せ
て
く
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
小
学
館
か
ら
初
め
て
の
単
著
で
あ
る
『
史
伝

北
条
義
時

武
家
政
権
を
確
立
し
た
権
力
者
の
実
像
』
を
上
梓
さ
れ

ま
し
た
。
一
方
、
神
奈
川
県
愛
川
町
の
博
物
館
で
主
任
学
芸
員
を
つ

と
め
る
岩
田
慎
平
君
も
中
公
新
書
か
ら
『
北
条
義
時

鎌
倉
殿
を
補

佐
し
た
二
代
目
執
権
』
を
出
版
さ
れ
、
と
も
に
在
来
の
鎌
倉
幕
府
前

期
政
治
史
に
一
石
を
投
じ
る
書
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
ば
か
り
で

な
く
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
私
が
「
編
」

を
依
頼
さ
れ
た
『
図
説

鎌
倉
北
条
氏
』（
戎
光
祥
出
版
）
に
た
い

し
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
講
読
会
な
ど
に
参
加
し
て
く
れ
て
い
た
滑
川

敦
子
さ
ん
・
小
野
翠
さ
ん
・
大
島
佳
代
さ
ん
・
弓
山
慎
太
郎
君
が
分

担
執
筆
を
こ
こ
ろ
よ
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
り
、
そ
の
お
陰
を
も
っ

て
こ
の
本
も
ま
た
好
評
を
博
し
て
い
ま
す
。

あ
と
が
き
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紫

苑
第
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
二
年
三
月
十
日

印
刷

　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
二
年
三
月
二
十
日

発
行

　
　
　

編

集

京
都
女
子
大
学

　
　
　
　
　
　
　

宗
教
・
文
化
研
究
所
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
野
口

実
）

　
　
　

発
行
所

京
都
女
子
大
学

宗
教
・
文
化
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　

京
都
市
東
山
区
今
熊
野
北
日
吉
町
三
五

　
　
　

電

話
（
〇
七
五
）
五
三
一
─
七
〇
七
四

　
　
　

Ｈ

Ｐ

http://rokuhara.sakura.ne.jp/

こ
う
見
て
み
る
と
、
た
し
か
に
、
ゼ
ミ
そ
の
も
の
の
活
動
は
振
る

わ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
か
つ
て
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究

所
の
共
同
研
究
室
に
集
っ
た
方
た
ち
が
結
ん
だ
、
ま
さ
に
「
一
所
朋

輩
の
誼
」
が
花
を
咲
か
せ
た
と
い
う
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
い
っ

た
と
こ
ろ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
彼
女
ら
以
外
の
方

た
ち
も
、
研
究
・
教
育
・
出
版
の
世
界
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
・
職

場
に
お
い
て
先
頭
に
立
っ
て
活
躍
し
て
く
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

ゼ
ミ
を
は
じ
め
て
、
二
十
年
以
上
に
な
り
ま
す
が
、
こ
う
し
て
み

る
と
、
す
で
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
終
え
た
と
い
う
よ
う
な
気
持

ち
も
致
し
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
新
メ
ン
バ
ー
の
参
加
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
下
、
こ
の
ま
ま
消
滅
さ
せ
て
し
ま
っ
て
も
よ

い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
、
大
学
の
枠
を
越
え

た
ゼ
ミ
は
今
の
時
代
に
こ
そ
貴
重
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
も

あ
り
、
私
自
身
が
京
都
女
子
大
学
に
関
わ
り
を
持
ち
続
け
て
い
る
間

だ
け
で
も
存
続
さ
せ
て
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
。
ま
さ

に
「
運
命
や
如
何
に
？
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

  

さ
て
、
本
号
で
す
が
、
前
号
で
予
告
し
た
通
り
、
古
参
メ
ン
バ
ー

の
宿
題
発
表
と
い
う
形
を
と
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
全
部
「
論
文
」
で

す
。
研
究
へ
の
情
熱
冷
め
や
ら
ず
、
満
を
持
し
て
投
稿
し
て
下
さ
っ

た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
じ
っ
く
り
拝
読
さ
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。
な

お
、
実
質
的
な
編
集
作
業
は
宗
教
教
育
セ
ン
タ
ー
の
平
屋
典
子
さ
ん

に
担
当
し
て
頂
き
ま
し
た
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
野
口

実
）
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